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（午前１０時 開会） 

○三好義治議長 ただいまから令和６年第４

回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長の挨拶を受けま

す。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 皆さん、おはようございます。 

 本日、令和６年第４回摂津市議会定例会

を招集させていただきましたところ、議員

各位には公私何かとお忙しい中、御参集を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、今回お願いいたします案件でござ

いますけれども、予算案件といたしまし

て、令和６年度摂津市一般会計補正予算

（第７号）ほか４件、人事案件といたしま

して、固定資産評価審査委員会委員の選任

について同意を求める件、条例案件といた

しまして、摂津市立子育て総合支援センタ

ーの施設の使用に関する条例の一部を改正

する条例制定の件ほか４件、その他の案件

といたしまして、工事請負契約締結の件ほ

か１件、合計１３件の御審議をお願いいた

すものでございます。 

 何とぞよろしく御審議の上、御可決賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単では

ございますが、開会に当たりましての御挨

拶といたします。 

○三好義治議長 挨拶が終わり、本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、出口議員及び

香川議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から１２月２

０日までの１５日間とすることに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、認定第１号など８件を議題とい

たします。 

 委員長の報告を求めます。総務建設常任

委員長。 

 （野口博総務建設常任委員長 登壇） 

○野口博総務建設常任委員長 ただいまか

ら、総務建設常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 １０月２５日の本会議において本委員会

に付託されました認定第１号、令和５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管

分及び認定第５号、令和５年度摂津市財産

区財産特別会計歳入歳出決算認定の件、以

上２件について、１１月２０日、２２日及

び２５日の３日間にわたり委員全員出席の

下に委員会を開催し、審査しました結果、

認定第１号所管分については賛成多数、認

定第５号については全員賛成をもって認定

すべきものと決定いたしましたので、報告

いたします。 

○三好義治議長 文教上下水道常任委員長。 

（出口こうじ文教上下水道常任委員長 登壇） 

○出口こうじ文教上下水道常任委員長 ただ

いまから、文教上下水道常任委員会の審査

報告を行います。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました認定第１号、令和５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分、認定第２号、令和５年度摂津市水道

事業会計決算認定の件及び認定第３号、令

和５年度摂津市下水道事業会計決算認定の

件、以上３件について、１１月１９日、２

０日及び２１日の３日間にわたり委員全員

出席の下に委員会を開催し、審査しました

結果、認定第１号所管分については賛成多

数、その他の案件については全員賛成をも

って認定すべきものと決定しましたので、
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報告します。 

○三好義治議長 民生常任委員長。 

  （福住礼子民生常任委員長 登壇） 

○福住礼子民生常任委員長 それでは、ただ

いまより、民生常任委員会の審査報告を行

います。 

 １０月２５日の本会議において本委員会

に付託されました認定第１号、令和５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管

分、認定第４号、令和５年度摂津市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定の件、認

定第６号、令和５年度摂津市パートタイマ

ー等退職金共済特別会計歳入歳出決算認定

の件、認定第７号、令和５年度摂津市介護

保険特別会計歳入歳出決算認定の件及び認

定第８号、令和５年度摂津市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定の件、以上５

件について、１１月１９日及び２１日の２

日間にわたり委員全員出席の下に委員会を

開催し、審査しました結果、認定第６号に

ついては全員賛成、その他の案件について

は賛成多数をもって認定すべきものと決定

しましたので、報告をいたします。 

○三好義治議長 議会運営委員長。 

  （西谷知美議会運営委員長 登壇） 

○西谷知美議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました認定第１号、令和５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分について、１２月３日、委員全員出席

の下に委員会を開催し、審査しました結

果、全員賛成をもって認定すべきものと決

定いたしましたので、報告いたします。 

○三好義治議長 駅前等再開発特別委員長。 

（松本暁彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○松本暁彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 １０月２５日の本会議において、本委員

会に付託されました認定第１号、令和５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分について、１１月２６日、委員全員出

席の下に委員会を開催し、審査しました結

果、全員賛成をもって認定すべきものと決

定しましたので、報告します。 

○三好義治議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。安藤

議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 日本共産党議員団を代表し

て、認定第１号、認定第４号、認定第７号

及び認定第８号に対する反対討論を行いま

す。 

 ２０２３年の年間消費者物価は、生鮮食

料品を除いた総合指数で前年比３．１％増

となりました。これは、第２次石油ショッ

クの影響が残る１９８２年以来、実に４１

年ぶりという歴史的な物価高騰です。物価

が上がっても、それに見合うだけの賃金上

昇は起きず、実質賃金は、今年５月まで、

過去最長の２６か月連続で前年同月比マイ

ナスとなりました。収入が増えない生活保

護利用者や年金生活者、また、低賃金の非

正規労働者の暮らしの危機は深刻です。 

 日本共産党は、国民健康保険料の値上げ

ストップ、高い上下水道料金の減免や学校

給食費の無償化など、市民負担の軽減を求

めてまいりました。 

 市は、政府の物価高騰対応重点支援地方

創生交付金等を、低所得者や低所得の子育
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て世帯への給付金支給事業と全市民対象の

セッピィ割引チケットの配布に充て、その

他一般財源で、医療機関、民間保育所、介

護サービス事業所、障害児者サービス事業

所への支援金として４，８００万円を給付

しました。しかし、深刻な物価高騰対策と

して十分とは言えませんでした。 

 新型コロナウイルス感染症５類移行、能

登半島地震などの相次ぐ自然災害、また、

終わりの見えないウクライナ、パレスチ

ナ・ガザでの軍事紛争など、内外情勢の厳

しさが市民生活に暗い影を落としていま

す。こうした２０２３年度の困難な情勢の

下、住民の福祉の増進を図るという自治体

本来の役割をさらに果たすことが求められ

ていることを強調しておきます。 

 それでは、以下、主な項目ごとに意見を

述べてまいります。 

 初めに、財政運営について述べます。 

 ２０２３年度の実質収支は５億９，８８

１万円の黒字となりましたが、それは、財

政調整基金など主要基金約１４億３，３０

０万円を取り崩し、収支調整を行った結果

でした。財政課は、今後も増え続ける扶助

費や人件費、また、阪急京都線連続立体交

差事業、ＪＲ千里丘駅西地区再開発などの

大型事業が控えており、本決算を受けて作

成した中期財政見通しでは、このまま推移

すれば２０２８年度に主要基金が枯渇する

と警鐘を鳴らしています。 

 少子高齢化と人口減少が進む中、正確な

財政見通しを行い、市民への情報公開と説

明責任を果たしながら、健全な危機感を持

って財政運営に当たることは当然ではあり

ますが、財政危機をいたずらにあおり、公

共料金、保険料の値上げや市民サービス削

減を強行することは厳に慎むべきです。暮

らしの困難、展望を見いだせない中小業者

の実態に寄り添い、豊かな財政力の有効活

用と適切な市債発行により、ウェルビーイ

ングの向上に資する財政運営を強く求めま

す。 

 続いて、まちづくり等への市民参加につ

いて述べます。 

 ２０２３年度のパブリックコメントに付

された市の計画案等は１２件で、市民の意

見数は合計で８１件だったとのことです。

市は、市民等への説明責任を果たし、市の

政策形成過程における公正性の確保と透明

性の向上を図ることにより、市民等の市政

への参加を促進することを目的にパブリッ

クコメント手続を実施しているとのことで

す。しかし、計画案の周知や閲覧方法は不

十分であり、分かりにくくスペースも少な

い閲覧場所など、さらなる改善、工夫が必

要です。改善を求めるものです。 

 また、鳥飼まちづくりグランドデザイン

地元説明会は、２０２３年度は５回開催さ

れ、延べ１５６人が参加、居住性向上エリ

アＡにおけるワークショップは３回開催、

延べ３３人が参加されたとのことです。当

初より参加者が少ない、若い人の参加がな

い、関心が薄いなど、市民参加や周知の在

り方に対する指摘がありました。 

 この間、オンライン参加や開催案内の工

夫、イベント等での周知活動を行うととも

に、説明会の内容をお知らせするまちづく

りグランドデザイン通信を発行するなどの

努力がなされてきたことは評価いたしま

す。しかし、抽象的なまちの将来像の説明

は分かりにくく、より多くの市民が主体的

に参加できるようにしていくべきです。 

 今後、鳥飼まちづくりグランドデザイン

にとどまらず、廃校後の鳥飼東小学校跡地

活用や、地域公共交通基本計画、魅力ある

公園づくり、また地域防災など、具体的な
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テーマで幅広い市民参加を保障する取組を

求めておきます。 

 また、アンケートなどに取り組み、若者

や子育て世代、小・中・高の学生の意見を

聴くとともに、地域住民の積極的な参加に

つなげる情報発信の強化も要望しておきま

す。 

 続いて、千里丘駅西地区再開発事業につ

いて、２点述べます。 

 一つは、事業費についてです。 

 ４年前の都市計画決定時は、３２階建て

２８０戸で、総事業費１７２億円、市の負

担は３２億円でした。現在では、３６階建

て３３５戸と事業規模が拡大し、総事業費

は７０％増の２９４億円、市の負担は６

６％増の５３億円となり、今後も増加とな

る可能性が出ています。一般的には、再開

発事業で特定事業者は２割から３割の利益

を見込んでいると言われています。これ以

上の市負担が増えないよう慎重な対応を求

めます。 

 第２に、公共施設の確保と地元周辺商店

との調整協議を具体的に進めていくことを

求めておきます。 

 続いて、旧三宅小学校、旧味舌小学校の

跡地についてです。 

 ２００７年度末に学校統合により廃校と

なった両校の跡地は、当初、売却を念頭に

一時利用をしてきましたが、前市長が防災

空地として位置づけ、売却方針を凍結いた

しました。両校跡地については、それぞれ

の地域住民から存続と有効活用の強い要望

が上がっています。しかし、いまだ売却可

能な普通財産のままで、旧味舌小学校跡地

に至っては、急遽、千里丘小学校建て替え

の掘削土砂置場にされるなど、その利用方

法は場当たり的です。早期に防災空地とい

う目的に沿う計画を市民参加で策定し、行

政財産へと移行すべきです。 

 続いて、安威川ダム供用開始による沿川

住民への情報提供についてです。 

 昨年５月、試験湛水中の安威川ダムの非

常用洪水吐きからの越流があり、その際、

安威川ダム緊急放流と、沿川住民に注意を

促す報道がされました。しかし、地域住民

には安威川ダム放流とその対応について知

らされておらず、報道を見た住民から、ど

う対応してよいか困惑の声が上がりまし

た。実際は下流域の水位に大きな上昇はな

く、事なきを得ましたが、安威川ダムの供

用開始に当たり、沿川住民への正確な情報

提供をはじめ、ダム供用後の浸水想定や避

難判断の変更、また、ダムがあっても絶対

安全ではないということを周知徹底してい

くべきです。 

 次に、ＰＦＯＡ汚染について述べます。 

 有害な有機フッ素化合物（ＰＦＯＡ）等

について、２０２３年７月に、環境省が土

壌の暫定測定方法を示し、沖縄県や岡山県

吉備中央町が調査を実施いたしました。環

境省は、他府県にも調査実施とデータの提

供を呼びかけ、知見の収集を行うとしてい

ます。摂津市は基準がないから土壌調査を

しないと言いますが、基準づくりのために

も積極的な調査が必要です。ダイキン工業

株式会社や太中浄水場、ガランド水路の周

辺土壌を早急に調査することを求めます。

血液検査、健康影響調査の実施も要望して

おきます。 

 ごみ処理広域化についてです。 

 茨木市とのごみ処理広域化がスタートい

たしましたが、年度末になって、両市の当

初予算に大幅な違いがあったことが分かり

ました。市は、その事実を伝えぬまま、議

会に補正予算を出して差額を解消しようと

しましたが、議会に対しても、市民に対し
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ても不誠実な対応です。ごみ処理広域化に

当たっては、茨木市との対等、平等な関係

を築くこと、運営は透明性を保ち、市民の

声を反映させることを改めて求めておきま

す。ごみ収集の民間委託がさらに拡大しま

したが、現業不補充の方針を見直し、直営

を守り、拡充することを求めます。 

 続いて、国民健康保険について述べま

す。 

 ２０２３年度国民健康保険料は、翌年度

の大阪府内完全統一を目指して、一人当た

り約１万円の大幅値上げとなりました。６

年間保険料を引き上げ続ける一方で、基金

は４億円を超えているとこれまで指摘して

まいりましたが、年度の途中で１億円近い

補正が必要となりました。コロナ減免終了

の影響などと説明をされましたが、コロナ

減免終了は予算段階から予測できたもの

で、４億円の基金から１億円も取り崩さな

ければならない事態は、予算の組み方があ

まりにずさんだったと言わねばなりませ

ん。 

 摂津市は、他市も同様の事態が起きてい

るとの認識を示しておられます。都道府県

が市町村とともに保険者となったのは財政

運営安定化のためですが、幾つもの市町村

で同様の事態が起きているとすれば、大阪

府の責任は重大です。 

 一方、大阪府の国保会計を見ると、２０

２０年度に大幅な黒字を出し、２０２１年

度、２０２２年度と基金を積み増し、２０

２３年度も維持しています。市町村に不安

定な財政運営を強いながら、大阪府が基金

を積み増すなどあり得ません。市民に対し

て透明性の高い財政運営を行い、大阪府や

市町村の黒字や基金で大幅な保険料引下げ

を早期に行うことを強く求めます。 

 介護保険についてです。 

 介護保険第８期の最終年、第９期のプラ

ン作成の年でしたが、第９期の保険料は基

準月額６，４８０円で、引き続き北摂第２

位の高さとなりました。改めて減免制度の

拡充を求めます。 

 特養入所の待機者は１００人超えが続

き、その対策が求められます。総合支援事

業については、今後も現行相当のサービス

を維持し、必要な人に必要なサービスを提

供できるよう求めます。 

 介護事業所の休廃業が摂津市でも起こっ

ています。物価高騰等による経営難と人手

不足が大きな要因です。介護従事者の処遇

改善を国・府に要望することと同時に、摂

津市としての支援策を求めておきます。 

 敬老事業削減について述べます。 

 敬老祝金を敬老祝品に変え、対象者を減

らしましたが、多くの市民から、がっかり

したとの声が寄せられています。この事業

の削減額は僅かです。シフト先として緊急

通報装置の予算を拡大しましたが、利用者

の増加は少なく、敬老事業を削減しなくと

もできた金額です。高齢者のサービス拡充

を他のサービス削減によって賄うという、

いわゆるビルド・アンド・スクラップの方

針を変え、高齢者の生活の質の向上、ウェ

ルビーイングのための施策拡充は、健康寿

命を延伸させ、それ自体が医療や介護の費

用削減につながるものとして、他の施策の

削減なしに行っていくことを求めます。 

 次に、自衛隊への名簿提供についてで

す。 

 市は、若者の名簿を本人に知らせず自衛

隊に提供していますが、批判を受け、名簿

を提供してほしくない人のために除外申請

制度をつくりました。ところが、２０２３

年は、自衛隊の求めに応じて除外申請の期

間を１か月から３週間へと切り縮めまし
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た。申請期間の短縮は、自衛隊に求められ

れば歯止めなく個人情報を流出させる市の

姿勢を表しているのではないでしょうか。 

 ２０２４年３月、１８歳の高校生が、国

と奈良市を相手取って、この問題で裁判を

起こしています。原告は、除外申請制度が

あったとしても違法性は免れないと主張し

ています。摂津市は、少なくとも対象者に

個別に情報を知らせ、除外申請書を送るべ

きです。さらに、名簿の提供自体そのもの

をやめるように求めておきます。 

 続いて、会計年度任用職員制度について

述べます。 

 ２０２２年度末をもって、本制度スター

ト時の会計年度任用職員が２回の更新制限

回数を終了しました。再雇用のためには改

めて試験を受ける必要がありました。２０

２３年度、再雇用を希望し試験を受けた会

計年度任用職員１６２人全員が継続雇用さ

れ、また、１年更新での雇い止めはゼロで

した。ボーナスや勤勉手当の支給、更新回

数制限の撤廃など、会計年度任用職員の処

遇改善が進められていることは評価いたし

ますが、会計年度任用職員が担う業務は継

続的に存在していること、また、そのうち

の多くが相談員など専門性や継続性を必要

とする業務であることなどから、処遇改善

はもちろんのこと、安定雇用を保障してい

くべきです。 

 続いて、消防施設整備費補助金について

述べていきます。 

 地域消防を担う消防分団の車両整備に係

る補助限度額は、この間、随時見直され、

２０２３年度には２５０万円から３００万

円に引き上げられました。しかし、この間

の車両費の高騰により、この年に車両更新

を迎えた分団の負担は、補助限度額を超過

し、約１００万円に達したとのことでし

た。消防団は市町村の消防機関です。地域

に密着し、火災の警報、鎮圧、防除などに

取り組む分団の資機材について、地域に負

担を担わせるべきではないと考えます。補

助要綱を見直し、消防分団や地域の負担と

ならないように限度額の引上げを求めてお

きます。 

 次に、選挙の投票所について述べます。 

 ２０２３年度は、大阪府知事選挙と大阪

府議会議員選挙が行われました。投票率

は、前回比約３．３２ポイント下がりまし

た。２０２４年度は、市長選挙、大阪府議

会議員補欠選挙、衆議院総選挙が行われ、

いずれも投票率は５０％に達しませんでし

た。選挙の投票率は、その立候補状況や争

点、あるいは投票日の天候など、様々な要

因によって影響を受けると考えられます

が、選挙管理委員会としては、市民が投票

する権利を保障する立場から、低い投票率

の検証と対策を講じるべきです。投票所の

配置や環境、期日前投票所の利用状況など

を分析し、安心して投票できる環境を整え

るよう、その検討を求めます。 

 続いて、子育てと教育について、６点述

べてまいります。 

 第１に、鳥飼東小学校と鳥飼小学校の統

合が２０２３年度末に決定しました。庁内

議論はもちろん、地域や保護者、家族も含

めて声を聴き、検討委員会も持たれた末の

結論ではありますが、通学距離が延びる問

題、通学路の安全対策、教職員の減少や統

合による新たな課題対応への負担増、地域

コミュニティや防災拠点が今後どうなるの

かなど、統合によるデメリットや課題に十

分に応え切れていないということは明らか

です。２０２６年度の統合準備が進められ

ていますが、子供や保護者の不安解消に引

き続き丁寧な取組を求めるものです。 
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 第２に、学校の教育環境と教員不足の課

題についてです。 

 学校の教育環境の整備の問題で、そもそ

も必要な教員が年度当初から足りていない

という現状は重大です。年度途中の産休、

病休も含めて欠員の穴が埋まらない状態

は、現場に過度な負担を強いることになっ

ており、子供たちの教育環境の低下に直結

します。少人数３５人以下学級や支援学

級、通級指導教室など、子供一人一人に行

き届いた手厚い教育を保障していくために

も、来年度は必ず必要な人員をそろえられ

るよう最大限力を尽くすことを求めます。

併せて、教職員の労働環境の改善と抜本的

な定員増を国や大阪府に強く求めていくこ

とを訴えます。 

 また、スクールソーシャルワーカー等の

専門職の活用が様々に進められています

が、専門性の発揮という点で、現場との連

携の課題、定着や育成、有期間雇用である

がゆえの課題も含めて改善を求めておきま

す。 

 第３に、不登校児の居場所としての適応

指導教室についてです。 

 近年、全国的にも学校、授業に参加でき

ない児童・生徒が増えている問題につい

て、摂津市内３か所での適応指導教室パ

ル・アミ・メイトの活動は、学校に行きた

くても行けない子供のよりどころになって

いると認識しています。その上で、学校内

での校内教育支援ルーム等とも連携し、活

用内容の充実と、その名称についても支援

の視点からの見直しを求めておきます。 

 第４に、保育待機児童と公立就学前施設

の在り方についてです。 

 待機児童の解消に向けて、保育士確保や

処遇改善に一定取り組まれているものの、

定員増の取組は民間任せと言わざるを得ま

せん。一方で、公立の市内３施設では、入

所定員に空きがあるのに受皿となっていな

い状況が続いています。１号認定、２号認

定の定員枠の見直しも含めて、積極的に待

機児童の解消に公立の認定こども園の役割

を発揮することを求めておきます。 

 また、他市で取り組まれている待機児童

園も市として立ち上げていくことや、虐待

などのリスクが見られる要保護児童などは

公立園が積極的に受け入れるなど、量と質

の両面から摂津市の保育実践の底上げの役

割を果たされるよう強く求めます。 

 第５に、学童保育についてです。 

 小学４年生以上の高学年保育について、

鳥飼地域の四つの校区から開始し、今後

は、２０２８年度の千里丘小学校新校舎完

成までに、順次、小学６年生までの受入れ

拡大を進めていくとのことです。また、長

期休暇中の昼食についても検討を進めてこ

られ、当面はデリバリー方式のお弁当給食

を実施する方向が示されました。一方で、

厳しい物価高騰が続く下、この時期の利用

料値上げが決められたことは許せません。

これまでにも、おやつ代、お弁当を用意で

きない児童、利用料の延滞世帯、そうした

家庭への支援について、改めて、こども家

庭部全体で問題意識を持って取り組まれる

ように指摘しておきます。 

 第６に、児童虐待防止についてです。 

 ３年前の市内での児童虐待死事案を契機

に、当時の家庭児童相談課の体制強化や専

門職の配置、研修等の強化などが進めら

れ、今年度、児童虐待防止に関する条例が

つくられました。しかし、市民全体への周

知や啓発等を含めて、これで十分というも

のはあり得ません。そもそも、社会全体で

子育てをする仕組みは、国の取組自体が不

十分と言わざるを得ません。子育てに関わ
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る総合的な支援計画として、（仮称）摂津

市こども計画の策定が進められていきます

が、これまで繰り返し求めてきた子供の貧

困対策、児童虐待防止等がしっかりと実の

ある施策に結びつくように求めておきま

す。 

 最後に、平和施策について述べておきま

す。 

 憲法を守り人間を尊重する平和都市宣言

４０周年の年、様々な非核・平和の取組が

行われました。ロシアのウクライナ侵攻、

イスラエルのガザ地区でのジェノサイド

は、収束どころか近隣諸国へと広がってい

ます。今、世界で、他国に対する武力や核

兵器による威嚇、現状変更の企てが進めら

れています。一方で、核抑止力による核兵

器容認、軍事ブロック強化の動きも広がり

つつあります。戦争が一旦始まると終わり

の見えない大量殺りくが繰り返されること

は、過去の痛苦の歴史を振り返るまでもな

く、人類共通の認識ではないでしょうか。 

 どんな理由があろうと絶対に戦争を始め

てはいけない、人類を破滅に追いやる核兵

器をなくさなくてはならないと長年の運動

を続けてきた日本原水爆被爆者団体協議会

が、今年、ノーベル平和賞を受賞しまし

た。唯一の戦争被爆国であり、平和憲法を

持つ日本の役割はますます重大です。 

 来年、つまり２０２５年は、戦争終結８

０周年の節目の年です。平和宣言をうたう

摂津市で改めて非核平和の取組をさらに広

げていくことを求め、反対討論といたしま

す。 

 以上です。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 それでは、公明党議員団を

代表いたしまして、市長が提案されました

認定第１号から認定第８号について、賛成

の立場から一括して討論させていただきま

す。 

 令和５年度におきましては、新型コロナ

ウイルス感染症が５月に５類へ引き下げら

れ、日常の生活を取り戻す一方で、物価高

騰が市民生活に襲いかかり、国からの地方

創生臨時交付金を活用した様々な対策が講

じられました。国の決定事項で、住民税非

課税世帯等に１世帯当たり３万円プラス７

万円の支給や、子育て世帯に児童１人当た

り５万円の支給に加えて、本市独自の取組

として、セッピィ割引チケット第１弾とし

て市民１人５，０００円分の割引チケッ

ト、第２弾として２，５００円分の割引チ

ケットを発行されたことは、市民ニーズに

合った優れた取組であったと高く評価いた

します。 

 そうしたこともあり、一般会計決算総額

は前年度に比べて増加しています。歳入は

４．６％増、歳出は４．２％増、歳入歳出

実質収支は約５億９，９００万円の黒字と

なりました。主要３基金の令和５年度末現

在高は約１２４億９，８００万円で、減債

基金を廃止し、約１６億４，５００万円全

額を財政調整基金へと積み立てたことや、

財政調整基金から約１３億円を取り崩した

こと、公共施設整備基金から約１億４，０

００万円を取り崩したことなどにより、前

年度比約１４億３，２００万円の減となり

ました。 

 令和４年度決算時の中期財政見通しで

は、令和５年度の基金取崩額が１６億９，

１００万円に対して、今までにかつてない

近い数字になり、２３年間で初めての経験

となりました。地方債の令和５年度末現在

高は２０９億２，２００万円で、前年度比

では５億２００万円、２．５％の増となり
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ました。経常収支比率については９８．

５％、前年度より４．９ポイント悪化しま

した。 

 令和５年度は、夢を形にするまちづくり

である千里丘駅西地区再開発事業及び阪急

京都線連続立体交差事業が大きく前進し、

支出がピークを迎える年となり、一般会計

では約４５８億円の過去最大となる決算と

なりました。また、令和４年７月に鳥飼ま

ちづくりグランドデザインを策定し、令和

５年度は計画の具現化への次のステップへ

と進まれました。そして、国土強靱化とフ

ァシリティマネジメントの下に、インフラ

等の戦略的な改修、ゼロカーボンシティを

宣言し、地球温暖化の取組、ＳＤＧｓの実

現とシティプロモーション戦略の実施を見

据えた行政経営戦略の推進など、非常に戦

略的な予算となりました。いずれも未来に

投資をすることで摂津市を大きく発展さ

せ、将来は税収増などにより投資を上回る

回収ができるものと確信をしています。 

 令和５年度の重点テーマであります「安

全・安心」、「健康」、「こども」にバラ

ンスよくめり張りを利かせた施策展開とな

りましたことを高く評価いたします。 

 一方で、大型の事業が重なる中で、多額

の財政支出がこれからもしばらく続くこと

から、将来を見据えた節度ある財政経営を

今後ともお願いし、要望といたします。 

 それでは、個々の施策について申し上げ

ます。 

 まず、未来を見据えた魅力あるまちづく

りについてです。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインについ

て、住民説明会及び意見交換会を開催し、

計画の具現化を図られました。一方で、淀

川河川防災ステーションを誘致され、高台

まちづくりの推進と、上部にコミュニティ

施設の設置を検討されたことを評価しま

す。これらの取組によって、教育環境、公

共交通、地域コミュニティ活動の活性化、

魅力ある公園など、課題がクローズアップ

され、防災意識の向上と、高台のまちづく

りや水辺空間の創出など、具体的な取組に

ついて、今後も検討が必要です。計画の具

現化には長い年月を要するとされています

が、ダイナミックかつ繊細な内容とし、多

くの市民を巻き込みながら、地域人材の発

掘と育成につなげ、市長、事業者、各団体

との協働によるオール摂津で進めていただ

き、夢と希望に満ちた計画の推進となるよ

う強く要望いたします。 

 千里丘駅西地区再開発事業においては、

令和５年６月以降に既存建物の解体工事が

本格化し、埋蔵文化財発掘、下水道、上水

道、ガス管等の地下埋設物の移設、府道の

電線共同溝設置工事に着手されるなど、ほ

ぼ工程どおりに実施をされ、令和９年夏頃

の完成を目指されることを高く評価しま

す。今後は、開発地域に接続する都市計画

道路千里丘駅前線の拡幅工事についても、

ＪＲ千里丘駅西地区と同時に完成させ、残

された区域も併せて無電柱化で一体的なま

ち並みになるように最大努力をお願いし、

要望といたします。 

 また、ＪＲ千里丘駅東口、フォルテ摂津

周辺についても、大規模改修の要望を強く

申し上げる中で、現在、大規模改修の実施

設計中でありますが、西口の完成と歩調を

合わせて整備するとともに、インフラ整備

はもとより、西口と併せて東口の商業施設

を活性化させるための仕組みづくり、エリ

アマネジメントの展開をお願いし、要望と

いたします。 

 阪急京都線連続立体交差事業の推進にお

いては、用地買収・取得に鋭意努力され、
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仮線着手に向けて取り組まれてきました

が、仮設駅前広場設置及び付け替え道路工

事が当初よりやや遅れているようです。今

後は、令和１５年度の完成を目指し、粛々

と進めていかれるよう要望しますととも

に、高架下のまちづくりの検討など、地域

の活性化に寄与する取組のスタートを切望

いたします。また、残された用地交渉にお

いては、地権者など関係者に親切丁寧な対

応で理解が得られるよう最大努力をお願い

いたします。 

 健都イノベーションパークにおいては、

国立健康・栄養研究所が令和５年４月から

稼働を開始し、同じくニプロ本社ビル、夏

にはエア・ウォーター健都ビルが運用を開

始しました。残る健都イノベーションパー

クの誘致も積極的に行い、産学官民連携の

上で、市内業者とのイノベーションが展開

されることを期待し、要望といたします。 

 セッピィスクラッチカードの第８弾を継

続実施されたことを高く評価いたします。

物価高騰で消費が落ち込む中、市内小売

店、飲食店をはじめ、確実な応援につなが

っていると確信し、高く評価します。今後

も末永く続けていかれることを要望しま

す。 

 高齢者の運転免許証自主返納の希望者に

自転車用ヘルメットを支給されたことを高

く評価します。年度途中の９月で、予定の

１００個が配布されたことから終了となり

ました。ニーズが高いのに比べて、市中で

のヘルメット着用率が低いことは大きな課

題です。職員がまず模範として自転車用ヘ

ルメットをかぶるよう徹底されていること

は評価します。 

 さらなる取組として、本市の自転車安全

利用倫理条例を改正し、今回の道路交通法

の改正による酒気帯び運転及び幇助の禁止

や、運転中のながらスマホの禁止、ヘルメ

ットの着用の努力義務などを加えて、本市

の自転車マナーの強化とヘルメット着用率

の向上に積極的に取り組むことを強く要望

します。 

 摂津市行政経営戦略の推進においては、

シティプロモーション、ＳＤＧｓと連動し

て推進しておられることを評価します。毎

年度の検証結果においては、見える化を図

り、市民に積極的で分かりやすく広報され

ていることも併せて評価します。 

 摂津市行政経営戦略は、令和７年度まで

の期限を１年延長され、令和８年度から次

期計画をスタートされます。１年の猶予が

できたことで、少子高齢化、経済縮小時代

を乗り切っていけるように、とりわけ本市

の協働の対象は地縁組織主体であり、今

後、さらに弱体化している地縁組織に対し

て、市民活動団体との協働の在り方につい

て検証をしっかり行い、ビジョンと情熱を

持って進めるように変えなければ、本市は

生き残れない危機的状況にあります。 

 現在、中間支援組織の調査を行っておら

れますが、市民活動団体の育成と協働の在

り方についてのビジョンと情熱もなく、市

内に受けられるＮＰＯ団体があるのに、安

易に他市のＮＰＯ団体に委託されたことは

残念でなりません。市内ＮＰＯ団体の育成

を真剣に考えた取組の展開が必要であると

苦言を呈しておきたいと思います。 

 公共交通の確保、持続可能性の在り方を

検討するため、地域公共交通協議会を開催

されたことを評価します。先日に行われま

した第３回地域公共交通協議会で素案が示

され、今年度末に計画が決定される予定で

す。決定後も、市民ニーズの検証や技術的

な検討などで、できることから実施すると

されていますが、多くの市民合意を得なが
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ら進めていかれるように要望いたします。 

 シティプロモーション戦略におきまして

は、「ちっちゃな摂津のでっかな野望」の

キャッチコピーに負けないように、様々な

事業について積極的に外部にアピールして

いけるように、職員の意識改革と市民を交

えたワンチームで取り組む体制づくりをお

願いし、要望といたします。 

 次に、安全・安心のまちづくりについて

です。 

 環境センター跡地における高台公園の整

備については、給食センター予定の鶴野第

２公園の代替として、環境センター閉鎖後

に築造し、令和１２年頃に完成予定で取り

組まれることを評価します。近隣住民の意

見には真摯な姿勢で取り組むとともに、誰

もが納得いく結論を出していくことをお願

いします。また、公園の整備においては、

ワークショップを開催するなど、市民と協

働で整備することを強く要望いたします。 

 防災対策につきましては、これまでの水

害対策ばかり進めてこられたことに対し

て、南海トラフ地震がいつ発生してもおか

しくない状況の中、地震対策を進められる

こと、また、それぞれの避難所に合った運

営マニュアルを関係者でつくり上げること

の重要性を訴えてまいりましたが、令和５

年度で地震発生時の市民向け避難所運営マ

ニュアルを三宅地区をモデルに整備された

ことを高く評価いたします。令和６年度か

ら開始された各自主防災組織での避難所運

営マニュアル作成については、丁寧に親切

に推進していただくことを要望します。 

 そして、地震では身を守るために家具の

固定が重要であることを訴えてきました

が、現在、自主防災訓練において訴えてい

ただいておりますことを評価します。市民

向けの分かりやすいチラシを作成して、さ

らにＰＲをお願いしたいと思います。ま

た、棚上げにされた市職員向け応急対応マ

ニュアル作成についても、遅滞なく作成さ

れることを望みます。 

 防災士の資格取得支援制度も、５年目の

継続実施を評価します。今後は、防災士の

受講者増加のための啓発活動に力を入れる

とともに、育成された防災サポーターのス

キルアップ、そして能力向上と活動強化を

図り、協働を担える人材群を目指されるこ

とを強く要望いたします。 

 水害時に避難が難しい方の個別避難計画

の作成２年目として、地域支援者と介護関

係者で指定難病の方約１６０人分の作成を

開始されています。手探りでの作成だと思

いますが、ノウハウを蓄積し、高齢者や障

害者の個別避難計画作成にも拡大できるよ

うに要望します。 

 摂津市下水道総合地震対策計画に基づ

き、第一中学校、第三中学校、第四中学校

にマンホールトイレを各１０基設置されて

おられます。また、ブロック塀等の撤去に

対する補助を市独自で継続されていること

を評価します。しかし、市内に多く存在す

る私道等に面する場合は補助適用外となっ

ています。私道等でも補助ができるように

規定の緩和を要望いたします。災害対策は

まだまだやらなければならないことが山積

していますが、取組を加速させ、かつ着実

な推進を強く要望します。 

 市道千里丘三島線の道路改良事業につい

て、千里丘南交差点から三島幼稚園までの

道路拡幅工事を令和５年度に完成され、ま

た、三島まちかど広場から三島二丁目交差

点付近の間の西側歩道整備工事の基本設計

を行い、車道６メートル、両側に自転車道

２メートル、歩道３メートルで、全幅１６

メートルとなることが示されました。これ
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らのことを評価いたします。三島幼稚園交

差点付近の一部が境界の問題で整備が遅れ

ているため、条件が整い次第、整備される

ことを強く要望いたします。 

 また、香露園１号線の大型車両問題は、

周辺住民の切実な問題です。早期の重量規

制も併せて推進をお願いし、要望といたし

ます。 

 阪急正雀駅前道路の拡幅推進について

は、道路用地以外も取得をし、駅前のにぎ

わい創出を検討されておりましたが、途

中、白紙撤回をされ、当初の道路拡幅で進

められることになりましたことは大変残念

でなりません。にぎわいづくりを諦めてし

まうのではなく、協力していただける地権

者と市有地で再計画を検討されるよう提案

をいたします。 

 防犯カメラを２０台新設し、市内１５５

台の体制にされたことを評価します。令和

６年度では２５台を新設されており、１８

０台体制とされております。市民からの設

置要望も多く、さらに増設されるよう強く

要望いたします。 

 次に、健康づくりで市民の健康寿命延伸

の取組についてです。 

 まちごと元気！健康せっつ２１第３次計

画の令和６年度策定に向けアンケートを実

施され、また、第３期データヘルス計画を

令和５年度に策定されたことを評価しま

す。市民の健康寿命を延ばすことを目指し

て計画実施を強く要望します。まちごと元

気！健康せっつ２１は、第１次計画のよう

に熱意が伝わってくるような楽しい計画に

していただけるように強く要望いたしま

す。 

 国立循環器病研究センターとの連携で、

脳卒中予防のＣｈｅｃｋＦＡＳＴや心筋梗

塞予防のＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンを継

続実施されたことも評価いたします。様々

な健康施策の充実で健康意識を高め、本市

の心筋梗塞の死亡率は５年ごとの調査で大

阪府内ワースト２位から４位になったそう

ですが、ワースト４位の返上に向けた力強

い取組をお願いし、要望といたします。 

 また、まちごとフィットネス！ヘルシー

タウンせっつ事業の参加者増加の取組につ

いては、まちごと元気！健康せっつ２１第

３次計画を分かりやすく楽しい計画として

連動させ、魅力的な取組と広報活動を行う

など、様々な知恵を絞っていただきますよ

う強く要望します。 

 国立健康・栄養研究所とともに、摂津市

民の健康課題をライフコース別に明らかに

するために、健康・栄養とウェルビーイン

グに関する縦断調査を実施されました。現

在、分析調査が行われております。今後

は、市民の健康・栄養とウェルビーイング

に対する効果的な取組を提案する資料を作

成する予定です。これらの取組を高く評価

するとともに、今後に大きく期待をしたい

と思います。 

 ロコモ予防体操、せっつはつらつ脳トレ

体操のさらなる普及を評価いたします。 

 特定健康診査の受診率向上については、

安威川以南地域の別府コミュニティセンタ

ー、新鳥飼公民館で、出張による集団特定

健康診査を実施され、また、個別通知によ

る受診勧奨を継続実施されていることを評

価します。今後とも受診率向上のさらなる

取組をお願いし、要望といたします。 

 次に、子供や若者の健やかな成長につい

てです。 

 令和５年度より出産育児一時金が４２万

円から５０万円に引き上げられ、また、出

産・子育て応援給付金の支給について、伴

走型相談支援では、母子手帳の交付時と妊
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娠８か月の相談事業を開始され、経済的支

援では、妊娠時に５万円、出産時に５万円

を支給されたことを評価いたします。 

 国においては、令和５年４月より、こど

もまんなか社会の実現を目指して、こども

家庭庁が発足しました。また、大阪府の子

どもの生活実態・貧困調査を小学５年生と

中学２年生の抽出で実施されたことも評価

をします。調査結果を盛り込んで現在作成

中の（仮称）摂津市こども計画～こどもま

んなかプラン～の中で、子供の貧困対策、

重層的支援、ひきこもり対策、孤独・孤立

対策など、子供を取り巻く多くの課題に向

き合い、取り組んでいただくことを強く求

めます。 

 保育所等待機児童の解消につきまして

は、民間認定こども園の建て替えにより、

令和５年８月、保育園児９０名、幼稚園児

７０名で開園をされ、併せて病児・病後児

保育も実施。また、安威川以北地域に新た

に民間保育施設を整備されたことを評価し

ます。しかし、いまだに待機児童が解消さ

れておらず、市長の公約でもある待機児童

ゼロを一刻も早く実現できるよう最大努力

をお願いします。 

 市立とりかいこども園の建て替えは、児

童センター機能も含む複合施設として高台

計画を取り入れ、実施設計を行われたこと

を評価いたします。現在、工事に着手をさ

れていますが、予定されている効果が得ら

れるように、設計監理、工程管理を抜かり

なくお願いしたいと思います。 

 保育士の負担改善策の取組として５点、

１番目、公立認定こども園におけるおむつ

の持ち帰りを廃止、２番目、民間保育所等

の宿舎借り上げ費用の施設利用定員ごとの

上限額を撤廃、３番目、民間保育所等の保

育支援者の配置費用を補助、４番目、公立

認定こども園に保育業務支援システム導入

による事務作業の軽減、５番目には、民間

保育所等に保育業務支援システム導入及び

更新費用を補助されたことをそれぞれ評価

いたします。こうした取組で保育士の負担

が軽減され、保育士不足が解消され、待機

児童ゼロにつながることを期待します。し

かし、民間保育所関係者にお聞きします

と、現実はまだまだ厳しい、新卒者が集ま

らないとおっしゃっておられました。さら

に研究し、魅力ある職場にしていけるよう

に今後も努力をお願いいたします。 

 地域の要請を受けて、旧三宅小学校体育

館のエアコン設置の実施設計をされたこと

を評価いたします。現在工事中ですが、室

外機の設置場所について、防災利用の面で

三宅地区連合自治会ともめています。地域

との円滑な調整を行い、年度内の完成を要

望します。 

 また、避難所の安全対策については、旧

三宅小学校校舎の危険性が指摘をされてい

ます。安全な避難所とするための調査費用

を令和７年度で計上されることを地域を代

弁して強く申し上げたいと思います。 

 子ども食堂を実施する団体に運営費等の

補助が継続されたことを評価します。今後

は、市長が公約に掲げられた高齢者ふれあ

い食堂の創設と併せて、地域共生のあらゆ

る世代の居場所づくり、地域で子供を見守

る拠点として、様々な居場所が構築されて

いくことを期待したいと思います。 

 児童虐待防止の徹底強化として４点、１

番目、形成外科医による適切な指導・支援

開始、２番目、出生届を提出した保護者に

児童虐待未然防止の啓発冊子を配布、３番

目、児童虐待の再発防止のための臨床心理

士による寄り添い型カウンセリングを実

施、４番目、児童虐待の再発防止のための
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保護者のセルフケアと問題解決力を回復す

るプログラム、親支援プログラムを実施さ

れたことをそれぞれ評価いたします。今後

も、あらゆる取組を駆使して、児童虐待の

再発防止に最大努力をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、地域包括ケアシステムについてで

す。 

 携帯型の緊急通報装置を導入し、貸与者

を拡大されたことを評価いたします。ま

た、多くの方に対応できるように積極的な

周知を要望いたします。 

 高齢者、要支援認定者等の移動支援サー

ビスの２年目となりました。多くの人が利

用しやすくするなるように、事業者が自前

で２台目の自動車を購入されていますが、

継続性に問題があります。持続可能なサー

ビスになるように検証することを要望いた

します。 

 つどい場介護予防事業につきましては、

市民団体委託型の９か所に加え、地域住民

補助型２１か所で実施をされました。令和

５年度で委託型１か所において週１回から

週２回開催へと拡大されたことを評価いた

します。 

 重層的支援体制の整備に向けて、職員等

を対象に研修を実施されたことを評価しま

す。福祉においても今最も求められている

ことは、地域であらゆる市民を見守る体制

の構築、いわゆる重層的支援体制の構築

と、複雑化する課題に対する断らない窓口

の構築です。地域住民や地域の支援関係機

関等が、自分たちの市町村にあってほしい

支援体制や、そのための各機関の役割分担

と協働の在り方などについて、考え方や進

め方などを共有しながら議論し、実際の取

組に移していくものです。そのためには、

地域のつながりの再構築と新たな市民活動

の育成、地域福祉の実動部隊である社会福

祉協議会の認識向上と組織の成長が不可欠

です。関係者がよくよく研さんして進めて

いただきますようお願いし、要望といたし

ます。 

 また、市長の公約でもあります、高齢者

からの熱望も多い帯状疱疹ワクチンの費用

補助や、高齢難聴の補聴器購入補助制度の

早期実現を強く要望します。また、骨伝導

補聴器は、その性能と経済性も優れている

という理由から利用が広がっています。現

在、市役所の高齢者がよく訪れる窓口に設

置する自治体が増えていますので、本市で

も設置されることを提案したいと思いま

す。 

 次に、教育、生涯学習、スポーツ推進に

ついてです。 

 学童保育室のサービス向上につきまして

は、安威川以北の学童保育希望者の増加に

対応して、摂津学童保育室を６室増設さ

れ、また、土曜保育を完全実施されたこと

を評価します。今後、令和１０年４月より

市内全校で全学年に拡充することを目指さ

れることを評価します。達成できるよう最

大努力をお願いします。 

 国の取組により、令和７年度に小学校全

学年が３５人学級になります。令和５年度

には４年生で実施、以後、１学年ごとに上

級に進んでまいります。また、小学校では

５、６年生に教科担任制を導入され、専科

授業で授業の質が向上しました。一方で、

毎年、講師の確保に相当苦労をされておら

れます。まずは必要人数を確保することが

重要ですが、指導力の低下を招かないよう

に要望します。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の無料実施など学力

向上のための取組を評価いたします。 

 第三中学校においてコミュニティスクー
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ルモデル校２年目の取組をされますが、保

護者や地域住民が参画する学校運営協議会

を設置されています。令和６年度には味生

小学校、別府小学校、第二中学校でも実施

をされています。令和７年度に味舌小学校

で実施を予定され、令和９年度には全校で

実施を目指されているようですが、各校に

合ったコミュニティスクールと実効性のあ

る学校支援地域本部を構築されるように要

望しておきたいと思います。 

 全小・中学校体育館へ４年計画でエアコ

ンを設置されることを高く評価します。令

和４年度には２校、令和５年度に３校設置

され、令和６年度は５校に設置、令和７年

度は全校で設置予定となっています。学校

体育館は、災害時には避難所として利用さ

れますので、都市ガス、電気が止まった場

合を想定して、ＬＰガスで運転ができるよ

うに定期的に試験・点検を要望いたしま

す。 

 将来の児童数増加により、千里丘小学校

は校舎など全面建て替え工事がスタートし

ています。ＦＭにおいて、やがて児童が減

少する場合の空き教室等の多目的利用につ

いても検討を実施しておくことを要望した

いと思います。 

 また、一方で、将来の児童数減少によ

り、鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合との

審議会答申を踏まえ、適正規模・適正配置

について検討されました。今後も、地域の

拠点として将来を見据えた取組となるよう

に、市民を巻き込み、十分な議論を重ねる

中で合意点を導き出していただくことを要

望いたします。 

 中学校給食センター候補地を鶴野第２公

園とし、令和８年度より全員喫食を目指し

て推進されていることを評価いたします。

地元住民の意見を尊重し、本市自慢の小学

校のおいしい給食を継承するとともに、令

和８年度中の開始が遅れないように強く要

望いたします。 

 （仮称）味生コミュニティセンターの建

設予定地が決定、基本設計を実施されたこ

とを評価します。建設予定地も確保し、実

施設計も進められており、今後も円滑に進

めていただけるようお願いします。完成後

の利用率が向上するように、今のうちから

検討をお願いし、要望といたします。 

 第３期摂津市文化振興計画による取組が

スタートしました。これまで市民文化を担

ってきた各団体が、高齢化と新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて弱体化してい

ることなど、現在抱えている課題を把握

し、これまでの枠にとらわれない大胆な取

組で文化薫る摂津市の構築を強く求めま

す。 

 正雀・味生体育館にエアコン設置工事を

され、これで全ての体育館へのエアコン設

置となりました。こうした取組を高く評価

します。 

 次に、環境、産業振興、その他につい

て。 

 ゼロカーボンシティを宣言され、摂津市

地球温暖化対策地域計画策定をし、２０５

０年にカーボンニュートラル達成への取組

を評価します。住宅用太陽光発電設備、燃

料電池システム、蓄電池システムに補助を

開始されました。今後も、より多くの方に

設置いただけるように周知徹底をお願いい

たします。 

 また、温水プール改修に合わせて、太陽

光発電設備設置工事をされたことを評価し

ます。 

 エネルギー日記へ気軽に参加できるよう

に、公民館まつりのイベント時に配布され

ていたことを評価いたします。今後も、あ
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らゆる機会を通じて参加者拡充のための御

努力をお願いいたします。 

 令和５年４月より茨木市とのごみ処理委

託連携が始まりました。委託料に差異が生

じることが年度末になって発覚し、疑念が

生じたので、今後はそのようなことがない

ように精査して進めていくように要望しま

す。また、現在、豊能町でお世話になって

いるし尿の処理についても、茨木市で受入

れができるように交渉をお願いします。 

 ＡＩ自動文字起こしツールを導入して業

務の効率化を図られたことや、学校体育館

施設、子育て総合支援センター遊戯室の予

約を公共施設予約システムに追加され、市

民の利便性を図られたことを評価します。

今後も、さらなるＤＸ化により、ネット申

請で市民が市役所に来なくてもよいように

サービス向上を強く要望します。 

 摂津市公共施設等総合管理計画、ＦＭの

運用について、修繕を実施されたことを評

価します。ＦＭについては、見える化を実

施し、予算化する前に定期的に全体像や個

別について御報告いただくことを要望した

いと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染症・物価

高対策について、３点申し上げます。 

 まず、小学校の給食費の保護者負担分の

物価高騰分を軽減したこと、２番目に、民

間保育所等の給食費の物価高騰分の費用を

補助したこと、３番目に、公立認定こども

園の給食費の保護者負担分の物価高騰分を

軽減したことをそれぞれ評価します。今、

子育て支援として、東京都を中心に給食費

の無償化が進んでいます。市長も目指され

ておりますので、国の動向をよく見て検討

をお願いし、要望といたします。 

 政府は、今回の臨時国会の前に、新たな

物価高騰支援策として、来年１月から３月

まで電気・ガス代の補助を再開し、住民税

非課税世帯を対象にした給付金支給３万円

や、子供のいる世帯には子供１人２万円の

加算措置などを実施する、また、各自治体

独自の支援策に活用できる重点支援地方交

付金の増額などを閣議決定しました。給付

金におきましては、できれば年内支給が可

能なように今から準備をお願いしたいと思

います。また、臨時国会で可決後に、本市

においても、重点支援地方交付金を活用し

た適切な物価高騰支援策、例えばセッピィ

割引券などを速やかに実施いただきますよ

う強く要望いたします。 

 水道事業会計、下水道事業会計、国民健

康保険特別会計、介護保険特別会計につき

ましては、将来を見据えた計画的な財政運

営を展開されていることを評価します。こ

れからも先見性を持った運営を期待し、賛

成理由といたします。 

 最後に、私たち公明党は、市民の皆さん

が住んでよかったと思っていただける、ま

た、誇りを持って住んでいただける摂津市

の構築を目指して、これからも精進を重ね

ていく所存であることを申し上げまして賛

成討論を終わります。ありがとうございま

した。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で討論を終わります。 

 認定第１号、認定第４号、認定第７号及

び認定第８号を一括採決します。 

 本４件について、認定することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本４件は認定されました。 

 認定第２号、認定第３号、認定第５号及

び認定第６号を一括採決します。 
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 本４件について、認定することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本４件は

認定されました。 

 日程３、議案第７６号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 議案第７６号、固定資産評価審

査委員会委員の選任について同意を求める

件につきまして御説明を申し上げます。 

 本件につきましては、目良静香氏が令和

６年１２月１９日をもって任期満了となり

ますことから、引き続き目良静香氏を固定

資産評価審査委員会委員に選任いたした

く、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り議会の同意を求めるものでございます。 

 委員の任期につきましては、令和６年１

２月２０日から令和９年１２月１９日まで

を予定しております。 

 なお、履歴書を議案参考資料の１ページ

に添付いたしておりますので、併せて御参

照いただきますようお願い申し上げます。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第７６号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本件は同

意されました。 

 日程４、議案第７１号など１０件を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第７１号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第７号）につき

まして、提案内容を御説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、人事異動などに伴う人件

費に係る補正や、２０２５年大阪・関西万

博の大阪ウィークイベント参加のための経

費や、前年度の国庫補助金等に関わる実績

に伴う過年度分国庫府費返還金などを計上

いたしております。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ２億６，２５７万２，００

０円を減額し、その総額を４６９億７７８

万９，０００円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

３ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１５国庫支出金、項１国庫負担金２１９万

３，０００円の減額は、生活困窮者自立相

談支援事業費等負担金の減少でございま

す。 

 項２国庫補助金５４万２，０００円の増

額は、障害者総合支援事業費補助金の増加

などでございます。 
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 項３委託金２万２，０００円の減額は、

衆議院議員総選挙費委託金及び中国残留邦

人等支援事業委託金の減少でございます。 

 款１６府支出金、項３委託金８７万７，

０００円の減額は、府議会議員補欠選挙費

委託金の減少でございます。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金２億４，

６９２万６，０００円の減額は、今回の補

正に伴う財源調整のため、財政調整基金繰

入金を減額するものでございます。 

 款２０諸収入、項４雑入１，３０９万

６，０００円の減額は、会計年度任用職員

共済組合個人掛金の減少でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

１議会費から款９教育費までの人件費を補

正し、３億３，８００万６，０００円を減

額するものでございます。 

 なお、人件費の比較につきましては、４

８ページからの給与費明細書に記載いたし

ております。 

 続きまして、人件費を除いた増減といた

しましては、款２総務費、項１総務管理費

７７４万円の増額は、文化ホール管理業務

委託料及び支障物移転等補償費の増加でご

ざいます。 

 項４選挙費３０万７，０００円の減額

は、費用弁償の減少でございます。 

 款３民生費、項１社会福祉費１，１６３

万２，０００円の減額は、国民健康保険特

別会計繰出金及び介護保険特別会計繰出金

の減少などでございます。 

 項２児童福祉費５，８７８万７，０００

円の増額は、障害福祉システム改修委託料

及び過年度分国庫府費返還金などでござい

ます。 

 項３生活保護費１，８２０万６，０００

円の増額は、過年度分国庫府費返還金でご

ざいます。 

 款６商工費、項１商工費２６４万円の増

額は、大阪・関西万博出展委託料でござい

ます。 

 次に、第２条債務負担行為の補正につき

ましては、６ページ、第２表債務負担行為

の補正に記載のとおり、追加分といたしま

して、議会だより印刷事業ほか１２事業を

追加いたしております。 

 以上、議案第７１号、令和６年度摂津市

一般会計補正予算（第７号）の内容説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 議案第７２号、令和６

年度摂津市水道事業会計補正予算（第２

号）につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 今回お願いいたします補正予算の内容に

つきましては、人事異動に伴う人件費関係

の予算の補正、令和５年度決算に伴う予算

の補正、不用額の補正並びに債務負担行為

を設定するものでございます。 

 補正予算書１ページを御覧ください。 

 まず、第１条は、総則を定めたものでご

ざいます。 

 第２条は、収益的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出の第１款水道事業費用

は、既決額２０億２，７９０万６，０００

円から４０７万８，０００円を減額し、補

正後の額を２０億２，３８２万８，０００

円とするものでございます。 

 第１項営業費用は、既決額１９億６，５

９８万４，０００円から４０７万８，００

０円を減額し、補正後の額を１９億６，１

９０万６，０００円とするもので、その内

容につきましては、２０ページから２３ペ

ージの補正予算実施計画説明書に記載いた

しております。 
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 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、第１款資本的支出は、既決

額１３億３，４８４万５，０００円から２

０９万５，０００円を増額し、補正後の額

を１３億３，６９４万円とするものでござ

います。 

 第１項建設改良費は、既決額９億１，９

４９万３，０００円から３２９万８，００

０円を増額し、補正後の額を９億２，２７

９万１，０００円とするものでございま

す。 

 第２項企業債償還金は、既決額４億１，

０２８万８，０００円から１２０万３，０

００円を減額し、補正後の額を４億９０８

万５，０００円とするもので、その内容に

つきましては、２４ページから２５ページ

の補正予算実施計画説明書に記載いたして

おります。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、既決額７億８，７

８７万９，０００円を７億８，９９７万

４，０００円に改めるとともに、補塡財源

は、過年度分損益勘定留保資金について、

既決額７億１，０６８万４，０００円を７

億１，２７７万９，０００円に改めるもの

でございます。 

 補正予算書の２ページを御覧ください。 

 第４条は、債務負担行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額を定めるもの

で、給配水管維持管理事業の修繕業務委託

料は、令和６年度から令和７年度までの期

間、１，３１１万２，０００円を限度額と

して、施設改修事業の太中浄水場配水ポン

プ盤更新工事は、令和６年度から令和８年

度までの期間、３億１，２４１万５，００

０円を限度額として、配水管整備事業の正

雀一丁目４番地内配水管布設工事は、令和

６年度から令和７年度までの期間、９，５

５６万８，０００円を限度額として、配水

管整備事業の正雀本町二丁目２２番地内配

水管布設工事は、令和６年度から令和７年

度までの期間、１億７，３３１万７，００

０円を限度額として、配水管整備事業の別

府二丁目８番地内配水管布設工事は、令和

６年度から令和７年度までの期間、１億

１，８１２万４，０００円を限度額とし

て、それぞれ定めるもので、その内容につ

きましては、１８ページの債務負担行為に

関する調書に記載いたしております。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の補正を定めるも

ので、職員給与費は、既決額３億１，６６

８万７，０００円から２４８万７，０００

円を減額し、補正後の額を３億１，４２０

万円とするものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は３ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、給与費明細書は８ページから１７

ページにそれぞれ掲載いたしておりますの

で、御参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、議案第７２号、令和６年度摂津市

水道事業会計補正予算（第２号）の提案内

容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第７３号、令和６年度

摂津市下水道事業会計補正予算（第１号）

につきまして、提案内容を御説明申し上げ

ます。 

 今回お願いいたします補正予算の内容に

つきましては、人事異動に伴う人件費関係

の予算の補正、令和５年度決算に伴う予算

の補正並びに債務負担行為を設定するもの

でございます。 

 補正予算書１ページを御覧ください。 

 まず、第１条は、総則を定めたものでご
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ざいます。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款下水

道事業収益は、既決額３９億７，２８３万

円から１９４万円を増額し、補正後の額を

３９億７，４７７万円とするものでござい

ます。 

 第２項営業外収益は、既決額１０億１，

４１３万６，０００円から１９４万円を増

額し、補正後の額を１０億１，６０７万

６，０００円とするものでございます。 

 次に、支出につきましては、第１款下水

道事業費用は、既決額３８億６，１９２万

１，０００円から１，６０３万４，０００

円を減額し、補正後の額を３８億４，５８

８万７，０００円とするものでございま

す。 

 第１項営業費用は、既決額３５億６，０

１４万９，０００円から１，６０３万４，

０００円を減額し、補正後の額を３５億

４，４１１万５，０００円とするもので、

その内容につきましては、２０ページから

２３ページの補正予算実施計画説明書に記

載いたしております。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、第１款資本的支出は、既決

額３８億２，８６３万８，０００円から６

５４万７，０００円を増額し、補正後の額

を３８億３，５１８万５，０００円とする

ものでございます。 

 第１項建設改良費は、既決額７億８，８

６１万９，０００円から６５４万７，００

０円を増額し、補正後の額を７億９，５１

６万６，０００円とするもので、その内容

につきましては、２４ページから２５ペー

ジの補正予算実施計画説明書に記載いたし

ております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、既決額１２億１，

１１６万４，０００円を１２億１，７７１

万１，０００円に改めるとともに、補塡財

源は、過年度分損益勘定留保資金につい

て、既決額３億６，１９０万４，０００円

を１億８，０４２万５，０００円に、当年

度分損益勘定留保資金について、既決額８

億４，９２６万円を１０億３，７２８万

６，０００円に改めるものでございます。 

 補正予算書２ページを御覧ください。 

 第４条は、債務負担行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額を定めるもの

で、公共下水道管理事業の公共下水道管し

ゅんせつ外業務委託料は、令和６年度から

令和７年度までの期間、７６８万７，００

０円を限度額として、公共下水道管理事業

の正雀本町二丁目２２番地内配水管布設工

事に伴う下水道管マンホール蓋取替工事

は、令和６年度から令和７年度までの期

間、３６１万２，０００円を限度額とし

て、公共下水道管理事業の正雀一丁目４番

地内配水管布設工事に伴う下水道管マンホ

ール蓋取替工事は、令和６年度から令和７

年度までの期間、２６６万２，０００円を

限度額として、雑排水管等管理事業の雑排

水管しゅんせつ外業務委託料は、令和６年

度から令和７年度までの期間、３１４万

６，０００円を限度額として、雑排水管等

管理事業の別府二丁目８番地内配水管布設

工事に伴う下水道管マンホール蓋取替工事

は、令和６年度から令和７年度までの期

間、８４１万４，０００円を限度額とし

て、公共下水道整備受託事業の連続立体交

差事業に伴う公共下水道管移設工事設計業

務委託料は、令和６年度から令和７年度ま

での期間、６５４万１，０００円を限度額

として、公共下水道整備事業のマンホール

トイレ設置工事設計業務委託料第４工区・
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第５工区は、令和６年度から令和７年度ま

での期間、８５４万３，０００円を限度額

として、公共下水道整備事業のマンホール

トイレ設置工事第３工区は、令和６年度か

ら令和７年度までの期間、６，６６１万

９，０００円を限度額として、それぞれ定

めるもので、その内容につきましては、１

８ページの債務負担行為に関する調書に記

載いたしております。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の補正を定めるも

ので、職員給与費は、既決額１億２，９８

８万３，０００円から１，３０１万４，０

００円を減額し、補正後の額を１億１，６

８６万９，０００円とするものでございま

す。 

 なお、補正予算実施計画は３ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、給与費明細書は８ページから１７

ページにそれぞれ掲載いたしておりますの

で、御参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、議案第７３号、令和６年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第１号）の提案

内容の説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 議案第７４号、令和

６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）につきまして、提案内容を御

説明申し上げます。 

 今回の補正予算の内容といたしまして

は、人事異動等に伴う人件費の補正となっ

ております。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧

いただきますようお願いいたします。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ１，４９０万６，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

９４億６，８１５万３，０００円とするも

のでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款４繰入

金、項１一般会計繰入金１，４３５万円の

減額は、職員の人事異動等に伴う人件費の

補正によるものでございます。 

 款５諸収入、項１雑入５５万６，０００

円の減額は、会計年度任用職員に係る人件

費の補正によるものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１

総務費、項１総務管理費１，４８８万７，

０００円の減額は、職員の人事異動等に伴

う人件費の補正によるものでございます。 

 款４保健事業費、項２保健事業費１万

９，０００円の減額は、会計年度任用職員

に係る人件費の補正によるものでございま

す。 

 なお、給与費全体の内訳につきまして

は、１０ページからの給与費明細書に記載

しておりますので、御参照いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 以上、議案第７４号、令和６年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の提案内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第７５号、令和６年度

摂津市介護保険特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 今回の補正予算の内容といたしまして

は、人事異動等に伴う人件費の補正となっ

ております。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧
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いただきますようお願いいたします。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ７２８万１，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を７９

億５，２３５万８，０００円とするもので

ございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表、歳入歳

出予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款３国庫支

出金、項２国庫補助金２６７万７，０００

円及び款５府支出金、項２府補助金１３３

万９，０００円の減額は、地域支援事業費

の会計年度任用職員に係る人件費の補正に

伴う地域支援事業交付金の減額によるもの

でございます。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金２９３

万２，０００円の減額は、職員の人事異動

等に伴う人件費の補正によるものでござい

ます。 

 款７諸収入、項２雑入３３万３，０００

円の減額は、会計年度任用職員に係る人件

費の補正によるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１総務

費、項１総務管理費１３０万９，０００円

の減額は、職員の人事異動等に伴う人件費

の補正によるものでございます。 

 項３介護認定審査会費３０万５，０００

円及び款３地域支援事業費、項３包括的支

援事業・任意事業費５６６万７，０００円

の減額は、会計年度任用職員に係る人件費

の補正によるものでございます。 

 給与費全体の内訳につきましては、１２

ページからの給与費明細書に記載しており

ますので、御参照いただきますようお願い

申し上げます。 

 以上、議案第７５号、令和６年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第２号）の提

案内容の説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 議案第７７号、摂津

市立子育て総合支援センターの施設の使用

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、提案内容を御説明申し上

げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）１ペー

ジの新旧対照表も併せて御参照願います。 

 このたびの一部改正は、子育て総合支援

センターの遊戯室に冷暖房設備を設置する

ことに伴いまして、その使用料を定めるも

のでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第８条第１項中、「使用料」を「別表に

定める使用料」に改め、同条第２項及び第

３項を削るとともに、附則の次に別表を加

え、別表中に、冷暖房設備に係る使用料に

ついて、３０分につき１００円を規定する

ものでございます。 

 また、別表の備考として、使用者の住所

が市外である場合、センター施設に係る使

用料については、別表中の金額に２を乗じ

て得た額としているものでございますが、

冷暖房設備に係る使用料については除外す

る旨を規定するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第７７号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第７８号、摂津市ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例制定の件につきまして、

提案内容を御説明申し上げます。 
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 なお、議案参考資料（条例関係）２ペー

ジから３ページの新旧対照表も併せて御参

照願います。 

 このたびの一部改正は、令和２年度の税

制改正に伴う所得税法等の見直しにより、

国外居住親族に係る扶養控除等の対象とな

る者の適用範囲が見直され、１６歳以上か

ら、１６歳以上のうち３０歳から７０歳未

満の扶養親族は、留学生、障害者、３８万

円以上の送金を受けている者に限ることと

されたもので、今般、児童扶養手当法施行

令の一部改正がなされたことから、ひとり

親家庭医療費助成制度の所得基準額の算定

において勘案する扶養親族等についても同

様の見直しを行うものでございます。 

 それでは、条文に沿って、その内容を御

説明申し上げます。 

 第２条の２第１項第１号中「所得税法」

を「加算対象扶養親族等（扶養親族等（児

童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）第９条第１項に規定する扶養親族等を

いう。以下この号において同じ。）のう

ち、所得税法」に、「同一生計配偶者及び

扶養親族（以下「扶養親族等」という。）

並びに」を「控除対象扶養親族に該当しな

い３０歳以上７０歳未満の同法に規定する

扶養親族以外のものをいう。次号において

同じ。）及び」に改め、同項第２号中「扶

養親族等」を「加算対象扶養親族等」に改

めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項で、

本条例は公布の日から施行し、改正後の規

定は令和６年１１月１日から適用するもの

とし、第２項で、適用日前に受けた医療に

係る医療費の助成に係る所得の制限につい

ては、なお従前の例によるものとする旨を

規定しております。 

 以上、摂津市ひとり親家庭の医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例制定

の件の提案内容の説明とさせていただきま

す。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第７９号、摂津市立自

動車駐車場条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の４ペ

ージの新旧対照表も併せて御参照賜ります

ようお願い申し上げます。 

 摂津市立自動車駐車場の利用料金につき

ましては、別表に定める額の範囲内で、指

定管理者があらかじめ市長の承認を得て定

めるものとされておりますが、摂津市立小

川自動車駐車場の定期利用に係る１か月当

たりの利用料金の上限について、新たに１

万３，０００円と定めるものでございま

す。 

 なお、この条例は、令和７年４月１日か

ら施行するものといたしております。 

 以上、議案第７９号、摂津市立自動車駐

車場条例の一部を改正する条例制定の件の

内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８０号、摂津市道路

占用料徴収条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、その提案内容の御説明

を申し上げます。 

 議案参考資料（条例関係）５ページから

１２ページを併せて御参照いただきたいと

存じます。 

 現行の道路占用料は、平成１０年度に定

められたもので、このたび、令和５年４月

１日に道路法施行令が改正されたことと、

令和６年度の固定資産税評価額の評価替え

に伴い改正いたすもので、高槻市、茨木市

及び摂津市の三島地域３市によります１平
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方メートル当たりの平均道路価格を基に、

道路使用の対価相当額の修正を求める必要

が生じましたことから、適正料金に改正を

行い、道路財源の一助といたすものでござ

います。 

 今回改正をお願いいたします占用料金の

積算内容でございますが、道路法施行令及

び国土交通省「道路占用料改定のポイン

ト」で示される基準を参考に算出いたした

ものでございます。 

 それでは、改正の主な内容につきまして

御説明いたします。 

 まず、占用料の額につきましては、道路

価格の見直しに伴い、別表にある全ての項

目の占用料を改正するものでございます。 

 次に、占用物件につきましては、道路法

施行令の改正に伴い、地下埋設管の管径区

分の細分化や自動運行補助施設の項目の追

加など、国に準拠した形で改正するもので

ございます。 

 なお、附則の経過措置といたしまして

は、改正後の占用料の額が現行の１．２を

乗じて得た額を超える場合は、令和７年度

におきましては、別表に記載の改正後の占

用料にかかわらず、現行の占用料の額に

１．２を乗じた額といたす旨、記載したも

のでございます。令和８年度以降は、全て

の占用料の額を別表記載の改正後の占用料

として徴収するものでございます。 

 本条例の施行期日は、令和７年４月１日

から施行するものといたしております。 

 続きまして、議案第８１号、摂津市都市

公園条例の一部を改正する条例制定の件に

つきましては、使用料を、摂津市道路占用

料徴収条例の一部改正に準じまして、別表

のとおり改正するものでございます。 

 議案参考資料（条例関係）１３ページか

ら１５ページを併せて御参照いただきたい

と存じます。 

 なお、附則につきましては、本条例の施

行期日は令和７年４月１日から施行するも

のといたしております。 

 以上、議案第８０号、摂津市道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例制定の件及

び議案第８１号、摂津市都市公園条例の一

部を改正する条例制定の件の提案説明とさ

せていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 本１０件のうち、議案第７１号の駅前等

再開発特別委員会の所管分については、同

特別委員会に付託することに異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり常任委員会及び議会運営委

員会に付託します。 

 日程５、議案第８２号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第８２号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容を御説

明いたします。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料２ページから６ページを御参照くださ

い。 

 本議案は、摂津市立摂津小学校外３校屋

内運動場空調設備設置工事の請負契約を締

結するに当たり、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 契約の内容は、摂津市立摂津小学校外３



1 － 27 

校屋内運動場空調設備設置工事でございま

す。 

 契約の方法は制限付一般競争入札で、契

約金額は２億４，３１９万３，５００円で

ございます。 

 契約の相手方は、鳳工業株式会社でござ

います。住所は、大阪市此花区伝法四丁目

３番５９号、代表者は、代表取締役社長、

齊藤伸一でございます。 

 工事の内容につきましては、空気調和設

備工事一式、ガス設備工事一式、電気設備

工事一式でございます。 

 設置する室内機及び室外機の台数につき

ましては、摂津小学校、別府小学校、鳥飼

西小学校、鳥飼東小学校に、それぞれ室外

機２台、室内機８台でございます。 

 以上、議案第８２号、工事請負契約締結

の件の内容説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。塚本議員。 

○塚本崇議員 御説明ありがとうございま

す。 

 それでは、質疑させていただきたいと思

います。 

 今回の件に関してなんですが、制限付一

般競争入札ということなんですけど、５者

が同じ金額で応札してくじ引という結果に

なっています。５者が同じ金額を出してく

る要因となったことについて説明をお願い

します。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 今回、制限付一般競争入札

の結果、７者の入札会社がありまして、そ

のうち辞退が１者、無効が１者、５者が入

札に応じて同じ金額となっているところで

ございます。 

 この金額につきましては、摂津市建設工

事等最低制限価格設定要領というものがご

ざいまして、例えば、土木、建築でござい

ましたら、直接工事費に９７％を掛けると

か、そういう計算式がございます。今回

は、管工事になりますので、土木、建築以

外の工事につきましてはその他工事という

位置づけになります。その最低制限価格が

予定価格の８５％となっております。摂津

市では予定価格の事前公表をしております

ので、恐らく、そちらの計算に基づいて、

適正な入札に応じていただいたものと考え

ております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 ８５％と御回答いただいたんですけど

も、この８５％の妥当性についてはどのよ

うに設定されているんでしょうか。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 それぞれ最低制限価格につ

きましては、令和５年度に見直しを行って

おります。国の発注機関であります協議体

がございまして、そちらのガイドラインに

合わせたパーセントとしておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 最後は要望とさせていただき

ます。 

 ８５％で５者が合わせてきたと御説明い

ただいたんです。ということは、８５％の

最低落札価格で落としてもまだ利益が出る

というところで、もともとの積算基準が甘

いんじゃないかと感じるところがありま

す。ここに関してはしっかりと積算してい

ただいて、健全な競争を促していただくよ

うにお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。安藤

議員。 
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○安藤薫議員 入札金額が全部一致している

と塚本議員からも質疑がありましたので、

一定理解をいたしました。 

 募集要項では、予定価格が公表されてい

て、最低制限価格は事後公表とするとあり

ます。一方で、御説明いただいた最低制限

価格設定要領というのがあります。あえて

事後公表としていることと、要領を公表し

ているということでいうと、最初から予定

価格から最低制限価格を公表しているのと

同じだと捉えていいのか、あえて事後公表

としている意味は何なのか、それが１点聞

きたいことです。 

 もう一つは、四つの小学校の体育館のエ

アコンの設置工事でありますが、鳥飼西小

学校のエアコンの工事についてです。鳥飼

西小学校は、隣接しているとりかいこども

園の建て替え工事、それから、鳥飼西小学

校とこども園との境界線の整備等が今始ま

っているところであります。このエアコン

設置の工期と、こども園の建て替え工事の

工期の状況です。同時にやられるのか、ず

らすのか、また、安全対策等をどう説明し

ていくのか、学校やこども園の安全対策等

について協議がどのようにされているのか

お聞きしたい。 

 もう一つは、鳥飼東小学校の体育館のエ

アコン設置工事についてです。 

 鳥飼東小学校については、再来年度、鳥

飼小学校と統合していきます。鳥飼東小学

校については、学校そのものはなくなる。

一方で、今、跡地活用のいろいろな議論が

されている中で、体育館にあえてエアコン

を設置していくことを考えると、防災、避

難所という位置づけでのエアコンの設置と

いうことかと想像するわけです。今後の地

域の皆さんとの協議の中で、体育館の在り

方についての協議と、それから、エアコン

設置をあえて今回やられることの整合性等

について、現段階で分かっていることにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 最低制限価格についてでご

ざいます。 

 おっしゃられたとおり、今、要領につい

てもホームページ等で公表しております。

予定価格を事前公表しておりますので、推

測されることもあるとは思います。今回は

全ての業者が最低制限価格に張りついたと

いう状況がございますが、前回の同じ空調

設備の場合には、張りついた業者、また、

予定価格内で最低価格以上の業者もあった

ところでございます。 

 しっかりと積算していただきたいという

ところはございますが、おっしゃられたよ

うに、最低制限価格について、予定価格を

公表していると安易に推測されるというこ

ともありますので、国の動きも、事後公表

について指針としてうたわれてございま

す。本市においても、他市の動向を見なが

ら、入札の在り方についても今後検討をし

ていきたいと考えているところではござい

ます。 

 以上です。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 それでは、２点の御質

疑にお答えさせていただきます。 

 まず、鳥飼西小学校の工事の調整でござ

います。現時点ではこども園の工事が行わ

れておりますが、当然ながら、今回議決い

ただきましたら、今後、業者と調整しなが

ら安全配慮を第一に進めていきたいと考え

ております。 

 ２点目の鳥飼東小学校についてでござい

ますが、令和８年度に統合することとなり

ました。それまでの間は、当然ながら子供
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の学校環境の整備という形で利用させてい

ただきます。その後につきましても、議員

がおっしゃいますように避難所施設として

の活用となりますので、体育館については

避難所としての活用もございます。それ以

外の今後の在り方については、現在、鳥飼

まちづくりの担当もいろいろ御意見をいた

だきながら協議を進めておりますので、こ

れからまた検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 １点目の最低制限価格につい

ては、あえて要領で公表されているので、

予定価格を公表すれば最低制限価格もおの

ずと出てきてしまうけれども、あえて書か

ないということは、やっぱりそれぞれの事

業者にきちんと積算をしていただく。もち

ろん、地元の中小業者の皆さんの積算能力

であるとか、そういったものも育成してい

くという意味合いも含まれているのかと想

像して理解いたしました。 

 それから、２点目の鳥飼西小学校につい

ては、どちらにしても環境改善の工事とい

うことで、地域の皆さんや子供たち、学校

現場にとってみるとプラスになる工事とな

りますので、もちろん是とするものではあ

りますけども、工事が続いてまいります。

今年は、こども園の解体について、地域の

皆さんから振動のことでいろいろ御相談事

もたくさんありました。工事自体も、一連

のこども園の建て替え工事が約２年近くか

かってくる中で、同じように車が出入りす

るエアコンの工事も連動して行われていく

ということであります。地域の皆さんには

しっかりと説明をしていただいて、円滑に

工事を進められるように気を配っていただ

きたいと思います。 

 それから、鳥飼東小学校の体育館につい

ても、今、地元の皆さんがいろいろな協議

をされていて、跡地活用の議論をされてい

ます。現段階で、これから１年ちょっと、

子供たちがそこで体育の授業をやったり集

会をやったりするところですから、もちろ

んエアコンの整備を早期にやることは当然

のことだと思います。しかし、地域の皆さ

んが今後の活用も議論されているさなかで

すので、きちんとそこの意思疎通であると

か連携を図っていただいて、工事そのもの

が地域の皆さんにも喜ばれるものである形

にしていただきたいということで、要望だ

け言っておきます。 

 以上です。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第８２号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま
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す。 

 日程６、議案第８３号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第８３号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容を御説

明いたします。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料７ページから８ページを御参照くださ

い。 

 本議案は、千里丘駅西地区第一種市街地

再開発事業に係る公共施設工事の請負契約

を締結するに当たり、議会の議決を求める

ものでございます。 

 契約の内容は、千里丘駅西地区第一種市

街地再開発事業に係る公共施設工事でござ

います。 

 契約の方法は制限付一般競争入札で、契

約金額は１２億６，６３０万９，０００円

でございます。 

 契約の相手方は、大日本土木・アーマラ

イニングス関西特定建設工事共同企業体で

ございます。代表構成員は、大阪市浪速区

湊町一丁目４番３８号、大日本土木株式会

社西日本支店、執行役員支店長、細野俊英

でございます。 

 工事の内容につきましては、道路工事、

自由通路工事、エスカレーター・階段工

事、エレベーター工事でございます。 

 以上、議案第８３号、工事請負契約締結

の件の内容説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。野口議員。 

○野口博議員 何点か質疑させていただきま

す。１０億円を超える工事ですので、少し

確認も含めてお尋ねしたいと思います。 

 一つ目は、工事に関して、今回、市とし

て行う共用部分の工事ということで、道路

工事、自由通路工事、エスカレーター・階

段工事、エレベーター工事があります。参

考資料の８ページに平面図がありまして、

黒く塗った形で工事の範囲を示しておりま

すけども、第１街区は３６階建て、第２街

区は５階建てで、今、鉄骨工事が始まって

おります。建物外部にそれぞれ接していま

すけども、２年４か月の間に、例えばペデ

ストリアンデッキについてはいつ頃完成す

るのか、エレベーターやエスカレーターの

大体の完成時期はどうなのかなど、最初に

大まかに説明いただければと思います。 

 二つ目は、第２街区の商業業務のビルの

右側に道路があります。旧北おおさか信用

金庫の横を通ってくる道ですけども、今

回、黒く塗っていません。これがどうなの

かを教えてください。 

 三つ目は、今回、工事が１２億円を超え

る金額になりました。公共事業の工事費が

どんどん値上がっている関係と、暮らしの

問題に関わって、担当部長なり市長の決意

をお伺いしたいと思っています。何日か後

に水道ビジョンの中間見直しが発表されま

す。漏れ聞こえるところよりますと、水道

料金を令和９年度から２６％値上げすると

いうことも入ってきています。大変な物価

高で、より市民に負担を負わせる一方で、

ＪＲ千里丘駅前に２９４億円のお金を使っ

て建てていく。 

 摂津市では３０階を超えるビルは、二つ

目になりますけども、そういう大きな工事

がされる地方自治体で、一方では約４分の

１に当たる値上げを行うという状況が重な

ってくるわけであります。先ほど、決算認

定の中でも少し述べましたけども、工事費

について、より厳密に値上げについては対

応していただきたいと思うわけでありま

す。その点、どうお考えなのかということ
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です。 

 四つ目には、この前も少しお話ししまし

たが、今も工事をやっております産業道路

に面している歩道の関係です。車椅子だと

かつえをついた方々がおられますけども、

道が斜めになっていて、ここが大変なの

で、幾ら工事をやっているといっても何と

かしてほしいというお願いが来ました。こ

れから電線共同溝の工事も始まっていきま

す。その辺の歩行者の方々の動線につい

て、きちっと安全な通行を確保しながら工

事を行っていくことが大事なことと思いま

すので、その点はどうなのか、以上４点、

お願いいたします。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 それでは、野口議員の４点

の質疑についてお答えさせていただきま

す。 

 まず、自由通路、エレベーター、エスカ

レーター等の完成時期につきましてです

が、工期が令和８年度末、つまり令和９年

３月末までの工事期間でございます。主要

部分から工事に着手しないと、後の駅前の

ロータリーだとか、あるいは特定建築者が

施工するマンション開発だとか、そういっ

た工事の調整もございます。まずは大きな

工事内容から着手していくのが普通かと思

っています。 

 今年度に関しましては、御可決いただけ

れば本契約に移るんですけども、自由通路

の橋脚の部分から着手する予定であると聞

いております。次年度以降は、それに合わ

せて上部の工事等に入っていくかと思って

おります。完成時期については、これから

業者から施工計画書等が出てきますので、

今は具体的には答えることはできないかと

思っています。 

 ２点目の信用金庫横の東側の道路につき

ましてですが、今回の工事ではなくて、別

工事で発注いたしますので、完成のときに

は併せて整備ができているかと思います。 

 ３点目の物価高騰による工事請負費の関

係でございますが、工事に関しましては、

発注した設計図書どおり現場が完成となれ

ば、工事請負費の金額の増減は発生しない

とは考えております。ただ、工事施工途上

においては、予期せぬ障害物が出現したり

とか、また、関係機関との協議は十分行っ

ているところではありますが、内容に変更

が生じた場合など、どうしても請負金額の

増額が起こることは考えられます。ただ

し、その際には、請負業者からの施工計画

書をもってその内容を精査し、金額の変更

に値するものかどうか見極め、変更設計に

努めてまいりたいと考えています。 

 また、近年の物価高騰による影響で、こ

れまでも、鋼材の価格が上昇したりとか、

そういったところで工事請負費に影響が出

たところはございますが、特に今回は、自

由通路について、鋼床鈑桁といいまして、

鋼材を使った通路になっておりますので、

その辺りの物価高騰も注視していきたいと

考えております。基本的には、令和８年度

末までと工事期間が長いんですけども、こ

の工事請負費をもって完成に努めてまいり

たいと考えております。 

 ４点目、産業道路の歩道の横断勾配が斜

めになっているところで、歩行者、身体障

害者が歩行しづらいという内容かと思いま

す。工事完成時には、道路構造令に応じた

横断勾配によって誰もが安全で快適に歩け

るような歩道整備はいたします。ただ、工

事中でございますので、掘削した後の仮復

旧だとか、歩行しづらい部分など、御迷惑

をかける点は出てこようかと思います。車

道の高さと宅地の高さとの高低差がありま
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すので、その辺りを加味して復旧には努め

ていきますが、何分、工事途上でございま

すので、その辺りの解消には、できるだけ

努めるんですけども、なかなか難しいかと

思っています。ただ、工事の完了時には、

皆さんが安全に歩行できるような歩道形態

に努めて整備してまいりますので、よろし

くお願いします。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 １点目は、具体的に日程が決

まりましたら、また知らせてほしいと思い

ます。令和８年度末までには取りあえずペ

デストリアンデッキの橋脚はできるという

お話だったと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 最後の歩道の件です。今でもそんなに工

事をしていないところでそういうお声が届

いております。これから共同溝の工事も始

まっていきます。いろいろ制約条件が厳し

くなってきている中で地域の方々が通りま

すので、何とか相談していただいて、気持

ちよく通りながら工事もやっていただく状

況をつくっていただきたいということで、

再度強調しておきたいと思います。 

 工事についてです。先ほど決算認定でも

申し上げましたけども、一番最初、都市計

画決定のときに総事業費は１７２億円であ

りました。今回、事業計画の変更が何回か

される中で決定されて、２９４億円になり

ます。１２２億円の増ということで、約７

割増なんです。今のこの時世、いろんな税

金の使い方については、当然、極力抑えな

がら努力されていると思いますので、くど

くどは言いませんけども、部長が答弁され

たように、暮らしの関係で地方自治体とし

て市民本位の財政運営を行う上で、阪急京

都線連続立体交差事業も含めてどんどん多

額の費用が組まれています。当然、必要な

増額はやっていくことになりますけども、

一般的には、２割から３割、特定事業者は

利益を見込むと言われております。昔、南

千里丘の開発で買収された業者がコミュニ

ティプラザとか保健センターについては援

助をいただいたということもあり、いろん

な交渉も当然ありますけども、工事的に

は、第１街区を大林組、第２街区を青木あ

すなろ建設株式会社と分けて発注していま

す。総額ではありませんので、いろいろ考

え方はあろうかと思いますけれども、そう

した工事についてはぜひ敏感に見ていただ

いて対処方をお願いしたいと思います。 

 受け止めがあれば、市長からも御意見を

いただければと思います。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 今回、非常に多額の工事請負契

約の案件を上程しております。これまで

も、大規模な事業につきましては、今の状

況でございますので、増額の修正もあった

わけでございます。そのとき私は議員の立

場にいましたけれども、そのことについて

はしっかりと受け止めながら来たと思って

います。 

 この案件につきましても、今後どうなっ

ていくのかにつきましては、しっかりと行

く末を見ていかなければなりませんし、言

われるがままに増額に応じていくというわ

けではなくて、本当にその中身がどうであ

るのかということについてしっかりと精査

をしていきながら、やむを得ないものにつ

いては、皆さんに御理解いただきながら増

額についてもお願いしていくことはあるの

かと思っております。 

 １回目のときに水道料金のことをおっし

ゃっておられました。その案件につきまし

ては、今回上程されておりませんので詳し
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くは述べませんけれども、市民の皆さんの

暮らしがしんどいということについては私

も理解しております。一方で、水道事業に

ついても、今回、決算審査の中で御認定い

ただきましたが、中身についても見ていた

だくと、例えば動力費については今まで以

上に上がっている状況もございます。 

 今後、いろいろな取組を持続可能な形で

運営していくためには、どれほどの負担を

お願いしていくのかということについても

一方で見ていく必要があると考えておりま

す。もちろん、市民の皆さんの今の生活を

しっかりと踏まえて、今何をすべきなのか

も考えていきながら、長期的に見て本当に

摂津市の発展につながっていく、そして、

長い目で見たときに市民の皆さんの幸せに

つながっていくような取組についてしっか

りと検討していきたいと思っていますの

で、またいろいろと議員の皆さんにも御意

見をいただけたらありがたいと思っており

ます。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第８３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 １２月７日から１２月１８日まで休会す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後１時１７分 散会） 
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、松本議員及び

光好議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。塚本議員。 

  （塚本崇議員 登壇） 

○塚本崇議員 おはようございます。 

 通告に従いまして一般質問を始めさせて

いただきたいと思います。最初は一括質

問、２回目からは一問一答方式でお願いい

たします。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 まず、１番目です。教育・育児現場の安

全・安心についてでございます。 

 先日、北九州市では、中学生が死傷され

るという痛ましい事件が起こりまして、市

民には非常に不安が広がっている状況があ

ります。その中で、今、学校の安全・安心

への市民の関心が高まっていると思いま

す。 

 そこで、まず１回目に質問させていただ

きます。小・中学校における安全・安心、

特に不審者に対する取組についてお伺いい

たします。 

 ２番目です。ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレン

ツ・プログラムと児童のカウンセリングに

ついてです。 

 「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレンツ・プログ

ラム」は、３年前の痛ましい児童虐待事件

から本市が取り組んで導入していったもの

と認識しておりますが、まずは、その「Ｍ

Ｙ ＴＲＥＥ ペアレンツ・プログラム」

の取組の現状についてお尋ねいたします。 

 ３番目です。歩道のバリアフリー化につ

いてでございます。 

 急速に高齢化が進行していく少子高齢

化、超高齢化と言われる時代の中で、バリ

アフリーの概念が浸透していっています。

思い起こせば、私が学生時代、２５年以上

前になりますけども、その頃からバリアフ

リーというのは建築用語として使われるよ

うになっておりました。それが今や一般的

な概念に普及したのかと思っています。そ

の中で、まずは本市の歩道のバリアフリー

化の現状についてお伺いいたします。 

 続きまして、４番目でございます。パー

トナーシップ制度についてです。 

 個人の多様性の尊重の観点から、パート

ナーシップ宣誓制度の導入が他の自治体で

進んでいると認識しています。本市におけ

る導入について、お考えをまずお伺いいた

します。 

 続きまして、５番目です。摂津市ＤＸ推

進計画策定についてです。 

 このＤＸ推進計画が現状進められている

と認識しておりますが、摂津市ＤＸ推進計

画策定に向けてのこれまでの取組について

お伺いいたします。 

 ６番目、持続可能な介護保険についてで

す。 

 急速な高齢化が進む中で、介護保険制度

そのものについて、まず、開始された平成

１２年、すなわち西暦２０００年と比較し

て、高齢者人口及び介護給付費の現状がど

のようになっているのかをお尋ねいたしま

す。 

 １回目、以上となります。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 小・中学校における不

審者対策等、安全・安心の取組についての

御質問にお答えいたします。 

 小・中学校における不審者侵入防止の対

策につきましては、これまで、小学校にお
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いては、校門に受付員を配置し、登下校の

見守りと不審者対策を図ってまいりました

が、登下校時以外の校門の施錠と来校者管

理の徹底のため、小・中学校全てにオート

ロック式門扉、カメラ付インターホンの設

置を進めているところでございます。 

 学校内では、来校者に対して、教職員及

び児童・生徒が挨拶等の声かけを積極的に

行ったり、名札を着用していない来校者に

対しては、教職員が声かけを行ったりして

おります。 

 また、各小・中学校が危機対応マニュア

ルを作成し、児童・生徒が命を守るため迅

速に行動できるよう、不審者侵入に対する

避難訓練を毎年実施いたしております。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 「ＭＹ ＴＲＥＥ 

ペアレンツ・プログラム」の取組の現状に

ついての御質問にお答えいたします。 

 本プログラムは、虐待をしてしまった保

護者の心の状態に寄り添いながら、強みを

うまく引き出し、保護者のセルフケアと問

題解決力を回復させ、虐待の言動を終止さ

せることを目的とするもので、令和５年度

から実施をしております。 

 内容といたしましては、自分の怒りの裏

側にある感情への理解や、体罰に代わるし

つけの方法などを学ぶ講義のほか、グルー

プ形式により参加者自らが体験談を語る自

分トークの時間もあり、計１３回のプログ

ラムで構成されております。 

 令和６年度におきましては、９月上旬か

らプログラムを開始し、子供に虐待をして

しまった保護者や、子育てがつらいと感じ

ている保護者６名が参加され、１２月中旬

にプログラムが修了したところです。 

 今後、参加された方に振り返りの機会を

設け、保護者自身の気持ちの変化や、子供

のしつけの際に暴力によらず解決ができる

ようになっているかなど、子供との関わり

方の変化等をお聞きする予定をしておりま

す。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 歩道のバリアフリー化の現

状についての御質問にお答えいたします。 

 本市では、平成２３年３月に策定した摂

津市交通バリアフリー道路特定事業計画を

基に、摂津市交通バリアフリー基本構想で

定められた重点整備地区であるＪＲ千里丘

駅と阪急正雀駅周辺の特定及び準特定道路

のバリアフリー化に向けて、計画的に整備

を進めているところであります。 

 同基本構想に位置づけております千里丘

三島線や正雀本町１４号線及び８０号線な

ど、鉄道駅と公共施設とを結ぶ主要な路線

では、歩道を新設することで歩行者と車両

を分離し、平坦な歩行空間と、より安全・

安心で快適な移動の確保に取り組んでおり

ます。 

 また、既存の道路内での整備につきまし

ては、歩道と車道の段差解消や、路側帯を

設置し歩行空間を設けるなど、移動の円滑

化と安全の確保を図っているところでござ

います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 パートナーシップ宣誓制

度の導入についての御質問にお答えいたし

ます。 

 パートナーシップ宣誓制度につきまして

は、性的マイノリティー当事者がお互いを

人生のパートナーとすることを宣誓された

事実を公に証明する制度で、近年、大阪府

をはじめ、導入する自治体は増加傾向にご
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ざいます。 

 大阪府では、本年１１月から、連携自治

体の範囲を拡大し、連携自治体間の転出入

に伴う手続の簡素化に取り組んでおられま

す。しかし、このような制度は、あくまで

自治体のサービスであり、法に基づいて定

められているものではないため、国による

制度構築が必要であると考えているところ

でございます。 

 こうした課題につきまして、令和５年６

月に性的指向及びジェンダーアイデンティ

ティの多様性に関する国民の理解の増進に

関する法律が施行され、政府が基本計画を

定めるとされております。引き続き、国の

動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 （仮称）摂津市ＤＸ推進計

画策定に向けての取組についての御質問に

お答えいたします。 

 令和６年度につきましては、市長を本部

長とし、部長級を本部員とする推進本部を

新たに設置し、組織横断的な推進力を持た

せる体制づくりに取り組んでおります。ま

た、実務的な調査及び具体的な検討を行う

ため、本部員から指名された職員で構成す

るＤＸ推進委員会も立ち上げております。 

 （仮称）摂津市ＤＸ推進計画策定に向け

ては、ＤＸ推進委員のマインドセットに重

点を置き、研修、ワークショップ等を行

い、計画策定を進める上での知識や考え方

を習得する人材育成を進めているところで

ございます。 

 令和７年度につきましては、具体的な施

策、事業について、組織横断的な観点で検

討するとともに、全体ビジョンを示す取組

方針の策定を進めてまいります。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 高齢者人口及び介護

給付費の現状についての御質問にお答えい

たします。 

 介護保険制度が開始された平成１２年９

月末現在、総人口８万５，０１１人に対

し、高齢者数９，８３８人、高齢化率１

１．６％であったものの、令和６年１１月

末現在では、総人口８万６，４１８人に対

し、高齢者数は２万２，０１８人と、１

２，１８０人増加し、高齢化率は２５．

５％となっております。 

 このような状況の中、介護給付費につき

ましては、平成１２年度決算で１３億１２

万５，２４５円でございましたが、平成１

８年度より要支援者を対象とした介護予防

サービスが開始されたことも加わり、令和

５年度決算では６７億１，９９０万５，９

７５円となっており、介護保険制度開始以

降、増大している状況にございます。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目以降は、一問一答でお

願いいたします。 

 まず、小・中学校の安全・安心、教育現

場、育児現場の安全・安心についてです。 

 小・中学校の取組については分かりまし

た。 

 続いてですが、保育所、幼稚園等におけ

る取組についてお伺いいたします。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 公立認定こども園に

おける不審者侵入防止の対策につきまして

は、通用門に受付員の配置もしくはオート

ロック化し、職員等が来訪者の確認を行う

ことで不審者の侵入対策を行っておりま

す。民間の保育施設及び幼稚園におきまし
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ても、おおむね同様の対応がなされている

ことを確認しております。 

 また、保育所等におきましては、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準等に基

づき、令和５年４月１日から、安全に関す

る事項についての計画、いわゆる安全計画

を各施設で策定することが義務づけられて

おります。この安全計画の策定に当たって

は、児童の安全確保に関する取組として、

施設設備の安全点検、児童・保護者への安

全指導等、実践的な訓練や研修の実施、再

発防止の徹底などを計画的に実施する旨が

示されており、不審者の侵入を想定した訓

練等を各施設で定期的に行っているところ

でございます。 

 私立幼稚園につきましても、学校保健安

全法の規定に基づき、学校安全計画の策定

及び必要な訓練等が実施されているものと

認識しております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 取組については一定理解いた

しました。 

 続いてですけども、まずは小・中学校に

おける防犯カメラの設置状況についてお尋

ねいたします。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 小・中学校施設内の防

犯カメラにつきましては、地域の安全や不

審者対策のため、市内１０か所に設置いた

しております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 続いてですけども、保育所等

における防犯カメラの設置状況についてお

伺いいたします。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 保育施設等における

防犯カメラの設置状況につきましては、公

立、民間を合わせて３３施設中、防犯カメ

ラを設置している施設は２６施設となって

おります。また、市内にある私立幼稚園３

園では、全ての施設で設置をしておりま

す。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 分かりました。 

 教育現場、育児現場での防犯カメラ等を

設置すること、また、オートロックの設置

で安全・安心を守っていくという姿勢につ

いては一定理解いたしました。 

 第１３回市民モニターアンケートでも、

やはり防犯や子育てについては市民の関心

が非常に高いということが分かります。そ

の中で、防犯という視点でちょっと切り口

を変えたいと思いますけども、令和元年度

からの街頭の防犯カメラの設置台数の推移

についてお尋ねいたします。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

○辻総務部副理事 本市では、犯罪発生件数

の推移を確認するとともに、摂津警察署か

ら提供される犯罪の発生場所及び犯行後の

逃走ルートに関する情報などを踏まえ、必

要に応じて防犯カメラの増設を進めている

ところでございます。 

 防犯カメラの設置台数につきましては、

令和元年度末時点では１０６台となってお

りましたが、現在は１８０台となってお

り、７４台増加しております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 私も、大阪府警察から提供されている安

まちメールを入れているんですが、見事に

毎日のように不審者状況とか特殊詐欺の情

報が入ってくるんです。自己を守るという

意味でも、そういった防犯の意識を市民の

皆さんにも高めていただきたいと思います

し、また、市にはその啓発を行っていただ

きたいという思いもあります。その上で、
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インフラ整備としては、やはり防犯カメラ

の設置が一定犯罪の抑止力になると考えて

います。令和元年度末時点では１００台余

りであったものが、７４台増えて、現在１

８０台の稼働になったことは非常にありが

たいと思っております。 

 今後、気になっていくのが、鳥飼小学校

と鳥飼東小学校の統合後、鳥飼東小学校の

校区から鳥飼小学校へ通う児童は、いろん

な案が出ていますけども、登下校の際、学

童に入室している子供は帰る時間が遅くな

るわけです。そうなってくると、大阪高槻

線を通過しなきゃいけない、工業地帯を通

って帰らなければいけない状況の通学時間

が長くなってくるわけです。そういった児

童に関しては安全・安心を確保するという

意味でも、新しく増設していただく必要も

あるんじゃないかと思っています。通学路

等交通安全プログラムに基づく交通安全に

関する取組は当然やるとして、関係機関が

連携した通学路の安全確保をしっかり検討

していただきたいと思っております。 

 また、これは繰り返し要望させていただ

いていますけども、私としては、一定協力

していただける事業者には設置の補助をし

て、あとのメンテナンス等は事業者でやっ

ていただくと。イニシャルコストはかかり

ますけど、丸抱えするとランニングコスト

がどうしてもかかってしまうので、そこで

コストダウンを図るというのも一つの手で

はないかとずっと提案しております。また

御一考いただければと思います。 

 以上で、この質問は終わりたいと思いま

す。 

 続いて、「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレン

ツ・プログラム」と児童のカウンセリング

についてです。 

 「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレンツ・プログ

ラム」は、虐待をしてしまった親御さんへ

のカウンセリングプログラムです。ただ、

僕が不思議に思うのは、虐待を受けてしま

った児童のカウンセリングは一体どうなっ

ているんだというところを今回疑問に思っ

たわけです。そこで、虐待を受けた児童へ

のカウンセリングの対応についてお伺いい

たします。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 虐待を受けた児童へ

のカウンセリングにつきましては、一時保

護になったケースでは、吹田子ども家庭セ

ンターが主担当として実施をいたします。

しかしながら、一時保護が解除された後に

本市が引継ぎを受けたケースでは、本市の

ケースワーカーが家庭訪問を行うととも

に、児童が所属する学校・園でも様子を観

察したりしながら、児童の心の変化等を注

意深く見守っております。 

 また、一時保護に至らないケースでは、

心理的なケアが必要な児童に対しまして

は、所属の学校・園と調整し、スクールカ

ウンセラーによるカウンセリングやこども

家庭相談課の心理士による定期面談のほ

か、必要に応じてプレイセラピーを実施し

ております。 

 虐待のみならず、様々な要因により、学

校や家庭生活等において支障を来している

児童につきましては、児童心理に精通され

ておられます心療内科を紹介しているケー

スもございます。 

 引き続き、虐待により心に傷を負った児

童の心のケアにつきましては、関係機関と

連携を図りながら丁寧に対応してまいりま

す。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 虐待という行為が児童の成長に悪影響を
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及ぼすことを保護者に伝え、理解してもら

うことが非常に大切ではないかと思ってい

ます。虐待の未然防止の取組についてお伺

いいたします。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 未然防止の取組につ

きましては、本年度から、子供の月齢ごと

の発達特性や子供の育ちにおいて大切にし

たいことなどを集約した啓発冊子を出産さ

れた保護者に配布しております。子供のし

かり方についても明記しており、暴言や暴

力は、子供に恐怖感を与え、子供への発達

に影響を及ぼすことをお伝えし、虐待の未

然防止に努めているところでございます。 

 また、虐待をしてしまった保護者に対し

ましては、国が作成した、厳しい体罰や暴

言は脳に大きなダメージを与えているとい

う研究結果の記載がある啓発チラシをお渡

しし、そのことをお伝えしながら指導し、

再発防止に取り組んでいるところでござい

ます。 

 引き続き、様々な機会を捉え、虐待が児

童の成長に悪影響を及ぼすことについて啓

発してまいります。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 我々の世代は、しつけという

名の下の体罰とかが結構平然と行われてい

た時代ではあると思うんですが、やっぱり

それによる子供の傷というのは非常に大き

いと思っているんです。 

 僕は、この場でカミングアウトさせても

らいますけども、親から非常に厳しく育て

られたというのもありまして、いまだに狭

いところと暗いところが苦手なんです。寝

るときも、部屋を真っ暗にしては寝れない

んです。真っ暗では、ちょっと不安になっ

てしまうというか、寝れなくて、閉所とい

うのは、閉じ込められた空間であったりと

か、あと水中です。だから、スキューバダ

イビングとかは僕は一生できないと思いま

す。そういったところではパニックを起こ

してしまうことが自分で分かっているの

で。こういったところが成長に阻害を与え

ることを重要視し、認識していただいた上

で、虐待はしつけとは別だと、物置小屋に

閉じ込めるようなことがあってはならない

んだということをしっかり伝えていただき

たいと要望してこの質問を終わらせていた

だきます。 

 続きまして、３番目でございます。歩道

のバリアフリー化についてでございます。 

 市の取組としては理解したんですけど

も、市内には、高齢者や障害を持つ歩行者

の方が利用しにくい道路がいまだに散見さ

れます。こういった現状の改善の認識につ

いてお伺いいたします。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 歩行者と車両が混在する道

路や、傾斜があり狭い歩道などを解消する

ことは、利用者の安全な通行にとって重要

であると考えております。そのため、歩道

を新設する場合は、車道と歩道の高低差を

５センチメートルとするセミフラット形式

の構造を基本として整備しております。こ

の構造は、車両の出入口における歩道の波

打ちを発生させず、平坦な歩道とすること

ができるため、高齢者や障害者の通行にも

負担をかけず、また、視覚障害者が歩道で

あることを認識するための段差を設けた構

造となっております。 

 一方、既存の歩道における現状では、道

路と民有地の地盤の高さが大きく異なり、

どうしても歩道の横断勾配がきつくなって

いるところがあることは承知いたしており

ます。今後も、要望いただいた箇所につき

ましては、現場状況を確認し、局所的な改



2 － 9 

善が可能か検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 取組やその方向性についてお

伺いして、理解はいたしましたが、やはり

市民の方からも結構要望をいただくんで

す。具体的に申し上げますと、正式名称は

正雀南千里丘線である正雀郵便局前の道路

であるとか、千里丘東駅前線、あそこは府

道になるかと思うんですけども、非常に危

険な道路であると。また、大阪薫英女学院

の南側の道路、こういったところの歩道が

使えない。要は、我々としてはそんなに気

にしていないんだけども、それを障害、バ

リアと感じる方は、その歩道を使わないん

です。傾斜やがたがたがひど過ぎて、その

歩道を使わないという現状が見受けられま

す。それについては、やはり我々の視点で

はなくて、サポートを必要とされる方、高

齢者の方の視点に立ってしっかりと取り組

んでいただきたいと思います。要望とさせ

ていただきます。 

 続いて、４番目、パートナーシップ制度

についてでございます。 

 国の動向を注視していくということでし

て、本市では導入の予定がないようですけ

ども、パートナーシップ制度自体、法に基

づかなくても、自治体の取組で家族同様と

する取扱いやサービスができるんじゃない

かと思っています。パートナーシップ制度

の導入によって、人口減少の食い止めの一

助となると考えていますが、いかがでしょ

うか。 

 また、私の考えですけども、これは皆さ

んにちょっと固定概念を外していただきた

いんです。パートナーシップ制度という文

言を出したときに、性的マイノリティーの

方だけを対象にしているんじゃないかと思

われていた節があるんです。私はそうじゃ

なくて、異性間のパートナーであっても、

事実婚状態であれば、このパートナーシッ

プ制度は導入可能であると認識していま

す。そのことが、やはり少子化とか子育て

の対策になっていくと考えているんです。

この制度を適用することについて、お考え

をお尋ねいたします。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律が施行された現在

も、国民の理解が必ずしも十分ではなく、

生きづらさや不安を抱えている方々がおら

れると認識しております。相互に人格と個

性を尊重し合いながら共生する社会の実現

に向け、国の基本計画の策定動向を注視す

るとともに、その内容を踏まえ、本市の取

組についても検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、議員から御指摘いただきました事

実婚につきましても、国におきまして、選

択制夫婦別姓制度の議論がされているとこ

ろでございますので、併せて国の動向を注

視してまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 本市の考え方は一定理解いた

しました。 

 この考え方というのは、先ほどのバリア

フリーとは違って、今度はインクルーシブ

の考え方が必要だと考えています。ニアリ

ーではあるんですが、別のものなんです。

サポートが必要な人であったりだとか高齢

者の方について、その往来に対して障壁を

取り払う、これがバリアフリーであって、

性別、国籍、そういったものにとらわれず

制度を受けることができる、これがインク

ルーシブな考え方なんです。だから、イン
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クルーシブな考え方で捉えていくと、やは

り私は、現状の未婚率の高さを考えれば、

こういった事実婚も導入していくべきだと

主張したいと思います。 

 例えば、ファミリーシップ制度は大阪市

が２０１８年に導入しておりますし、事実

婚をパートナーとして認知している自治体

も実際にあります。例えば、東京都では墨

田区、武蔵野市、神奈川県では鎌倉市、平

塚市、こういうところが事実婚であっても

パートナーとして制度を受けることができ

るということをやっております。これは自

治体の努力でできることだと思うので、国

どうこうじゃなくて、自治体の考え方で変

わってくると思います。 

 私は、ぜひこの考え方を摂津市でいち早

く取り入れていただいて、これは言い方に

語弊があるかもしれませんけども、自治体

間競争にしっかりと打ち勝てるような政策

を打ち出していただきたいと思っておりま

す。要望とさせていただきます。 

 続いて、ＤＸ推進計画についてです。 

 現在策定中ということですけども、ＤＸ

推進計画の中で、重要な要素についてどう

考えているのか、お伺いいたします。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 ＤＸ推進の重要な要素は、

全庁的な業務改革を推し進めなければなら

ないという当事者意識と危機意識の醸成で

あります。 

 まず、当事者意識については、現場職員

一人一人が自分自身の業務における課題や

改善点を見つけ、変革に取り組む主体性で

あり、危機意識については、生産年齢人口

の減少をはじめ、急速な環境の変化に現状

を維持・継続していくことが難しくなると

いう危機感を持つことです。 

 今後策定する計画では、主体的に業務改

革に取り組む仕組みと、各職員が自らの役

割と責任を認識できるようにしてまいりま

す。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 先ほどの答弁で、当事者意識と危機意

識、やはりそこなんです。漫然とこの状態

が続くと思っていない危機意識を持ってい

る職員の方はすごくおられると私は認識し

ているんですけども、全体的に危機意識を

共有できているかどうかについてはちょっ

と疑問な点があります。積極的に業務改革

をやっていくということでは、いろんな危

機意識を共有して当事者意識を持っていた

だくことがすごく大事だと思います。 

 ちょっと視点を変えるんですけども、今

度は、ＤＸを推進していく上で重要なファ

クターであるネットワークやサーバーに関

する知識を有している職員について、その

有無を問いたいと思います。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 ネットワークやサーバー等

機器の設計・更新には専門的な知識が必要

であり、現状、全職員の中で対応できるの

は１名程度となっております。ネットワー

クの障害対応や拠点の追加、庁内回線の取

り回し、サーバー環境の最適化などについ

ては、ほとんど外部業者に依頼して進めて

いるのが現状となっております。これらの

デジタルツールの活用による課題解決の実

現には、ネットワークやサーバー環境等の

インフラ知識やノウハウが必要になってま

いります。また、総合行政ネットワークの

更新も一定程度の期間で行っていかなけれ

ばならず、ネットワーク等の知識にたけた

職員が幾人も必要になってまいります。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 
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 やはりそういった人材は一定必要である

と思っています。 

 そこで、こういったＤＸを推進していく

上で、ＩＣＴ人材の採用の考え方について

お伺いいたします。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 ＩＣＴ人材につきまして

は、これまでも、その重要性を認識した上

で、情報処理関係の業務及び一般行政事務

に従事する職員として、情報処理に関する

業務の実務経験が５年以上ある者、または

採用予定時期までに５年以上となる見込み

の者を募集してまいりました。その結果、

平成３１年４月に２名、令和４年４月に３

名の採用に至っておりますが、採用できて

いない年もございます。 

 今後につきましては、例えば、ネットワ

ーク技術を学ぶ学生にインターンシップや

職場体験の機会を提供することで、将来の

人材を育成・確保するなど、様々な工夫を

検討してまいります。 

 ただ、ＩＣＴの能力を有する職員の確保

の重要性は認識する一方で、職員数には限

りがあるのも現実でございます。全体の職

員数を鑑みながら採用を進めてまいりたい

と考えております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ネットワークやサーバー関係

の知識を持つ人材は、言ってみれば、ＤＸ

の中ではインフラ的部門の人間であって、

その重要性は非常に大事ながらも、縁の下

の力持ちみたいな考え方があって、なかな

かそこに理解が得られない部分もあるのか

と思っています。 

 ＩＣＴ部門においては専門性も必要で

す。ただ、やはり行政としてはゼネラリス

トをつくっていくという考え方が一定必要

なのかと思っています。ＩＣＴ部門におけ

るゼネラリストとスペシャリストの考え方

についてお尋ねいたします。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 一般的に、ＩＣＴ部門に

おけるスペシャリストは、特定の技術や分

野に精通しているため、高度な問題解決能

力を持ち、専門的な役割を果たすことがで

きます。一方で、自分の専門分野に集中す

るあまり、他分野に対する理解が不足し、

全体的な視点を欠く面もございます。 

 ゼネラリストのメリットとしましては、

多様な分野にわたる知識を有していること

から、様々な業務への柔軟な対応が期待で

きます。 

 本市では、現在、事務職の情報枠として

採用試験を実施しておりますので、一定専

門性を有した業務にスペシャリストとして

携わってもらうこととなりますが、市役所

という組織において、特定の分野の経験だ

けで管理職となることは、組織と職員の双

方にとって課題があるものと認識しており

ます。例えば、入庁から４０年間を通して

同じ部署に配属されるということは、自分

の専門分野に特化することとなり、全体的

な視点を捉える力という面では課題がある

ものと思われます。 

 ＩＣＴ分野におけるスペシャリストの重

要性は認識しておりますが、一定の汎用性

を持った職員の育成に努めてまいりたいと

考えております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 まず、一つ指摘しておきたいのが、スペ

シャリストはスペシャリストで大事なんで

すけども、なぜスペシャリストが大事かと

いうことです。そのスペシャリストがいる

ことによって、先ほど外部に委託している

とおっしゃいましたが、外部に全て頼ると
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いうことは言い値を言われるということな

んです。言い値を言われてしまうと、それ

だけ行政にとって損失なわけなんです。税

を使うわけですから。なので、それに対抗

できる知識、これは高過ぎるんじゃないか

という意見を言える人材がいないと、コス

トダウンは絶対できないと思うんです。 

 ネットワークでいえば、シスコが世界最

大手です。シスコでも、エントリーとか、

いろいろ五つくらいグレードがあるんです

が、そのエントリーでも持っている職員が

一人でもいれば全然変わってくると思うん

です。そういったところが評価されていな

いように思います。ですので、そういった

ところはしっかりやっていただきたいで

す。ただ、こういったＩＣＴ人材が専門分

野に集中するかといったら、僕はＳＥ、つ

まりシステムエンジニア出身ですけど、専

門分野に特化しているように見えますかと

いうところなんです。そうじゃないと思い

ます。ＳＥこそ汎用性に富んだ人材でなき

ゃいけないんです。だから、そういった人

材をもってシステムを構築していく。そし

て、デベロッパーと協議していく人材を育

ててほしいんです。これは要望としておき

ます。よろしくお願いいたします。 

 続いて、持続可能な介護保険についてで

す。 

 ２回目ですけども、高齢者が増えている

のは理解いたしました。 

 介護保険制度の将来展望について、本市

における高齢者人口の将来推計を踏まえた

介護保険制度の見通しについて、市の認

識、また、その状況にどのように対応して

いく考えでおられるのか、お伺いいたしま

す。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 高齢者人口は、第２

次ベビーブームに生まれた団塊ジュニア世

代が６５歳以上となり、日本の高齢者人口

がピークとなる令和２２年、すなわち西暦

２０４０年には２万４，５２２人と、令和

６年１１月末現在の２万２，０１８人に対

し２，５０４人増加、高齢化率は２８．

９％まで上昇する見込みとなっておりま

す。 

 このような状況の中、介護を必要とする

方の割合が増加する８５歳以上人口は、令

和６年１１月末現在の３，３８９人に対

し、令和２２年には５，３１７人と、１，

９２８人増加する見込みとなっており、今

後も介護給付費は膨張していくものと予想

されております。 

 被保険者が真に必要とする介護サービス

を過不足なく受給していただけるよう、今

後も、介護予防をはじめ、認知症予防等の

重点的な取組を推進してまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 先日、文化ホールで、認知症と老後とい

うことで講演があったと思います。その中

で、やはり予防であったり認知症を発症し

た後の寄り添い方に対してすごく学びがあ

ったと思っています。そういった機会を与

えてくださって、私はすごくありがたいと

思ったんです。ただ、膨張していく義務的

経費が市の財政を非常に圧迫していく上

で、フレイル対策であったりとか介護に至

らないようにすることは非常に大事だと思

いますし、現状の介護保険制度自体、やは

り現役世代の負担が増えていくので限界が

あると思うんです。このままの介護保険制

度水準を維持し続けるということは、やは

りいずれ破綻を招くんじゃないかと思って

います。国は国債を発行すればと思ってい
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るかもしれませんけど。 

 介護保険料の上昇に頼ることなく財源の

中で財政運営を進めることができるよう、

これは市の単独事業も含めて一度ちゃんと

総点検をしていただきたいと考えていま

す。そして、見直すべきは見直し、全てが

フォローできるわけじゃないけど、介護サ

ービスはしっかりと続けていけるんだとい

う制度設計を改めて考えていただきたいと

思います。 

 以上となります。（「議事進行」と藤浦

雅彦議員呼ぶ） 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 塚本議員の質問の答弁のこ

とについてどうこう言うことではないんで

すけども、先ほど、「ＭＹ ＴＲＥＥ ペ

アレンツ・プログラム」についての質問の

やり取りがありました。 

 その中で、令和５年度から始まったとい

う突然始められたような部長の答弁になっ

ていましたけれども、この「ＭＹ ＴＲＥ

Ｅ ペアレンツ・プログラム」は、２００

１年に森田ゆりさんという方が開発をされ

て、その後、当時、家庭児童相談室におら

れた白山真知子さんという方が早くに取り

入れられて、ずっと長年にわたって展開さ

れました。ＮＨＫでも紹介されるぐらい先

進的な取組をされていたということで、こ

の白山真知子さんは、今は摂津市のスーパ

ーバイザーに就いていただいております。

そういう歴史と実績があったことを本来な

らこども家庭部長から一言添えていただき

たかったんです。それが無理ならば、私が

今しゃべっていることを議事録に残してい

ただきたいと議長にお願いしておきたいと

思います。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 先ほどの塚本議員の

「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレンツ・プログラ

ム」の答弁に補足をさせていただきたいと

思います。 

 「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレンツ・プログ

ラム」につきましては令和５年度から始め

たという答弁をさせていただいたんですけ

ども、過去に摂津市では、全国的にもいち

早くこの「ＭＹ ＴＲＥＥ ペアレンツ・

プログラム」を取り入れて虐待の対応に当

たっていた経過がございました。様々な事

情があり、途中で中断をしてしまったわけ

なんですが、令和３年の事件後、やはり非

常に有効なすばらしい取組であるというこ

とで再度取り入れたということを補足させ

ていただきます。 

○三好義治議長 塚本議員の質問が終わりま

した。 

 次に、出口議員。 

  （出口こうじ議員 登壇） 

○出口こうじ議員 おはようございます。一

般質問をさせていただきます。 

 １番目、５歳児健診についてでございま

す。 

 現在、１歳と３歳半の実施が義務づけら

れていると思うんですけども、そのほかに

小学校入学前にも行っていると思います。

こども家庭庁が、これに加えて５歳児健診

を実施する自治体への補助金を手厚くする

方針を発表されました。発達障害の早期発

見にも役に立つということなんですけど

も、この実施について、１回目、本市の見

解をお聞かせください。 

 続きまして、無縁遺体についてです。 

 お亡くなりになって引取り手のいない方

が全国ですごい増えているそうです。先日

の新聞報道では、１１．２％の自治体がそ

の対応方法のマニュアルとか内規があるそ

うなんですけども、１回目、本市における
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対応をお聞かせください。 

 続きまして、電子投票についてです。 

 まさしく今、四條畷市で市長選挙の真っ

最中で、次の日曜日が投票日です。タッチ

パネルで投票できるという仕組みが導入さ

れているそうなんですけれども、１回目、

本市における電子投票の考えをお聞かせく

ださい。 

 続きまして、北大阪消防指令センターに

ついてです。 

 今年の４月から運用を開始されたと思う

んです。何か支障、問題とかはあったの

か、メリットやデメリットがあったのか、

１回目、お聞かせください。 

 ５番目です。ふるさと納税についてでご

ざいます。 

 本市がふるさと納税を始めてから２年ち

ょっとたちます。２年前の９月から。１回

目、返礼品の数や現在の寄附の金額、そし

て、ポータルサイトを増やされたと思うん

ですけども、その効果などをお聞かせくだ

さい。 

 以上です。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 ５歳児健診について

の御質問にお答えいたします。 

 ３歳６か月児健診以降、就学時健診まで

の間については、公的な健診の機会はない

ものの、こども園や保育園、幼稚園等の所

属先では、園医等による定期健診が毎年行

われております。 

 しかしながら、５歳児は、乳幼児期にお

いて、言語の理解能力や社会性が高まり、

発達障害が認知される時期であるため、こ

の時期に健診を実施し、関係機関と連携の

上サポートすることで、早期の支援につな

げることができるものと認識しておりま

す。 

 発達支援に資することを目的とした５歳

児健診は、健診後のフォローの観点を含

め、こども家庭部の４課全てに関連するこ

とであり、専門職の在り方等を含め、実施

方法について検討しているところでござい

ます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 引取り手がない無縁

遺体についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市におきまして、身元が判明しない御

遺体につきましては、行旅病人及行旅死亡

人取扱法、身元が判明している御遺体につ

きましては、墓地、埋葬等に関する法律に

基づき対応いたしております。 

 火葬、納骨などの手続や、扶養義務者の

把握のための戸籍調査など、具体的な対応

につきましては、本市で制定いたしており

ます行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関

する規則や、大阪府が作成しているマニュ

アル並びに厚生労働省及び法務省が取りま

とめた遺留金等の取扱いの手引などを参考

に行っております。 

○三好義治議長 選挙管理委員会事務局長。 

（溝口選挙管理委員会事務局長 登壇） 

○溝口選挙管理委員会事務局長 電子投票に

ついて、本市の考えについての御質問にお

答えいたします。 

 電子投票につきましては、地方公共団体

の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記

録式投票機を用いて行う投票方法等の特例

に関する法律に基づき、条例を制定するこ

とで、地方公共団体の議会の議員及び長の

選挙において、電子投票機を用いた投票が

可能となるものでございます。 

 これまで、全国で１０団体、２５回の地
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方選挙において電子投票が実施されてきま

したが、事業者が採算性等の問題から投票

機の開発から撤退し、事実上、電子投票を

行えない状況が続いておりました。 

 しかし、令和２年に総務省が、電子投票

システムにおいてタブレット端末等の汎用

機を使用できるように技術的条件の改定を

行い、また、本年６月にはさらなる条件緩

和が行われ、事業者の開発を促す改定がな

されております。このような動きの中で、

開発に意欲を示す事業者がおられ、四條畷

市では実施に向けた道筋が見えてきたとの

ことから、導入に向けた検討が進められた

とお聞きしております。 

 電子投票には、選挙結果の迅速かつ正確

な判明や、疑問票、無効票の解消、開票作

業に従事する職員の削減といったメリット

がございます。一方で、システムや機器の

安定稼働、調達コスト、取扱事業者の少な

さ、さらには費用対効果といった様々な課

題もございます。 

 本市におきましても、デジタル化や働き

方改革の推進といった社会情勢を踏まえ、

国における電子投票に関する法令や指針の

改正動向を注視し、四條畷市での事例を含

む先進的な取組について情報収集を行い、

調査・研究を進めてまいります。 

○三好義治議長 消防長。 

  （松田消防長 登壇） 

○松田消防長 ５市による消防指令共同運用

についての御質問にお答えいたします。 

 消防指令共同運用を２市から５市に拡充

したことによる支障等は特にございませ

ん。 

 共同運用のメリットといたしましては、

人、予算、相互応援でございます。指令セ

ンターへの派遣人員が２名少なくなったこ

とで、必要な他の部署に配置することが可

能となり、予算面では、共通機器に係る本

市負担額が軽減されたところであります。

また、指令センターで管轄区域全体の災害

や車両等の状況が一元的に把握できること

で、円滑な応援・受援が可能となり、近隣

市との連携が強化されたところでございま

す。 

 ５市での共同運用前は、管轄区域が広が

ることで、土地勘のない地域からの１１９

番通報にこれまでどおり対応できるのか危

惧しておりましたが、指令台の地図とグー

グルマップのストリートビューを連携させ

ることや、通報者の目線と同じ映像を指令

員が見ることができるライブ１１９という

映像通報システムでサポートが可能となっ

ております。その上、火災等、１１９番ふ

くそう時をはじめ、２４時間、いつでも必

要に応じ、当直勤務する指令センター員が

直ちに指令室へ駆けつけ、互いに協力し合

っており、デメリットはないと考えており

ます。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 ふるさと納税の実績につ

いての御質問にお答えいたします。 

 本市においては、令和４年９月にふるさ

と納税の返礼品を導入し、令和４年度に

は、５７品を返礼品といたしまして、５１

９件で１，２６４万６，０００円の寄附、

令和５年度には、６１品を返礼品といたし

まして、５８０件で１，８１４万８，００

０円の寄附がございました。 

 本年８月には、ポータルサイトを１サイ

トから４サイトへ増設いたしました。その

効果といたしまして、本年１１月の寄附件

数について見ますと、対前年度比で約１．

７倍となる見込みでございます。 

 今後も、返礼品数の増加、ポータルサイ
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ト増設の検討、寄附者に向けたＰＲ等に取

り組み、本市のふるさと納税の目的である

本市の産業の活性化及び魅力発信を行って

まいりたいと考えております。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 御答弁ありがとうござい

ました。 

 それでは、２回目、質問させていただき

ます。 

 ５歳児健診についてです。 

 ３歳時点では、幼過ぎて発達障害を認知

しにくい、そして、入学前の健診では、学

校生活を円滑に送れるようにするための準

備期間が短いため、５歳児の健診が適して

いるという考えだそうです。 

 早期の発見は、前回の定例会でも質問さ

せてもらいましたが、不登校を防ぐための

有効な手段になると思います。 

 大分県竹田市では、この５歳児健診を実

際導入されており、発達障害の傾向がある

多くのお子さんたちが通常学級に通って、

不登校も減少したそうです。全国でも１

４％しかまだ導入されていないそうですけ

ども、こういった先行事例もしっかり研究

していってください。これは要望とさせて

いただきます。 

 無縁遺体についてです。 

 親族関係の希薄化とかが進んでひとり暮

らしの高齢者も増えてくる中で、この無縁

遺体が増えていると思うんです。実際亡く

なりはって、亡くなった地域の自治体がお

葬式や火葬をするんですが、亡くなった方

に貯金とか遺産があれば、その費用は賄え

ると思うんですけども、そういったものが

なかったら公費負担になっていると思うん

です。この費用の対応や、国や大阪府の補

助金の有無について、２回目、お聞かせく

ださい。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 引取り手がない無縁

遺体の対応件数につきましては、令和５年

度は８件、令和６年度は現在７件でござい

ます。これらの方は、いずれも身元が判明

していたため、墓地、埋葬等に関する法律

に基づきまして、火葬から納骨、扶養義務

者の戸籍調査等の対応を行いました。 

 火葬等の費用につきましては、まずは亡

くなられた方の預貯金などの遺留金を充て

ますが、不足分につきましては、一旦市で

支払い、その後、相続人をはじめとした扶

養義務者に対して火葬等に要した費用の請

求を行っております。 

 なお、相続人や扶養義務者がいないな

ど、火葬を行う方がなく、市が費用を負担

した場合は、行旅死亡人等取扱手数料負担

金として、全額、大阪府からの負担金がご

ざいます。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ひとり暮らしの６５歳以

上の高齢者が、２０２０年には６７１万

人、２０４０年には１，０００万人を超え

るのと違うかという試算もされています。

年々こういった無縁遺体も増えてくると思

います。しっかり対応をよろしくお願いい

たします。 

 電子投票についてです。 

 これも要望とさせていただきますが、四

條畷市ではデジタル化とか職員の働き方改

革を進められており、現市長は引退される

ということなんですけども、たしか若い市

長です。今年７月の議会で電子投票が議決

されたそうなんですけども、前回は開票作

業に８８人いたのが、今回は３０人程度で

いけるだろうと。時短にもなると思いま

す。四條畷市の選挙管理委員会の方にもお

話を伺ったんですけども、初めは準備がす
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ごい大変だという話もされていました。 

 タッチパネルを置く動線をどうするかと

か、そういったお話も聞かせていただきま

した。職員は初めの準備はちょっと大変や

ったと思うんですが、負担の軽減にもつな

がっていくと思います。前回の定例会でも

投票率について一般質問させてもらったん

ですけど、やっぱり投票率が上がるのでは

ないかと思います。四條畷市の結果を見

て、成功に終わるのであれば、初めはお金

がかかると思うんですけども、本市でもぜ

ひ取り入れてください。よろしくお願いし

ます。 

 北大阪消防指令センターについてです。 

 ありがとうございました。デメリットは

ないということで安心しました。 

 毎日毎日、救急車の音を聞かない日がな

いぐらい全国的にも救急搬送が増えている

そうなんですけども、本市での救急搬送の

現状をお聞かせください。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 ５市消防指令共同運用開始以

降の本市における出動件数についてお答え

いたします。 

 本年４月１日の運用開始から１１月末ま

でに、火災出動８件、救急出動４，０５７

件、救助出動７４件、警戒出動３７２件の

合計４，５１１件出動しております。昨年

度と比較いたしますと、火災は７件の減、

救急は２８件の減、救助は１７件の増、警

戒は３１件の増となっております。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 茨城県では、去年、約１

４万件以上あった救急搬送の中、約半数の

４７．９％が軽症患者だったそうなんです

けども、本市での軽傷患者の割合をお聞か

せください。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 本市の救急出動件数に占める

軽症患者の割合についての質問にお答えい

たします。 

 救急出動件数でございますが、令和５年

は６，０５２件で、令和４年の５，７７３

件と比べ２７９件の増加となっておりま

す。 

 また、軽症者の搬送割合につきまして

は、令和５年は６７．５％と、令和４年の

６１．７％に比べ５．８％上昇し、救急出

動件数に占める軽症者の割合は増加してい

る状況でございます。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 非常に割合が高いです。 

 茨城県の話をさせていただいたのは、今

月の２日から茨城県が、微熱や切り傷とい

った緊急性が低い症状で救急搬送された場

合、病院が患者から選定療養費として７，

７００円を徴収するというのを始めまし

た。やはり軽症患者が増えると、救急車の

運用や病院の受入体制が逼迫して、本当に

命の危険のある重篤患者の搬送が遅れて、

命を落としかねない懸念もあると思いま

す。本市におけるこういった導入のお考え

を、市長、お聞かせください。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 先ほど消防長から答弁がござい

ましたけれども、救急の出動件数そのもの

が増えておりますし、その中におきまして

も軽症患者の搬送割合が増えております。

そのことが本来の役割である重症患者の搬

送に影響があるんじゃないかということに

ついては、私も懸念をしているところでご

ざいます。 

 その一つの方策として、選定療養費とい

うお話をいただいたわけでございます。こ

の制度につきましては、もし我が摂津市で

用いた場合には、市内の医療機関に適用さ
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れます。ですので、市内の医療機関に軽症

患者が搬送された場合には徴収することに

なりますけれども、実態はどうなのかと考

えると、ほぼ９割が市外の医療機関に運ば

れているという状況があるわけです。とい

うことを考えますと、我が摂津市単独でこ

の制度を導入することにおける効果は限定

的だろうと思います。これはもっと広域的

に考えていくべきであって、大阪府として

この制度を採用していただくことが大事な

んだろうと思っております。 

 確かに基礎自治体でこの制度を採用して

いるところはございます。しかし、そこ

は、ほとんどの場合が市内の医療機関に救

急搬送されているケースだとお聞きをして

おりますので、それであれば意味があると

思っております。もちろん先進事例は研究

をしていきながら、さらに広範囲で連携し

ていけるような取組についても研究してい

くべきだろうと考えておりますので、その

視点でこれからも考えていきたいと思って

おります。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ありがとうございます。 

 茨城県では、医療の現場ではこの制度に

期待する一方で、茨城県議会からは、緊急

性が高い患者も１１９番通報をちゅうちょ

するのではないかという懸念が出ているた

め、微熱のみや軽い擦り傷など、７，７０

０円の徴収の可能性がある１２の例を公表

されているそうです。そして、先ほど市長

も答弁された、恐らく自分のところでほと

んど賄えているという三重県松阪市は、６

月から始めたそうなんですけども、６月か

ら８月の３か月間で、軽症者数２，０５６

人中２７８人から徴収したそうです。出動

件数も前年同期比で２１．９％も減ったそ

うです。タクシー代わりに使うような安易

な利用の抑制の効果があったそうです。 

 最近、２０時間ずっと働きっ放しで、救

急車の若い隊員が事故をされた。日々、救

急隊員には本当に感謝しております。この

件も、ひとり暮らしの高齢者などの医療弱

者にしわ寄せが行かないように運用してい

ただいて、もっと大阪府とかで考えていっ

ていただければと思います。ありがとうご

ざいました。 

 ふるさと納税についてです。 

 ふるさと納税は、ちょっと増えている感

じです。 

 鳥取県米子市では、ＪＲ西日本と協力し

て、返礼品として、国鉄時代に製造された

赤いディーゼル機関車の見学ツアーを実施

していると。寄附金は１０万円以上だった

かな。そして、本市にある新幹線車両基地

が福岡県那珂川市にもあり、実際、新幹線

車両基地の見学ツアーを実施されているそ

うなんですけども、令和５年度の寄附の総

額が５億円もあるそうです。本市とえらい

差ですけども、本市でもこういった取組を

するかのお考えをお聞かせください。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 議員からありました鳥取

県米子市ですけども、ホテルでの宿泊及び

ＪＲ西日本総合車両所でのディーゼル機関

車の入替え作業見学や、運転台の試乗等を

返礼品の内容としておられます。また、福

岡県那珂川市では、ＪＲ西日本総合車両所

での新幹線検査時の車両移動見学、パンタ

グラフ等の上部や運転台等の見学を返礼品

の内容としておられます。いずれも、ＪＲ

西日本、旅行会社、市の３者がタイアップ

して実施しておられるということでござい

ます。 

 本市は、ＪＲ、阪急電鉄、大阪モノレー

ルが走る鉄道が魅力のまちということもご



2 － 19 

ざいまして、本市においても同様の返礼品

を用意することができないか、研究してま

いりたいと考えております。 

○三好義治議長 出口議員。 

○出口こうじ議員 ありがとうございます。 

 このツアーを受けるＪＲの社員も、何か

やる気が出るそうなんです。ふだんやって

いる仕事を見ていただいて、喜んでもらっ

ているというのでモチベーションが上がっ

て、案内役を希望する社員が増えているそ

うなんです。私も新幹線の基地のそばを毎

日通って行き来しますけども、週末には、

カメラを持って写真を撮りに来ていたり、

脚立に乗って、ドクターイエローとかが走

るところを撮る場面や、通り沿いから親子

連れが写真を撮っている姿をよく見かけま

す。 

 我々議員が要望することは、大体お金が

かかります。要望するばっかりで、そのお

金をどこから持ってくるんやという話にな

ると思うので、やっぱり稼ぐ力を摂津市も

しっかりとつけていただきたいです。那珂

川市みたいに５億円も寄附が集まるかどう

かは分からないですけども、摂津市は現状

で約１，８１４万円。これが、新幹線車両

基地の見学とか、先ほど答弁いただきまし

た阪急の車両基地もありますので、あそこ

も写真を撮られる方が何人かいらっしゃい

ますけども、そういうのを取り入れていた

だいて、しっかりどんと稼げる自治体にな

っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治議長 出口議員の質問が終わりま

した。 

 次に、西谷議員。 

  （西谷知美議員 登壇） 

○西谷知美議員 それでは、質問を始めたい

と思います。 

 まずは、中間支援組織の今後の展開につ

いてでございます。 

 今年度、予算化され、先行している他市

のＮＰＯ団体に委託し、取組を始められた

ことは評価いたしますが、開始から半年ほ

ど、その取組内容は期待から少し外れたも

のに感じられています。市内団体からも反

発の声をちょっとお聴きしております。市

長の公約では地域支え合いボランティア制

度という文言もあったかと思いますが、地

元団体の理解がない状態では制度をつくる

ことが難しいのではないかと思われます。

そこで、まずは、市内の地域の担い手であ

るＮＰＯ法人や、自治会、こども会の現状

についてお伺いしたいと思います。 

 そして、２点目です。摂津市の少子化対

策についてでございます。 

 こちらも市長が少子化対策に力を入れて

いきたいという思いがあったと思いますけ

れども、子供を産み育てたくなる環境とい

うと、切れ目のない子育て支援が必要だと

考えております。実際に私自身、ＮＰＯ法

人で実践してきたわけなんですけれども、

本市の具体的な取組について、どうなって

いるか、お答えいただきたいと思います。 

 ３点目でございます。健幸マイレージの

活用ということで、テレビでも紹介された

こともある健幸マイレージ事業、摂津市独

自ですが、その実施目的、そして参加者の

推移についてお伺いしたいと思います。 

 次に、４点目でございます。摂津市の公

共施設についてでございます。 

 やっぱり魅力ある公共施設がたくさん備

わっている自治体に対しては、住みたいと

いうきっかけになると思うんですけれど

も、今回は図書館と公園についてピックア

ップしてお聞きしたいと思います。 

 まず、図書館なんですけれども、今年度



2 － 20 

から図書館の指定管理者が変更となってお

ります。今年度の取組状況についてお伺い

したいと思います。 

 そして、公園の活用についてでございま

すが、子供から高齢者まで世代を問わず地

域にとって利用しやすい公園を目指すべき

だと考えるんですけれども、市の考えをお

伺いしたいと思います。 

 次に、５点目、女性管理職の育成につい

てでございます。 

 こうやって眺めてみると、やはり非常に

女性が少ないように思います。令和２年度

からスタートした第４次摂津市特定事業主

行動計画は５年計画です。今年度が計画の

最終年度になると思いますが、そこでは管

理的地位に占める女性職員の割合の目標を

２５％に設定されています。結果、令和５

年度は２０．６％と公表されております

が、まず、暫定値でいいので、最新の管理

的地位に占める女性職員の割合と、部長級

から係長級までの女性職員の人数をお聞か

せください。 

 次に、６点目、最後になります。大阪Ｓ

ＡＣＨＩＣＯの存続についてです。 

 性暴力救援センター・大阪ＳＡＣＨＩＣ

Ｏについてでございますが、存続の危機に

陥っていると幾つかのニュースでも取り上

げられております。 

 大阪府に活動拠点の確保などを求める請

願書と、多くの署名が集まっておりまし

て、５万筆弱、約４万８，０００筆が先

日、大阪府議会に提出されました。提出さ

れた際の吉村知事のコメントですが、相談

件数増加を理由に提携先を増やすという内

容で、本来、ＳＡＣＨＩＣＯの肝であるＳ

ＡＣＨＩＣＯ本体が求めている医療機関と

の一体化については明言を避けておりまし

た。そして、その後、大阪府議会でも諮ら

れ、何と否決されてしまいました。非常に

腹立たしく思っております。 

 そして、議員及び首長の性加害問題が１

１月ぐらいから何度も問題になっておりま

す。特に今は、岸和田市長です。私は岸和

田高校卒業なんですけれども、昨日も私は

スタンディングの手伝いに行ってまいりま

した。たくさんの女性の方々が市長を辞め

ろという形で、コールしたら市役所に迷惑

になるということで、プラカードを持って

立っていらっしゃいました。さらに、大阪

地検でも性加害問題で訴訟を抱えているよ

うな状況でございます。そういった性暴力

が多い大阪において、この大阪ＳＡＣＨＩ

ＣＯをなくすというのは非常に問題がある

と思っております。性加害の証拠を残すこ

とができる機関でもあります。 

 この際、大阪府は当てにならないんじゃ

ないかと思っておりますので、以前の定例

会でも答弁があったかと思いますが、改め

て市長にお考えをお伺いしたいと思いま

す。 

 以上、１回目です。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 ＮＰＯ法人と自治会の

団体数の推移についての御質問にお答えい

たします。 

 市内ＮＰＯ法人の数につきましては、１

０年前の平成２６年度は１９団体、５年前

の令和元年度も１９団体、そして、今年度

は年度当初の時点で１８団体でございま

す。毎年１から２団体が解散されておりま

すが、設立も１から２団体ございますの

で、ＮＰＯ法人の数といたしましては、こ

の１０年間、ほぼ横ばいの状況でございま

す。 

 次に、自治会の数でございますが、平成
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２６年度は１１２団体、令和元年度が１０

６団体、そして、今年度は年度当初の時点

で９８団体でございます。自治会数につき

ましては年々減ってきている状況でござい

ます。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 こども会の団体数の推

移についての御質問にお答えいたします。 

 こども会の団体数につきましては、１０

年前の平成２６年度は７３団体、５年前の

令和元年度は５３団体、今年度は１６団体

となっており、近年、大きく減少している

状況となっております。 

 続きまして、図書館の取組についての御

質問にお答えいたします。 

 読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、

表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生を深く生きる力を身につけていく上で

重要であり、その拠点となる図書館の役割

は大きいものと認識しております。 

 令和６年度より新たな指定管理者である

ナカバヤシ株式会社が図書館の運営を行っ

ており、図書館専用ホームページの構築

や、地域の行事と連動した本の展示と講座

を行うなど、新しい取組を進めておりま

す。 

 また、市民図書館開館４０周年を記念し

て実施したブックトークイベントでは、Ｆ

Ｍ８０２のＤＪをお招きして、オススメ本

の紹介や読書感想文の書き方のコツなどの

トークショーを行い、１３１人に御来場い

ただいたところでございます。ブックトー

クイベントは、好評をいただいております

ことから、今後も継続して実施していく予

定であり、子供から大人まで親しんでいた

だける魅力ある図書館づくりに取り組んで

いるところでございます。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 摂津市の切れ目のな

い子育て支援についての御質問にお答えい

たします。 

 妊娠期から子育て期の切れ目のない支援

のために、本市では、令和２年度に、市長

部局から教育委員会事務局に母子保健の分

野を出産育児課の名称で移管し、子育て世

代包括支援センターとして、助産師や保健

師、栄養士、さらに利用者支援専門員であ

る保育士を配置し、母子保健サービスと子

育て支援サービスを一体的に提供できる体

制といたしました。 

 具体的には、専門職による妊娠届出時の

全数面接や産後の全件訪問を通じて全ての

妊産婦の状況を把握し、支援が必要な妊産

婦については、多職種による相談支援や利

用者支援専門員によるつどいの広場等の地

域資源の紹介などを行っております。さら

に、同じ部であるこども政策課、保育教育

課、こども家庭相談課といった児童福祉の

分野とも連携を図りながら、切れ目のない

子育て支援に取り組んでいるところでござ

います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 健幸マイレージ事業

の実施目的と参加者の推移についての御質

問にお答えいたします。 

 健幸マイレージは、市民の健康寿命の延

伸を目指し、歩くことを中心とした健康づ

くりに市民が自ら取り組める仕組みをつく

るために開始した事業でございます。歩数

の計測、健康診断や健康づくりに関する事

業へ参加することでポイントを獲得してい

ただき、一定のポイントがたまれば、抽せ

ん等でインセンティブを付与し、無理せず
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楽しみながら歩くことを中心とした健康づ

くりを継続できる環境をつくることを目的

といたしております。 

 現在の健幸マイレージ事業は、平成３０

年度から開始し、７年目となっておりま

す。参加者数の推移といたしましては、平

成３０年度は９２７人、令和元年度は１，

８６２人、令和２年度は２，３６６人、令

和３年度は２，８２１人と増加傾向にござ

いました。しかし、令和４年度は２，９５

９人、令和５年度は２，７８７人と、近年

はほぼ横ばいで、令和６年度もその傾向に

ございます。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 利用しやすい公園について

の御質問にお答えいたします。 

 公園に対するニーズは、遊具などの施設

に関することや公園の利用方法に関するこ

となど複雑化・多様化しており、また、公

園を交流やにぎわい創出の場として活用し

ていくことが求められております。 

 こうしたニーズに応えるためには、公園

の利用者や近隣の方々などの様々な意見を

幅広く捉え、具現化していく必要があると

考えております。そのために、ワークショ

ップなどにより、地域のことは地域で考え

るという市民主体で議論していくことが重

要と考えております。 

 今後は、行政主導ではなく、住民主導に

より、誰もが安心して利用できる公園を目

指してまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 管理的地位に占める女性

職員の割合についての御質問にお答えいた

します。 

 第４次摂津市特定事業主行動計画におけ

る目標値は、一般行政職のみを対象といた

したものであり、令和６年４月１日時点で

の割合は１９．９％となっております。 

 また、職位ごとの女性職員の人数でござ

いますが、部長級１名、次長級３名、課長

級３名、課長代理級６名、主幹５名、係長

級３０名の合計４８名となっております。 

○三好義治議長 市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続につ

いてお答えをいたします。 

 ただいまの質問の中で議員も触れておら

れましたけれども、大阪府議会に対しまし

て、およそ４万８，０００筆の署名を伴っ

て請願書が出されました。しかしながら、

大阪府議会の中で、その請願書につきまし

て、先日、残念ながら不採択になったこと

につきましては私も理解をしているところ

でございます。 

 実は、大阪府市長会におきましては、こ

の大阪ＳＡＣＨＩＣＯを７２時間以内の診

療をワンストップで行う総合診療が可能な

医療機関に移転することを含めまして、大

阪府内に複数の拠点を設置することなどを

盛り込んだ要望書を提出しております。私

自身も、これまで大阪ＳＡＣＨＩＣＯが果

たしてきた役割は非常に大きなものがあっ

たと理解をしているところでございます。 

 まだ具体策の公表に至ってはおりません

けれども、今、大阪府におかれましては、

移転先の確保に向けまして鋭意検討・協議

を進めていただいていると理解しておりま

すので、今後出されていく方針をしっかり

と注視していきたいと考えております。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 ２回目からは一問一答でお

願いいたします。 

 まずは、中間支援組織の今後の展開につ
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いてでございます。 

 自治振興課の所管から進めてまいります

が、現状を踏まえて、ＮＰＯ法人と自治会

の課題について、市はどのように考えてい

るか、お伺いしたいと思います。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 ＮＰＯ法人につきまし

ては、先ほども申し上げましたとおり、こ

の１０年間、団体数がほぼ横ばいの状況で

ございますが、市内には法人化をせずに市

民公益活動を行っている団体が多数存在し

ております。その中には、社会課題の解決

を担う団体の活動を応援する企業から採択

され、助成金の交付を受けている団体もあ

り、市内における市民公益活動は活発に行

われていると認識しております。 

 しかしながら、本市における市民公益活

動は、それぞれの団体がそれぞれの目的で

個別に活動していることが多く、市民公益

活動をさらに活発化するには、共通の目的

や課題意識を持った市民や団体同士がつな

がっていくことが必要であると考えており

ます。 

 今年度から実施しております市民活動中

間支援体制整備支援事業では、つながりづ

くりを意識しながら、市民公益活動のさら

なる促進と地域人材の育成に取り組んでい

るところでございます。 

 次に、自治会についてでございますが、

役員の高齢化や成り手不足などにより解散

や休止を余儀なくされる自治会もあり、地

域におけるつながりの低下が懸念されてい

るところでございます。一方で、ある単位

自治会では、地域の皆さんが楽しめるお祭

りやイベントを企画され、そこには、自治

会員のみならず、市民活動団体や近隣企業

なども多数参加されておられ、大変なにぎ

わいを見せております。 

 これからの地域づくりにおいては、市民

活動団体や事業者など地域の多様な担い手

との連携が必要となり、市といたしまして

も、市民公益活動や地域活動を支援し、多

様な担い手による協働のまちづくりを進め

ていく必要があると考えております。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 ありがとうございます。 

 答弁の中では、現状ばらばらに活動して

いる団体がさらに活発化するためには、中

間支援が大事だということは認識されてい

るわけですが、現状は、先ほどもちょっと

触れたんですけれども、団体に反感を買わ

れているような状況もあるわけなんです。

今の偏った支援では、次年度の取組で変更

の必要があると私は考えております。 

 次に、切り口を変えます。市民活動や地

域活動を活発化するには、地域の人材育成

が必要となってくるわけです。前回の定例

会でも質問させていただいた際に、市民公

益活動補助金制度は、１月末締切りで募集

が開始されていると思うんですけれども、

こちらの見直しを検討するとの答弁がござ

いました。具体的にどのような内容で見直

しを行うのか、お答えください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 市民公益活動補助金制

度の見直しにつきましては、先般、市民活

動等の有識者で構成される摂津市市民公益

活動推進委員会に諮問し、同委員会から答

申をいただいたところでございます。その

内容は、団体の新設や設立間もない団体が

行う活動に対する支援の拡充が必要という

ものでございましたので、初期事業コース

の補助率を引き上げるとともに、申請でき

る回数を増やしてまいりたいと考えており

ます。 

 また、人材育成事業コースにつきまして
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も、広報紙や市ホームページの掲載だけで

なく、プッシュ型の周知が必要とのことで

ございましたので、講座や交流会の開催時

や相談対応などの機会を捉えて市民公益活

動補助金制度の案内を行ってまいります。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 市民公益活動補助金の見直

しについては了解いたしました。 

 今、地域の担い手が減ってきているの

は、やはり３０年近く賃金が上がらず、物

価が高騰し、教育負担費もどんどん増して

いる中で、夫婦共働きがマストになってま

いりまして、また、７０代になっても年金

が少ないということで、働き続けないと生

活が成り立たない日本人が増えていること

も無関係ではないと考えております。 

 森山前市長の時代には生活に余裕のある

方たちが担ってくれていた、そのような地

域活動でございますが、現状では後進の育

成がない状態で、その担い手が７０代、そ

して８０代となって、自治会やこども会が

毎年消滅していくことは、述べられた答弁

の中でも数値ではっきりしているかと思い

ます。 

 私も５年間、民生委員を務めてまいりま

したが、こういったボランタリーな活動を

担う人材不足も顕著になってきているかと

思います。これはもう摂津市だけの問題で

はないとは認識しております。どこの自治

体でも抱えていることだと思います。だか

らこそ、中間支援団体を早期につくり上げ

て、核となって動ける人材を摂津市民から

育成することが急務だと考えております。 

 これには人件費という観点が外せないと

思うんです。特に、社会企業型のＮＰＯ、

地域の課題に寄り添うような活動をしてい

る団体などは、先ほど、にぎやかになって

きましたという事例はマルシェ型だったと

思うんですが、にぎわいづくりのマルシェ

のような地域づくり、そういう活動と違い

まして大きな責任も伴ってまいります。完

全なボランティアではなく、事業をする際

には有償という観点を忘れないよう要望し

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、こども会活動に係る質問をさせて

いただきます。 

 こども会の団体数が残り１６団体と聞い

て本当にびっくりしたんですけれども、こ

れは消滅の危機に陥っていると言っても過

言ではないと思います。この状況を踏まえ

た対応についてお聞きしたいと思います。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 近年、子供を取り巻く

環境は、核家族化や少子化、共働き世帯の

増加など、著しく変化してきており、こど

も会運営の担い手不足から団体数は減少し

てきております。また、近年は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響から活動を自粛さ

れて以降、解散に至った事例もあり、減少

の要因の一つとなっております。 

 こうした状況を鑑み、この間、摂津市こ

ども会育成連絡協議会と話合いを重ね、対

応策について検討してまいりました。今年

度より、これまで摂津市こども会育成連絡

協議会が企画・運営してきた、こども会会

員の体験活動の場である冒険プログラム

を、こども会に所属していない子供たちも

対象とし、まずはこども会活動を知っても

らう取組を実施されているところでござい

ます。また、摂津市こども会育成連絡協議

会では、役員の選出をなくしたり、会議回

数を減らしたりするなど、会員の負担軽減

にも努めているところでございます。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 こども会活動を継続してい
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くために様々な取組をされていることは理

解できました。しかし、その取組状況で

は、遅かれ早かれ摂津市内のこども会はゼ

ロになると予想できます。先ほども要望で

お伝えしましたが、地域の活動を担えるほ

ど、お父さん、お母さんたちは生活に余裕

がありませんし、１年任期のＰＴＡ活動で

さえ敬遠されている状況は皆様も御認識だ

と思います。先ほど、自治会について質問

しましたが、行政の所管は違えど、こども

会は自治会の中の組織であり、こども会で

役員を務めた人が自治会の役員、婦人会、

そして、民生委員の中にも、ＰＴＡの仲間

で、その流れで民生委員をお互い誘ってや

っているという方も多かったです。そうい

った流れがございます。 

 こども会自体が消滅しつつある中、今後

の地域の担い手は、忙しい中でも積極的に

子ども食堂をはじめとする市民活動に関わ

っているような人たちではないでしょう

か。そういう地域のことを考えて行動に移

してくれている若手人材に有償でそれぞれ

の地域で活動してもらえる仕組みづくりが

今の行政に求められているのではないでし

ょうか。 

 豊中市や茨木市は、様々な取組によって

市民の自主的な動きが盛んになってきてい

ます。庄内コラボセンターショコラ、おに

クルなど、もちろんきれいな建物という点

も大きいかもしれませんが、小さくても、

既存の建物を活用した中古物件であって

も、中身、つまり担い手がしっかりしてい

れば支障はないと考えます。ぜひそういう

視点を持って、庁内で横断的に地域の担い

手育成、そして、自治振興課の補助金事業

や、せっつ生涯学習大学、家庭教育学級を

通じて発掘するなど、早急に取り組んでい

ただきたいと要望し、この質問を終わりま

す。 

 次に、子育て支援、少子化対策に関する

質問でございます。 

 三つの課で連携して取り組んでいるとの

ことですが、地域ごとにそれぞれの子育て

支援を行うことが重要だと考えておりま

す。支援のツールの一つである子ども食堂

等の状況についてお聞かせください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 子ども食堂につきま

しては、令和４年度に子ども食堂運営事業

補助金制度を創設し、普及拡大に努めてま

いりましたが、現在では、社会福祉法人や

団体、飲食店舗等の御協力により、市内１

８か所で運営いただいております。地域別

に見ますと、鳥飼東小学校区を除く９小学

校区で実施されている状況であり、地域に

おける子供の居場所として一定の役割を果

たしていただいているものと認識しており

ます。引き続き、拡充並びに全小学校区へ

の設置に向け、取り組んでまいりたいと考

えております。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 子ども食堂が拡大してきた

ことは評価いたします。しかし、地域での

子育て支援を担うには不十分だと考えてお

ります。 

 令和元年に合計特殊出生率２．９５を記

録した岡山県奈義町では、なぎチャイルド

ホームを拠点に、地域住民が協力し合って

子育て支援を行っているとお聞きしており

ます。市としては、どのように評価される

でしょうか。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 岡山県奈義町につき

ましては、高い合計特殊出生率を維持して

いることで全国的に注目を集めるまちとし

て認識しております。 
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 高い出生率の要因といたしましては、先

ほど御紹介いただきました閉園後の保育園

舎を活用した子育て支援施設の整備のほ

か、企業誘致や町営住宅の整備を行い、定

住人口の増加に向けた取組を行うととも

に、職員等の定数削減により生み出した財

源を子育て支援施策を拡充するための財源

に充てるなど、様々な方面から少子化対策

に取り組んできたことが挙げられると考え

ております。また、保護者同士で自主的に

保育活動をしたり、地域住民が子供の一時

預かりをしたりするなど、行政のみならず

地域ぐるみで子育て支援に取り組んできた

結果であると認識しております。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 細かい支援内容を御披露い

ただき、ありがとうございます。 

 先日の決算審査に係る委員会で、部長

は、少子化対策について、結婚するカップ

ルが理想とする人数を出産すれば解決でき

る、つまり、理想の子供の人数が二人や三

人という思いがある中で、いろんな障壁が

あることで二人を希望しているのに一人っ

子になったり、三人を希望しているのに二

人にとどまったりする、その障壁を取り除

くことが大事といった趣旨の答弁をされた

ように記憶しております。 

 切れ目のない子育て支援とは、例えば、

小学校に入学したら、４月はほぼ給食なし

で帰宅するためパートに行けない、でも、

学童に預けるほどの就労時間ではないとい

ったお母さんに寄り添うサポートであった

り、障害児と健常児二人のお子さんがいる

として、いつも我慢させている健常児のお

子さんと二人の時間をつくるのに数時間だ

け障害児の面倒を見てほしいであったり、

ほんの数時間、一瞬の困り事が重なると、

ああ、二人目、三人目は難しいという結論

になるかと思います。それを防ぐことが切

れ目のない子育て支援だと、私は実際に子

育てを経験した中で考えております。例え

ば、ファミリーサポート事業等の予算の一

部を本当に必要とされている新規事業に付

け替える等の大胆な発想も必要かと思いま

す。 

 摂津市は市域が小さなまちです。しか

し、現状は、あらゆる子育てや市民活動に

関わる地域資源が、なぜか第一中学校区に

集中しています。小さな団体を一つの大き

な組織に体系化することで、国が求めてい

るワンストップで困り事を解決できる、そ

して、中学校区に一つ子育て支援団体を設

置することができると考えております。ぜ

ひ大胆な発想で、次年度の予算に対して現

実に求められる子育てサービスを提供する

ような仕組みをつくることで、今の出生率

１．５１から奈義町に近づく数値になると

断言して、さらに予算の組替えを希望して

この質問を終わります。 

 次に、健幸マイレージの活用についてで

ございます。 

 参加者数がほぼ横ばいとなっているとの

ことですが、新規の参加者数が伸び悩んで

いるという認識になります。今後の周知等

について、市の考えをお聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 これまで、新規の参

加者を増やすことを目的に、インセンティ

ブの見直しや、ほかの課が所管するイベン

トとの連携、広報紙による周知などを実施

しており、毎年一定の新規参加者がおられ

る状況でございます。一方では、１年の間

に一度もデータ送信を行っておらず、個別

の継続意思確認を経て退会となる方も一定

数おられ、新規参加者と退会者の人数がほ

ぼ拮抗していることから、総参加者数は横
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ばいとなっております。 

 これまで、新規参加者の獲得に向けた取

組に注力しておりましたが、今後は少し視

点を変えまして、広報紙やシステムのプッ

シュ通知などの周知方法を活用し、一旦休

止した参加者に再開いただくための取組を

行い、途中で退会する方を減らすことで、

総参加者数を増やし、多くの市民の方に継

続的に歩く習慣を身につけていただくきっ

かけづくりをしていきたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 先ほどの答弁の中にインセ

ンティブの話がございました。この健幸マ

イレージでためたポイントを地域通貨など

に変換して市内の飲食店やスーパーなどで

利用することはできないのか、お伺いした

いと思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 健幸マイレージで使

用している現行のシステムは、健康に特化

した仕組みとなっており、獲得したポイン

トをそのまま地域通貨などとして使用する

ことは、システム的に対応困難となってお

ります。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 健幸マイレージの仕組みの

中で地域通貨を導入することは難しいとい

うことは理解できました。 

 豊中市で活用されている「マチカネポイ

ント」、（資料を示す）このチラシがそう

なんです。さっきからちょっと豊中市推し

になっているんですけど、こちらの中に、

子どもの居場所、おしゃべりＥＸＰＯとい

うのに参加したら、マチカネポイントが１

００ポイント付与されるとチラシに載って

いるんです。あと、箕面市で「まーぶ」と

いう地域通貨を活用されたりしています。

このように北摂でも実施されているところ

がございます。 

 他市の事例では、健康に関するポイント

やイベント参加に関するポイント、ボラン

ティアに対して付与するポイントなど、庁

内の様々な課で事業実施の際に付与してい

るポイントを一元的に管理するシステムを

導入し、各ポイントを地域通貨に変換して

スーパーや飲食店で使えるようにしている

取組が実際ございます。本市においても、

全庁的に連携を図ったポイント制度を創設

することで、市民が楽しみながら市の事業

に参加できるきっかけをつくり、かつポイ

ントを地域通貨として使用することで、市

内事業者の支援となるような包括的な制度

を新たに導入することを要望しておきま

す。 

 次に、摂津市の公共施設についてでござ

います。こちらは両方とも要望とさせてい

ただきます。 

 図書館の取組について、様々お伺いいた

しました。 

 先日、残念ながら、ＪＲ千里丘駅の書店

が閉店いたしました。これは地域にとって

大きな損失であり、一部扱っている店舗は

あるんですけれども、書店として独立した

ものではないので、摂津市はほぼゼロ書店

自治体という認識にさせていただきたいと

思います。これは読書習慣が市民の中で減

っていることの証左じゃないだろうかと考

えております。 

 イベントなど工夫していただいているの

は分かったんですけれども、茨木市は、お

にクルの来館者の目安として、図書館利用

カードの作成者数の数値をカウントしてい

ます。摂津市も、実際の利用者数や、そう

いう図書館利用カードを作成される方の人

数を把握して、実際に読書習慣にどれだけ
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つながっているかを把握するよう要望して

おきたいと思います。 

 次に、公園についてでございます。 

 前回もお伝えしましたが、鶴野エリアの

公園について、地域の声を拾い上げたりす

るのに、ぜひワークショップを活用してい

ただきたいと思います。 

 さらに、鳥飼まちづくりでも公園に関す

る要望がたくさん上がっております。遊具

を新しくする以外にも、活用を目指して、

それぞれの公園にテーマを決めて、例えば

ここはペットの散歩ができるところといっ

た感じです。せんだん公園でもマルシェが

行われたんですけれども、２０２２年に行

われて、２０２３年、２０２４年としてい

ない状況が続いておりますが、そういった

形で様々活用いただきたいと思います。 

 次に、女性管理職の育成についてでござ

います。 

 管理的地位に占める女性職員の割合が公

表されている数字を見ていますと、令和２

年度から令和３年度、令和４年度と上がっ

てきているんですけれども、令和６年度で

割合が落ちてしまったとの答弁でした。そ

の要因として、これまでどのような取組を

されてきたのか、状況をお聞かせくださ

い。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 まず、管理的地位に占め

る女性職員の割合が前年度を下回ることに

つきまして、その要因は、係長級に昇任し

た女性職員が少なかったことが言えると考

えております。 

 これまでの取組状況でございますが、令

和５年度に働き方に関する職員意識アンケ

ート調査を実施しております。そこでの係

長級になることを希望しない理由は何かを

問う設問におきまして、女性職員において

最も多かった回答は、「自分に係長級職員

に必要な能力が備わっていないと思うか

ら」でございまして、これは男性職員にお

いても最も多かった回答でございます。女

性職員において２番目に多かった回答は、

「仕事と家庭の両立が困難になると思うか

ら」であり、これは男女での回答の差が大

きく、その回答数はおおよそ５倍という結

果になっております。 

 なお、課長級以上になることを希望しな

い理由の設問への回答も同様の傾向が出て

おります。 

 こうした女性が係長への昇任を望まない

理由を受けて、令和５年度より、働きやす

い職場づくり研修を男女問わず実施してお

ります。内容といたしまして、ワークエン

ゲージメントの重要性とワーク・ライフ・

バランスについてなど、仕事にやりがいや

誇りを感じ、熱心に取り組み、仕事から活

力を得るとともに、組織への貢献意欲を深

めるものでございます。ひいては、自分自

身の思考の癖や傾向を知ることによる成長

を促すものとして実施しているところでご

ざいます。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 係長級になることを希望し

ない女性職員が多く、その理由として「仕

事と家庭の両立が困難になると思うから」

という回答に注目して研修を実施している

ことはよく分かりました。また、女性にだ

け意識変容を求めるのではなく、抜本的に

取り組まれようとしていることは評価いた

します。とても興味深いアンケート項目で

すので、その他、女性職員のアンケート結

果がどのようなものであったかお聞かせく

ださい。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 ３番目以降に多かった回
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答を順に申し上げますと、「係長の職務や

職責が給料に見合っていないと思うか

ら」、「業務が多忙になると思うから」、

「責任が重くなると思うから」、「現状に

満足しているから」という回答でございま

す。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 係長級になりたくないとい

う理由には様々なものがあることは認識い

たしました。家庭との両立を気にする声も

含め、何らかの対応を行っていかなければ

なりません。管理職になってよかったと感

じる取組が必須であると思います。 

 これまでの取組は評価しております。一

方で、管理的地位に占める女性職員の割合

が目標に達していないのは事実でございま

す。今後、どのように取り組んでいくか、

お聞かせください。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 次年度から第５次特定事

業主行動計画を作成するに当たりまして、

現在、どのような項目を盛り込むか検討中

でございます。その中で、働きやすい職場

づくり研修につきましては、引き続き職位

を変えながら実施してまいりたいと考えて

おります。 

 また、女性の昇任意欲をテーマに、女性

職員１２人が集まって女性政策推進研究会

として活動しているところでございます。

令和７年夏頃に報告書が完成する予定であ

り、その報告内容を参考にしながら女性管

理職の育成を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 報告書を私も楽しみにして

おります。 

 私がこの質問をした意図でございます

が、女性管理職が増えていかないと組織は

駄目になると思っております。女性管理職

が男性と同等の割合でいることで、多様性

が促され、組織の成長に貢献することが期

待できます。 

 １回目の質問で、課長級以上の女性職員

は現状７名であると答弁をいただいており

ますが、全く足りていません。また、１０

年後、どれほど課長級以上の女性職員が誕

生しているか考えると、今、係長級以上の

職員になっていないと、１０年後も増えて

いないのではないかと考えております。 

 一般的に働く女性は、残業して帰宅後

も、自分の分も含め御飯の用意をしたり、

掃除や洗濯、そして次の日のお弁当と、本

当にたくさんの家事を抱えている。そのこ

とを考えると、日本社会における根強い男

女の役割意識が女性管理職の増加を阻害し

ている原因ではないかと考えております。

そんな状況で管理職になっても、簡単には

仕事を全うすることが難しいという意識に

なるのはしようがないことかと思います。

多くの自治体や企業もいろいろな取組をし

ていますが、摂津市においても、例えば企

業内保育所を設置するなどすれば、メリッ

トは非常に大きく、子育てをしながらでも

働ける環境の提供となります。いきなり設

置することは難しいと思いますが、こうし

たことも含め検討して、女性管理職の育成

を進めていただければと思いますので、こ

れは要望といたします。 

 （資料を示す）こういう朝日新聞の記事

もございます。「国連に訴え３０年、差別

撤廃へ闘う」ということで、やっぱり賃金

の問題なども書かれておりますので、よか

ったら参考に後でコピーを渡したいと思い

ます。 

 そして、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続につ

いてでございます。 
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 相談先は増やすが、医療とセットでは考

えないと、大阪府議会では反対になってし

まいました。本当にがっかりいたしまし

た。 

 昨日、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの方と電話で

お話ししました。大体５，０００万円ぐら

い用意いただければ現状の医療体制が何と

か維持できるとのことです。７２時間以内

にアフターピルを処方すれば、レイプされ

ても２４時間以内に飲めれば、避妊成功率

は９９％とのことで、医療体制を整えるこ

とは必須だと思っております。この際、大

阪府内４７自治体で協力金を分担し、維持

していくよう、娘さんがいらっしゃる嶋野

市長だからこそ、市長会でリーダーシップ

を取ってお話をまとめていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 私の家族構成は関係なく、この

大阪ＳＡＣＨＩＣＯが果たしてきた役割

は、先ほども申し上げたように大きかった

と私も認識をしております。これから大阪

府としてどういった方向性を出されるかは

分かりませんけれども、大阪府市長会とし

て要望も出しておりますので、しっかりと

その意思は継続していきたいと思っており

ます。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 大阪府議会の回答を見てい

ると期待できないので、ぜひ市長会で強い

リーダーシップを持って、大阪ＳＡＣＨＩ

ＣＯが医療体制を備えた状況で維持できる

ように北摂全体でリーダーシップを取って

いただきたい。医療資源は多いですから、

何とか医療体制を確保した状態の大阪ＳＡ

ＣＨＩＣＯが存続できるように努めていた

だきたいと要望いたしまして私の一般質問

を終わりたいと思います。（「議事進行」

と塚本崇議員呼ぶ） 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 機会を与えていただいてあり

がとうございます。 

 まず、冒頭に、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの件

について、我々への批判とも取れる発言が

あったことに対して、一般質問の場では、

この議場、公の場で他党の批判や誹謗中傷

といったものはふさわしくないと考えま

す。当該部分の削除を求めます。 

 二つ目に、大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続請

願の不採択については、一民間施設のボラ

ンティア精神にのっとったシステムについ

てリスクを抱えており、制度上の欠陥があ

るため、それを補うための制度設計と施設

を用意するというのが大阪府の見解であり

ます。これについて、大阪ＳＡＣＨＩＣＯ

の存続をしないから我々が性暴力を肯定す

るかのような発言は看過できるものではな

く、こういったものに対して我々は強く抗

議したいと思います。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの存続が必要ではな

いと言っているのではなく、性暴力を根絶

し、代替施設をしっかりと用意するという

ことで我々の見解とさせていただきたいと

思います。大阪ＳＡＣＨＩＣＯを存続しな

いから性暴力を肯定しているかのようなデ

マゴーグはやめていただきたいのと、当該

部分についても削除をお願いいたしたいと

思います。 

○三好義治議長 塚本議員の議事進行で、ま

ず１点目の大阪府議会での議論に対するマ

スコミ報道について、質問者から個別政党

名が出た部分につきまして、議長といたし

ましては、まず、政党名を挙げている部分

については会議録から削除させていただき

ます。その他の発言につきましては、報道

の事実関係として認めたいと思います。 
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 ２点目につきましては、議事進行という

より、塚本議員の個人的見解として議長と

して受け止めました。ですから、質問者に

対しては、そのとおりだということで見解

を述べさせていただきます。 

 以上です。 

 西谷議員の質問が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後０時 ８分 休憩） 

                 

（午後１時１５分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、野口議員。 

  （野口博議員 登壇） 

○野口博議員 最初に、高齢者への補聴器購

入費助成についてお聞きいたします。 

 本市議会として、５年前に、国に対して

公的助成制度の創設を求める意見書が全会

一致で採択されています。今年１０月３１

日時点で、全国では３７２自治体、大阪府

内では１５自治体、３４％が実施をされて

います。この間の本市の取組についてお聞

きいたします。 

 ２番目に、国の重点支援地方交付金の追

加の問題です。 

 先日、臨時国会で成立した補正予算に、

総合経済対策の一つとして、重点支援地方

交付金、総額１．１兆円があります。ま

ず、住民税非課税世帯の給付金についてお

聞きをいたします。 

 ３番目に、会計年度任用職員の処遇改善

についてです。 

 この制度がスタートして５年となりま

す。今年６月に総務省が、採用後３年目は

試験による公募との規定を撤廃するとの通

知を出しました。各地で改善の動きが広が

っていますが、本市の会計年度任用職員の

処遇改善に向けて、この間の取組につい

て、現在の正規職員と会計年度任用職員の

人数を含めてお聞きいたします。 

 ４番目に、来年度の被爆・戦後８０年に

向けての平和の取組についてです。 

 御承知のように、日本原水爆被害者団体

協議会がノーベル平和賞を受賞いたしまし

た。核兵器の非人道性と、核兵器は二度と

使ってはならないことを世界に訴え、約８

０年にわたり戦争での核兵器使用を許して

こなかった、このことが受賞理由です。 

 こうした被爆者の皆さんの命がけの訴え

等々によって誕生したのが核兵器禁止条約

です。７年前の７月７日に採択された核兵

器禁止条約は、現在、９４の国が署名し、

７３の国が批准していますが、残念ながら

日本政府は参加していません。本市とし

て、来年度、一層平和の取組を広げていく

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 ５番目に、大正川橋東詰交差点の安全対

策についてです。 

 当該交差点の安全対策については、７年

前の２月に押しボタン式信号機が設置をさ

れ、現在、小・中学生は、土手の道路は狭

くて危険なので、一旦横の自動車教習所地

内を通っています。危険箇所の上位にラン

クされていると思います。課題についてお

聞きいたします。 

 ６番目に、香露園１号線への大型車規制

についてです。 

 最近、また大型車の通行が多くなってい

ます。地域の方々からも早く規制をとの声

が改めて届いています。この間の取組と、

何がネックなのか、お聞きをいたします。 

 ７番目に、ＰＦＯＡ汚染対策について４

点お聞きいたします。 

 一つ目は、太中浄水場の２号井戸の閉鎖
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についてです。 

 昨年８月の調査において、国の暫定目標

値５０ナノグラム毎リットルに近い４５ナ

ノグラム毎リットルが検出され、閉鎖をさ

れました。そして、今年９月の調査では、

残り五つの井戸も１年前に比べて上昇して

います。本市は、その原因究明は困難と言

われていますが、大変無責任だと思いま

す。市民の不安な声が広がっています。専

門家の御意見を求めながら、その原因究明

に真摯に取り組むべきではないですか。い

かがでしょうか。 

 二つ目に、ガランド水路のＰＦＯＡ汚染

についてです。 

 ダイキン工業株式会社からのＰＦＯＡ汚

染処理水が公共下水道に流され始めたの

は、ガランド水路が供用開始された同じ年

の１９９９年１１月です。そして、京都大

学の調査で、その４年後の２００３年、茨

木市の中央水みらいセンターからの安威川

放流水濃度が６万７，０００ナノグラム毎

リットルでした。つまり、ガランド水路に

高濃度のＰＦＯＡ汚染処理水が、中央水み

らいセンターを経由して、この２５年間、

流れてきたという関係になります。地域の

憩いの場であるこの場所の汚染の程度がど

うなのか、ちゃんと調査することが自然な

ことではありませんか。いかがですか。 

 三つ目に、来年１月の広報せっつに水道

水の特集を組むことについてです。 

 今、摂津市の水は大丈夫なのかと不安の

声が広がっています。私は、この間の調査

結果について、きちんと明らかにするとと

もに、日本のＰＦＯＡ汚染に対する対策の

不十分さの現状、国際基準の内容などをき

ちんと明確にしつつ、正しく恐れるという

立場で、市民全体がこの問題を考えるきっ

かけになるような内容にすべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 四つ目に、ダイキン工業株式会社の呼称

を市内化学メーカーと発言し続けることに

ついてです。 

 先日のＮＨＫスペシャルや羽鳥慎一モー

ニングショーでも、全てダイキン工業株式

会社という言い方をしていますが、いつま

で続けるのですか。その理由を聞かせてい

ただきたい。 

 以上、１回目です。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 高齢者への補聴器購

入費助成制度についての御質問にお答えい

たします。 

 補聴器購入費助成につきましては、国の

制度として、聴覚障害の身体障害者手帳の

交付を受けておられる方に対して、障害者

総合支援法に基づく補装具費支給制度等が

講じられております。 

 身体障害者手帳をお持ちでない高齢者へ

の補聴器購入費助成につきましては、聴覚

機能の低下が見られる高齢者全般に関わる

ものであり、令和３年度より、全国市長会

を通じて、補聴器購入費助成制度の創設に

ついて、積極的な措置を講じるよう国・府

に対して要望を行っているところでござい

ます。 

 また、検討におきましては、国が取り組

んでいる認知症と難聴との因果関係に係る

研究も踏まえる必要があると考えているも

のの、現時点では研究結果の取りまとめに

至っていない状況にございます。 

 このような状況にございますが、引き続

き、補聴器購入に対する助成制度の創設に

ついて、北摂市長会及び全国市長会を通じ

て国に対する要望を行うとともに、国や近

隣自治体の動向を注視しながら、制度の在
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り方等について研究してまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 住民税非課税世帯への給

付金の内容と取り組み方についての御質問

にお答えいたします。 

 今回、国が示す重点支援地方交付金に追

加された対象事業としましては、低所得者

支援枠及び推奨事業メニューとなっており

ます。 

 低所得者支援枠につきましては、令和６

年度住民税非課税世帯に対し、１世帯当た

り３万円を支給するとともに、住民税非課

税世帯のうち子育て世帯に対して、１８歳

以下の児童１人当たり２万円を加算して支

給することが示されております。本市にお

きましては、住民税非課税世帯を１万２，

０００世帯、住民税非課税世帯における１

８歳以下の児童を１，６００人と想定して

おります。 

 続きまして、会計年度任用職員の処遇改

善についての御質問にお答えいたします。 

 まず、令和６年１２月１日現在の職員数

でございますが、正規職員、任期付短時間

勤務職員及び再任用短時間勤務職員の合計

は６７５人、会計年度任用職員につきまし

ては、フルタイム、パートタイム合わせて

５５８人でございます。割合で申し上げま

すと、正規職員等が５４．８％、会計年度

任用職員が４５．２％となります。 

 会計年度任用職員の処遇につきまして

は、これまでも、人事院勧告への対応とし

ての報酬等の改定や、期末手当、勤勉手当

の適用を行うとともに、令和６年度当初に

は、大阪府内の平均報酬等を算出し、全て

の職の報酬等を見直しております。 

 また、令和６年６月２８日付の総務省通

知を受け、再度の任用回数を撤廃した上

で、勤務成績が良好な場合に限り、再度の

任用を可能とする処遇改善に努めておりま

す。 

 続きまして、被爆・戦後８０年に向けた

平和の取組についての御質問にお答えいた

します。 

 今月１０日、長年にわたり被爆者の立場

から核兵器廃絶を訴え続けてこられた日本

原水爆被害者団体協議会にノーベル平和賞

が授与されました。ニューヨークでは、授

賞式に合わせて平和集会が行われるほど、

世界中が関心を寄せる出来事となりまし

た。核兵器を廃絶し、戦争のない平和な社

会を築くことは、人類普遍の願いでありま

す。 

 本市は、これまで、平和首長会議と連携

した核兵器廃絶の実現を求める署名活動な

ど、平和文化を社会に根づかせるため、

様々な取組を進めてきたところでございま

す。被爆・戦後８０年目となる令和７年度

につきましても、平和首長会議と連携し、

市民一人一人のさらなる平和意識の高揚

と、核兵器のない社会の実現に向け、取り

組んでまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 大正川橋東詰交差点の安全

対策についての御質問にお答えいたしま

す。 

 当該交差点及び桜町へ通じる河川沿い堤

防道路につきましては、これまでに摂津警

察署や大阪府茨木土木事務所との協議や地

元調整を重ねた結果、府道沢良宜東千里丘

停車場線との交差点に押しボタン式信号機

の設置が実現するなど、安全対策に努めて

きたところでございます。さらに、河川沿

いの堤防道路につきましては、現況の幅員
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は一部区間で３メートルと狭小であり、特

に朝夕の時間帯では、車両や歩行者などが

ふくそうして通行する状況でありましたこ

とから、河川堤外地側の路肩に設置してい

るガードレールをかさ上げし、歩行者の転

落防止のための安全対策を実施しておりま

す。 

 議員が御指摘の河川沿い堤防道路の拡幅

についての課題につきましては、沿道の事

業所の使用状況により必要な用地が確保で

きないことでございます。今後、開発行為

など土地利用に変化があった際には、安全

な歩行空間の確保に向けて協議してまいり

たいと考えております。 

 続きまして、香露園１号線の大型自動車

の通行規制についての御質問にお答えいた

します。 

 香露園１号線は、沿道に住宅が建ち並ぶ

生活道路の性格を有するにもかかわらず、

大型自動車が通行している現状は改善すべ

き課題と認識しております。 

 市内の通行規制を管轄している摂津警察

署からは、これまでの見解と変わらず、本

路線を規制した場合の大型自動車の迂回に

よる周辺の渋滞や、広範囲に及ぶ事業所へ

の影響等を考慮した検討が必要であると伺

っているところでございます。そのため、

本市においては、通行速度の抑制を喚起す

る電柱幕の設置や、通学路であることを明

示した路面標示を設置し、通行する大型自

動車を含む全車両に対する安全啓発に取り

組んでまいりました。 

 早期解決には困難な状況ではあります

が、今後も、周辺の道路状況の変化等の確

認を密に行いながら、可能な対策について

連携を図ってまいります。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 ＰＦＯＡ汚染対策につ

いての４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の太中浄水場の２号井戸で

有機フッ素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの

測定値が暫定目標値に近づいた原因の調査

についてでございます。令和５年８月に、

太中浄水場の２号井戸の測定値のみが国の

定めた暫定目標値に近づいたことから、２

号井戸からの供給を停止し、現在も停止し

ております。太中浄水場は、地下５０メー

トルから２００メートルの地下水を水源と

しており、地下水の流れや土質状況は複雑

で、把握することは難しく、原因究明は難

しいと考えております。 

 続きまして、２点目のガランド親水施

設、せせらぎ水路の調査についてでござい

ますが、せせらぎ水路の修景用水として流

している下水道処理水は、下水道法におい

て、放流水質の基準に有機フッ素化合物Ｐ

ＦＯＳ及びＰＦＯＡの項目が規定されてお

らず、市独自の調査は考えておりません。 

 次に、３点目の広報せっつ１月号の内容

についてでございますが、水道水の安全性

のお問合せも増えており、市民の皆様の関

心が高まっていることから、広報せっつ１

月号で、本市の水道水は安心して飲めるこ

とを周知する内容を掲載する予定にしてお

ります。本市の水道水の給水区域、太中浄

水場の自己水の有機フッ素化合物ＰＦＯＳ

及びＰＦＯＡの測定値や大阪広域水道企業

団の測定値が国の暫定目標値である５０ナ

ノグラム毎リットル以下であることを掲載

し、本市の水道水を安心して飲んでいただ

けるように、水道水の安全性をお伝えでき

る内容といたします。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 ４点目の企業名の呼称
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についての御質問にお答えいたします。 

 当該市内化学メーカーは、化学物質の審

査及び製造等の規制に関する法律で、ＰＦ

ＯＡが製造禁止になる以前から製造を前も

って終了する等、法令等に抵触・違反のな

い対応を取られております。そのため、現

状、法令違反を犯している企業に対して対

策を促している状況ではなく、ことさら企

業名を挙げての答弁は必要ないものと認識

しております。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 それでは、２回目の質問に入

ります。 

 最初に、補聴器の問題です。 

 まだ検討・研究の段階だとのことであり

ますが、昨年度まとめたせっつ高齢者かが

やきプラン作成の過程で行ったアンケート

において、外出を控えている理由として、

６．６％、１５人に一人が耳の障害と答え

ています。最近、自治会の会議でもよく難

聴の話が出ますけども、本市は、一昨年

度、敬老祝金を廃止しました。市として

様々な高齢者対策がありますけども、その

優先度について改めてお聞きいたします。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 今後、後期高齢者や

単身世帯高齢者の増加に伴い、医療・介護

サービスや見守り等、日常的な生活支援の

需要が増大予想される中、全ての高齢者が

住み慣れた地域で元気に安心して暮らして

いただける環境づくりが重要と認識してお

ります。そのため、令和５年度から、ひと

り暮らし高齢者等を対象とする緊急通報装

置設置事業において、携帯型機器を導入す

るとともに、要件緩和により対象者を拡大

し、見守り支援の強化に取り組んでいると

ころでございます。 

 今後におきましても、限りある社会資源

を効率的かつ効果的に活用し、高齢者を支

える仕組みをより強化する取組が必要でご

ざいます。高齢者への補聴器購入費助成制

度も含め、高齢者福祉施策全体の中で、時

代の変化に応じつつ、真に必要となるサー

ビスについて検討を進めてまいりたいと考

えております。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 今、７０歳を超えれば、半数

が老人性難聴だと言われています。今や、

国民全体の健康問題、ひいては医療、経済

に関わる重大な問題の一つだと専門家はお

っしゃっています。ぜひ、さらに調査・研

究を深めていただいて、早期実現を求めて

おきます。 

 続いて、重点支援地方交付金の件であり

ます。 

 住民税非課税世帯に対する給付金の支給

時期は２月頃だとおっしゃいました。それ

では、もう一つの物価高騰対策である推奨

事業メニューについて、その内容をお聞か

せいただきたいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 推奨事業メニューにつき

ましては、これまでの物価高騰対策の効果

等を踏まえ、家計に対する直接的な支援で

あり、かつ市域内の経済効果も期待できる

セッピィ割引チケットを全市民に対して配

布する方向で準備を進めているところでご

ざいます。今後、議案の御可決を賜り次

第、速やかに対策を実施してまいりたいと

考えております。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 この問題は、あした正式に議

案として提出されますので、この質問はこ

れで終わっておきます。 

 続いて、会計年度任用職員の件でありま

す。 
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 専門性と経験によって住民への良質なサ

ービスを提供し、住民の生活や命を守ると

いう公的な業務を支えてきた方々が大変多

いわけであります。ぜひ、国の６月の通

知、その前進面を生かしていただいて、正

職員の登用も含めて、より待遇改善に取り

組んでいただきたいと思いますけども、い

かがでしょうか。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 会計年度任用職員を正規

職員にすることにつきましてでございます

が、現在、様々な業務におきまして会計年

度任用職員を任用しております。 

 ただ、そこには正規職員との役割の違い

がございます。正規職員は、組織内での責

任ある役割を果たすことが求められ、組織

目標に合わせた中長期的な業務に従事し、

会計年度任用職員は、そのサポート的な役

割を担っていただいております。したがい

まして、正規職員と会計年度任用職員は勤

務時間数や給与体系が異なる制度となって

ございます。 

 また、職員の採用試験につきましては、

標準職務遂行能力及び適性の有無の判定を

目的とするものであり、受験資格を有する

全ての国民に対して平等の条件で公開され

なければならないものでございます。公平

性の観点から、本市の会計年度任用職員の

みを対象とした正規職員の募集を行うこと

はできないと考えております。 

 なお、働き方改革を進める中、育児休業

を取りやすい環境に寄与するとともに、残

った職員の負担軽減も鑑みて、育児休業を

取得する職員の代替につきましては、これ

までの会計年度任用職員ではなく、可能な

限り正規職員を採用し、対応しているとこ

ろでございます。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 職場環境の基本は正規職員の

適正配置だと思っていますが、それを支え

ている会計年度任用職員の問題について

は、他市の取組も参考にしていただいて、

より処遇改善に努めていただきたいと思い

ます。 

 それでは、平和の問題であります。 

 毎年夏に平和行進がありまして、森山前

市長にいつも出ていただいて御挨拶いただ

くなど、いろんな関係で関わっていただき

ました。昨年、そうしたお礼も含めて、大

阪府の責任者が表敬訪問されまして、私も

同席いたしましたが、そのときに森山前市

長が、自分の平和の思いを後継者につなげ

ていきたいとおっしゃいましたので、嶋野

市長からその思いの受け止め方についてお

聞きいたします。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 摂津市におきましては昭和５８

年に、平和都市宣言がなされました。御存

じのとおり、国内外の平和を愛する人たち

とともに非核平和を訴え、憲法を守り、人

間を尊重する平和都市になるんだという宣

言の内容でございます。それ以後、先ほど

御紹介がございましたとおりに、７月、８

月を中心に、平和月間ということで様々な

取組が行われてきました。 

 一方で、世界に目を向けていくと、いま

だに紛争が続いておりますし、戦争も続い

ている状況がございまして、本当に平和と

は程遠い状況だと思っています。国内で

も、今日の午前中の塚本議員のお話でもあ

りましたけれども、罪のない中学生の女子

生徒が何者かによって命を奪われるという

事件がありました。人の命、尊厳といった

ものを軽んじる状況でございまして、平和

ということについて、私も本当に強く感じ

させられるところがございます。 
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 こういう状況でございますので、先人、

先輩の皆様方が引き継いでこられた平和へ

の思いについては、私もしっかりと受け継

いでいきながら、そして次の世代に引き継

いでいきたいと考えております。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 ぜひ受け継いでいただいて、

その実践の場として、来年度の被爆・戦後

８０年に向けての取組につなげていただき

たいとお願いしておきます。 

 それでは、大正川橋の交差点問題であり

ます。 

 昨年、地元要求を受けまして、担当者と

も現地の立会をいたしました。サンドライ

ビングスクールのホームページを見ました

ら、１０月２５日をもって都合により入学

を停止しましたとありました。漏れ聞こえ

てくる話では、他に転用するとか開発の話

であります。先ほども御答弁いただきまし

たけども、ぜひ動きを注視していただい

て、安全拡幅に必要な用地確保などを進め

ていただきたいということでお願いしてお

きます。 

 香露園１号線の問題であります。 

 最近、また茨木市のほうで開発が始まっ

たかと思っていますが、時速４０キロメー

トル程度で大型トラックが走ってきた場面

に遭遇しまして、ちょっと怖い思いをいた

しました。また、先日、柳田橋の安全対策

を少しやっていただきましたけども、改善

すべき課題とおっしゃったので、より効果

的な対策を含めて、ぜひ早期実施に向けて

頑張っていただきたいということでエール

を送っておきたいと思います。 

 それでは、ＰＦＯＡの汚染問題でありま

す。 

 ここの項目に入る前に、自治体としての

立ち位置について少し述べさせていただき

ます。 

 基礎自治体として、このＰＦＯＡ問題に

対して、世界の取組の基準から見て、日本

の取組の水準は大変後れているんだという

認識をまず持つべきだろうと思っていま

す。その後れている日本に法律がないから

とか、法的拘束力がないからとか、そうい

う立場ではなくて、この間頑張ってきてい

る専門家の皆さんや住民の方々、そして医

療関係者など、その声に真摯に真正面から

取り組んでいただきたいということをまず

申し上げておきたいと思います。 

 その上で、太中浄水場の問題でありま

す。 

 昨年、いろんな方々の御協力をいただい

て、私もそうでありますけども、自主的な

血液検査を行いました。太中浄水場の水を

長年飲んできた方の中で、ＪＲ千里丘駅周

辺の７０歳代女性は２３．７ナノグラム毎

リットルであります。昭和園の太中浄水場

近くの男性７０歳は３０．５ナノグラム毎

リットルでありました。私も昭和園に住ん

でおりますけども、１８．４ナノグラム毎

リットルであります。こういう状況を見た

ときに、皆さんは大変不安に思っているわ

けであります。できない、分からないで済

まされない問題だと思っています。先ほど

も申し上げましたけども、ぜひ専門家の御

意見をいただいて実態調査を進めていただ

きたいと思います。再度答弁を求めます。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 水源が河川やダムなど

の表流水と違い、太中浄水場の水源は深井

戸の地下水になります。地下水は、地形や

地層によっても状況が異なり、帯水層ごと

に独立して存在し、水位や水の流れが変わ

ることから、地下水の流れを明らかにする

ことは困難であり、２号井戸から有機フッ
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素化合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの測定値が

高くなった原因を明らかにすることは難し

いと考えております。 

 今後も、水源の井戸ごとに有機フッ素化

合物ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの検査を継続し

て行い、測定値が暫定目標値に近づいた場

合は、２号井戸と同様に供給を停止する対

応を取り、市民の皆様に安全な水道水を供

給してまいります。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 先日のＮＨＫスペシャルで吉

備中央町の様子が放映されました。１３年

前に移住された方が３回流産されたという

話でありました。先ほど紹介しました昨年

の調査の中で、健康リスクが高まるとされ

ている２０ナノグラム毎リットルを超える

方々が多くいる状態なんです。ぜひこの機

会にそういう検査結果についても市として

も聞き取りをしていただきたいと思います

けども、改めて再度調査するように求めて

おきます。 

 ガランド水路の問題であります。 

 下水道法では水質検査項目にＰＦＯＡと

かがないんだということで、やらないとお

っしゃった。太中浄水場もだんだん汚染が

進んでいる。その横のガランド水路も、全

体的には数値は下がってきているけども、

この２５年間にわたり、高濃度のＰＦＯＡ

汚染処理水が流れてきたわけであります。

この場所で、子供たちが長年にわたり１年

中遊んでいます。小魚やザリガニを捕った

り、親子で憩いの場として過ごしていま

す。３か月に１回、自治会でもあの場所を

掃除させていただいておりますが、地域に

とって貴重な憩いの場であります。 

 今、皆さんは大変心配されています。自

然に考えて、一体どうなっているのかと調

べるのが自治体の責任だと思います。改め

て、ぜひこうした声に応えるべきではあり

ませんか。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 ガランド親水施設のせ

せらぎ水路には、大阪府が管理する流域下

水道の下水処理場である中央水みらいセン

ターの処理水を修景用水として流しており

ます。 

 国や大阪府では、これまで、安威川の同

センターの処理水放流箇所において調査を

実施されてきましたが、令和元年度の調査

では、有機フッ素化合物ＰＦＯＳが２．９

ナノグラム毎リットル、ＰＦＯＡが３６ナ

ノグラム毎リットルで、総量は３８．９ナ

ノグラム毎リットルであります。下水道法

の放流水質の基準に有機フッ素化合物ＰＦ

ＯＳ及びＰＦＯＡの規定がないため、調査

はいたしませんが、今後、国の動向も注視

してまいります。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 ということは、５年前の令和

元年度で見れば、ガランド水路に、同じと

は言えないけれども、３８．９ナノグラム

毎リットル程度のＰＦＯＡ濃度を持った処

理水が流れてきたということについては、

この場で確認しておきます。その上で、ち

ゃんと現状が分かるように、毎年、市独自

で調査するように改めて求めておきます。 

 広報せっつの件です。 

 日本の飲み水の暫定目標値である５０ナ

ノグラム毎リットルを下回っているから大

丈夫だという視点ではなくて、先ほどもる

る申し上げておりますけども、今、世界の

基準、アメリカでは、今後５年間で４ナノ

グラム毎リットルにしていこうということ

で動いています。日本は大変後れているわ

けです。ですから、先ほども言いました

が、正しく恐れるという立場で市民全体が
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この問題を考えることができるような内容

にすべきだということを改めて申し上げて

おきたいと思います。 

 市内化学メーカーの言い方の問題であり

ます。 

 ちょっと光好議員に失礼ですけども、先

日、ある方から、「野口さん、市内化学メ

ーカーとはカネカですか」と言われまし

た。市内大企業として、ダイキン工業株式

会社にはいろんな形で協力もいただき、直

接的にも間接的にも共にまちづくりを進め

てきた関係にあると思っています。そうい

う関係は大事にしながらも、やっぱり地方

自治体の立ち位置である市民の暮らしだと

か、環境、健康を守るとか、そういう基本

問題に対したときには、対等、平等に議論

もし、対応していくことが大事だと思って

います。その姿勢を示すのが必要だなと思

っています。 

 改めて、ほかの皆さんはどなたでもダイ

キン工業株式会社とおっしゃっているわけ

で、この間の皆さんの思いも整理されて、

この問題について検討いただきたいという

ことでお願いしておきます。 

 最後に、嶋野市長にお尋ねいたします。 

 このＰＦＯＡ汚染問題に対して、新市長

としてどう対応するのか、皆さんは見てお

られます。ぜひ真摯に取り組んでいただき

たいと思います。日本の環境破壊に対する

被害の歴史は、国や自治体、行政も責任を

取らない、そして企業も責任を取らない、

結果として取り残されてきたのが被害者、

住民ではなかったでしょうか。ぜひ嶋野新

市長として、国や大阪府にも改めて申入れ

もしていただきたいですし、今日議論させ

ていただいた来年１月の広報問題、そして

ガランド水路問題、そして貴重な自己水で

ある太中浄水場問題、こうした不安に対し

て真摯に受け止めて取り組んでいただきた

いと思いますけれども、市長の答弁を求め

ます。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 摂津市の水道水を飲んでも大丈

夫ですかということを不安に思っている方

がおられるので、私は、１月の広報紙の中

で大丈夫ですよというメッセージを出した

いという思いで考えているわけです。 

 御存じのとおり、このＰＦＯＡについて

はいろんなことがまだ分かっていません。

その中で唯一と言ってもいいのが水質に関

する暫定目標値です。やはり相当に研究を

重ねて所見が集められて、この数値が出さ

れたんだと私は受け止めています。そのこ

とをしっかりとまず受け止めていきたいと

私は思っています。その立場に基づいて、

来年１月の広報紙についても出していくと

いうことを私は考えているところでござい

ます。 

 先ほども言いましたけれども、分かって

いないことが多いんです。そのことに対し

て、森山前市長はじめ、関係自治体も含め

て、国に対していろいろな要望、そしてま

た市民の方の声も取り上げてこられまし

た。その成果として、御存じだと思います

けれども、二つの専門会議が立ち上がって

います。その中で成果も出ているんです。

昨年でありますけれども、ＰＦＯＳ、ＰＦ

ＯＡに関するＱ＆Ａといったものが出され

ました。私は、これは大きな成果であると

考えておりますし、これからも国でしっか

りと知見を定めていただいて、市民の皆さ

んが安心できるように我々も取り組んでい

けるように、そういった環境、土壌をつく

り上げていただきたいという思いで、これ

から国であり関係機関に働きかけをしてい

きたいと考えております。 
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 水質の暫定目標値でございますけれど

も、今、しっかりと研究も進んでおりまし

て、近い将来に何らかのさらに進んだ指針

が示されるものだと私も認識をしておりま

す。そのことをしっかりと注視していきな

がら、市民の皆様方が安心していただける

ような環境をつくっていきたいと思ってお

ります。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 ＮＨＫスペシャルを市長は見

られましたか。その中で、元ダイキン工業

株式会社の社員で、２０年間、研究開発部

門で仕事をされた方が、大変悔しいと、そ

して、ダイキン工業株式会社は危機意識が

少なかったとおっしゃいました。また、京

都大学の原田先生が、吉備中央町で問題に

なっている活性炭について、ダイキン工業

株式会社から出たものではないかという問

題について、その可能性について言及もさ

れました。ＮＨＫスペシャルや、最近、報

道ステーションも時間を取って報道もされ

ていまして、それを見ましたけども、１０

０％、今の日本の水準が大変後れておりま

す。いろんな国の動きもありますけども、

４年前に日本で一番高い濃度を示したこの

摂津市の行政の長として、できることをや

っていただきたいと。国の水準は低いけれ

ども、結果として、自治体として頑張った

んだという姿勢をぜひ示していただきたい

と述べさせていただいて質問を終わりま

す。 

○三好義治議長 野口議員の質問が終わりま

した。 

 次に、水谷議員。 

  （水谷毅議員 登壇） 

○水谷毅議員 それでは、順位に従いまして

一般質問させていただきます。 

 １点目の公園及びちびっこ広場につい

て。 

 本市は、約１５平方キロメートルという

コンパクトな市域ではありますが、４０か

所を超える都市公園があります。これらの

公園をどのように充実していく考えなの

か、日常的な維持管理も含め、今後の展望

についてお伺いします。 

 ２点目の大阪中央環状線鶴野橋歩道につ

いて。 

 安威川を渡る鶴野橋に取付けの歩道橋

は、新幹線公園のある南側においては、ス

ロープ部の勾配がきつく、自転車による通

行が大変困難です。電動アシスト自転車の

普及が進んでいますが、市民の方から「あ

の橋、しんどいわ。何とかならんか」とよ

く相談を受けます。北側のポリテクセンタ

ーのほうは、堤防の天端からも合流できて

比較的スムーズに橋を渡ることができます

が、南側も同様に堤防から合流する形は取

れないものかと考えます。お伺いをいたし

ます。 

 次に、３点目、ニーズに沿った公共交通

の充実について。 

 公共交通に関する要望は市民の方からも

多くあると思いますが、公共交通の充実に

向けたこれまでの取組と課題についてお伺

いします。 

 ４点目、高齢者の見守り活動について。 

 現在の取組状況と見守り活動に係る今後

の方向性についてお伺いをいたします。 

 続いて、５点目の鶴野地域の公共施設再

編成について。 

 最初に、環境センターの解体に向けての

取組についてお伺いします。 

 次に、６点目。 

 まず、空き家の利活用相談に対する現状

の取組についてお伺いいたします。 

 １回目、以上です。 
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○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 都市公園の充実についての

御質問にお答えいたします。 

 現在、市内には４２か所の都市公園がご

ざいますが、そのうち２０か所が設置から

４０年以上経過しており、遊具をはじめと

する公園施設や樹木の維持管理を適切に行

っていくことが重要であります。 

 そのような中、公園の日常点検や除草、

清掃のほか、毎年、専門業者による遊具点

検を行い、その結果に基づく修繕を実施す

ることや、おおむね年２回の樹木剪定とい

ったことを実施しているところでございま

す。 

 一方、公園機能の充実の一つとしまし

て、遊具のリニューアルが考えられるとこ

ろであり、毎年実施している遊具修繕のタ

イミングでリニューアルに努めているとこ

ろでございます。 

 引き続き、公園の適切な維持管理に努め

ますとともに、多様性を考慮した新たな遊

具の導入につきましても積極的に検討して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、大阪中央環状線の鶴野橋取

付歩道橋についての御質問にお答えしま

す。 

 鶴野橋取付歩道橋につきましては、立体

横断施設技術基準・同解説に基づいた１

２％以下の勾配となっております。そのた

め、現況勾配の改善について、道路管理者

である大阪府茨木土木事務所へ要望するこ

とは難しいものと考えております。 

 次に、議員が御指摘のとおり、河川天端

道路を経由して歩道橋へ合流する構造につ

いてでありますが、南側を、北側と同様の

形態にするためには、安威川と平行に流れ

る水路の天端を利用する必要がございま

す。しかしながら、その水路天端には、安

威川と水路を横断している水道管やガス

管、さらに中環南行ポンプ場といった重要

なインフラ施設が存在しておりますことか

ら、極めて困難と考えております。 

 続きまして、公共交通の充実に向けたこ

れまでの取組と課題についての御質問にお

答えいたします。 

 これまでに、市民の方々から、路線バス

の本数が少ないことや、スーパーや病院な

どへの比較的近距離の移動手段がないなど

のお声をいただいております。こうした

中、さらに進行する人口減少や少子高齢化

により、路線バスなどの公共交通の維持が

困難になることが想定されますことから、

令和６年２月に摂津市地域公共交通協議会

を立ち上げ、交通事業者をはじめ、多様な

関係者と移動手段の確保に向けた連携と協

働の場を構築いたしました。 

 本協議会において、バス事業者からは、

利用者が多い路線でも増便できないこと

や、黒字路線であっても減便している現状

が示され、運転手などの人手不足が大きな

課題であることが改めて共有されました。 

 さらに、バス事業者が近隣市で実施した

バスの乗車イベントのアンケート結果で

は、路線バスについて、意外と便利なこと

が分かった、環境に優しい乗り物であるこ

とが分かったなど、今後は利用したいとの

声が多数あったことが示されたことから、

利用者に対して公共交通に関する正しい知

識や情報を発信することの重要性を再認識

したところでございます。 

 続きまして、空き家の利活用相談に対す

る現状の取組についての御質問にお答えい

たします。 

 空き家の利活用のうち、売却や賃貸の相

談につきましては、令和２年４月に公益社
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団法人全日本不動産協会大阪府本部及び大

阪府宅地建物取引業協会大阪支部と締結い

たしました協定に基づき、取扱いを希望す

る不動産業者の情報を提供することによる

利活用支援を実施しております。 

 また、リフォームなどによる利活用の相

談につきましては、大阪府が事務局を担っ

ております、空き家、住まいの相談窓口で

ある大阪の住まい活性化フォーラムと連携

した支援を実施しております。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 高齢者の見守りに係

る現状の取組についての御質問にお答えい

たします。 

 本市における主な取組といたしまして

は、ひとり暮らし登録者等に見守り訪問を

行うライフサポーター事業や、７５歳到達

者訪問、乳酸菌飲料のお届けを通じて安否

確認を行う愛の一声訪問事業、食事づくり

が困難な高齢者や障害者に食事の配達を通

じて安否確認を行う配食サービス事業のほ

か、認知症状のある方の見守り支援とし

て、家族に居場所を知らせるためのひとり

歩き見守り支援シールを交付する家族介護

支援事業などがございます。 

 また、社会福祉協議会におきまして、見

守り活動やサロン、リハサロンなど、ひと

り暮らし高齢者等が地域で孤立することな

く安心して暮らしていただけるよう、地域

住民が助け合うネットワークの構築に取り

組んでいただいているところでございま

す。 

 これらに加えまして、令和５年度から、

ひとり暮らし高齢者等を対象とする緊急通

報装置設置事業において、携帯型機器を導

入するとともに、要件緩和により対象者を

拡大し、見守り支援の強化に取り組んでい

るところでございます。 

 今後におきましても、高齢化の進展を見

据え、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らしていただけるよう、身近な場所で運

動や市民活動等を行うつどい場などの確保

とともに、相談業務等を通じて一人一人の

ニーズに応じた適切な支援につなげるほ

か、地域全体での見守り、社会的孤立防止

の取組を強化していく必要があると考えて

おります。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

  （西川生活環境部理事 登壇） 

○西川生活環境部理事 環境センター解体に

向けての取組についての御質問にお答えい

たします。 

 環境センターは、令和５年４月から茨木

市とごみ処理の広域化が始まったことによ

り、廃棄物焼却炉を廃止いたしました。そ

れに伴い、同年４月より土壌汚染調査を実

施し、令和６年９月に調査結果がまとまり

ましたことから、民生常任委員協議会で報

告後、１１月２３日に住民説明会を開催い

たしました。 

 説明会では、環境センター敷地の約４割

において、鉛、ヒ素、フッ素、ダイオキシ

ン類の基準超過が確認されたこと、建物の

構造上、未調査となった１区画は、解体時

に調査を行うことを説明いたしました。 

 また、土壌汚染が確認された区画につい

ては、土壌汚染対策法令などにのっとり、

汚染区画を舗装する対策を行った上で、公

園を整備する際に約１．５メートル以上の

盛土を行うことで、結果的には舗装と盛土

という二重の封じ込め対策となることを説

明いたしました。 

 説明会に参加された住民の方々からは、

汚染土壌の存置や、土壌汚染による健康被

害が発生した際の補償、ダイオキシン類基
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準不適合土壌の処理に関するガイドライン

に基づく汚染土壌の遮断対策の必要性など

について質問がございました。 

 本市といたしましては、土壌汚染対策法

令などに示された対策を二重に行うことと

なることから、汚染土壌を存置しても、人

体への摂取経路を遮断することで健康リス

クをゼロにできること、また、このガイド

ラインに基づく遮断対策の対象は、汚染土

壌の処分場に対する基準であり、今回のよ

うな環境センター跡地に確認された汚染土

壌に対する基準ではないことを説明いたし

ました。 

 さらに、汚染土壌を存置した公園整備に

ついても、本市が予定しております舗装と

盛土による対策と同様の対策が取られてい

る他自治体の事例として、東京都北区の東

豊島公園等も紹介し、対策後のモニタリン

グ調査においても汚染は確認されていない

ことを紹介いたしました。 

 なお、今後整備を行う公園につきまして

は、封じ込めによる土壌汚染対策を行って

おりますが、汚染土壌が存置されているこ

とから、今後の公園利用の安全性を確認す

るため、定期的な汚染物質に対するモニタ

リングの実施を検討していることを併せて

説明しております。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 これより一問一答にて質問い

たします。 

 １点目の都市公園について。 

 ４２か所の公園のうち、半数が設置から

４０年以上が経過している旨、伺いまし

た。樹木や遊具の傷みを見かけることも増

えてまいりました。 

 遊具については、修繕のタイミングでニ

ーズに合ったものにリニューアルしていく

ようですが、例えば、インクルーシブ遊具

の場合に、本来の対象者が優先して利用が

できるように、また、不適切な使用方法に

より傷むことがないように、しっかりアナ

ウンスをしていただきたいと思います。 

 そして、単に維持管理のみならず、本市

の魅力向上につながるような新しい発想

で、まずはモデルとなる公園整備として推

進し、こんなすばらしい公園のあるまちに

移り住んでみたいと思われるような取組に

していただくことを強く要望します。長い

目で見れば、その投資効果は大きいものと

確信します。 

 次に、ちびっこ広場の維持管理につい

て、市の考えをお伺いします。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 現在、市内には９７か所の

ちびっこ広場があり、このうち７８か所に

つきましては、自治会など５４団体に維持

管理として除草や清掃などを行っていただ

いております。しかしながら、高齢化によ

り負担が大きいとの理由により、管理を行

っていただける団体数は減少傾向であり、

今後も減少していくものと考えておりま

す。 

 自治会等の団体に支えていただいてきた

このような管理手法を継続していくこと

は、今後ますます困難となってまいります

ことから、新たな維持管理手法につきまし

ては、他市の事例などを参考にしながら研

究してまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 ちびっこ広場の維持管理につ

いてです。 

 この夏は、特に暑い期間が長く、あっと

言う間に広場の雑草も繁茂していました。

自治会の高齢化も進んでいます。現実に

は、このままでは自治会の負担増となり、

会員数の減少につながりかねません。新た
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な維持管理手法を研究いただけるようです

が、例えば、公園ボランティアを募るなど

の取組も推進していってはいかがでしょう

か。 

 少し趣旨は異なりますが、現状、美化ボ

ランティアは約１，８００名の登録があり

ます。また、可能であれば、中学生等の力

を借り、キャリア教育の一環として取り組

むなど、新しい発想で進めていかれますこ

とを要望といたします。 

 続いて、２点目の鶴野橋歩道橋の件で

す。 

 技術基準からいくと１２％以下を満たし

ているとのことですが、現実には勾配の距

離も長く、歩道幅も狭いことから、行き違

いや追い越すときには接触の危険がありま

す。確かに南側の水路天端付近には幾つか

のインフラ施設が存在しています。北側と

同じようにいかないかもしれませんが、そ

うであれば、新たな合流部を橋の中央部付

近に設け、斜めに補助の橋を天端までトラ

イアングルの状態に増設することで、イン

フラ施設の回避と高低差の緩和も実現でき

るのではないかと考えます。歩道の拡幅も

含め、鶴野橋は南北を結ぶ歩車道の動脈で

すので、改めて大阪府に強く要望していた

だきたいと思います。 

 次に、３点目、公共交通の件です。 

 働き方の改革や流通形態の変化などによ

り、バス事業者の運転手不足が大きな影響

を受け、協議会の場などで何とか既存のバ

ス路線を維持していくことに市としても大

変に御尽力をいただいている点、よく分か

りました。 

 これまでは、鉄軌道とのジョイントが主

たる目的としてきましたが、高齢化率が３

割に近づく昨今にあっては、既存のバス停

へも移動できなくなる方が増える一方であ

ると感じております。誰もが気軽に移動で

きる将来像の実現に向けて取組を進めてい

く中で、ニーズの変化について、どのよう

に把握し対応していかれるのか、お尋ねを

いたします。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 目指す将来像の実現に向け

て、公共交通を改善する移動手段を確保し

ていくためには、社会情勢の変化や技術革

新により多様化する利用者ニーズの変化を

捉えながら取組を進めていくことが重要で

あると考えております。そのため、本協議

会では、公共交通の利用者の代表として、

２名の市民委員の方々に利用者目線での意

見やニーズを発信する役割を担っていただ

いております。 

 また、令和６年度末に策定予定の摂津市

地域公共交通計画では、公共交通の改善に

向けた近い将来である５年先の目標を設定

し、次期計画への更新に合わせて５年ごと

に見直していくことを想定しております。

さらに、計画更新時においては、目標の達

成状況を踏まえ、施策とニーズが乖離して

いる可能性がある場合は、アンケートなど

の手段を用いてその変化を特定する必要が

あると考えております。 

 今後、本協議会において、取組の進捗確

認や評価、施策の見直しなどにより、ニー

ズの変化にもしっかり対応してまいりたい

と考えております。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 ニーズの把握を協議会の委員

を通じて行う点、また、アンケートなどの

手法を用いる点、確認いたしました。 

 過去の本会議でも種々の提案があり、ラ

イドシェアやデマンド交通などの話もあり

ました。これまでの他市事例を見ると、始

めたものの、諸事情で継続ができず、方向



2 － 45 

転換した経過もありました。 

 本市では、限られた市域、既存のバスや

タクシーの運行を維持しながら移動支援す

るには、今のセッピィ号をうまく活用する

ことだと思います。開設当初は、市役所な

どの主要公共施設の移動支援ということで

設置をされていますが、最近の市民ニーズ

としては、たとえ有償になっても買物や病

院などへの移動に便利に活用したいと思っ

ておられる点です。バスも２台ありますの

で、路線のバス停と距離のある地域から、

ハブとなる路線バス停や鉄軌道駅、また商

業地を結ぶ路線に組替えを行い、利便性向

上とともに交通事業者の利用者増につなが

る編成にと強く要望いたします。 

 次に、４点目の高齢者の見守り活動につ

いて。 

 最近では携帯型の緊急通報装置の拡充な

ど、確認ができました。平成１２年に約

１，６００世帯であったひとり暮らし世帯

は、現在では７，０００世帯を超える状態

になっています。民生委員やライフサポー

ターが巡回してくださっていますが、やが

てその活動にも限界が生じてきます。 

 ヤマト運輸などが通信機能を有したＬＥ

Ｄ電球を使用して見守りサービスを提供し

ていますが、本市としても、ＩＣＴ技術を

活用した効果的な見守りシステム等の導入

を検討すべきと考えます。市の考えをお尋

ねいたします。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 ＩＣＴを活用した見

守りシステムにつきましては、令和３年度

に高齢介護課においてＡＩスピーカーの試

験的な使用を通じた検討を行ったものの、

高齢者の発語に対する音声認識や緊急時の

駆けつけ体制などに課題があると判断し、

導入を見送った経緯がございます。 

 このような状況にございますが、昨今に

おきましては、電気ポットや電子ジャーな

どの家電製品を使った先進的な見守りシス

テム等について各種開発がなされており、

その有効性等についての検討を進めるに当

たり、ＩＣＴ技術の進展に注視してまいり

たいと考えております。 

 高齢者が安心して在宅での生活を営むこ

とができるよう、安否確認などニーズに応

じた体制整備につなげるため、先進自治体

の状況等の情報を収集しつつ、優先的に推

進していくべき見守り事業の在り方につい

て研究してまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 ひとり暮らしの高齢者の方々

も、いろんな世代や健康状態の方がおられ

ます。マンパワーとＩＣＴのそれぞれのい

いところを活用し、効果的な見守りへとつ

なげていただきたいと思います。 

 最近、豊中市では、ヤマト運輸が運営す

るハローライトという見守りシステムを６

５歳以上のひとり暮らしの世帯に無償貸与

しております。この装置は、電球に通信機

器を内蔵しており、２４時間操作がない場

合、通知される仕組みになっています。費

用負担は月額１，０７８円のようです。本

市でもぜひとも導入していただきますこと

を強く要望します。 

 次に、５点目の環境センターの解体につ

いて。 

 丁寧な御答弁ありがとうございました。

説明会にも出席をさせていただきました

が、調査結果が、ダイオキシンなどの基準

超過が確認されたという点で、特に周辺に

お住まいの方は非常に心配をしておられま

す。定期的なモニタリングは必ず実施して

いただきたいと思います。 

 次に、今後の解体工事や公園整備のスケ
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ジュールについてお伺いをいたします。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 今後の鶴野地域の公

共施設再編に係る全体スケジュールでござ

いますが、環境センター解体工事に約２

年、その後、公園の整備に約２年かけて行

う予定としております。 

 環境センターの解体工事につきまして

は、現在、土壌汚染の深度調査を行ってお

ります。また、環境センター解体工事発注

仕様書の作成に向けた環境センター建屋内

のアスベスト及びダイオキシン類の調査も

実施しております。今後は、それらの調査

結果を反映させた解体工事発注仕様書の作

成をする予定としております。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 今後のスケジュールについて

伺いました。 

 また、工事着手前からワークショップを

実施とのことですが、少し先の話になって

しまいます。どこまでも住民の皆さんとつ

くり上げていくという取組を重視していた

だき、小まめで定期的な進捗報告や対話を

さらに粘り強く続け、これからも住民に寄

り添って進めていただきますことを強く要

望します。 

 最後に、６点目の空き家に関する件で

す。 

 不動産業者や大阪府との連携による支援

を丁寧に実施されている点、評価をいたし

たいと思います。しかしながら、現実に

は、地域によって空き家が今まで以上に目

につくようになってきています。そこで、

空き家バンクを活用できないかと考えます

が、市の考えをお聞かせください。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 現在、大阪府内では、２８

市町村で空き家バンクが設置されておりま

す。北摂７市では、本市及び箕面市を除く

５市で空き家バンクが設置されており、現

在６件の物件が登録されております。 

 近隣市の状況からは、空き家バンクはあ

まり利用されていない状況であります。全

国的にも空き家バンクは、古民家や山里暮

らしの物件情報など、特徴のある空き家情

報が多く掲載されており、地域を限定せず

広く情報提供するのに有効な制度であると

考えております。 

 本市のような市街地では、住居、店舗を

問わず、不動産の流通経路が確立されてお

ることから、引き続き、協定締結しており

ます団体等と連携し、空き家の利活用支援

を実施してまいります。 

○三好義治議長 水谷議員。 

○水谷毅議員 空き家バンクについては、山

間部のない本市には向かないかもしれませ

んが、相続登記の義務化が本年４月から始

まり、その様子が少しずつ変化していくの

ではないかと考えます。現実に、隣家の空

き家が傷み、どうしたらいいものかと数件

の相談もいただいています。親世代が住ん

でいた家屋がそのままになり、子世代が他

市に住んでいてメンテナンスをされていな

い空き家も少なくはありません。特に本市

には、現存している伝統家屋も多く、もう

一度真剣に空き家対策に臨んでいただくよ

う強く要望し、質問を終わります。 

○三好義治議長 水谷議員の質問が終わりま

した。 

 次に、福住議員。 

  （福住礼子議員 登壇） 

○福住礼子議員 順位に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

 帯状疱疹ワクチン接種費用の公費助成に

ついては、議会質問にも取り上げられてま

いりました。 
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 本年６月、厚生労働省専門委員会での議

論が進展をし、費用対効果が期待できると

して、定期接種に加わる見通しとなり、１

２月６日付の報道では、令和７年４月から

定期接種化する調整に入ったとあります。

その内容と市としての対応についてお伺い

をします。 

 次に、男性のＨＰＶワクチン接種費用助

成については、昨年の第４回定例会でも質

問させていただきましたが、現在、女子の

み定期接種であるＨＰＶワクチンの積極的

勧奨が再開をされ、接種機会を逃した人も

対象にキャッチアップ接種が行われており

ます。先日、キャッチアップ接種の期限を

延長することになりました。初めに、その

経緯と接種状況についてお伺いをします。 

 次に、エンディングノートの活用と今後

の取組についてです。 

 高齢化が進んでいることにより、慢性疾

患を持つ人が増えるとともに、人生の最終

段階にある人も増えます。自分自身の最期

をどのように迎えたいか、また、納得した

医療やケアを受けたいのかなどを伝える一

助とされるエンディングノートについて、

その目的と、市がこれまで取り組まれまし

た実績をお伺いしたいと思います。 

 以上、１回目を終わります。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 帯状疱疹ワクチンの

定期接種化の報道内容と市の対応について

の御質問にお答えいたします。 

 国において、帯状疱疹ワクチンは、予防

接種法に基づき、市が実施する、いわゆる

定期接種化が検討されており、議員が御指

摘のとおり、一部報道機関において、国が

令和７年４月から定期接種化を行う最終調

整に入ったとの報道がございました。さら

に、昨日開催された国の専門家部会におい

て、定期接種とする方針が了承されたとの

報道がございました。これら報道によりま

すと、国は、６５歳の方を対象とする定期

接種とし、既に６５歳を超えている方も接

種できるよう、７０歳から１００歳までの

５歳刻みの方も対象とする５年間の経過措

置を置く方針が示されております。 

 本市といたしましては、本日開催されて

おります自治体向けの説明会の内容を踏ま

えまして、定期接種化に対応するための予

算の積算や対象者への周知方法などを検討

し、速やかに対応できるよう準備を行って

まいりたいと考えております。 

 続きまして、エンディングノートについ

ての御質問にお答えいたします。 

 エンディングノートは、自分自身に何か

あったときに備え、御家族等が様々な判断

や手続を進める際に必要な情報を残すとと

もに、生活の備忘録として、これまでの人

生を振り返っていただき、これからの人生

を考えるきっかけづくりにしていただくも

のでございます。 

 本市におきましては、令和４年度の取組

開始以降、エンディングノートを３，００

０部発行しており、公民館等の公共施設へ

の配架や、各種イベント、講座において配

布をしているところでございます。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 ＨＰＶ、すなわちヒ

トパピローマウイルスワクチンの接種の状

況についての御質問にお答えいたします。 

 令和４年度からの積極的勧奨再開に伴

い、現在、定期接種の対象である小学校６

年生から高校１年生相当の女子及びキャッ

チアップ接種の対象である平成９年度から

平成１９年度生まれのＨＰＶワクチン未接
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種の方に対し、接種勧奨を行っておりま

す。 

 本市のＨＰＶワクチンの接種率について

でございますが、令和５年度では、定期接

種が１０．８％、キャッチアップ接種が

６．３％、令和６年度は、９月末現在、定

期接種が１０．５％、キャッチアップ接種

が１２．５％となっております。キャッチ

アップ接種の接種率が増加した理由は、キ

ャッチアップ接種として３回接種するうち

の１回目の接種の推奨される期限が令和６

年９月末であったためと考えております。 

 ただし、この夏以降の需要の大幅な増加

から、全国的にワクチンが不足する状態と

なっております。そこで、令和６年１１

月、国は、キャッチアップ接種の期間を１

年間延長し、令和８年３月末までとする方

針を出しております。具体的には、対象者

に平成２０年度生まれの女子を追加し、令

和６年度末までに１回以上接種している者

については、期間終了後も３回の接種を完

了できるよう経過措置が取られるものでご

ざいます。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 それでは、一問一答で行わ

させていただきます。 

 帯状疱疹ワクチン接種費用の公費助成に

ついて。 

 定期接種化を待つ市民がたくさんおられ

ますので、速やかに対応できるよう、準備

をお願いいたします。 

 このたびの国の定期接種化は６５歳の市

民が対象になっておりますが、これまで、

国に先駆けて、７３１自治体で独自の公費

助成を導入されております。そのほとんど

が５０歳以上を対象に実施をされており、

日本の疫学知見による帯状疱疹の年齢別発

症割合は、５０歳以上が全体の６５．

７％、５０代と６０代で４２％を占めてい

ます。働き盛りの年代であり、市民のＱＯ

Ｌを下げないために、定期接種の対象にな

らない５０歳から６５歳未満に対して独自

の公費助成は必要だと考えますが、市の見

解をお聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 帯状疱疹ワクチン接

種の公費助成制度の創設に向けては、補助

額など、制度設計上の課題や財政上の問題

など様々な課題がございます。さらに、帯

状疱疹ワクチンの定期接種化が実施された

場合において、定期接種とは別に本市独自

の５０歳以上６５歳未満の公費助成制度を

導入するには、定期接種と公費助成と二つ

の制度の整合性を図るため、さらなる条件

整理や検討を行う必要があると考えており

ます。 

 現在のところ、国から具体的な定期接種

化の詳細は示されておりません。本市とい

たしましては、まずは国が示す定期接種化

の開始時期に遅滞なく対応するための準備

をしっかりと進めつつ、将来的な本市独自

の公費助成制度の創設についても検討を重

ねてまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 嶋野市長も、帯状疱疹ワク

チン接種については公約に掲げておられま

す。約１年前には大阪府内初の導入も要望

されておりました。来年１月から大東市が

導入することを決定し、対象は６５歳以上

ですが、国が定期接種化になれば、年齢の

引下げを検討するとのことであります。 

 今、２０歳から４９歳の若者層に帯状疱

疹の罹患率が急増しております。それは、

２０１４年１０月に、生後１２か月から３

６か月の子供を対象に水痘ワクチンが定期

接種化となり、子供の水痘患者が減って、
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周囲の大人がウイルスに暴露する機会が減

少したことで、細胞性免疫が再活性化しな

いことが要因であり、今後も発症する可能

性は高くなるだろうと言われております。

帯状疱疹にかかった方の２割程度が神経痛

で悩まされる点からも、現役世代であり、

５０歳以上６５歳未満の方に対しての市独

自の帯状疱疹ワクチン接種の公費助成制度

を創設いただくよう、強く要望したいと思

います。 

 次に、男性のＨＰＶワクチン接種費用助

成についてですが、女子の接種率はまだま

だ低い状況であります。 

 次に、子宮頸がんの検診について伺いま

す。２０歳以上で２年に１回、細胞診を推

奨されておりますが、本年４月から、３０

歳以上の受診者はＨＰＶ検査単独法という

新しい方法に変更となり、この検診では５

年に１回でよいとのことであります。ＨＰ

Ｖ検査の導入に関する市の考えをお聞かせ

ください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 子宮頸がん検診のＨ

ＰＶ検査単独法の導入のためには、検診結

果によって次回の検査時期や検査内容が異

なるなどの複雑性がございます。そのた

め、適切な受診勧奨等が行われなければ期

待される効果が得られないことから、精度

管理が重要となります。現在のシステムや

事務フローのままでは実施することができ

ず、大きな仕組みの見直しが必要でござい

ます。 

 また、本市における子宮頸がん検診は、

市内医療機関だけでは対応が難しく、吹田

市や茨木市の医療機関等に御協力いただい

ている状況でございます。国の指針では、

ＨＰＶ検査単独法と従来法を並行して実施

することは認められておりません。そのた

め、吹田市や茨木市の実施状況を見極めて

本市の方針を決定していく必要があり、そ

ういった他律的な要因に鑑みながら事業を

進めなければならない状況でございます。 

 しかしながら、市民の受診行動の負担軽

減など、受診率向上の効果が期待できると

考えております。本市におきましても早期

に取り組んでいかなければならない課題で

あると考えております。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 子宮頸がん検診における市

の受診率は１７％台、職場検診等を含めて

も４３％台で、高いとは言えません。ＨＰ

Ｖ検査の精度は高いというエビデンスも明

らかになっており、要検査にならなければ

５年に１回の検診でよいとなれば、子宮頸

がん検診の受診率も上がることが期待でき

ると思います。吹田市、茨木市の判断に注

視をしながら、しっかりと連携を取ってい

ただき、今後の対応をよろしくお願い申し

上げます。 

 さて、日本では、毎年１万人が新たに子

宮頸がんと診断をされ、約３，０００人が

亡くなっております。子宮頸がんのほとん

どはＨＰＶ感染が挙げられ、感染予防に有

効なＨＰＶワクチン接種が、２０１０年度

より中学１年生から高校１年生を対象に公

費助成を開始、２０１３年４月より小学校

６年生も対象に定期接種となりました。し

かしながら、接種後に生じたとされる多様

な症状への懸念から、２か月後の６月には

積極的勧奨が差し控えとなって、２０２１

年１１月まで継続をされました。 

 この８年を超える期間の弊害として、接

種を見送った女子の子宮頸がん罹患と死亡

が増加するという推計もあり、未接種者の

合計は２８１万人が見込まれ、最大５，６

００人が亡くなる可能性があるという指摘



2 － 50 

もございます。 

 また、セクシュアルデビューの低年齢化

などにより罹患数が増えている点からも、

男性にもＨＰＶワクチンの接種の費用を助

成することが感染防止に有効であると考え

ますが、市の見解を伺います。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 ＨＰＶワクチンの男

性への接種については、男性自身の疾病を

予防するだけでなく、ＨＰＶが性的接触に

より感染することから、女性への感染防止

や社会全体の感染防止につながるものと認

識しております。 

 しかしながら、本市が独自で男性への任

意接種を助成することは、多額の財政負担

を伴うため、現在、国で議論が行われてい

る定期接種化についての動向を注視すると

ともに、他市の状況の把握に努めてまいり

たいと考えております。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 男性の接種費用助成を実施

する自治体は、１２月１日時点で５３自治

体であり、感染防止に有効として東京都が

積極的であります。来年度から河内長野市

が大阪府内初の実施を決定されたようでご

ざいます。先ほどの大東市や河内長野市

は、今年、新市長になられた市でありま

す。だからというわけではございません

が、ウェルビーイングの視点から市民の健

康を守り、子育て世帯への施策として大事

だと思います。市長のお考えをお聞かせく

ださい。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 ＨＰＶワクチンを男性に接種す

ることによって有効性があることについて

は私も理解をしております。先ほど福住議

員がおっしゃっていただいたように、東京

都では都として助成制度をつくっておら

れ、また、他県の自治体でも市独自でやっ

ているところがあることについては私も理

解をしているところでございます。 

 ただ、御承知のとおり、ワクチンの接種

につきましては多額の費用負担が発生して

まいりますので、もし市単独で行っていく

ということになりますと、相当な財政負担

も覚悟する必要があるわけなんです。そう

なったときに、これから市民のウェルビー

イングを高めていくことを考えると、いろ

んな選択肢があるわけで、本当にこの選択

肢が適したものであるのかということにつ

いてもしっかりと見ていく必要があるんだ

ろうと思っております。 

 国で定期接種化ということについてもこ

れから検討されるかも分かりません。そう

いった全国的な動向もしっかりと踏まえて

いきながら、市民のウェルビーイングを高

めていくような取組を私も考えていきます

ので、どうかまた御指導いただきますよう

お願いします。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 市長、御答弁ありがとうご

ざいます。 

 担当課におかれましては、女子のワクチ

ン接種率と検診率アップに努めていただく

ことは大前提として、ジェンダーギャップ

の観点から、男女ともワクチン接種できる

環境を整え、男女のＨＰＶ関連疾患を防ぐ

ことが将来にとって重要だと考えます。例

えば、対象年齢の調整や助成額を半額程度

にするなども検討いただきながら実施する

ことを要望したいと思います。 

 次に、エンディングノートの活用と今後

の取組についてです。 

 エンディングノートの配布は大変好評で

あったと聞いております。ただし、実際に

利用されているか把握するのは難しく、エ



2 － 51 

ンディングという言葉から、終わりや終極

と捉えられてしまって、自分の死後、家族

に見てもらうノートと考える方もおられる

かもしれません。ノートに書くだけでは自

分の意思が伝わらないこともあります。 

 認知症や脳の病気、また、重い病気が進

行すると、自分の意思が伝えられなくな

り、約７割の方が自分自身で決められなく

なると言われております。エンディングノ

ートを通して、本人と家族や医療者と前も

って繰り返し話し合う人生会議を普及する

ことが重要だと考えますが、市としての取

組状況をお答えください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 エンディングノート

は、自らの人生を振り返りつつ、御家族や

医療・ケアチーム等と御自身の希望を共有

するコミュニケーションツールであり、医

療や介護に関わる多職種の方々にも御協力

いただきながら普及を進めているところで

ございます。 

 このような考えから、これまで、大阪府

済生会吹田病院の御協力により、人生会議

をテーマとした市民公開講座のほか、医師

会や訪問看護師などの医療職と介護支援専

門員等の介護職が参加する多職種連携研修

会も実施しているところでございます。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 もしものときに備えて、意

思決定のできるうちに自分が望む医療やケ

アについて話し合う過程を、アドバンス・

ケア・プランニング、頭文字を取ってＡＣ

Ｐと呼ばれ、日本語で人生会議と名づけら

れました。 

 このＡＣＰが注目された背景には、生前

意思や蘇生処置拒否が盛んなアメリカにお

いて、患者自身がこれらの意思決定をした

状況と現実が全く異なっており、御家族や

代理人が意思決定を行えない事例が相次い

だり、そのときになって御家族や代理人に

拒否されるということがあったからです。

ＡＣＰを行うことにより、患者自身が本当

は望んでいない医療をできるだけ避けるこ

とができ、御家族も患者の思いを知ること

でサポートしやすくなり、心の負担を減ら

すことにつながっていきます。医療者にと

っても、患者の思いを尊重した治療やケア

が行いやすくなります。 

 本市として様々実施はされております

が、第９期せっつ高齢者かがやきプラン策

定に係る介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査には、「人生の最終段階における医療、

療養について、御家族等や医療・介護関係

者と話し合ったことがありますか」という

問いに対して、「話し合っている」との答

えは２８．２％で、一人住まいではさらに

少ない状況でありました。普及が進んでい

るとは言えないのではないでしょうか。 

 そこで、医療現場で切迫した状況なども

判断しなければならない医師たちが、もっ

と気軽に死について対応できないかという

思いで作成をされた「もしバナゲーム」の

活用についてお聞きをしたいと思います。 

 もしものときという重たいテーマを話し

合うことに抵抗感があっても、ゲームを通

して、自身が大切にしている価値観に気づ

くことや、無関心層への行動変容を促すこ

とにつなげる効果があると考えます。人生

会議の普及啓発のツールとして取り組み、

展開することについて、市の所見をお聞か

せください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 御自身と大切な方々

がもしものための話合いをするきっかけを

つくるためのカードゲームである「もしバ

ナゲーム」は、人生の最終段階における自
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分の価値観を整理するための有用なツール

の一つとして、吹田市や箕面市などで実施

されていると承知いたしております。縁起

でもないという理由で抵抗感がある話題で

あっても、ゲームにすることで取り組みや

すく、御自身の思いを理解してもらうきっ

かけの一つになると言われており、本市に

おいても、令和７年２月に開催する市民公

開講座で、この「もしバナゲーム」を体験

していただく予定といたしております。 

○三好義治議長 福住議員。 

○福住礼子議員 ２月に実施していただける

との御答弁ありがとうございます。ぜひ多

職種連携研修会でも体験をしていただきた

いと思います。 

 私も、あるセミナーで「もしバナゲー

ム」を体験いたしました。全く知らない方

たちとやったわけですけれども、大半の方

が家族や親しい人とやってみたいと感じて

おられました。授業で体験をした高校３年

生の、家族の最期について聞いておきた

い、あるいは、今の自分の時間を大切に生

きたいと思うなどの感想もあります。エン

ディングノートや人生会議の普及について

は、高齢者だけを対象にするのではなく、

家族との話合いをすることを目的に、幅広

い層に展開することも検討してはいかがか

と思います。 

 横浜市瀬谷区では、ホームページに、エ

ンディングノート活用大作戦と銘打って、

普及のために掲載もされておりました。本

市でも検討をお願いしたいと思います。 

 人生会議は、強制をして行うことはでき

ません。時間と余裕のあるときに、人生の

最期をどのように迎えたいのか、気軽に考

えるきっかけをつくって、多くの市民の方

に自分自身の価値観を見つけてもらえるよ

う、今後の展開を期待しておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げて質問を終

わらせていただきます。 

○三好義治議長 福住議員の質問が終わりま

した。 

 暫時休憩します。 

（午後２時４８分 休憩） 

                 

（午後３時１９分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 初めに、１、公民館のトイレ洋式化につ

いてです。 

 公共施設のトイレ洋式化についてとし

て、昨年の第３回定例会で質問させていた

だきました。 

 公民館は、クラブ登録をされている方々

の練習や、公民館まつり、親子で触れ合

い、健康に資する講座など、多彩な催しを

されて、身近な公共施設として地域の方に

も使用されています。 

 鳥飼東公民館の洋式トイレの現状を言う

と、１階はバリアフリーの男女共用の１基

のみ、２階は女性専用で１基のみでありま

す。洋式を使用される女性は、１階のバリ

アフリーの男女共用が利用されている場合

は２階に行くことになります。一昨年の鳥

飼東公民館まつりの開催中において、１階

の和式トイレで女性が立ち上がれなくな

り、女性職員の手助けがあって救助された

との事象がありました。手すりはあります

が、立ち上がることができなかったようで

す。 

 公民館利用者の中でも、膝や腰に支障が

ある方もおられますし、人工股関節を入れ
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ておられる方が和式座りをすると、しゃが

む姿勢となり、脱臼しやすいという特性が

あります。以前から、新鳥飼公民館の利用

者からも、先ほどの身体特性の方から洋式

化を進めてほしいとの話も聞いています。 

 今回、鳥飼東公民館まつりでの有事のこ

とや、地域のためでもありますし、洋式化

は清潔感も向上します。今年度は市立図書

館のトイレ洋式化に取り組んでおられます

けども、公民館へのトイレの洋式化も進め

るべきであると思っていますので、考え方

について御答弁をお願いいたします。 

 次に、２、鳥飼東小学校と鳥飼小学校の

統合に関する備品等についてです。 

 鳥飼東小学校は、４２年の歴史をもっ

て、令和８年３月末で廃校となり、同年４

月１日から現鳥飼小学校の児童とともに学

ぶことになり、区域は第五中学校区と同じ

となります。統合に伴って、現鳥飼小学校

の校舎においては、児童や教職員の増加に

より、職員室、教室などの配置と同様に、

備品についても検討が必要と感じておりま

す。 

 １回目の質問として、職員室、教室など

の配置、備品に関する検討状況について、

御答弁をお願いいたします。 

 次に、３、道路街路樹の管理についてで

す。 

 摂津市が管理している認定道路延長は約

２００キロメートルとのことであったと思

います。その中で、高木と低木が列植され

ている路線は少ないと思っています。 

 植樹帯の植栽は、道路構造令第１１条の

４で、必要に応じ植樹帯を設けるとされて

おり、景観の形成や大気浄化、日陰効果、

雨天の水跳ね防止などに寄与する役割を果

たしているとも認識をしております。 

 新在家鳥飼上線を一例として出します

が、脇道から新在家鳥飼上線に出る際に、

高木や低木の枝葉が面的な壁に見えて、見

通しを遮ってしまう状況にもなっておりま

す。道路管理者として、道路街路樹の維持

管理の内容について御答弁をお願いいたし

ます。 

 以上で１回目の質問とします。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 公民館のトイレ洋式化

についての御質問にお答えいたします。 

 洋式トイレは、膝や腰に支障がある方な

ど身体的な負担軽減のほか、衛生面、節水

効果なども期待できることから、トイレの

洋式化が進んでいることは認識しておりま

す。 

 摂津市民図書館におきましては、トイレ

配管等の老朽化に合わせ、洋式化も含めた

リニューアルに向け、現在、実施設計を進

めているところでございますが、洋式トイ

レの設置に当たっては、スペースの問題か

らトイレの個数を減少させる必要も生じて

おります。 

 公民館につきましては、各公民館に洋式

トイレは設置しているものの、和式の割合

が高いことから洋式化への移行も考えてい

るところではございます。しかしながら、

クラブや講座など団体利用も多く、一定数

のトイレ確保も必要であり、利用者の状況

や今回の図書館のリニューアルも参考に検

討を進めてまいります。 

 続きまして、鳥飼東小学校と鳥飼小学校

の統合における、職員室、教室などの配置

や備品に関する検討状況についての御質問

にお答えいたします。 

 鳥飼東小学校と鳥飼小学校の統合におけ

る教室などの配置につきましては、鳥飼小

学校・鳥飼東小学校統合協議会において、
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教職員数や児童数の増加による改修、既存

教室の配置変更による教室の確保や、来年

度の夏休みと冬休みを利用した備品の移動

について検討をいたしております。必要と

なる備品につきましては、鳥飼東小学校の

備品を可能な限り再利用するとの方針の

下、検討いたしておりますが、必要に応じ

た備品購入につきましても検討したいと考

えております。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 道路街路樹の維持管理にお

ける現状についての御質問にお答えいたし

ます。 

 本市では、市道千里丘三島線、新在家鳥

飼上線などの幹線道路や駅前広場など、多

くの通行者に利用される道路を中心に、市

内全域で植樹ますなどに単独で植栽してお

ります街路樹約１，６００本の高木と、植

樹帯に連続して植栽しております約５，２

００平方メートルの低木を設置しており、

夏季及び冬季の年２回、剪定を実施してお

ります。 

 道路の街路樹や植樹帯は、車両運転者の

視線誘導や、歩行者と車両の通行分離な

ど、良好な道路交通機能の確保、まちの景

観向上や日陰の形成による快適な空間の提

供など、良好な生活環境の確保を図ること

ができます。 

 植樹帯を設置する際の基準は、平成２５

年４月に摂津市道路の構造の技術的基準を

定める条例施行規則が施行され、本基準で

は、交差点及びその両端から３メートル以

内の植樹帯の樹木の高さが道路面から０．

６メートルを超えないこととされており、

この基準により植樹帯の設置及び維持管理

を行い、老朽化や沿道土地利用により樹木

が撤去された場合も、この基準に従い対応

しております。 

 これからも、通行者の安全を意識し、車

両や歩行者の通行の支障となる枝葉を中心

に剪定を行うなど、街路樹及び植樹帯の適

正な維持管理を行ってまいります。 

○三好義治議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、２回目からは一

問一答にてお願いをいたします。 

 初めに、公民館のトイレ洋式化について

です。 

 公民館内で一定数の確保も理解をいたし

ますが、私の現場確認不足かもしれません

けども、和式から洋式に変える際に、個数

が減少となったとは認識をしておりませ

ん。地域の利用者を公民館から遠ざける要

因とはせずに、いつでも不安なく利用して

いただけるようにすべきと私は思っており

ます。 

 昨年の第３回定例会における総務部長答

弁として、公民館については、施設規模に

応じた個室トイレの数を確保しつつ、トイ

レの洋式化を進めてまいりたいと考えてお

りますとされていました。市民の皆様から

の税金ということでは大切に使用する必要

がありますが、トイレ改修の実施を政策的

にどう判断されているのでしょうか、御答

弁をお願いいたします。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 施設の改修、維持補修の予

算化についてでございますけども、大規模

な施設全体に関わる改修などにつきまして

は、各課からの予算要求の中で、施設の老

朽化の度合いや緊急性を鑑み、市全体での

優先順位をつけ、金額の精査を行った上で

査定をして予算計上することとしておりま

す。また、小規模な施設の設備部分の補修

につきましても、担当課が緊急性や使用の

耐久性などを十分に見極めた上で、優先順



2 － 55 

位を判断し、経常経費予算の範囲内で最小

限の修繕を行っていく必要があると考えて

おります。 

 しかしながら、現在の財政状況におい

て、１０月に作成した中期財政見通しか

ら、物価高騰、賃金上昇に伴う労務単価の

上昇により、中期財政見通し作成時より非

常に厳しい財政状況になっており、施設の

改修、維持補修につきましても、必要最小

限の範囲で優先順位をつけて順に行ってい

かなければならないと考えております。 

○三好義治議長 村上議員。 

○村上英明議員 本市の財政状況として、先

ほど言われましたけれども、本年１０月に

も中期財政見通しが示されました。この中

身を見ると、４年後の令和１０年度で基金

がなくなり、１０年後には約６５億円の赤

字といった非常に厳しい財政状況を見通さ

れております。昨年、総務部長がトイレの

洋式化を進めてまいりたいと考えておりま

すと答弁されたが、今回はトーンダウンし

て、洋式化は摂津市の財政状況からすれば

進めるとは考えておりませんとの内容であ

ったと私は認識をしております。約１年た

った中で進めるから進めないに変わったと

思っております。職員が救助しなければな

らない状況が発生していたことや、新鳥飼

公民館、鳥飼東公民館などの公民館を利用

されている方からの意見として、今回も質

問させていただきました。 

 公民館は、災害時において応急生活をす

ることを目的とした施設として避難所指定

されています。実際に発災した現場におい

ては、洋式トイレがなければ、和式トイレ

でボランティアに抱えてもらって用を足す

こともあるそうです。それを考慮して、水

を飲むのも控え、体調を崩される方も報道

されています。また、避難者へのアンケー

トでも、避難生活で困ったことの１位がト

イレであったとあります。 

 本市においては、開発や阪急京都線連続

立体交差事業、施設の建て替えなど、多額

のお金が必要とされている事業がある中

で、トイレ改修といったら、１基、約２０

万円から３０万円かと思いますけども、こ

の優先度は非常に低い位置にあることを認

識したと申し上げて、この質問は終わって

いきたいと思います。 

 次に、２番目の鳥飼東小学校と鳥飼小学

校の統合に関する備品などについてです。 

 教室の配置については、統合に伴って教

育環境が大きく変わると思っております。

児童の中で、校舎内設備もそうですが、新

しい集団への適応に対して精神的疲労を感

じる子が出て、教育面における弊害が起こ

ることがないように、クラス編成において

も、教室の配置にも配慮していただきたい

と思っておりますし、何よりも健康で楽し

く過ごせる環境となるようにお願いをいた

します。 

 備品についてですが、先ほどの答弁で、

鳥飼東小学校の備品は可能な限り再利用す

る方針とのことでした。現在使用している

机や椅子、運動用具、調理器具など、様々

な備品があります。統合した学校での再利

用や廃棄する備品があると思いますが、考

え方について御答弁をお願いいたします。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 小学校の備品につきま

しては、教職員や児童用の机や椅子などの

一般備品をはじめ、教科、保健、給食、支

援教育、防犯・安全等に係る備品まで非常

に多種多様であり、高額な備品も含まれて

おります。 

 備品の再利用の考え方といたしまして

は、机や椅子など統合後すぐに使う備品、
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破損や故障などに備えてストックしておく

備品、やむを得ず廃棄する備品等に分類す

るなどし、可能な限り再利用に努めてまい

りたいと考えております。 

○三好義治議長 村上議員。 

○村上英明議員 鳥飼東小学校の統合に関す

る備品につきましては、地域といたしまし

ても、地区市民体育祭や防災訓練、祭りな

どの地域行事として学校備品を借用させて

いただいております。統合後の学校で使用

予定がない備品については廃棄もあり得る

と思います。できるだけ再利用するという

観点から、統合校以外の学校や地域団体も

含めて再利用するということもあるかと思

いますが、考え方について御答弁をお願い

いたします。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 備品の廃棄につきまし

ては、それぞれにおいて適正な処理が求め

られ、高額な経費が必要となると想定され

ております。 

 再利用につきましては、当該校以外の

小・中学校も含めた可能な限りのストック

による活用や、市役所庁内での活用など、

幅広く検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 村上議員。 

○村上英明議員 鳥飼東小学校区域での地域

行事として、様々な備品などを借用させて

いただいております。その中でも、やはり

テント、くい、ワイヤレスマイク、スピー

カーセット、拡声器、運動用具、調理器具

など、様々な器具がありますが、地域団体

で再利用させていただくことについても検

討していただきたいと、この件はお願い

し、要望とさせていただきます。 

 次に、３番目の道路街路樹の管理につい

てであります。 

 特に枝葉が繁茂しているときには、なお

さら斜めから見ると、高木や低木の枝葉が

面的な壁となって見通しを遮ってしまう状

況にもなり、自転車や車両の接触といった

安全面の低下や、不安が高まる状況にもな

っている場所もありますし、地域の方から

の解消要望でもありますので、通行者目線

での管理をお願いしたいと思います。 

 今回の質問として、高木や低木の植樹帯

から横線に伸びる雑草によって、道路の端

を走る原付バイクや自転車が雑草を避ける

ときに、後方からの車両などと接触しそう

になったというお話も聴きます。また、歩

道部でも、歩道幅がほとんどない状況にな

っている場所もあります。近年は、夏場の

猛烈な日差しと雨によって雑草が生い茂る

速度は速くなっています。 

 そのような状況下において、トイレ洋式

化での御答弁でもありましたが、非常に厳

しい財政状況でもありますし、人員も厳し

い中で除草や剪定を行っていただいており

ますけども、改めて雑草の維持管理の考え

方について御答弁をお願いいたします。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 植樹帯の維持管理につきま

しては、造園業者による業務委託を行って

おり、夏季、冬季の年２回、通行に際し不

快となるような枝葉を中心に剪定を行って

おり、その際に、植樹帯から繁茂する雑草

についても同時に除草し、適正な維持管理

に努めているところでございます。 

 しかしながら、昨今続く酷暑の影響によ

り、雑草が繁茂するスピードが速く、委託

業者による除草の頻度では追いついていな

い状況でございます。そのため、職員によ

る日常の道路パトロールなどで現状を常に

確認し、異常があれば、市直営の土木維持

作業にて植樹帯の雑草を速やかに除草して
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おりますが、４班ある作業班を全て稼働し

ても追いつかない状況が市内各所で見受け

られる状況でございます。 

 引き続き、通行者の安全面に配慮した植

樹帯の適正な維持管理を行ってまいります

とともに、今後も、市民の皆様からの除草

要望につきましては、迅速に対応できるよ

うに努めてまいります。 

○三好義治議長 村上議員。 

○村上英明議員 昨今の猛暑等々によって繁

茂した雑草によりまして、見通しの悪い道

路が事故の要因にもなったり、雑草の間に

ごみの投棄があったりで、環境問題も含め

て問題は大きくなっていると思います。 

 摂津市道路の構造の技術的基準を定める

条例施行規則の第４条に、「次に掲げる道

路の部分に設ける植樹帯の植栽は、歩行者

の安全かつ円滑な通行を確保するため、特

に必要な場合においては、当該植栽によっ

て生立させられた樹木の高さが当該道路の

部分に対して０．６メートルを超えないよ

うに行うものとする」ということで、先ほ

ど御答弁もありました。 

 この条例の中に４項目ありますが、

「（１）の交差点」、「（２）交差点の側

端から３メートル以内の歩道等の部分」、

「（３）横断歩道の前後の側端から５メー

トル以内の歩道等の部分」、そして、次の

項目も重要でありますが、「（４）車両乗

り入れ部に接続する歩道等の部分から前後

に３メートル以内の部分」と定められてお

ります。 

 植樹の必要性に疑念を抱く場所もありま

すので、高木、低木の間引きや撤去等、除

草も含めての適正な管理をしていただき、

安全面に配慮した管理という観点から、視

認性が高まるようお願いし、私の一般質問

を終わっていきたいと思います。 

○三好義治議長 村上議員の質問が終わりま

した。 

 次に、安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 それでは、一般質問を行いま

す。 

 最初に、スフィア基準にのっとった避難

所運営についてお聞きいたします。 

 災害時の避難所で、被災者が過密状態で

雑魚寝を余儀なくされたり、トイレ利用に

支障を来したりするなど、過去の災害の課

題が今年１月に発生した能登半島地震の被

災地でも繰り返されています。 

 スフィア基準は、被災者の人権を守る国

際基準であり、政府が自治体向けに作成し

た避難所運営ガイドラインにも参考にすべ

き基準として示されています。最初に、ス

フィア基準の基本理念と国の対応状況につ

いてお聞かせください。 

 ２番目に、災害廃棄物処理計画について

です。 

 １２月８日に鳥飼西小学校区自主防災訓

練を見学させていただきました。そこで、

環境業務課の方が、災害廃棄物処理につい

て大変分かりやすく説明をされていまし

た。２０２３年度に策定された災害廃棄物

処理計画について、その目的、意義につい

て、最初にお答えください。 

 ３番目に、公共施設跡地の活用について

です。 

 公共施設の廃止によって行政目的を失っ

た跡地について、売却や貸与などで財政運

営に活用することを否定するものではあり

ません。しかし、普通財産であっても、そ

の活用方法に市民の理解は欠かせないもの

だと思っています。 

 とりわけ、学校統合によって跡地となっ

た旧三宅小学校と旧味舌小学校跡地の有効
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活用については、長年、地域住民から強い

要望が出され、前市長は売却方針を凍結、

今年６月の第２回定例会で、この二つの跡

地は、防災空地として売却を凍結したほか

の土地とは違い、簡単には売れないと答弁

されました。この答弁についての認識を総

務部長にお聞きしておきたいと思います。 

 ４番目に、鳥飼・鳥飼東小学校の統合に

ついてです。 

 今し方、村上議員も質問され、また、第

３回定例会でも多くの議員がこの統合問題

について触れられています。２０２６年度

の統合まであと１年余りとなりました。先

日開かれた総合教育会議に報告された鳥

飼・鳥飼東小学校統合協議会の検討状況に

ついて御説明ください。 

 １回目は以上です。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

  （辻総務部副理事 登壇） 

○辻総務部副理事 スフィア基準の基本理念

についての御質問にお答えいたします。 

 災害や紛争の被災者に対する人道支援活

動のため制定された人道憲章と人道対応に

関する国際的な最低基準の通称をスフィア

基準といい、被災者の尊厳を守るための理

念の基準が示されております。 

 その中には二つの基本理念が示されてお

り、一つは、「災害や紛争の影響を受けた

人びとには、尊厳ある生活を営む権利があ

り、従って、支援を受ける権利がある」、

もう一つは、「災害や紛争による苦痛を軽

減するために、実行可能なあらゆる手段が

尽くされなくてはならない」であります。 

 また、国におきましては、首相が１１月

の臨時国会の所信表明演説で、発災後早急

に、全ての避難所で満たすことができるよ

う、事前防災を進めると表明され、政府

は、スフィア基準を参考に、避難所運営に

関する自治体向け指針を改定しました。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

  （西川生活環境部理事 登壇） 

○西川生活環境部理事 摂津市災害廃棄物処

理計画の目的、意義についての御質問にお

答えいたします。 

 近年、自然災害が多発・激甚化してお

り、全国各地で大規模地震や集中豪雨によ

り、膨大な災害廃棄物が発生している状況

でございます。本市におきましても、平成

３０年度には、大阪北部地震及び台風２１

号で大量の災害廃棄物が発生し、その処理

に苦慮したところでございます。 

 このような災害廃棄物は、様々な廃棄物

が混合した処理しづらいものが一時大量に

発生し、放置すると、交通の妨げによる一

般廃棄物の収集に影響が出る可能性がある

ほか、感染症発生等の２次被害をもたらす

可能性もございます。 

 そのため、これらの問題に対し、生活環

境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し、

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理す

るための基本的事項について定めることを

目的として、摂津市災害廃棄物処理計画を

令和５年８月に策定したものでございま

す。 

○三好義治議長 総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 旧三宅小学校跡地、旧味舌

小学校跡地についての御質問にお答えいた

します。 

 旧三宅小学校跡地、旧味舌小学校跡地に

つきましては、それぞれの地域の実情に合

わせて、旧校舎などをそのまま活用し、ま

た、必要に応じて、体育館や民営化した認

定こども園の建て替え用地として再整備を

行ってまいりました。一方、空地として残

っている部分につきましては、それまでの
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売却方針を凍結し、防災空地として位置づ

けているところでございます。 

 その間、我が国の社会情勢は変化し、本

市の財政状況につきましても、近年の建設

費の増加などに伴い大きく変化しておりま

す。これまでのそれぞれの跡地の経過を踏

まえつつ、現在の防災空地としての位置づ

け、本市の財政状況、これらを勘案し、今

後の利活用を検討していく必要があると考

えております。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 鳥飼・鳥飼東小学校統

合協議会の検討状況についての御質問にお

答えいたします。 

 鳥飼小学校と鳥飼東小学校の円滑な統合

に向け設置いたしました統合協議会におけ

る検討状況につきましては、協議会の円滑

な運営を図るため、学校名、校章、校歌、

通学路、安全対策、通学バス等に関して検

討を行う「総務・通学部会」、学校経営、

指導計画、学校間連携・交流、学校行事、

児童用具、学校保健等に関して検討を行う

「教育部会」、ＰＴＡ等学校関係組織、学

童保育、地域連携に関して検討を行う「Ｐ

ＴＡ・学童保育・地域部会」を設置し、計

２０回の専門部会を開催いたしました。ま

た、各部会の諸課題について、計４回の協

議会において検討・議論を重ねてまいりま

した。 

 なお、協議会の検討状況につきまして

は、鳥飼・鳥飼東小学校統合通信にて、学

校区内の就学児、未就学児の保護者を対象

に、配布等の情報発信を行うとともに、Ｑ

Ｒコードを掲載し、保護者の方からの意見

募集を行っております。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 ２回目以降、一問一答で質問してまいり

ます。 

 スフィア基準にのっとった避難所運営に

ついて。 

 御説明いただいたように、スフィア基準

の正式名称は、「人道憲章と人道支援にお

ける最低基準」と言われています。避難所

生活を送ることになった被災者が、被災者

としての権利が保障され、そのために実行

可能なあらゆる手段を取るということで

す。 

 この基本理念を達成するために、多岐に

わたる基本指標が掲げられていると思いま

す。主な基本指標に対し、摂津市の避難所

の対応状況、そして今後の課題認識につい

てお答えください。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

○辻総務部副理事 スフィア基準の基本指標

といたしましては、様々なものがあります

が、避難所運営に係る主なものといたしま

しては、トイレの数は男性１基に対して女

性３基、水の備蓄は、飲料水と生活用水を

合わせて１人１日最低１５リットル、１人

当たりの居住スペース３．５平方メート

ル、その他、プライバシーの確保などがあ

り、それらはおおむね満たすことができる

ものと考えております。 

 なお、今後の課題といたしましては、い

かにその理念を避難所の運営者及び避難者

とで共通認識として持てるかだと考えてお

ります。避難所の運営において、非常時な

のだから、避難生活の中で劣悪な環境を強

いられたり、人権がじゅうりんされたりす

るような事象を招いてしまうことは一定仕

方がないんだといった認識に立つことな

く、避難者の尊厳は守らなければならない

といったスフィア基準の理念の定着を目指

してまいります。 
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○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。主な

基本指標については、おおむね満たしてい

るということであります。 

 ただ、スフィア基準というのは理念であ

って、この数値基準を達成することはもち

ろん大事なことでありますが、同時に、理

念に基づいた避難生活がきちんと保障され

ているかどうか、また、支援活動が行われ

ているかが重要だと思います。御説明いた

だいたような観点で、この理念、人権が守

られる最大限の努力を払うということが、

避難所運営者や、それからボランティアな

ど支援者、そして被災者、地域社会全体の

共通認識にしていくため、摂津市としてど

のような取組をされていこうとしておられ

るのか、お聞かせください。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

○辻総務部副理事 現在、本市では、避難所

ごとに避難所運営マニュアルを作成してお

り、令和５年度に三宅地区で作成し、本年

度は味舌東地区で現在作成中であります。 

 それらマニュアル作成におきましては、

避難所において人としての尊厳が守られる

よう、自主防災組織をはじめとする地域の

方々とワークショップを通じて様々な議論

をしていただいているところであります。

また、避難所運営マニュアルを作成した地

域は、その翌年度から避難所運営マニュア

ルの内容に基づいた自主防災訓練を行って

いただくこととしております。 

 マニュアル作成から訓練の機会を捉え

て、人としての尊厳が守られる避難所の姿

について周知を図り、理解を深めていただ

きたいと考えているところでございます。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 避難所運営マニュアルの作

成、それから、そのマニュアルに基づいた

訓練が三宅地域で行われ、さらに全市的に

も広げていくということであり、住民と一

緒になってつくり上げていく、訓練をやっ

ていく中で、スフィア基準がしっかり根づ

いたものにしていただくようお願いしてお

きたいと思います。 

 もう一つお聞きしておきたいのは、災害

発生時には、避難所を利用しないで自宅で

避難生活される方も想定されます。こうし

た在宅避難者にもスフィア基準に基づく支

援が必要だと考えます。避難所の在宅避難

者への支援についてはどのような役割があ

るのか、お聞かせください。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

○辻総務部副理事 災害が発生したときに

は、避難所での避難者だけではなく、在宅

避難者が発生することが予想されます。市

が備蓄しております各種の物資は、避難所

における避難者だけではなく、在宅避難者

も想定した数量となっており、避難所で支

給させていただくこととなっております。

したがいまして、災害が発生したときに

は、避難所から当該地域にお住まいの住民

に必要な情報を提供していくことが重要に

なってくると考えております。 

 具体的に申し上げますと、物資の提供に

関する情報や安否確認に関する情報、災害

ごみの出し方に関する情報、各種インフラ

の復旧状況、各種の公的支援制度に関する

案内などの情報でございます。 

 なお、避難所からの情報提供のほかに、

防災行政無線、広報紙、市ホームページ、

ＳＮＳ等を活用して情報提供を行ってまい

ります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 最後、要望しておきますが、やはり災害

時、災害被災地の避難所というところで
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は、目に見えてはっきりと分かる課題だけ

でなく、権利が侵されていたとしても声を

上げられないでいる人がいるということも

着目した検討が必要だと思っています。 

 避難所で妊婦の方、高齢者や障害をお持

ちの方、環境の変化に対応しづらい方、ま

た、家族同然のペットを飼っていらっしゃ

る方などなど、避難所生活を自ら避けてし

まうような方も少なからずいるという課題

も想定した避難所運営マニュアルの作成、

それから訓練を実施して、地域の皆さんと

共通認識を持って、災害時にも人権が保障

される、尊厳が大事にされる対応を取れる

ような準備を心がけていただきたいと要望

しておきます。 

 次に、災害廃棄物処理計画についてお伺

いいたします。 

 平成３０年、２０１８年度の地震や台風

被害の際の御苦労を御説明いただいており

ます。当時と比べますと、環境センターが

廃止をされるなど、廃棄物処理の条件が変

わってきております。摂津市域において

も、最も大きな災害想定となる上町断層帯

地震の際の災害廃棄物の想定量や処理方法

についてお聞きします。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 今後発生し得る上町

断層帯地震が発生した際の災害廃棄物の対

応についてでございますが、大阪府の推計

によりますと、本市の災害廃棄物発生量は

６３万６，０００トンとされております。

平成３０年度の大阪北部地震の際には、大

阪府全体で１万３，１００トンの災害廃棄

物が発生したと推計されていることから、

比較にならない量の災害廃棄物が発生する

見込みとなっております。 

 また、上町断層帯地震の発生時には、現

在本市のごみを処理している茨木市環境衛

生センターも何らかの被害を受けている可

能性があることから、さらに広域の連携が

必要となってくるものと考えられます。そ

のため、北摂地域においては、平成２７年

に、北摂地域における災害等廃棄物の処理

に係る相互支援協定を、北摂７市３町、豊

中市伊丹市クリーンランド、猪名川上流広

域ごみ処理施設組合と締結しており、災害

等が発生した際の廃棄物処理を円滑に行う

ための相互支援を行う体制を構築しており

ます。 

 また、北摂地域だけで対応できないよう

な災害の場合には、広域自治体と締結して

いる相互応援協定を活用することで対応す

ることになると考えております。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 もう１点お聞きしておきたいのは、平成

３０年度と比べて一般ごみの収集体制が大

きく変わってきているんじゃないかと思う

んです。ごみ収集の民間委託が拡大して、

収集業務に携わる市職員の数も減っている

んじゃないでしょうか。また、災害時に

は、ごみ収集をされる職員の方も被災者と

なっている可能性があります。大きな混乱

の中で、災害廃棄物の収集処理業務につい

て、市の体制の準備状況は大丈夫なのか心

配されますが、いかがでしょうか。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 平成３０年度におけ

るごみ収集担当職員数は、常勤職員２０

名、再任用短時間勤務職員７名、可燃ごみ

の収集委託率は６６％でございました。そ

れに対し、令和６年度でございますが、常

勤職員２０名、暫定再任用短時間勤務職員

４名、普通ごみ収集委託率は７１％でござ

います。収集担当職員につきましては減少

傾向にあり、委託率は増加となっておりま
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す。 

 なお、災害時におけるごみ収集につきま

しては、市内の状況を熟知している直営の

収集担当職員が中心となり、災害廃棄物の

収集に当たるとともに、本市では、廃棄物

収集運搬許可業者８者と災害時等における

応急対策業務に関する協定を締結してお

り、災害廃棄物の収集運搬について、必要

に応じて応援要請ができることとなってお

りますことから、許可業者の協力を得なが

ら対応してまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ぜひしっかりとした準備をし

ていただきたいと思っております。 

 次に聞きたいのは、被災した住民の皆さ

んがどうやって廃棄物を処分したらよいの

か、復旧・復興のために何が大切かなど、

平時より地域全体の共通認識としていくこ

とが大変重要だと思います。地域の災害ご

みの分別であったり集積場所、また備えな

どの知識をしっかり周知していく必要があ

ると思いますが、どのようにお考えか、お

聞かせください。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 災害廃棄物の集積場

所や分別の周知についてでございますが、

摂津市災害廃棄物処理計画を令和５年度に

策定した後、まず、本市ごみ減量推進員の

方々と懇談を行い、その中で、災害廃棄物

の分別や集積所等についての説明を行いま

した。 

 災害廃棄物の仮置場につきましては、本

市が設置するものであり、現状、リサイク

ルプラザを指定しておりますが、災害時住

民用集積所については、地域の方々を中心

に、利用する方々で設置場所を決めていた

だくこととしております。そのため、住宅

密集地など、場所の選定に苦慮している地

域もあり、課題となっておりますことか

ら、そのような地域については、地域の

方々と一緒に協議し、検討してまいりたい

と考えております。 

 また、災害廃棄物につきましては、適正

に分別して排出・集積することで、他地域

のごみ処理施設への搬入もスムーズに行え

ると考えております。地域で行われており

ます自主防災訓練にて災害廃棄物の出し方

についての周知はこれまでも行っており、

今後も引き続き周知啓発が必要と考えてお

ります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 最後、要望として意見を申し上げておき

ます。 

 これまで、過去のごみ減量の取組で、環

境業務課の職員の皆さんの役割が非常に大

きかったことを覚えているんです。地域に

入って、地域の皆さんにごみの分別につい

て丁寧に説明をする。いろんなことを言わ

れながらも、粘り強くお話をしたことで、

ごみ減量を継続して実現できたことを覚え

ています。議会でも多くの議員から、市直

営の職員の役割は非常に大事だったことが

評価されていたと思います。まさにこの災

害ごみの収集や処理においても、こういっ

た非常時において、市直営のごみ収集体制

というのは非常に重要だと改めて感じてい

ます。 

 今、ごみ収集処理の職員数はそれほど減

ってはいない状況のようであります。しか

し、民間委託が進む中で職員数がどんどん

減っていくことも十分想定されます。民間

委託の業務について、民間委託の拡大を抑

制して、市直営でごみの処理がきちんとで

きる体制を強化することを求めておきたい

と思います。地域への周知活動について
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も、ごみ減量の取組と同じように、粘り強

く説明をし、訓練も行うなどして、いざと

いうときに備え、ぜひ準備をしていただき

たいと思います。 

 次に、公共施設跡地の活用についての質

問に移ります。 

 端的に質問します。財政状況は、もちろ

ん変わってきておりますが、今年の６月か

らはそんなに変わっていないと思うんで

す。防災空地という目的を持って売却を凍

結してきた経緯、それから、前市長の答弁

内容について、嶋野市長の下になった現段

階で、その立ち位置、考え方について、変

わらないということが言えるのかどうか確

認しておきたいと思います。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 両小学校跡地につきまして

は、平成２８年度に防災空地として位置づ

けて以降、現在もその位置づけについては

変わっておりません。したがいまして、小

学校跡地の考え方、取扱いといたしまして

は、森山前市長の発言と同じ認識でござい

ます。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 分かりました。目的を持って

残している土地ですので、ぜひ早く具体的

な計画を進めていただきたいと思います。 

 地域の皆さんへの説明という観点からお

聞きします。旧味舌小学校の跡地を、当

面、千里丘小学校建て替え工事の掘削した

土砂置場として活用することについて、地

域住民の皆さんから直接説明を聴いたり、

意見、要望を伝えたりする説明会を開催し

てほしいという声が上がっています。住民

理解を得るためには、こうした説明会が必

要だと思いますが、見解をお伺いいたしま

す。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 地域住民への周知につ

いてでございますが、今年６月に、教育政

策課と資産活用課で味舌地区の連合自治会

へ伺い、掘削土の仮置場として利用する旨

の説明をし、一定の御理解をいただいてい

ると認識しております。また、仮置場の利

用が来年２月からとなるため、以前御要望

いただきました車両通行の安全対策や砂ぼ

こりについての対策を含め、来年１月に改

めて説明に伺う予定でございます。その後

につきましては、地元の声をお聴きしなが

ら周知に努める必要があると考えておりま

す。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ぜひ説明会を開いていただき

たいと強く求めておきます。統廃合のとき

から地域の皆さんと膝を詰めて意見を闘わ

した、そうした歴史のある場所でもありま

す。ポスティングで紙切れ一枚で説明した

ということにならないように、強く説明会

の開催を求めておきます。 

 最後に、市長にお尋ねします。 

 前市長からの引継ぎといいますか、後継

ということで、この跡地の考え方について

も前市長と変わらないということでありま

したが、やはり行政目的がはっきり示され

た公有地であります。本来ならば、いつま

でも売却を選択肢に残すのではなくて、防

災空地として、地域住民の皆さんと一緒に

具体的な計画を策定していくことが必要だ

と考えますが、改めて市長の今の認識をお

伺いしておきます。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 この二つの小学校の跡地につき

ましては、当初、売却をしていくという方

針が示されていましたけれども、先ほど総

務部長が答弁したとおり、平成２８年度に

売却という方針は一度凍結ということにな
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りました。その当時は、全国でいろいろな

大規模地震も起きまして、私が覚えている

のは、熊本県で地震が起きたときに一定の

空き地があったことが非常に大きな効果を

もたらしたんだということもあり、前市長

は、この二つの跡地については、当面、防

災空地ということで、売却については凍結

していくという方向性を示されたと私は理

解しております。 

 当時、たしか前市長が、ほかの低未利用

の土地とは違うんだ、だから、できるだけ

売却は避けていきたい旨をおっしゃったの

は、そういうことであったと理解をしてお

りますし、私もそういう思いは持っており

ます。 

 一方で、これは１回目の総務部長の答弁

の中でもあったと思いますけれども、平成

２８年度からしますと、現在、状況もいろ

いろと変化してきております。人口につい

ても、現在は８万７，０００人ぐらいおら

れて、これから千里丘駅西地区再開発事業

まちができたりしてまいりますので、一時

的に増えるかも分かりません。そういった

状況も考え、当然、財政状況も考えていき

ながら、この低未利用の土地の活用につい

ては、あらゆる検討を除外することなく考

えていきたいということにつきましても一

言申し上げておきたいと思います。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 財政状況の変化もあります

が、災害リスクも非常に高まっています。

避難所や防災空地があるということは、安

心して暮らせるまちということでもありま

すので、一日も早く具体的な防災空地とし

ての行政財産として活用できるような計画

の検討を始めていただきたいと申し上げて

おきます。 

 続いて、鳥飼・鳥飼東小学校の統合につ

いてであります。 

 統合によって児童数、学校規模も大きく

なる一方で、教職員との距離感も微妙に変

化してまいります。そうした環境の変化が

子供たちにいろいろな不安を生じさせるこ

とと思います。統合後の学校現場での体制

強化は当然必要だと思っています。教職員

の重点配置などの検討状況はどうなってい

ますか、お聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 統合当初は、新たな教

育環境となり、子供たちの不安が生じる可

能性もあることから、授業や行事等を合同

で行い、子供たち同士の円滑な人間関係づ

くりに取り組んでおります。 

 また、子供たちにより添い、より丁寧な

支援を行うため、統合に向けて加配教員を

配置できるよう、大阪府教育庁と協議を進

めるとともに、市費会計年度任用職員の配

置を充実できるよう検討しているところで

ございます。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 検討だけでなく、しっかりと

配置をしていただきたいと思っています。 

 昨年１１月に策定された適正規模・適正

配置計画における統合後の児童数、学級数

のシミュレーションでは、２０２６年度の

統合から１年経過した２０２７年度には、

１年生と３年生で、１学年１学級、単学級

となって、学級当たりの児童数も統合しな

かった場合と比べて増加してしまいます。

本来の統合の目的、それから、小規模校や

少人数学級のメリットも大切にしてほしい

という少なくない保護者の皆さんの声にし

っかりと配慮した教職員配置を検討してい

ただきたい。そのことを強く求めておきま

す。 

 その上でお聞きしたいのは、子供たちの
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中には、学校に行きにくい子供、家庭環境

が複雑で様々な配慮が必要なケースがある

と思います。これまで小規模校ならではの

きめ細かな対応を行ってこられたと思いま

すが、統合後のフォローはどのように考え

ておられるか、お聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 子供たちの中には、特

性や様々な家庭背景を抱えるなど配慮が必

要な子供もおります。統合により、子供、

教員、施設も含めて環境が大きく変わるこ

とを踏まえ、より丁寧に子供たちに対応す

る必要があると考えております。統合に伴

い、特に配慮が必要な子供たちの状況を引

き継ぎ、丁寧に対応し、支援体制を強化し

てまいります。 

 また、子供たちが不安やストレスを抱え

ることのないように、必要に応じて、カウ

ンセラー等の専門家による個別相談など、

子供たち一人一人に寄り添った支援を行

い、統合後も安心して通える学校づくりを

進めてまいります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ありがとうございます。 

 統合後の学校づくりについて、現場の教

職員や子供たちとの情報共有、意見を生か

すことが大変重要になってくると思うんで

す。統合協議会では、学校長、教頭、それ

から教育委員会の管理職の方々が関わって

いると思いますが、現場の子供たちや教職

員との情報共有、意見の聴取、また、それ

を生かしていく取組について、どのように

お考えでしょうか。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 これまで、統合に向

け、統合協議会の教育部会を毎月開催し、

両校の管理職をはじめ、教職員と新しい学

校の年間行事や学校運営の組織の在り方で

もある校務分掌について検討を進めてきた

ところでございます。 

 また、子供たちに対しても、両校の子供

たちが仲よくなるためにできることは何か

というテーマで話し合い、子供たちの意見

を生かしながら、授業や校外学習などで共

に活動をしております。 

 引き続き、両校の子供たちや教職員の意

見を聴き、学校現場とともに、過去の統合

経験や他市の事例も参考に取り組んでまい

りたいと考えております。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 それでは、統合後の学童保育

についてもお聞きしておきたいと思いま

す。 

 現在、両校の学童保育は、それぞれ別の

社会福祉法人に運営を委託されています。

学校と学童保育との連携がより求められる

統合後の運営について、直営に戻すべきだ

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 鳥飼小学校、鳥飼東

小学校の統合後の校舎は鳥飼小学校校舎を

活用することから、学童保育室の運営場所

につきましても鳥飼小学校校舎内を予定し

ております。 

 学童保育室の運営につきましては、現

在、鳥飼小学校、鳥飼東小学校ともに民間

事業者に委託しており、それぞれ別々の法

人が運営しておりますが、委託契約期間が

令和７年度末で満了するため、統合後にお

ける学童保育室の運営体制を決定する必要

がございます。 

 現時点では、両校とも委託による運営に

大きな問題はなく、アンケートの結果にお

いても、多くの保護者から運営に満足して

いるとの回答をいただいていることから、

統合後における学童保育室の運営は、引き
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続き民間への委託を考えております。統合

により指導員が変わるなどの環境変化への

対応につきましては、春休み中にでき得る

方策について検討してまいりたいと考えて

おります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 通常の学童保育の民間委託と

は違って、学校、環境も大きく変わってい

くということでありますから、やはり直営

にして、指導員と学校、保護者、先生との

連携を強めていくことが必要だと申し上げ

ておきたいと思います。 

 その上で、通学路が長くなることによっ

て、今、通学支援策としてスクールバスが

検討されていると聞いていますが、学童保

育については下校時間が異なります。スク

ールバスなどの安全な通学支援について、

お考えをお聞かせください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 統合後に鳥飼小学校

で学童保育室を実施する場合には、通学の

際と同様の対応が必要であると考えてお

り、これまで、鳥飼小学校・鳥飼東小学校

統合協議会において、スクールバスの導入

や学童保育利用者を想定したバスの運行な

どの検討を行っていることから、引き続き

協議・検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 最後になりますが、要望して

おきます。 

 これまで、鳥飼小学校、鳥飼東小学校、

それぞれ運動会に行かせていただきます

と、一人一人の児童が本当に主人公になっ

ている様子、生き生きと運動会に自発的に

取り組んでいる姿を見ることができまし

た。先生との信頼関係、距離感もとても近

く感じました。本当にいい学校だと感じま

した。 

 こうした小規模校ならではのメリットを

新しい小学校に生かすためには、しっかり

教職員の配置を行うこと、それから安全対

策を行うこと、何よりも、地域のコミュニ

ティーや防災拠点でもある施設をなくして

でも統合しなければならない目的は、何と

いっても子供たちのためであります。子供

たちに負担がある、不安を大きくするよう

な統合ではなく、安心して通えるような、

帰れるような小学校にしていただくよう

に、さらなる検討を重ねていただきたいと

申し上げて終わります。 

○三好義治議長 安藤議員の質問が終わりま

した。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時１８分 延会） 
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、福住議員及び

藤浦議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 南野議員。 

  （南野直司議員 登壇） 

○南野直司議員 おはようございます。 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 １点目のクラウドファンディング型ふる

さと納税の活用についてでございます。 

 近年、各自治体での活用が増加傾向にあ

ると認識しておりますけども、クラウドフ

ァンディング型ふるさと納税の活用の考え

方についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、２点目の（仮称）摂津まちかどＡ

ＥＤステーションについてでございます。 

 平成１６年８月にスタートいたしました

市民救命サポート・ステーション制度につ

きまして、改めて、制度の概要と目的、そ

して具体的な活動内容についてお聞かせく

ださい。 

 また、サポート・ステーションに御登録

していただいております２３の事業所につ

きまして、ＡＥＤを設置している事業所は

何件か、そして、市内におけるＡＥＤの設

置状況についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 次に、３点目の生活支援有償ボランティ

ア「よりそいクラブ」の支援についてでご

ざいます。 

 これは、本年の第１回定例会代表質問で

も触れさせていただいております。森山前

市長からは、よりそいクラブをさらに活発

に展開していくと御答弁いただいておりま

すけども、取組の実績と、市として認識し

ておられます課題について、まずはお聞か

せいただきたいと思います。 

 １回目、終わります。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 クラウドファンディング

型ふるさと納税の活用についての御質問に

お答えいたします。 

 クラウドファンディング型ふるさと納税

は、確定申告またはワンストップ特例制度

を利用することで、寄附金額の２，０００

円を超える部分について、一定の限度額ま

で所得税、住民税の控除を受けることがで

きるというふるさと納税の仕組みを活用し

つつ、それまでのふるさと納税よりも寄附

金の使い道を具体的にプロジェクト化し、

そのプロジェクトに共感してくださった

方々から寄附を募集するものであり、地域

に貢献したいという思いを具体的な事業に

反映できる仕組みであると認識しておりま

す。今後、他の自治体の事例を参照するな

ど、研究してまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 消防長。 

  （松田消防長 登壇） 

○松田消防長 市民救命サポート・ステーシ

ョン制度についての御質問にお答えいたし

ます。 

 この制度は、摂津市内にある事業所等の

従業員に普通救命講習を受講していただ

き、事業所内のみならず、その付近で発生

した急病人やけが人に対しても迅速に応急

手当をしていただくことを目的とした制度

でございます。御賛同いただきました市内

の事業所等につきまして、その事業所を市

民救命サポート・ステーションに登録し、

普通救命講習の受講を修了した従業員の
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方々を市民救命サポーターとして応急手当

に御協力いただいております。 

 奏功事例といたしまして、数年前、４０

代男性が事業所内で突然倒れ、心肺停止状

態となり、その際、市民救命サポーターが

迅速にＡＥＤや心肺蘇生法を行ったことで

心拍が再開し、社会復帰された事案がござ

いました。 

 現在、市民救命サポート・ステーション

に登録をいただいております２３の事業所

のうち、ＡＥＤを設置されておられる事業

所は１５件でございます。 

 次に、摂津市内におけるＡＥＤの設置状

況でございますが、日本全国ＡＥＤマップ

によりますと、事業所など民間の施設で１

１７件、公共施設につきましては、摂津市

ホームページから６６件と、計１８３件と

なっております。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 生活支援有償ボラン

ティア「よりそいクラブ」についての御質

問にお答えいたします。 

 よりそいクラブは、電球の交換などの軽

微な生活上の困り事支援として、地域住民

の支え合いによって行われており、社会福

祉協議会に配置された生活支援コーディネ

ーターが中心となり、令和３年１１月の市

営三島団地での開始以降、現在、全中学校

区において取組を展開している状況にござ

います。 

 令和５年度の支援件数は１９７件と、令

和４年度６２件と比較して１３５件増加し

ており、登録ボランティアにつきまして

も、令和５年度の担い手登録者数５８人

と、令和４年度の４０人と比較して１８人

増加しております。 

 このような状況を踏まえ、令和６年度よ

り、依頼者からの依頼受付、有償ボランテ

ィアである支援の担い手の調整を担う生活

支援コーディネーターを１名増員し、現在

３名体制で運営しているところでございま

す。 

 今後も、サービス需要の増加は見込まれ

る一方、生活支援コーディネーターにおけ

る利用調整等に係る負担も想定されるた

め、需要と供給バランスを図りつつ、効果

的かつ効率的な運営手法について検討を進

めていく必要があると考えております。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 御答弁ありがとうございま

す。 

 １点目のクラウドファンディング型ふる

さと納税の活用についてでございます。 

 摂津市におきましては、現在は、ふるさ

と寄附金ということで、１２項目から選ん

でいただいて、その中でも市長におまかせ

が一番多いと認識しております。また、ポ

ータルサイトも増やしていただいて、展開

をしていただいております。 

 このクラウドファンディング型ふるさと

納税は、寄附金の使い道を具体的にプロジ

ェクト化し、そして、そのプロジェクトに

共感してくださった方々から寄附を募集し

て、何よりも地域に貢献したいという思い

を具体的な事業に反映できる仕組みである

と認識しておるわけでございます。 

 安威川以南地域に目を向けてみますと、

鳥飼まちづくりグランドデザインというこ

とで大きな事業を展開しております。一方

で、第四中学校区の味生地域に目を向けて

いただきますと、令和８年１０月に竣工予

定であります味生コミュニティセンター建

設に向けて準備を進めていただいておりま

す。 

 もう一つは、第６集会所、大正時代に建
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設された芝居小屋ですけども、今年度に耐

震について点検をしていただいておりま

す。有形文化財として指定されていますけ

ども、これをどうやって残していくかとい

うことで取り組んでいただいております。

大正時代に建設された芝居小屋というのは

大阪府内でほかにはないと思います。こう

いう摂津市の有形文化財にスポットを当て

ていただいて、クラウドファンディング型

ふるさと納税を活用して寄附を募って、そ

して市民の皆さんとともに築き上げていく

という取組をぜひ考えていただきたいと思

います。 

 福島県の昭和村だったと思いますけど

も、築８０年の廃校舎をクラウドファンデ

ィング型ふるさと納税を活用して再生され

て、地域の皆さんの集いの場をつくられた

と認識しておるわけであります。そういっ

た事例をどうか研究して取り組んでいただ

きますよう、これは要望としておきますの

で、よろしくお願いします。 

 それから、続きまして、２点目の（仮

称）摂津まちかどＡＥＤステーションにつ

いてでございます。 

 消防長から、ＡＥＤ活用の奏功事例、あ

るいは設置状況についてお聞かせいただき

ました。 

 町なかで心肺が停止してしまった方に、

救急車が到着するまでの間、ＡＥＤによる

電気ショックを行うことができるよう、市

内においてＡＥＤを設置している事業所や

商業施設などにまちかどＡＥＤステーショ

ンとして登録していただき、ＡＥＤを使用

できる制度を各自治体が展開しております

が、消防本部の考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 現在、本市では、公共施設や

その場に設置されたＡＥＤを使用して処置

をしていただくように啓発を行っておりま

す。 

 今後につきましては、市民救命サポー

ト・ステーション登録事業所の中で、ＡＥ

Ｄを設置されておられる事業所にも御協力

をお願いし、御賛同を得ることができれ

ば、ホームページなどへ掲載するなど、市

民の皆様に周知できるよう検討してまいり

ます。 

 また、市民救命サポート・ステーション

に未登録の市内のＡＥＤ設置事業所につき

ましても、まずは各事業所の御理解と御賛

同を得ることが必要でありますので、丁寧

な説明をいたしまして、御協力をいただけ

る事業所を募ってまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 （仮称）摂津まちかどＡＥ

Ｄステーションとして御登録の働きかけを

どうかよろしくお願いいたします。 

 もう１点お聞かせいただきたいのは、日

常生活の中で、この事業所はまちかどＡＥ

Ｄステーションだと地域住民が一目で分か

るようなステッカーや看板の交付について

の考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 まずは、摂津市内の市民救命

サポート・ステーションに御登録いただい

ており、なおかつＡＥＤを設置されておら

れる事業所において、賛同が得られました

ら、屋外から見やすい場所にＡＥＤが設置

されていることが分かるステッカーなどを

掲示できないか、協力依頼をしてまいりた

いと考えております。 

 また、その他のＡＥＤ設置事業所につき

ましても、今後、市民救命サポート・ステ
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ーションとして御登録いただけるよう働き

かけるとともに、賛同いただければ、市民

救命サポーターの要請や設置ステッカーの

御協力についても依頼してまいりたいと考

えております。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 ＡＥＤを使用した救命事例

も増えておりますけども、より一層有効に

使用されるためには、日頃から地域住民が

ＡＥＤの設置場所を認識することが大事で

あると思います。そこで、スマートフォン

などでＡＥＤ設置場所をすぐに確認できる

日本全国ＡＥＤマップの活用を周知する必

要があると認識いたしますが、考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 市民の皆様が市内のどこにＡ

ＥＤがあるのか、また、設置している場所

を簡単に素早く確認できることは、大変重

要なことであると認識しております。 

 日本全国ＡＥＤマップにつきましては、

本市のホームページ上にリンクを作成いた

しまして、市民の皆様にも簡便に御利用い

ただけるよう工夫したいと考えておりま

す。 

 また、自主防災訓練などの救急ブースに

日本全国ＡＥＤマップにアクセスできるＱ

Ｒコードを掲示し、スマートフォンで確認

していただくなど、周知活動を実施し、救

命率の向上を目指すとともに、ＡＥＤを含

め、心肺蘇生の重要性を訴えてまいりま

す。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 どうか日本全国ＡＥＤマッ

プの活用の周知をお願いしたいと思いま

す。 

 先日、私自身も、消防団として消防本部

で普通救命講習を受けさせていただきまし

て、そのときに改めて、自分自身がＡＥＤ

はどこにあったかなと。近くでは摂津小学

校、第一中学校には設置していると認識し

ていたんですけども、市内のどこにＡＥＤ

が設置されているか認識していなかったの

で、今回質問させていただいたんです。 

 （資料を示す）これは愛媛県の今治市の

ステッカーなんですけども、こういうステ

ッカーを登録いただいたところに貼らせて

いただいて、ふだんの生活の中で、ここの

事業所、ここの福祉施設にはＡＥＤが設置

されていて貸し出していただけるんだ、こ

こに行けばＡＥＤがあるんだとふだんから

認識しておけば、早くＡＥＤを取りに行け

るということであります。多くの事業所の

御協力が要りますけども、どうか一件一件

回っていただいて御登録いただきますよ

う、よろしくお願いいたしまして要望とさ

せていただきます。 

 次の３点目の生活支援有償ボランティア

「よりそいクラブ」の支援についてでござ

いますけども、どうか効率的な運営が展開

できるように、生活支援コーディネーター

など社会福祉協議会との連携をよろしくお

願いします。 

 もう１点お聞かせいただきたいのは、御

登録いただいておりますボランティアの

方々や生活支援コーディネーターなど、人

的資源を有効に活用しながら、よりそいク

ラブの取組をさらに活発に展開していただ

きたいと考えますが、そのためには、より

多くの方によりそいクラブを知っていただ

く必要があると認識をいたします。周知活

動についてお聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 よりそいクラブにつ

きましては、高齢者のための福祉サービス

をまとめた冊子に掲載し、窓口等で市民に
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配布しているほか、ケアマネジャーやライ

フサポーターなど高齢者を支援する関係者

に配布し、日々の活動の中で市民等への周

知を図っていただくよう依頼しているとこ

ろでございます。 

 また、介護の日イベントをはじめ、各種

イベントでのチラシの配布や、民生児童委

員協議会の定例会において取組の案内を行

うなど、支援を必要とする高齢者の活用に

つながるよう、機会を捉えた周知に取り組

んでいるところでございます。 

 これらの取組に加えまして、社会福祉協

議会のホームページ掲載や、せっつ社協ニ

ュースにて周知を行っていただいていると

ころでございます。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 これまでの周知についてお

聞かせいただきました。 

 近年、高齢者の増加が今後も見込まれる

中で、情報通信技術を使える人と使えない

人の間に生まれる差、いわゆるデジタルデ

バイドに注目が集まっております。例え

ば、せっつ社協ニュースにおきましては、

自治会を通じて約２万世帯への配布となっ

ております。一方で、広報せっつは全世帯

への配布でありますので、このデジタルデ

バイド解消に向け、広報せっつの高齢・障

害福祉の掲載スペースを拡大していただけ

ないでしょうか。考えをお聞かせいただき

たいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 広報せっつでございます

が、本市における事業内容や活動状況を市

民の方々に広くお知らせしまして御理解い

ただくなど、本市への愛着を持っていただ

くことを趣旨とするものでございます。ス

マートフォン等の情報通信技術を活用され

る方が増えるとともに、議員がおっしゃら

れましたように、デジタルデバイドが問題

となっている状況でございます。 

 そういった中、広報せっつにおきまして

は、ＱＲコードをできる限り掲載すること

で詳細な内容をホームページで見ていただ

く取組をすることによって、より多くの情

報を掲載する工夫を行っているところでご

ざいます。また、必要に応じまして、高

齢・障害福祉の掲載スペースを拡大すると

いう調整も行っているところでございま

す。今後も、創意工夫を凝らし、多くの市

民に必要な情報を発信できるよう、広報せ

っつの編集を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 市長公室長から御答弁いた

だきました。１２月号広報紙の高齢と障害

福祉のページは１ページと半分なんです。

もうあと１ページ半、３ページぐらいは必

要かと思います。ページ数を増やします

と、年間３００万円か４００万円ほどアッ

プになると認識しておりますけども、どう

か今後増やしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 よりそいクラブにつきましては、摂津市

の実情に合った助け合い、支え合いの制度

だと僕は認識をしておりまして、市長もそ

のように思っていただいていると思いま

す。摂津市が目指しますまちづくりの将来

像、みんなが育むつながりのまちの構築に

何よりも大事な取組だと思いますけども、

市長のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 よりそいクラブについて答弁さ

せていただきます。 

 全国的にどんどん人口が減っておりまし

て、摂津市も、確かに一時的な住宅の開発
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によりまして微増という状況にあるのかも

分かりませんが、大きな流れでいいます

と、人口は減っていっておりますし、ま

た、少子化と高齢化も進んでいる状況にご

ざいます。 

 よりそいクラブの果たしている様々な取

組は、二昔以上前であれば市域の皆さんで

支え合ってできていたのかも分からないで

す。しかし、自治会の加入率の低下であり

ますとか高齢化によりまして、そういった

ことは難しくなってきていると思います。 

 じゃあ、このままでいいのか。今後、高

齢者のみの世帯も増えていくでしょうし、

高齢者の単身世帯も間違いなく増えていく

と思うんです。そういった皆さんが安心し

て住み続けていただくことを考えますと、

やはり新たなつながりをつくっていくこと

は非常に大事な課題だろうと認識をしてお

ります。 

 このよりそいクラブの担い手の方をどう

拡充していくのか。そして、案内も含めて

議員から御指摘いただきましたけれども、

そこも工夫をしていかなくてはなりません

が、実は、私は大きな可能性も感じていま

す。 

 先日、いきいきカレッジの閉校式がござ

いまして、議長はふれあいの里に出席をさ

れまして、私はせっつ桜苑に出席をいたし

ました。そこでいきいきカレッジを卒業さ

れた方が、せっつ桜苑で展開したつどい場

にボランティアとして参加していただいて

いるという話も伺いました。そういった方

が多くの皆さんを支えていただく側に回っ

ているんだと非常に心強く感じましたし、

摂津市の中では、こういった地域の困り事

に支え手としてお力を貸していただく方が

おられるんだと、その可能性を感じたとこ

ろでございます。また、今までになかった

発想で、支え手についてもこれから募って

いきたいとも思っているところでございま

す。 

 そこでまた新たなつながりが生まれてい

って、そのことが我々の目指すウェルビー

イングに基づいたまちづくりに必ずやつな

がっていくと感じております。ぜひこの取

組については、さらに注目をしてしっかり

支えていきたいと思っているところでござ

います。 

○三好義治議長 南野議員。 

○南野直司議員 ありがとうございます。市

長から力強い御答弁をいただきました。 

 摂津市は、１４．８７平方キロメートル

と、大阪府の中でも本当にコンパクトなま

ちであるからこそ、どこの地域よりも力強

くこういった支え合いの取組ができていく

と思います。私は、やがてこのよりそいク

ラブの取組が重層的支援にもつながってい

くんじゃないかと。市役所の職員、あるい

はボランティアの方がおうちに行く機会っ

てなかなかないんです。おうちに行けば、

やっぱり何か違う相談を受ける場合もある

と思います。しっかりとよりそいクラブを

市として支援していただきますように、よ

ろしくお願いしまして質問を終わります。 

○三好義治議長 南野議員の質問が終わりま

した。 

 次に、増永議員。 

  （増永和起議員 登壇） 

○増永和起議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 １番目に、企業責任とＰＦＯＡの健康影

響についてです。 

 まず、遮水壁について４点お聞きしま

す。 

 １点目は、遮水壁の構造についてです。 

 ダイキン工業株式会社が現在行っている
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工事は、ＰＦＯＡ汚染水流出防止対策とし

て、水を遮る壁、遮水壁で敷地周囲を囲む

ものです。敷地外にも効果があると説明し

ています。工場の立地する地層は、第１帯

水層、第２帯水層と層状になっていると聞

きますが、遮水壁の構造について教えてく

ださい。 

 ２点目、遮水壁は第１帯水層の流出防止

対策ですが、第２帯水層には汚染はないの

か、お答えください。 

 ３点目、第２帯水層の濃度は調査してい

るのか。 

 ４点目、１点目から３点目までのダイキ

ン工業株式会社の説明を受けての摂津市の

考えを伺います。 

 以上は１番目の質問です。 

 ２番目に、子育て支援に就学援助制度を

活用することについて質問します。 

 子供の貧困が社会問題化し、２０１９年

には、子供の貧困対策に関する大綱が閣議

決定されました。就学援助の適切な運用、

市町村における活用充実、必要な世帯に活

用されるためのきめ細かい周知広報が求め

られています。就学援助制度の説明と摂津

市の認識を伺います。 

 ３番目に、東別府コンビニ前の道路に押

しボタン信号を設置することについてで

す。 

 東別府地域のコンビニ前の道路には、横

断歩道はあるのですが、車がなかなか止ま

りません。片側車線だけ渋滞していると

き、横断歩道を渡ろうとすると、もう片方

の車線の車が一旦停止せずに走るので、大

変危険です。横断歩道に押しボタン信号を

設置してほしいとの声が上がっています

が、いかがでしょうか。 

 １回目の質問は以上です。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 ペルフルオロオクタン

酸、通称ＰＦＯＡに係る市内化学メーカー

の遮水壁の設置等を含む４点の御質問にお

答えさせていただきます。 

 遮水壁につきましては、市内化学メーカ

ーにおいて、恒久的な流出防止対策とし

て、専門家の指導の下、遮水壁で物理的な

遮断をし、周辺の地下水の水位より敷地内

の地下水の水位を低く保つことにより、地

下水を敷地内にとどめる効果があると判断

され、設置が進められております。 

 市内化学メーカーの地層は、地表から第

１帯水層、粘土層、第２帯水層と構成され

ております。不透水層と呼ばれる粘土層は

地下１０メートル付近にあり、この粘土層

に矢板工法により遮水壁を打ち込み、遮水

壁と粘土層で第１帯水層の水を封じ込め、

流出防止を図られております。 

 ２点目、第２帯水層への影響に関しての

御質問かと思うんですけれども、市内化学

メーカーへの確認で、第２帯水層の上部に

位置する不透水層のＰＦＯＡ濃度を測定

し、その濃度低減から不透水層が機能して

いることを検証し、専門家の助言も踏まえ

て現在の対策を決定し、進めているとのこ

とでございます。本市としましては、遮水

壁の設置工事はまだ完了しておらず、今後

も工事を進められる予定でございますの

で、工事の進行とともに、大阪府とその効

果を確認してまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目、濃度についての御質問かと思い

ますが、第２帯水層の水質検査につきまし

ては、市内化学メーカーからの情報開示は

ないところでございます。第２帯水層への

影響につきましては、先ほども申し上げて

おりますように、不透水層である粘土層の
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濃度測定を実施し、その機能性の検証によ

り判断されております。その判断は、専門

家の指導の下、第三者の目で検証された対

策でございます。 

 ４点目、本市としましては、引き続き、

市内化学メーカーの自主的な取組効果を大

阪府とともに確認してまいりたいと考えて

おります。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 就学援助制度の内容

と制度に対する市の認識についての御質問

にお答えいたします。 

 就学援助制度は、学校教育法第１９条に

基づき、経済的な理由により就学が困難な

児童・生徒の保護者に対し、学用品費や入

学準備金、学校給食費など、就学に必要な

費用の援助を行うものでございます。 

 本市といたしましては、これまでも、支

給費目の拡大や単価の改正など、就学援助

制度の充実に努めてまいりましたが、今後

も、全ての児童・生徒が等しく義務教育を

受けることができるよう、子供の貧困対策

の土台となる制度として取り組んでまいり

たいと考えております。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 押しボタン式信号機の設置

についての御質問にお答えします。 

 議員が御指摘の場所につきましては、府

道正雀一津屋線に市道東別府４１号線と別

府１６号線が接続しており、横断歩道と道

路反射鏡による安全対策を講じている交差

点でございます。 

 当該交差点における押しボタン式信号機

の設置につきましては、摂津警察署に確認

しましたところ、警察庁が制定しておりま

す信号機設置の指針に基づき設置の可否を

判断することになっており、令和３年に大

阪府警本部が歩行者の通行量や車両の通行

状況等について現状を検証した結果、押し

ボタン式信号機の設置には至っていないと

伺っております。 

 そのため、市で実施可能な交通安全啓発

として、府道を通行する車両に対し、当該

交差点における歩行者の横断に対して注意

を促す看板の設置を大阪府茨木土木事務所

へ要望してまいります。 

 また、摂津警察署には、横断歩道の一時

停止の取締りを要望するとともに、歩行者

の通行量などが大きく変化するような状況

があった際には、改めて押しボタン式信号

機の設置を要望してまいります。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ２回目の質問からは一問一

答形式で行います。 

 まず、ＰＦＯＡ汚染についてです。 

 粘土層の機能のお答えでございました。

粘土層に矢板を打ち込んで第１帯水層を止

めたとしても、第２帯水層に汚染水があれ

ば流れ出します。第２帯水層は汚染がない

ということでよろしいのでしょうか、再度

お聞きします。はっきりお答えください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 粘土層に関しまして

は、土質学的において、粘土は土の粒子が

小さいため、土の粒子の間隔が狭くて密に

なっており、不透水層であるとされており

ます。環境省のガイドラインでも、不透水

層は透水係数が１秒当たり１０のマイナス

７乗以下である地層ということになってお

り、粘土層はこれに当たると考えられてお

ります。これらのことから、不透水層がご

ざいますので、第２帯水層に関しまして、

市内化学メーカーの説明があるように、第

１帯水層の中に閉じ込められておると考え
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ております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 第２帯水層は汚染がない、

不透水層があるから下へ通らないというお

話でございました。 

 大阪府のホームページに過去の摂津市内

の調査結果が出ています。平成１９年、つ

まり２００７年１２月２６日公表資料によ

りますと、ダイキン工業株式会社敷地内の

第２帯水層観測井戸Ａ－２、深さは約２５

メートル、ＰＦＯＡ濃度３万２，０００ナ

ノグラム毎リットルでございます。環境省

が全国一とした近隣の井戸と同等の高濃度

です。第２帯水層にも高濃度汚染はあるの

ではないですか。お答えください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 御質問は、市内化学メ

ーカーの井戸のお話かと思います。粘土層

を突き抜けて第２帯水層まで及んでいると

の懸念が過去にあったということでござい

ます。しかしながら、現在、市内化学メー

カーでは、敷地内に１００か所以上のボー

リング調査を実施されておりまして、調査

によるシミュレーションの結果、専門家の

指導の下に現在の遮水壁の設置を判断され

ております。この判断を踏まえ、市内化学

メーカーの自主的な取組の効果を大阪府と

ともに確認していきたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 いや、おかしいでしょう。

このとき第１帯水層Ａ－１も調べているん

です。ここでは１５万ナノグラム毎リット

ルの値が出ています。その下の２５メート

ル、ここで３万２，０００ナノグラム毎リ

ットルです。単純に考えて５分の１が下へ

流れているのに、粘土層に何かして改善し

たのか。過去にこういう濃度が出ているこ

とについて、それが下がっていったわけで

しょう。それを、今は測ってありませんっ

て、数字も言わないで、そんなことは納得

いかないです。数字を言ってください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 改めて御答弁させてい

ただきますけれども、本市としましては、

第２帯水層の水質検査に関しましては、市

内化学メーカーからの情報開示はされてお

りませんので、数字はお答えできません。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 それで市民は納得できます

か。２００７年の当時に３万２，０００ナ

ノグラム毎リットルあったんです。南別府

町の井戸がたしか２万ナノグラム毎リット

ルから３万ナノグラム毎リットルやったと

思います。今、南別府町の井戸が下がりま

したと言われて２，０００ナノグラム毎リ

ットルです。高い濃度です。 

 これは、どんだけ下がったと言われて

も、第２帯水層に汚染がないなんて、そん

なことをダイキン工業株式会社が言ってい

るから信用する。汚染はありません、そう

いうことでいいのか。そして、既に流れ出

しているという事実がある状態で、不透水

層だから大丈夫ですと、そんなことがよく

言えるなと思います。もう１回御答弁をお

願いいたします。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 繰り返しになりますけ

れども、まず、議員からも御説明がござい

ましたように、第１帯水層に閉じ込めると

いう考え方でされております。それらのこ

とに関しましては、御説明もさせていただ

いたように、不透水層等も含めて専門家の

助言も踏まえて決定しておりますので、本

市といたしましても、事業所の対策をしっ

かりと進めていただくように、効果も含め
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て確認していきたいと考えております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 そんないいかげんな答弁で

いいんですか。じゃあ、何で２００７年の

当時は下へ漏れたんですか。お答えくださ

い。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 ２００７年の状況につ

いて、今の状況で御判断できるような資料

はございませんが、先ほども御説明させて

いただきましたように、粘土層がございま

す。以前の数値は御説明いただいておりま

すけれども、現在のところ、市内化学メー

カーからは、不透水層を測っており、その

中に閉じ込められていると報告をいただい

ております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 それは隠蔽です。ダイキン

工業株式会社が隠蔽をしてきたのか、それ

とも、それと一緒になって、摂津市もこう

いうことを知っておきながら市民に対して

隠蔽したのか。この問題は本当にいいかげ

んにしていい問題ではありません。皆さ

ん、第１帯水層がちゃんと出来上がったら

汚染がだんだん減っていくという説明を受

けて、早くそうなったらいいと思ってるわ

けです。なのに、第２帯水層に高濃度の汚

染が残っていたとしたら、これは市民をだ

ます行為です。議会に対してもだます行為

です。これはそのままではほっておけませ

ん。 

 前は何でそれが下へ漏れたのか。そし

て、もし漏れないと言うのであれば、どう

いうことをしたからこれが漏れなくなった

のか。そして、２００７年から今に至るま

で、２００７年の数値はもう公表されてい

るんですから、この後の数字が出たって怖

くないでしょう。後の経過、今が何ぼなの

かを全部出させて、摂津市はダイキン工業

株式会社に対して企業の責任として市民説

明会を開くように要請すべきです。どうで

すか。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 御答弁をさせていただ

いておりますけれども、この取組は、まず

は企業の自主的な取組が前提になっており

ます。おっしゃっていただいているＰＦＯ

Ａに関しましても、暫定目標値が現状とし

てございます。土壌に関しましては、暫定

的に調べる手法がやっと国から示された現

状でございます。 

 これらのことを鑑みて、以前から、大阪

府等の指導の下、摂津市も含め３者会議を

開いて進めさせていただいた経過がござい

ますので、まずは自主的な取組を促してい

くことが私たちにとっては大事ではないか

と考えております。その中で、事業所とし

て市内化学メーカーが進めている遮水壁の

取組をいろんな専門家も入られて進めてお

ります。それらの取組を進めていくことを

本市も大阪府も含めてやっていくのがまず

第一ではないかと思っております。 

 議員が御指摘の第２帯水層に関しまして

は、御心配ということでございますけれど

も、現在のところ、市内化学メーカーの説

明では、不透水層を測っていることで、第

２帯水層の心配に関しましては、封じ込め

ができているという御判断であると考えて

おります。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ダイキン工業株式会社の代

弁者としてお答えになったとしか思えませ

ん。摂津市は、市民の命と健康、財産、こ

れを守るのが役割です。抗議しておきま

す。しっかりとした説明をこれから果たし

ていってください。何で昔は通ったのに今
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が通らないのか調べてください。 

 次に行きます。ＰＦＯＡの健康調査につ

いて伺います。 

 市のホームページには、国の暫定目標値

を十分に下回っており、安全性に問題がな

いと書かれていますが、摂津市の水道水は

健康影響はない、安全だと言い切れるの

か。現在の摂津市の水道水の濃度とアメリ

カの基準値の濃度をお答えください。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 太中浄水場の自己水の

混合原水における有機フッ素化合物ＰＦＯ

Ｓ及びＰＦＯＡの９月の測定値は１１ナノ

グラム毎リットル、大阪広域水道企業団水

の１１月の測定値は７ナノグラム毎リット

ルでありました。 

 アメリカにおいては、２０２４年４月

に、現時点での分析能力を考慮して、ＰＦ

ＯＳ４ナノグラム毎リットル、ＰＦＯＡ４

ナノグラム毎リットルの規制値が公表さ

れ、３年以内のモニタリングを実施し、基

準を超過した場合は５年以内に削減措置を

行うこととされています。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 アメリカの基準からする

と、摂津市の水道水はアウトです。日本の

暫定目標値５０ナノグラム毎リットルは２

０２０年に設定されました。２０２３年１

１月、ＷＨＯの国際がん研究機関ＩＡＲＣ

が、ＰＦＯＡをグループ１に引き上げ、発

がん性があると認定しました。その後、ア

メリカやヨーロッパでは基準値引下げの動

きが出ています。 

 今年、つまり２０２４年には、日本でも

動きがありました。６月、内閣府食品安全

委員会がＰＦＡＳについての評価書を発

表。それを受けて、８月には、環境省がＰ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集を書き

換え、１１月にＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関

する対応の手引きを第２版に更新したので

す。食品安全委員会の評価書は、耐容一日

摂取量、通称ＴＤＩを設定いたしました。

ＴＤＩについて、水の暫定目標値との関係

も説明してください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 それでは、食品安全委

員会のＴＤＩの考え方と水の暫定目標値の

設定の考え方についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 水の暫定目標値は、令和２年当時の科学

的知見に基づき、体重５０キログラムの人

が水を一生涯にわたって毎日２リットル飲

用したとしても、この濃度以下であれば人

の健康に悪影響が生じないと考えられる水

準を基に設定されたと、環境省が発出する

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集に記

載されております。 

 具体的には、まず、動物実験で観察され

た動物の子供の体重減少等から、種差や個

体差を考慮して、１日当たりの耐容摂取

量、通称ＴＤＩを算出するとあります。 

 暫定目標値を設定する際のＴＤＩは、食

品安全委員会が示した体重１キログラム当

たり２０ナノグラムを採用しており、飲用

水からのＰＦＯＳ等の摂取量がＴＤＩの１

０％以下になるように安全側に立って計算

すると、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの評価値はそ

れぞれ５０ナノグラム毎リットルとなり、

さらに安全側の観点から、ＰＦＯＳとＰＦ

ＯＡの合計値として、５０ナノグラム毎リ

ットル以下を目標として定めているとのこ

とでございます。 

 このように、国の役割として、知見の集

積により暫定の目標値が定まっているとこ

ろであり、国の対応の手引きに基づき、大

阪府においては継続的な水環境の監視を、
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本市の役割としては、暫定目標値を超過し

た飲用水を飲まないように啓発を、また、

上下水道部において水道水の定期的な水質

検査を実施しているところでございます。

今後もそれぞれの役割に応じて遂行してま

いりたいと思っております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 聞いていないところまであ

りがとうございます。 

 評価書は、残念ながら、それまでの水の

暫定目標値の考え方を追認したＴＤＩを設

定しましたが、これは、世界でこの間行わ

れてきた人への新しい疫学研究を、まだ証

拠が不十分、限定的と言って採用せず、古

い動物実験の結果を採用したものです。し

かし、評価書は、新しい研究結果を否定

し、今までの考え方でよしとしたわけでは

ありません。健康影響に関する情報が不足

し、不明な点が多い中、まずは今回設定し

たＴＤＩを踏まえた対応が速やかに取られ

ることが重要とし、科学的知見が集積して

くれば、ＴＤＩを見直す根拠となる可能性

はあると言っています。ＴＤＩ設定の時点

で既に見直しについても言及しているんで

す。評価書９ページの２段落目を御紹介く

ださい。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 食品安全委員会のＰＦ

ＡＳ評価書では、将来的に、今回の検討時

には不十分であったＰＦＡＳの健康影響に

関する研究・調査結果の一貫性、影響の度

合いの臨床的意義、用量反応関係等に関す

る情報等の科学的知見が集積してくれば、

ＴＤＩを見直す根拠となる可能性があると

記載されております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 この評価書を読んで、今回

設定されたＴＤＩ以下であれば絶対に安全

だと宣言したものだと思われますか。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 現在、この評価書は、

国がいろんな過去の論文等を検証された結

果、委員の方も現状の非常に専門的な方々

が集まって、パブリックコメント等もしっ

かりとされた上での基準と考えており、こ

の評価書を環境省とか農林水産省等にもリ

スク管理機関として送っておりますので、

まずはそれらの動きを見ながら確認するの

が市の立場かと思っております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 今回の評価書は、これ以上

の値は駄目だというＴＤＩを決め、対応を

早期に進めるためにつくられたものであ

り、これ以下なら安全だと宣言したもので

はありません。今後引き下げることも十分

あり得る流動的なものだと受け止めるべき

です。よって、評価書を受けて環境省が改

訂したＱ＆Ａ集も、暫定目標値以下なら安

全だとは書いていません。Ｑ＆Ａ集８ペー

ジ、Ｑ５とその答えを御紹介ください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに

関するＱ＆Ａ集では、日本の水道に係る暫

定目標値の５０ナノグラム毎リットルは甘

過ぎるのではないかとの問いがございま

す。現在の暫定目標値は、令和２年当時に

おける安全側に立った考え方を基に設定さ

れており、引き続き、各国、各機関によ

り、さらなる検討がなされており、我が国

においても、最新の科学的知見に基づき、

暫定目標値の取扱いについて専門家による

検討が進められている旨の記載がございま

す。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ちょっと読み飛ばしはあり

ましたけども、まあいいです。暫定目標値
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は４年前の古いもので、今後、最新の知見

に基づき検討していくと書いています。 

 同じく改定された手引き第２版７ページ

の必要に応じて説明することを御紹介くだ

さい。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 目標値等について

は、２０２０年当時の科学的知見に基づ

き、体重５０キログラムの人が水を一生涯

にわたって毎日２リットル飲用したとして

も、この濃度以下であれば人の健康に悪影

響が生じないと考えられる水準を基に設定

されたものであること、それから、現在、

目標値等の取扱いについて最新の科学的知

見等を踏まえて専門家による検討が進めら

れていること、健康影響に関する情報が不

足しており、不明な点が多いことから、さ

らなる科学的知見の集積に向けて、ＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡの健康への影響について調査

や研究が進められていることと記載されて

おります。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 手引きも同様に古いものだ

ということを言っています。 

 さて、摂津市は、現在、水道水がこの暫

定目標値以下なら健康に影響はない、安

全・安心と宣言していいとお考えですか。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 日本の水質の暫定目

標値は、２０２０年に、当時の科学的知見

に基づき５０ナノグラム毎リットル以下と

設定されております。この目標値は、当

時、国が持っている知見から、体重５０キ

ログラムの人が水を一生涯にわたって毎日

２リットル飲用したとしても、この濃度以

下であれば人の健康に悪影響が生じないと

考えられる水準でございますので、基礎自

治体として、国が示した目標値を下回って

いる限りは、現時点では健康影響が生じる

ものではないと考えております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 どこに安全って書いてある

んですか。安全と言うんだったら、安全と

どこに書いてあるという根拠を示してくだ

さい。私は、根拠を示しながら、これは２

０２０年当時の話で、今考えている最中だ

から、この値を上回ったら駄目、急いで対

策しましょうと。これを下回ったらオーケ

ーってどこに書いているんですか。根拠を

示してください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 この目標値を下回っ

ている限りは健康影響がない、また、現在

のところ国内において健康影響があった事

例がないという報告もございます。先ほど

申し上げましたとおり、基礎自治体として

は、現在のところ、この国が示した目標値

を下回っている限りは健康影響がないとい

う判断をさせていただいております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 いや、安全ってどこに書い

ているんですかと聞いているんです。この

値以下なら健康影響はないってどこに書い

てあるんですか。被害の確認は後でまた述

べますので、そこをちゃんと言ってくださ

い。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 国が示しております

対応の手引き、それから、Ｑ＆Ａ集に明確

に安全という言葉は使っておりませんけれ

ども、健康影響が生じるものではないとい

う表現がございますので、我々としては、

その言葉をもって、この目標値を守ってい

きたいと考えております。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 厚生労働省の通知等々により
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ますと、暫定目標値以下の水は飲んでは駄

目だということにはなっていないことは事

実でございます。それ以下の水を飲んでは

あかんという通知はないと私らも認識して

おりますので、飲んではいけないという通

知がないということは、飲用していいです

というのが我々基礎自治体の考えでござい

ます。保健福祉部長はそういう意味で答弁

したと理解をいたしております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 飲んではいけないとはもち

ろん書いていません。それ以上の水を飲ん

だらあかんということを徹底しましょうと

書いてあるわけです。それ以上は駄目で

す、これは理解が一緒です。それ以下がど

うなのかというのは今調べていますという

のが答えなんじゃないんですか。だから、

安全でもなければ、健康影響がないとかそ

ういうことは言い切れない。飲んだらあか

んまでは言われへんけれども、今調べてい

るのでお待ちくださいというのが、食品安

全委員会の評価書からの流れについては全

部そうだと思うんです。 

 そやのに、これは大丈夫です、安全です

って、そんなことを言って、後でごろっと

値が変わったら、いや、あれ飲んでたやな

いのという話になるじゃないですか。摂津

市が太鼓判を押したことになるんです。そ

こは皆さんがおっしゃっている正確な情報

を伝えてください。手引きについても、Ｑ

＆Ａ集についても、正確にしようと思って

専門家が考えて一生懸命作っているんで

す。それを勝手に摂津市の解釈でねじ曲げ

ないようにしていただきたいと思います。 

 次に、母子への影響について伺います。 

 環境省が行っているエコチル調査で、母

親のＰＦＯＡ等の血中濃度が高いほど子供

の染色体異常の発生が多い傾向が見られた

との結果が出ました。エコチル調査とはど

ういうものか、母親から胎児へのＰＦＯＡ

等の移行のメカニズム、今回の調査結果に

ついても教えてください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 エコチル調査は、環

境省が企画立案し、胎児期から小児期にか

けての化学物質への暴露が子供の健康に与

える影響を明らかにするため、平成２２年

度から、１０万組の親子を対象として、大

規模かつ長期にわたる出生コホート調査と

して行われており、世界的にも注目をされ

ているものでございます。 

 令和６年９月に信州大学が発表したエコ

チル調査に関する論文では、母親のＰＦＡ

Ｓ暴露が子供の染色体に影響を及ぼす可能

性が示唆されております。一方で、今回得

られた結果をもって、すぐにＰＦＡＳと染

色体異常の関連性を結論づけることはでき

ないことが記されております。今後、生物

学的なメカニズムに関する実験研究や父親

の精子に着目した研究、妊娠前からの追跡

調査等の必要性があることも示されるな

ど、さらなる研究の必要性を提案した重要

な研究とされているところでございます。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ありがとうございます。 

 妊婦から胎盤とか臍帯血を通じて胎児へ

ＰＦＯＡが移行することの調査でございま

す。おっしゃっていただいたように、信州

大学研究チームの論文は、世界的な学術誌

に認められ、公表されました。症例が少な

いとか、染色体異常のほとんどが流産にな

ってしまう。ところが、この流産の分は今

回の調査には含まれていないということ

で、ＰＦＯＡと染色体異常の関連について

は妊娠前からの追跡調査等が必要であるこ

とを示しました大変重大な研究です。 
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 欧米では、子供への影響をリスク評価の

際に重視し、予防原則の観点から厳しい基

準に変更しています。未来を担う子供たち

のために、安全神話を流すのではなく、国

に対してより厳しい基準をと求めていくべ

きだと思いませんか。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 今回のエコチル調

査、信州大学の論文ですけれども、この論

文から我々が確認できるのは、既に国の機

関でさらなる調査がされていることも分か

っておりますので、現時点ではそういう状

況の推移を見守るということであると考え

ております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ＮＨＫスペシャルで、岡山

県吉備中央町の３度流産をした女性が、Ｐ

ＦＡＳと流産との関連について明らかにし

てほしいと語っておられました。さっきも

話に出てきましたが、国はＰＦＯＡ等によ

る健康被害は確認されていないと言いまし

た。それは、被害を確認する調査をしてい

ないからです。被害が拡大してから行政の

無作為が問われるようなことにしてはいけ

ないと思っています。 

 次に、血液検査について伺います。 

 食品安全委員会の評価書は、今後への課

題として、汚染地域での血液検査について

検討することが重要としています。これは

以前御紹介いただきました評価書を受けて

改定した環境省の手引き第２版にはどう記

述しているか、８ページの「なお」以下を

御紹介ください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 今回改定された手引

きにつきましては、リスク評価機関である

食品安全委員会が令和６年６月に発出した

有機フッ素化合物の食品健康影響評価に、

国や自治体等が血中ＰＦＡＳ濃度測定を実

施する場合は、その目的や対象者、実施方

法、フォローアップの方法等について慎重

に検討する必要があると記載したことを受

け、リスク管理機関である環境省がリスク

管理の一環として記載したものだと考えて

おります。 

 一方で、リスク管理機関である環境省の

見解として、評価書発出後の令和６年８月

に更新されましたＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関

するＱ＆Ａ集では、現段階では、どの程度

の血中濃度でどのような健康影響が個人に

生じるかについて明らかになっていないと

いう見解に変わりはないため、現状、市と

して独自の血液検査を実施する予定はござ

いません。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 御紹介くださいと言っただ

けで、何も市のことは聞いていないんです

けど。この手引きを紹介してくださいと言

ったんです。 

 血液検査のことが書かれているのには、

環境省が出した手引きの修正案では、汚染

地域での血液検査はかえって不安が増す可

能性があるという否定的な文言があったん

です。ところが、専門家の方々の論議の中

で、健康影響を明らかにするために、疫学

研究を行う上で血液検査を行うことも考え

られるという書き方に変えられ、明記され

たんです。これは皆さんがさっきからおっ

しゃっている専門家会議での議論の結果で

す。こういうことをちゃんと受け止めない

といけないと言っているんです。 

 一人一人の健康影響はＰＦＯＡの血液検

査をしたらすぐ分かる、そんなことは思っ

ていないんです。御紹介した吉備中央町の

３度流産した方も血液検査を受けてはるけ

ど、それがイコールＰＦＯＡのためやとは
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思っていない。分からないんです。だから

解明してほしいと言っているんです。そう

いうことをみんな分かっていてやっている

んです。血液検査をやることが基準をつく

るためにも重要でしょう。お答えくださ

い。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 先ほどの答弁は失礼

いたしました。 

 血液検査の考えでございますけれども、

今回の手引きで改定されたことに関しまし

て、議員もおっしゃっていただいています

とおり、血液検査を含む疫学研究を科学的

に評価可能な方法で実施する必要があると

書いてございました。それを受けまして、

やはり血液検査を受けた人の精神的な面を

含めたフォローを含むカウンセリング等の

支援体制があることが望ましいとも記載さ

れております。そういったことも受けまし

て、我々としても対応は考えていかないと

いけないとは考えており、市としてできる

部分のところでございますが、市民の健康

増進とか、がん検診受診促進のための保健

衛生業務の一環として、市としてきちんと

やっていけるところをやっていく必要があ

ると考えております。そこでは、ＰＦＯ

Ｓ、ＰＦＯＡの検出、非検出にかかわら

ず、がん検診受診率やがん発見率の情報発

信をしていくことがまず重要であり、そう

いった正確な情報発信をすることによって

市民の方の不安を取り除いていく一助にし

ていきたいと考えております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 ちょっと前進したお答えや

ったのかと思いますけども、市民から血液

検査を求める要望署名１，４９６筆が、１

２月１２日、摂津市に提出されています。

吉備中央町は血液検査をもう実施しまし

た。摂津市もぜひ実施していただきたいと

いうことを付け加えておきます。 

 そして、部長から御答弁がありましたけ

れども、ＰＦＯＡと摂津市の定期健診等の

数値を結びつけて発表するようなことは、

今、摂津市は行っておられません。これは

正しい姿勢だと私は思っています。今後も

正確な情報発信の観点からこの姿勢を保つ

よう求めておきます。発信するのなら、血

液検査と一緒にやって、それを発信してい

ただきたいと思います。 

 ＰＦＯＡの質問を以上で終わります。 

 次に、就学援助についてです。 

 市として充実に努め、貧困対策の土台と

なる制度として取り組むとのことでした。

制度の利用率の推移を教えてください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 就学援助の認定率で

ございますけれども、小学生が、令和元年

度２０．４％、令和２年度２０．５％、令

和３年度１９％、令和４年度１７．８％、

令和５年度１７．１％、中学生において

は、令和元年度２４．５％、令和２年度２

４．４％、令和３年度２２．５％、令和４

年度２１．２％、令和５年度１９．３％

で、いずれも減少の傾向にございます。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 非常に利用率が減っていま

す。どういう周知方法を行っているのか教

えてください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 就学援助制度の周知

につきましては、制度の内容や申請方法を

まとめた申請要領を作成し、毎年、学校を

通じて全ての児童・生徒に配布をしており

ます。学校においても、教員から保護者に

対し、制度利用の働きかけをしていただい

ていると聞いております。 
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 また、新小学校１年生となる年齢の児童

を対象に、就学前健診の通知文書を発送す

る際に、就学援助の制度案内を同封するこ

とで、対象となる全世帯に直接情報が行き

渡るよう周知に取り組んでいるところでご

ざいます。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 医療券も利用が少ないと聞

いています。医療が受けられていない可能

性があります。必要な家庭ほど申請につな

がっていないのかもしれません。子供たち

を取り残さないように、アウトリーチ等を

含めて周知の方法をいろいろと考えていた

だきたいと思います。どういう工夫をして

いただいているのかということも含めて御

紹介ください。考えておられることで結構

です。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 周知の方法でござい

ますけれども、令和５年度に実施いたしま

した子どもの生活実態調査の結果から、相

対的貧困とされる世帯においても就学援助

を利用されていない世帯があることが判明

いたしました。制度の周知方法について、

改めて課題認識を持ったところでございま

す。対象となる世帯に対して漏れなく支援

を提供できるよう、制度案内について、よ

り分かりやすく内容を工夫するとともに、

学校とも連携しながら、さらに、近年増加

しております外国籍の市民に対する情報提

供の在り方についても検討する必要がある

と認識しております。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 児童扶養手当の申請時に就

学援助もお知らせするとか、情報取得も申

請もスマホでできるようにするとか、様々

工夫はあると思います。子供たちのために

ぜひお願いしたいと思います。 

 義務教育は無償であると憲法にもうたわ

れています。所得制限も大きく引き上げ

て、貧困対策としてだけでなく、子育て支

援としてしっかり活用していただきたいと

思います。 

 道路の問題については、引き続き進めて

いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上で私の質問を終わります。 

○三好義治議長 増永議員の質問が終わりま

した。 

 次に、藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 １番目に、「摂津市行政経営戦略」の次

期計画策定についてです。 

 第４次総合計画において、初めて協働が

取り入れられ、今日の行政経営戦略の策定

へと進めてこられましたけれども、まずは

これまでの経緯について御答弁をお願いし

たいと思います。 

 次に、２番目、「まちごと元気！健康せ

っつ２１（第３次）」の策定についてでご

ざいます。 

 平成２６年にまちごと元気！健康せっつ

２１第２次計画が策定をされました。そし

て、北大阪健康医療都市構想がありまし

て、様々な健康施策を矢継ぎ早に打ち出し

てこられましたけれども、その経過につい

て御答弁をお願いいたします。 

 次に、３番目、大正川沿い桜町区域の法

定外道路に照明を設置することについてで

す。 

 大正川左岸沿いは、道路が細く、狭小区

間があり、車両や歩行者がたくさん通られ

て、夜間の歩行者等の通行に危険な状況が

あるために道路の照明灯設置が望まれてお
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ります。設置することについて御答弁をお

願いします。 

 １回目、以上です。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 第４次総合計画策定から

行政経営戦略に至るまでの協働に関する考

え方の経緯についての御質問にお答えいた

します。 

 第４次総合計画につきましては、平成２

３年度から令和２年度までの１０年を計画

期間とし、摂津市の将来像、方向性、目標

を示すものとして策定された計画でござい

ます。 

 策定におきましては、各種意識調査や市

民会議等の開催を通じて市民の御意見を集

め、本市の目指す将来像、みんなが育むつ

ながりのまち摂津を含む基本構想及び基本

計画等が決定されたものでございます。 

 また、目指す将来像の実現に向け、市

民、事業者、行政など、摂津市に関わる皆

様が主体性を持って、互いの特性を尊重し

ながら、共通の目標を達成するために、対

等な立場で連携・協力を行っていくという

協働のまちづくりを進めていくこととして

おります。 

 現在の行政経営戦略は、この基本構想を

５年延長により引き継いでいるものであ

り、さらに今回、１年延長させていただ

き、しっかりと考え方の検討を進めている

ところでございます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 まちごと元気！健康

せっつ２１の第２次計画の経過について、

御質問にお答えいたします。 

 本市では、国が推進する２１世紀におけ

る第二次国民健康づくり運動や、第１次計

画から抽出した新たな健康課題や社会情勢

を踏まえ、平成２６年３月にまちごと元

気！健康せっつ２１第２次計画を策定いた

しました。 

 まちごと元気！健康せっつ２１第２次計

画は、当初は令和５年度までを計画期間と

するもので、健康寿命の延伸と健康格差の

縮小を基本目標として、１、発症予防、重

症化予防、２、地域の仲間とともに楽しく

健康づくり、３、歩きたくなる、でかけた

くなる町づくり、４、健康を支え、守るた

めにみんなで健康づくり、この四つの活動

指針に基づき取組を進めてまいりました。 

 平成２８年３月には、まちごと元気！推

進プランを策定し、このプランでは、健康

せっつ２１との整合性を図りつつ、これを

補強・強化するもので、北大阪健康医療都

市を中心に、循環器病をはじめとする生活

習慣病の予防・健康づくりに関する先進的

なモデル地域を目指すという健康・医療の

まちづくりの視点を加えるものでした。 

 平成３１年３月には、健康せっつ２１第

２次計画の中間見直しを行い、次期計画を

第３次大阪府健康増進計画を踏まえた計画

とするため、計画期間を１年延長して令和

６年度までの計画期間といたしました。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 大正川左岸沿い道路の照明

灯設置についての御質問にお答えいたしま

す。 

 桜町一丁目地内にある大正川左岸の道路

は、大阪府が管理する河川堤防の天端上の

河川管理用通路を兼用道路として市が占用

し、表面を管理しております。現況幅員

は、一部区間で狭小な区間もあり、車両の

離合が難しく、歩行者等の通行に支障とな

る状況が見られ、議員が御提案の道路照明
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施設については、特に夜間における歩行者

等の交通事故防止を図ることを目的とし

て、必要性は認識しております。 

 そのため、河川堤防の構造と管理上の制

約など、堤内地側の設置箇所等の検討が必

要となりますことから、河川管理者の大阪

府茨木土木事務所と照明施設設置の可能性

について検討してまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、２回目からは一

問一答でお願いいたします。 

 １番目の摂津市行政経営戦略について。 

 策定までの経緯を御答弁いただきまし

た。 

 第４次総合計画の策定に当たりまして

は、平成２１年４月より、公募市民による

摂津市まちづくり市民会議が組織され、１

２回の会議を重ねて、平成２１年９月に市

民会議提言書を森山市長に提出されまし

た。その答申では、まちづくりの指針とし

て、協働によるまちづくりとして、まちづ

くり市民会議から始まった協働による計画

策定の過程を模範としつつ、計画の目指す

将来像であるみんなが育むつながりのまち

摂津の実現に取り組まれるよう望むとあり

ました。その後、摂津市総合計画審議会を

通して基本構想、総合計画が策定。第３次

総合計画の総括と合わせますと３年間をか

けて策定されております。 

 それまで、私などは、先輩議員から受け

継いで、協働のまちづくりについて随分議

会で訴え続けてまいりました。なかなか受

け入れてもらえない分厚い壁を感じてきま

したが、まさにベルリンの壁が崩壊するよ

うな思いでございました。第４次総合計画

策定後に、森山市長が先頭に立って市民に

協働のまちづくりを熱心に訴えていかれた

ことを記憶しています。そのことは、市民

のみならず、市職員の協働に対する意識改

革を伴っていたと思います。当時としては

１８０度大転換の第４次総合計画であり、

高く評価するものでありました。 

 しかし、その協働の意識改革は、まちづ

くり市民会議が考える協働までは至ってい

ない、いわゆる自治会などの地縁組織が主

軸になっているのではないかということ

が、その後の取組で分かってまいりまし

た。 

 ２回目に、次期計画策定に向けた取組手

法及びスケジュールについて御答弁をお願

いしたいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 御質問にお答えいたしま

す。 

 現在、次期行政経営戦略の全体像につい

て検討しているところでございますが、並

行して改定に必要な調査等を実施していく

ため、今年度末までに計画策定支援業務に

係る委託契約事務を進めてまいりたいと考

えております。契約締結後につきまして

は、市民意識調査、人口ビジョンの分析及

び現行政経営戦略の総括等を進めてまいり

たいと考えております。 

 また、令和７年度におきましては、次期

行政経営戦略の目指す将来像やまちづくり

の目標など基本構想部分を策定していくと

ともに、令和８年度にかけ、次期行政経営

戦略の基本計画部分の策定に向け、ＫＰＩ

指標等について担当部局との調整を進めて

まいりたいと考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 御答弁によりまして、令和

７年度より本格的に進められ、令和８年度

に策定されることは分かりました。 

 ３回目に、次期計画に向けて総括すべき
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課題について御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 次期行政経営戦略の策定

におきましては、さらなる人口減少、少子

高齢化などの社会情勢の変化や、総括で整

理した各分野の課題等を勘案し、方向性を

示していく必要がございます。今後、担当

部局との連携強化を図りながら、市民意識

調査の分析や、これまでの取組及びＫＰＩ

の振り返り等を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 また、現行政経営戦略におきましては、

各施策を推進するための考え方として、ビ

ルド・アンド・スクラップ、スマート自治

体の推進、協働・パートナーシップの推

進、経営資源の調達、人材の組織的な育成

という五つの視点を行政経営方針として掲

げ、取組を進めているところでございま

す。次期行政経営戦略の策定に当たりまし

ては、この五つの視点の成果等についても

検証していく必要があるものと考えており

ます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 ありがとうございます。 

 第１次行政経営戦略策定におきまして、

私は、ＳＤＧｓを盛り込むことと、計画の

周知及び毎年の検証結果をデジタルサイネ

ージを使って市民に周知することを強く訴

えてまいりました。希望どおりにＳＤＧｓ

を多く盛り込んでいただいた計画とされ、

そして、検証結果についてもデジタルサイ

ネージで周知されていたことを評価したい

と思います。 

 また、総括課題として、ビルド・アン

ド・スクラップ、スマート自治体の推進、

協働・パートナーシップの推進、経営資源

の調達、人材の組織的な育成という五つの

視点の成果も検証していただくということ

でございます。どうかしっかりと検証をお

願いしたいと思います。 

 先日、つながりのまち摂津の推進団体の

方から、街頭ＰＲやポスター貼りなどの活

動以外にも、もっともっと積極的な取組が

必要だという御意見もお聴きをしていま

す。そうしたことも含めて総括をしていた

だきたいと思います。 

 ところで、さきに申し上げました本市の

協働は、地縁組織が主軸になって、それ以

外の市民活動団体と両輪になるところまで

は進んでいないことについて、どのように

認識をされているのか、御答弁をお願いし

たいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 地域コミュニティを維持

していく上で、自治会・町会をはじめとす

る地縁団体の皆様は大変重要な存在である

と思っております。また、自治会・町会等

の方々には、協働の取組における主体的な

役割を担っていただいてきたところである

と考えております。 

 また、引き継いできた将来像であるみん

なが育むつながりのまち摂津を掲げまし

て、自治連合会、老人クラブ連合会、民生

児童委員協議会、社会福祉協議会の４団体

とも継続的に進めてきているほか、民間事

業者等との包括連携などにも取り組んでき

たところでございます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 地縁組織が非常に大事だと

いうことは私も認識をしているわけでござ

いますが、もう一方が育っていないのでは

ないかと言っているわけでございます。 

 摂津市の第４次総合計画の策定完了が平

成２２年１１月３０日でございます。ま

た、摂津市のコミュニティプラザの完成は
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平成２２年３月でした。計画段階からの協

働の考え方が注入されて、市民活動の一大

拠点を目指して、１階には市民交流スペー

スが置かれ、中間支援を行う予定であった

と思います。 

 また、開所当時は、市役所に市民活動支

援の部署を設けて、コミュニティプラザの

事務所に職員を配置されました。コミュニ

ティプラザを拠点に、摂津市における協働

と市民活動支援の指針を策定し、摂津市民

公益活動補助金事業などを展開されている

ことは評価をいたしますけれども、現在、

職員は、市民活動支援の現場であるコミュ

ニティプラザ事務所から引き揚げ、コミュ

ニティプラザには中間支援の拠点もありま

せん。これは誠に残念なことになっていま

す。市民活動の一大拠点となることを期待

されたコミュニティプラザがそうならなか

ったのは、しっかりと検証する必要がある

と思います。 

 摂津市における協働と市民公益活動支援

の指針の中に、市役所の協働力の向上とい

う項目があります。私も様々な組織で、行

政と協働で催しを実施していますが、実施

に至るまでには、信頼性、継続性、制度上

の壁など、幾つも壁があるように思いまし

た。そして、決して行政のほうから声か

け、呼びかけがあって始めたわけでもな

く、こちらから提案をして実施に至ってい

ます。本来は行政から協働に対する呼びか

けがあってもよいと思いますが、市役所の

協働力はまだまだ未成熟であると思いま

す。 

 市民活動団体の多くは行政との協働を希

望していることを考えると、市民活動団体

が育つかどうかは、市の協働力の向上と関

係があるのではないでしょうか。そうした

ことも踏まえて、次期行政経営戦略の策定

に当たっては、協働の新たな視点での取組

が必要であると思いますが、認識をお答え

いただきたいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 現行政経営戦略におきま

しては、行政経営方針の協働・パートナー

シップの視点を掲げ、あらゆる分野の施策

の取組を進めているものでございます。協

働につきましては、さらに取組を広げてい

く必要があると考えているところでござい

ます。協働のさらなる取組につきまして

は、現行政経営戦略の総括を進める中で、

これまでの取組の効果を検証し、検討して

まいりたいと考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 中間支援組織ができていな

いのは、本市の協働が進んでいないことが

大きな原因であり、そういうこともしっか

り受け止めて総括をお願いしたいと思いま

す。 

 最後に、市長に、本市の協働の現状と今

後の目指す方向性についてどのように考え

ておられるのか、また、市長自らが意識改

革の先頭に立つことについてのお考えを御

答弁お願いしたいと思います。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 協働についての考えでございま

す。 

 今の行政経営戦略の中でも協働という精

神がうたわれておりまして、それに基づい

て、十分じゃないかも分かりませんけれど

も、取組を進めてきているところかと私も

認識をしています。その中で、藤浦議員に

おかれましては、あまりにも地縁団体、地

縁組織に頼り過ぎているというか、そこに

ばかり目が行ってるんじゃないのかという

御指摘かと思っています。 

 ただ、議員もおっしゃっておられたよう
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に、引き続き地縁組織、地縁団体はやはり

重要でございます。その地縁団体が、今、

非常に厳しい状況であることを我々も理解

しておりますので、実際に汗をかいておら

れる皆さんの声もお聴かせいただきなが

ら、この地縁組織、地縁団体にしっかりと

目を向けていきながら支援もしていきたい

と考えているところでございます。 

 もう一方の市民公益活動団体であると

か、あるいは企業、事業所も含めて、そう

いった皆さんとも、これからさらに協働の

精神というか、パートナーシップをより強

くしていきながらまちづくりを進めていく

ことは当然の話かと思っております。ま

た、その芽は、少しずつかもしれませんけ

れど、出てきているように私も感じていま

す。今年の１０月１２日に市長に就任させ

ていただき、およそ２か月、いろいろなイ

ベントにも参加させていただきましたし、

その中で汗をかいておられる皆様方の声も

お聴かせいただいてまいりました。その中

で、これまでになかったような取組も間違

いなく出てきておりますし、それは、もち

ろん行政としても指導していきながら進ん

できたものもありますし、逆に、市民公益

活動支援団体の皆さんから提案があって形

になってきたものもございます。そういっ

たものをしっかりと的確に受け止めていき

ながら、議員がおっしゃっているような協

働のあるべき姿については、私も同様に感

じておりますので、それに向かってしっか

りと取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 力強い御答弁をいただきま

した。今回の行政経営戦略の策定について

は大きなチャンスだと思いますので、大き

な機会と捉えて、ある意味では本市が生き

残るための最後のチャンスかも分かりませ

ん。それぐらいの勢いでこの策定に取り組

んでいただくことをお願いしておきたいと

思います。 

 次に、２番目のまちごと元気！健康せっ

つ２１についてです。 

 答弁にありましたように、まちごと元

気！推進プランは、市長公室長が大阪府か

ら来られて、北大阪健康医療都市をにらん

で携われたものです。また、少し前には、

摂津みんなで体操三部作の普及で健康づく

りグループ活動発表会も開催されたり、ま

ちごとフィットネス！ヘルシータウンせっ

つ事業で１０コースのウオーキングコース

を設定して、うきうきせっつ健保会ととも

にうきうきウオーキングの開催をされた

り、また、健幸マイレージの開始と健幸ノ

ートの配布、その中には、せっつムーンウ

ォークプロジェクトと題しまして、みんな

で月まで歩こうというのもありました。ム

ーンメーターというのも設置されていまし

た。野菜もりもり生活というのもありまし

た。どれも私は推進に関わってきましたけ

ども、健幸マイレージなどは３年がかりで

導入をお願いしたことを思い出しておりま

す。 

 また、平成２９年４月には摂津市健康づ

くり推進条例が施行されまして、路上喫煙

禁止地区も指定されました。あの頃は健康

政策にはものすごい勢いを感じていました

けれども、その後、コロナ禍もありまし

て、それぞれの取組に勢いがなくなったよ

うに思っています。 

 第２次計画も令和６年度が最終年となり

ますけども、最終評価についてどのように

なっているのか、御答弁をお願いしたいと

思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 
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○谷内田保健福祉部長 まちごと元気！健康

せっつ２１の第２次計画は、令和６年７月

に最終評価を行っております。最終評価項

目数は６４項目で、そのうち目標を達成し

た項目が１８項目、目標は達成していない

ものの数値が改善できている項目が１４項

目、中間評価時点から改善が認められなか

った項目が３２項目となっております。 

 基本目標である健康寿命の延伸につきま

しては、男女ともに平均寿命の増加分を上

回る健康寿命の増加が見られたため、目標

達成となりました。一方で、胃がん検診、

肺がん検診、大腸がん検診などの受診率、

心疾患の標準化死亡比、休養・睡眠、ここ

ろの健康など、全評価項目のうち半分は改

善が認められない項目となったため、これ

らを基に本市の現状と課題を把握し、国や

大阪府の方針、それから取組を踏まえまし

て、次期計画策定へとつなげていきたいと

考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 評価を御答弁いただきまし

た。コロナ禍等の影響が大きかったという

ことですけれども、結果としては、基本目

標の健康寿命の延伸については目標を達成

したということなので、評価したいと思い

ます。しかし、様々な取組を展開したので

あれば、その目標を大きく突き抜けて、い

い結果になってもよかったと私は思ってい

ます。それぞれの個々の目標では課題が残

っていますので、そういうこともしっかり

検証していただきたいと思います。 

 そして、次期計画策定はもう既に始まっ

ていることと思いますが、その進捗状況と

策定スケジュールについて御答弁をお願い

いたします。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 まちごと元気！健康

せっつ２１（第３次）の進捗状況といたし

ましては、第２次計画の評価の基礎資料及

び第３次計画策定のエビデンスとするた

め、令和６年１月にアンケート調査を実施

しております。このアンケート調査は、市

内公立の小学校５年生及び中学校２年生、

それから、１６歳から１９歳の市民及び２

０歳以上の市民の方を対象として行い、ア

ンケート配布数４，９４４人のうち２，７

３２人の方に御回答をいただいておりま

す。回答率は５５．３％となっておりま

す。 

 アンケート調査結果や各種統計資料等を

分析いたしまして、本市の現状と課題を把

握の上、第３次計画の素案を作成いたしま

す。計画策定について、保健医療関係者、

それから学識経験者などから意見を聴取す

るため、健康づくり推進協議会を、令和６

年５月、７月、９月、１１月と４回開催い

たしております。 

 今後のスケジュールといたしましては、

令和７年１月下旬頃から第３次計画につい

てパブリックコメントを行う予定でござい

ます。パブリックコメント終了後の３月に

は、健康づくり推進協議会から計画策定に

ついて答申をいただき、計画策定を完了す

る予定となっております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 御答弁で、既に素案が策定

されておられて、目を通させていただきま

した。１月にはパブリックコメントも実

施、そして３月には策定が完了するという

ことでございます。その中では、先ほどあ

りました第３次計画の課題についても明確

にされていると思いますので、改めて御答

弁をお願いしたいと思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 第３次計画におきま
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しても、第２次計画に引き続いて、健康寿

命の延伸、健康格差の縮小を基本目標とす

ることを考えております。健康寿命の延伸

のための課題といたしましては、がんや糖

尿病などの生活習慣病への対策をはじめと

した個人の行動や健康状態の改善、生活機

能の維持・向上に加え、それらを促す環境

づくりが課題であると考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 第３次計画におきましても

健康寿命の延伸が基本目標であるとのこと

でございます。 

 摂津市は健康都市宣言を行っておられま

す。また、北大阪健康医療都市を抱えて、

そして健康づくり推進条例を持っている市

として、健康寿命を劇的に伸ばして名実と

もにナンバーワンを目指せると思います

が、そのためにはどのようなことが必要な

のか、御答弁をお願いしたいと思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 健康寿命の延伸を阻

害する最大の要因は、がんや糖尿病などの

生活習慣病であると考えております。その

多くは、日頃の不健全な生活の積み重ねに

よって引き起こされるものであり、適度な

運動、バランスの取れた食事の摂取、過度

な飲酒の抑制や禁煙など、生活習慣を改善

することで生活習慣病の発症予防につなが

るものと考えております。また、早期発

見・早期治療を行うことが重要であり、定

期的な健康診断の受診、それから医療機関

の早期受診が重症化予防につながるものと

考えております。 

 健康寿命を延ばすためには、生活習慣の

改善や生活習慣病の早期発見、重症化予防

などにつながる様々な取組を一つ一つ積み

重ねるとともに、健康への関心の薄い人を

含めて、誰もが健康づくりに取り組むこと

ができる社会環境づくりを推し進めていく

ことが必要であると考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 御答弁ありがとうございま

す。 

 健康寿命を劇的に延ばすことは、先ほど

言われた計画の個々の目標を達成していけ

ば実現すると思います。しかし、市民に

は、第２次計画であった推進プランのよう

な取り組みやすい計画も必要だと思うんで

す。第３次では、ぜひこういった推進プラ

ンのようなものを作成いただきますように

お願いしておきたいと思います。 

 また、それに付随して、現状、例えば健

幸マイレージやうきうきせっつウオーキン

グ、摂津みんなで体操など様々な取組が継

続中でございますけども、第３次計画では

これをどのように推進していくことになる

のか、御答弁をお願いしたいと思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 第３次計画における

進捗管理といたしましては、摂津市健康づ

くり推進協議会において、計画の達成状況

を年度ごとに検証し、評価することで、栄

養や食生活、身体活動、運動、喫煙・飲酒

対策や、誰もが健康につながる行動ができ

る社会環境づくりなど、様々な取組の推進

を図ってまいりたいと考えております。 

 具体的には、毎年度、第３次計画に基づ

く各事業の進捗状況や事業効果を把握し、

課題を分析の上、摂津市健康づくり推進協

議会に報告し、計画の進捗について御意見

をいただくことで、取組について検証し、

改善を図っていくことを考えております。 

 現在、健康づくり推進協議会からいただ

いた御意見を基に新たな取組を検討すると

ともに、国立循環器病研究センターや国立

健康・栄養研究所など関係機関と連携した
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取組についても検討するなど、計画策定後

において様々な健康施策を展開できるよう

取り組んでおります。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 ありがとうございます。 

 ちょっと分かりにくかったですけども、

続けている各事業について、進捗状況や事

業効果を把握して、そしてしっかり分析し

て、さらに展開をしていくということなの

で、また個々の具体的な結果についても教

えていただきたいと思います。そして、よ

り強固に展開していただくようにお願いし

ておきたいと思います。 

 次に、第３次計画に当たって健康寿命ナ

ンバーワン都市を目指すことが重要だと思

いますけれども、市長がリーダーシップを

取ってナンバーワン都市を目指すことの決

意について御答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 これまで、藤浦議員が摂津市民

の健康を本当に重視していただいて、本会

議の場でも様々に発言をしていただいたこ

とについては、私も敬意を表したいと思っ

ておりますし、またこれからもぜひいろん

な立場から御指導といいますか、御意見を

いただきたいと思っております。 

 先ほど保健福祉部長から答弁をいたしま

したけれども、健康寿命延伸阻害の最大の

原因が生活習慣病であるという答弁があっ

たかと思います。ライフスタイルも本当に

多岐にわたっておりますし、生活習慣とい

う点で申し上げますと、いろいろな変化も

出てきているのかと思っております。 

 その中で、生活習慣病に着目をして何を

すべきなのかについて、もう一度理解を深

めていきながら、市民の皆さんに理解をし

ていただく、そしてまた、こういう取組を

すれば生活習慣病が防げるんですというと

ころを分かりやすくお伝えしていきながら

実行していただく、そのためのいろいろな

工夫が求められているんだろうと考えてお

ります。 

 そういったことも含めて、何度もこの本

会議でも、そして以前からも申し上げてお

りますけれども、ウェルビーイング、つま

り、その場限りじゃなくて持続性のある幸

せを実現していただくためには、健康、そ

れも心と体の両方の健康が不可欠だと私も

考えております。そういったことをしっか

りとこれから訴えていきたいと思っており

ます。 

 また、北大阪健康医療都市（健都）もで

きましたし、摂津市は大きな武器を持って

いるまちだと私も認識をしております。研

究所の様々な知識を分かりやすく市民の皆

様方にお伝えしていきながら、必要である

ならば、何か分かりやすい標語も用いてい

きながら、より市民の皆様方のウェルビー

イングを実現していけるように私自身も取

り組んでいきたいと思っているところでご

ざいます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 ありがとうございました。

もう一度、コロナ禍前のような健康に対す

る強い勢いでナンバーワン都市をぜひ目指

していただきたい。私も全力で頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、３番目の大正川沿い桜町区域の法

定外道路照明設置についても、しっかりと

いい御答弁をいただきましたので、検討い

ただいて、設置に向けて取り組んでいただ

きますようにお願い申し上げまして私の今

年最後の質問を終わります。 

○三好義治議長 藤浦議員の質問が終わりま
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した。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４６分 休憩） 

                 

（午後 ０時５９分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 次に、松本議員。 

  （松本暁彦議員 登壇） 

○松本暁彦議員 それでは、順位に基づき質

問をさせていただきます。 

 １、新型コロナワクチン健康被害者に寄

り添った対応について。 

 まず、本市等での新型コロナワクチン接

種の累計や世代別状況、そして、令和６年

度の定期接種の接種者数についてお聞かせ

ください。 

 ２、協働のまちづくり推進条例につい

て。 

 私ども会派の光好議員が力を入れて取り

組んでいる施策です。 

 本市でも、高齢化、核家族化や、個人の

価値観の多様化などによって、地域を支え

る人材が不足し、住民同士のつながりが希

薄化しています。これにより、地域コミュ

ニティの機能が弱まり、様々な問題が顕在

化している中、協働のまちづくり推進条例

の制定に向け取り組まれていますが、改め

て、その目的と経緯についてお聞かせくだ

さい。 

 ３、ＰＦＯＡに関する研究等の進捗等に

ついて。 

 まず、今年６月に、内閣府食品安全委員

会が食品健康影響評価をまとめる等、動き

が出てきています。国の取組状況はどのよ

うになっているのか、お聞かせください。 

 ４、災害に備えた人・組織の育成につい

て。 

 まず、今年１月に発災した能登半島地震

での市職員の災害派遣の状況はどうであっ

たか、お聞かせください。 

 ５、委託保健師等の処遇改善について。 

 まず、乳幼児健診の体制について、どの

ようにされているのか、お聞かせくださ

い。 

 ６、中学校の部活動等における全国大会

補助について。 

 まず、現行の学校部活動の全国大会補助

制度について、どのようなものか、お聞か

せください。 

 ７、子どものスマホ依存対策、（１）ス

マホ育児について。 

 近年、スマホ育児というものが一般化さ

れてきていると感じます。そこで、市とし

て、スマホ育児の現状をどう認識している

か、お聞かせください。 

 ７の（２）児童・生徒のスマホ依存につ

いて。 

 近年、子供たちのスマートフォン依存が

高まっていると感じています。まず、本市

における子供たちのスマホ使用の現状はど

のようなものか、お聞かせください。 

 ７の（３）ＩＣＴ教育の弊害について。 

 まず、学校での１人１台のタブレット端

末使用状況についてお聞かせください。 

 ８、台風時でのごみ収集中止基準等につ

いて。 

 今年８月、台風が大阪府を直撃しまし

た。実際は土曜日でしたけども、平日の直

撃が予想されたため、市民の方からごみを

出しても大丈夫なのかという問合せがあ

り、市に相談させていただきました。現在

の台風時におけるごみ収集の対応について

お聞かせください。 

 ９、環境センター跡地のモニタリングに

ついて。 
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 住民の不安解消にモニタリングが重要な

手法であると認識しています。まず、環境

センター解体時のモニタリングについて、

どう検討しているのか、お聞かせくださ

い。 

 １０、魅力的なポテンシャルを有する鶴

野中央公園について。 

 これまで、新幹線公園や明和池公園の価

値向上の取組を提言してきました。市とし

ても様々な取組を進めており、これらの公

園のポテンシャルが発揮されてきていると

認識しています。特に、明和池公園におい

ては、幅広い世代の方々の日曜利用のみな

らず、イベントにも活用され、地域のにぎ

わい創出にも寄与していると感じていま

す。高く評価をしております。 

 そのような中、環境センター跡地に鶴野

中央公園が都市計画決定されました。多く

の方に利用される魅力的な公園になること

を期待していますが、この新たに整備する

公園の持つポテンシャルについて、どう捉

えているのか、お聞かせください。 

 １回目は以上です。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 新型コロナワクチン

接種に係る接種率や回数等についての御質

問にお答えいたします。 

 令和３年４月１６日から令和６年３月３

１日までの間で実施していた特例臨時接種

について、全国で約８０％の方が１回以上

接種を受けておられます。 

 摂津市民の世代別接種者数ですが、累計

で、ゼロ歳以上から１１歳以下で２，０９

９回、１２歳以上から６４歳以下で１５万

２，３０６回、６５歳以上で１１万７，９

３８回の、合計２７万２，３４３回の接種

となっております。 

 また、本年１０月より始まった６５歳以

上を対象とした定期接種については、１０

月は１，６８４人、１１月は１，６７５人

で、合計３，３５９人の方が接種しており

ます。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 （仮称）摂津市協働の

まちづくり推進条例の制定の目的と経緯に

ついての御質問にお答えいたします。 

 現在検討を進めております（仮称）摂津

市協働のまちづくり推進条例は、市民や地

域コミュニティ団体、市民公益活動団体、

事業者による地域活動や市民公益活動を活

発化し、多様な担い手による協働のまちづ

くりを広げていくことで、持続可能で活力

のある地域社会の実現を図ることを目的と

して制定しようとするものでございます。 

 近年、少子高齢化や核家族化、単身世帯

の増加など社会構造の変化や、ライフスタ

イル、価値観の多様化などにより地域コミ

ュニティが希薄化してきております。自治

会においても、加入率が年々減少傾向にあ

る中、自治会の連合組織であります摂津市

自治連合会から、令和４年５月に、自治会

のみならず、地域のこども会、老人クラブ

連合会、校区等福祉委員会などの団体や、

市民活動団体、事業者などが連携し、地域

の活性化が図られるまちづくり条例の制定

の御要望がなされました。この内容は、本

市行政経営戦略の中で示しております協働

のまちづくりの考え方にも合致するもので

ありますことから、市といたしましても、

令和５年度から条例の制定に向けて作業を

進めてきたところでございます。 

 続きまして、ペルフルオロオクタン酸、

通称ＰＦＯＡに係る国の取組の状況につい

ての御質問にお答えいたします。 
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 議員からの紹介があったとおり、内閣府

食品安全委員会が、国内初となる有機フッ

素化合物ＰＦＡＳに係る食品健康影響評価

を行い、令和６年６月２５日に評価書を取

りまとめました。その結果、食品健康影響

の指標は、耐容一日摂取量、通称ＴＤＩと

して、ＰＦＯＡ、ＰＦＯＳともに体重１キ

ログラム当たり２０ナノグラムと設定する

ことが妥当であると判断され、評価書は、

リスク評価機関である食品安全委員会か

ら、リスク管理機関である環境省、農林水

産省等に通知されたところです。 

 この食品健康影響評価を踏まえ、環境省

では、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに係る水質の目

標値等の専門家会議を令和６年７月１７日

に開催し、まず、飲用暴露防止の観点か

ら、水道水の目標値の取扱いについて論点

整理を開始したことを把握しております。 

 また、環境省に設置されたもう一つの専

門家会議であるＰＦＡＳに対する総合戦略

検討専門家会議も令和６年８月１日に開催

され、ＰＦＡＳに関するさらなる科学的知

見の充実等について議論されております。 

 本市といたしましては、引き続き、この

ような国の知見の集積の状況と情報の収集

に努めてまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

  （辻総務部副理事 登壇） 

○辻総務部副理事 能登半島地震の支援に係

る本市職員の派遣実績についての御質問に

お答えいたします。 

 本市では、被災された能登半島地域の住

民の避難生活支援及び一日も早い復旧・復

興の一助となるべく、多岐にわたる内容の

支援を行ってまいりました。具体的に申し

上げますと、緊急消防援助隊の後方支援に

４名、被災建築物の応急危険度判定に２

名、応急給水活動に４名、応急復旧活動と

して上水道の漏水調査業務に２名、避難所

等での被災者支援に５名、及び罹災証明書

の発行業務の支援に１名の計１８名を派遣

いたしております。その他、社会福祉協議

会も、災害ボランティアセンターの運営支

援に１名を派遣されております。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 乳幼児健診の実施体

制についての御質問にお答えいたします。 

 集団で実施している各種乳幼児一般健康

診査等につきましては、市の職員である担

当保健師が主に全体の運営を担い、健診会

場における子供の診察、計測、発達状況の

確認や相談、指導などについては、医師

会、歯科医師会、看護師会等の医療関係機

関に委託や個別の協力依頼を行っておりま

す。 

 各種乳幼児一般健康診査に協力いただい

ている専門職は、診察を行う医師、歯科医

師のほか、看護師や歯科衛生士、保健師、

栄養士、保育士、心理士といった多様な専

門職であり、本市の子供たちの健やかな成

長に寄与していただいているところでござ

います。 

 続きまして、スマホ育児の現状認識につ

いての御質問にお答えいたします。 

 いわゆるスマホ育児については、現在、

定義がございませんが、子供におとなしく

してほしいとき、親が何か用事をしたいと

きなど、子供にスマートフォンやタブレッ

ト型端末を持たせ、映像などを見せたり操

作させたりすること、また、それらをしつ

け等に使用することなどをいうと認識して

おります。 

 令和３年版の総務省情報通信白書による

と、子育て世代の年齢に相当する人のスマ

ートフォン等の利用率については、１８歳
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から２９歳で９８．７％、３０歳から３９

歳で９８．８％、４０歳から４９歳で９

６．２％と、１００％に近い割合であると

いう報告があり、恐らく多くの親御さんが

子供に対して何らかの形でスマートフォン

等を利活用しているものと推測できます。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

  （安田教育総務部長 登壇） 

○安田教育総務部長 学校部活動の全国大会

補助制度についての御質問にお答えいたし

ます。 

 現在、学校部活動において、全国大会に

出場した際の補助については、摂津市学校

部活動対外競技参加激励金交付要綱により

定めております。この激励金は、部活動の

発展と充実を図ることを目的に、本市に所

在する学校の部活動が全国規模もしくは国

際規模の大会に参加する際に、その費用の

一部を補助することとしております。 

 全国規模の大会やコンクールに出場する

際は、個人で１万円、２名の団体であれば

２万円、３名以上の団体であれば３万円、

国際規模の大会やコンクールに出場する際

は、全国規模の倍の激励金を部活動団体に

交付しております。 

 なお、令和５年度は、第一中学校ソフト

ボール部が全日本中学生ソフトボール大会

に参加した際、今年度では、第一中学校吹

奏楽部が全日本マーチングコンテストに出

場した際に交付いたしております。 

 続きまして、子供たちのスマートフォン

依存の現状についての御質問にお答えいた

します。 

 近年、スマートフォン等の普及により、

子供たちのスマートフォン使用時間は増加

しており、スマートフォンが常にそばにな

いと落ち着かないという子供たちも少なか

らずおります。 

 令和６年度全国学力・学習状況調査児童

生徒質問紙によりますと、スマートフォン

を使って１日当たり１時間以上ＳＮＳや動

画視聴している本市の小学生が５９．

６％、中学３年生では８６．３％、３時間

以上の小学６年生が２８．２％、中学３年

生では４３．３％となっており、いずれも

全国や大阪府に比べ上回っております。 

 また、スマートフォンを含めたテレビゲ

ームを１日当たり１時間以上している小学

６年生が７９．７％、中学３年生では７

６．１％であり、３時間以上の小学６年生

が４０．８％、中学３年生では３７．７％

となっており、この割合も全国や大阪府に

比べ多い状況でございます。 

 続きまして、１人１台端末の活用状況に

ついての御質問にお答えいたします。 

 全ての子供たちの可能性を引き出す個別

最適な学びと協同的な学びを実現するＧＩ

ＧＡスクール構想に基づき、全児童・生徒

に１人１台端末を整備し、ＩＣＴ教育の推

進に取り組んでまいりました。学校の授業

では、インターネットを活用した調べ学習

や、自分の考えを説明するプレゼンテーシ

ョンを行う場面などで、１人１台端末を日

常的に活用できるようになるなど、利活用

は進んでいると捉えており、令和６年度全

国学力・学習状況調査において、「授業で

ＩＣＴ機器をほぼ毎日活用している」と回

答した割合は、小・中学校いずれも全国よ

り高い値となっております。 

 引き続き、ＩＣＴを活用することで、教

育の質の向上に努め、児童・生徒一人一人

の可能性を最大限に引き出してまいりま

す。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

  （西川生活環境部理事 登壇） 

○西川生活環境部理事 現在の台風時におけ
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るごみ収集の対応についての御質問にお答

えします。 

 ごみ収集業務は、市民生活に深く関わっ

ていることから、決められた日に出された

ごみについては、その日のうちに収集する

ことを基本としております。しかしなが

ら、台風が接近する可能性が高まった場

合、ごみ出し時の強風による転倒や、ごみ

の飛散、収集車両の横転事故など、様々な

危険が伴う可能性がございます。そのた

め、早い段階から、ごみ収集が行われるか

の問合せを市民の皆様から数多くいただい

ております。 

 その際には、可能であるなら、当日のご

み出しは自粛していただき、次回のごみ収

集日に出していただくよう、また、もしご

みを出される場合は、午前９時までに出し

ていただくようお願いするとともに、道路

事情や収集に関わる安全性の確保の観点か

ら、通常時に比べ収集時間が早まったり遅

れたりする場合があることをお伝えし、当

日のごみ収集に努めております。 

 続きまして、環境センター解体時におけ

るモニタリングについての御質問にお答え

します。 

 鶴野地域の公共施設の再編につきまして

は、今後、環境センターの解体を予定して

おります。解体工事に当たりましては、騒

音や振動、粉じんなどを心配する御意見を

周辺住民の方々からいただいております。

そのため、解体時には、低騒音型重機の使

用や散水による粉じん対応など、周辺環境

対策を検討・実施する予定としておりま

す。また、騒音や振動につきましては、工

事期間中の常時監視を行うほか、粉じんな

どの調査も予定するなど、解体工事の期間

を通してモニタリングを行ってまいりま

す。 

 なお、具体的な周辺環境対策やモニタリ

ングの詳細につきましては、今後、解体工

事発注仕様書を作成する際に検討を行うこ

ととしております。その際には、他自治体

の清掃工場の解体工事における周辺環境対

策も参考にしながら、近隣住民の皆様に配

慮した解体工事を行ってまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 都市計画公園「鶴野中央公

園」のポテンシャルについての御質問にお

答えいたします。 

 議員がお示しのとおり、環境センター廃

止後の跡地活用として高台公園を整備する

こととしており、令和６年１２月３日に都

市計画公園「鶴野中央公園」の都市計画を

決定したところでございます。 

 公園の特性としましては、立地や面積、

施設の種類などが挙げられますが、まず、

鶴野中央公園の立地は、モノレール摂津駅

から大正川天端道路で直結しており、徒歩

約７分の位置にございます。大規模な駐車

場を併設することは困難でありますが、鉄

軌道によるアクセスはよく、イベント等が

開催されるときには市外からの来訪者も期

待できると考えております。 

 公園面積につきましては、河川堤防天端

まで盛土を行うこととしておりますので、

盛土範囲によりますが、明和池公園と同等

の広場が整備できる面積、おおむね１ヘク

タールは確保できるものと考えておりま

す。 

 公園の施設の種類につきましては、遊び

や運動といった日常利用のほか、イベント

やレクリエーションでの活用、また、一時

避難場所の確保など、幅広い利用を念頭

に、遊具や休憩所など様々な施設を工夫し
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て設置することが可能と考えております。 

 これらのことから、地域の活性化拠点と

なるほか、安全・安心の向上といった効果

をもたらすポテンシャルを有しているもの

と考えております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 これよりは一問一答形式で

お願いいたします。 

 まず、新型コロナワクチンの健康被害者

について。 

 接種状況は理解しました。 

 次に、新型コロナワクチン接種での予防

接種健康被害救済制度の全国並びに本市の

申請等の状況をお聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 令和６年１２月１２

日現在で、国で受理した新型コロナワクチ

ン接種に係る健康被害救済制度の進達件数

は１万２，５３２件、そのうち認定件数が

８，５９８件、否認件数が２，７９６件

で、保留が１４件となっております。 

 本市におけます国への進達件数は、重複

を含めまして９件で、認定件数が１件、否

認件数が５件、結果待ちが３件となってお

ります。また、進達から結果通知が出るま

でに要する期間は、６か月から１年ほどと

なっております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 全国で多くの健康被害者が

出ており、本市でも健康被害救済の認定が

出たと認識しました。全国で死亡認定は９

００人を超えています。 

 以前、各種ワクチンの健康被害認定の中

で過去最多になっていると指摘しました

が、制度設立以降のインフルエンザやＢＣ

Ｇといった新型コロナワクチン以外の認定

の累計に関して、全国並びに本市の状況を

お聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 厚生労働省健康局調

べでは、昭和５２年２月から令和３年度末

時点で認定件数は３，５２２件となってお

ります。 

 摂津市におきましては、確認できる範囲

で、平成５年以降、認定件数は１件となっ

ております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ２０２４年１１月１日のＮ

ＨＫ「ザ・ライフ ルポ コロナワクチン

と健康被害」で、専門家が「およそ８，０

００件が認定されているが、これは氷山の

一角ではないか。過去４５年間のコロナワ

クチン以外、全てのワクチンの健康被害救

済の認定数と比べると２倍以上、死亡は

５．７倍。たった３年間、たった一つのワ

クチンで前代未聞の数」と指摘していま

す。 

 私は、自衛隊在職時、任務達成のため

に、そして部下の命を守るために、様々な

状況下での徹底したリスク管理が指揮官に

は求められると教えられ、実践をしてきま

した。 

 ２年前の９月には、新型コロナウイルス

感染症の重症化率と致死率が、いずれも季

節性インフルエンザと同程度、あるいは低

くなっていると財務省資料で指摘されてい

ます。その時点で、コロナワクチンはデメ

リットがメリットを凌駕し、もはやリスク

の塊でしかない。健康を守るためのワクチ

ンで、多くの方々がむしろ健康を害し、あ

るいは亡くなっている。これは異常なこと

です。加えて、長期的な検証がなされてい

ない以上、将来的な健康被害の懸念もあり

ます。国民の命、健康を過剰かつ不必要な

リスクにさらし続ける国の姿勢に危機感し

かありません。 
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 改めて、新型コロナワクチンのリスクを

市はどう評価しているのか、お聞かせくだ

さい。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 新型コロナワクチン

とそのほかのワクチンのリスクの比較につ

きましては、ワクチンの種類によって、接

種回数や頻度、それから対象者等が異なる

ことから、単純に比較することは難しいと

考えておりますが、健康被害救済制度の認

定件数から見ますと、新型コロナワクチン

の健康被害者は、ほかのワクチンに比べて

多いと認識しております。 

 一方で、ワクチンの安全性の検証は、薬

事承認を出される国においてなされてお

り、これまでの国の厚生科学審議会で継続

的に審議が行われており、本年７月の審議

会においても特段の懸念は認められていな

いことを確認しております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 怖い話ですね。前代未聞の

健康被害リスクを有するワクチンが問題な

い、接種をし続けると。安全性が改善され

ない限り、打てば打つほどに健康被害者は

増え続けるでしょう。怖い、その一言に尽

きるかと思います。国に対して、コロナワ

クチンの安全性の再検証を市は求めるべき

です。要望いたします。 

 さて、新型コロナウイルスが弱毒化した

ことと、いろんな健康被害リスクを有する

ことについては、少なくとも私の本会議質

問を通して２年前から市は認識していると

理解しています。その上で、今年度からの

定期接種の委託料の一部を市が負担してい

ます。なぜですか。例えば、泉大津市では

補助を出していません。また、市民からは

接種を推奨しているのではないかと指摘が

ありますが、市が助成する理由をお聞かせ

ください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 新型コロナウイルス

ワクチンは、予防接種法で、個人の発病ま

たはその重症化を防止し、併せて、その蔓

延予防に資することを目的とするＢ類疾病

の定期接種に位置づけられております。法

におきまして、Ｂ類疾病の定期接種は努力

義務も勧奨もなしとされており、本市にお

きましても接種勧奨などは行っておりませ

ん。市は、あくまでも接種を希望する市民

に対して速やかに接種できる環境を整えて

いるところでございまして、接種費用１万

６，１７０円のうち、接種者の自己負担額

は北摂７市３町で協議した結果の３，００

０円となっております。残りの１万３，１

７０円のうち８，３００円を国が、４，８

７０円を市が負担しております。全額自己

負担にしない理由につきましても、接種を

希望する市民が経済的な問題を理由に接種

できないことがないようにするためであ

り、接種を推奨するためではございませ

ん。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 推奨ではないとのことです

が、健康被害リスクの言葉もなく、ただた

だ打ちやすさで検討されたとのことで、大

変残念だと思います。また、市としてお金

を出したからには、接種に関して市民への

責任が一層重くなるものと考えます。その

責任をどう果たされるのでしょうか。 

 先ほど紹介した泉大津市では、救済制度

申請での支援金制度を実施しています。本

市も健康被害者に寄り添った支援を行うべ

きではないでしょうか。 

 そこで、救済制度の申請にはどのような

手続と費用がかかるのか、お聞かせくださ

い。 
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○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 申請手続につきまし

ては、一般的には、かかりつけ医などに受

診・相談を実施した後に、市に申請をいた

だくものであると考えております。 

 この手続自体にかかる費用はございませ

んが、かかりつけ医にかかった際の医療費

や、申請の際に提出が必要となります一部

文書作成料が必要であると認識しておりま

す。具体的に必要な書類作成料は、病院が

発行する受診証明書約３，０００円及び診

療録のコピー代であると認識しておりま

す。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 健康被害救済制度に係る要

領については理解しました。 

 申請者は、健康被害を抱えながら、ある

いは遺族がそのような苦労や費用を払って

取り組むのです。加えて、申請後も長期間

待たなければなりません。本当につらいこ

とだと思います。少しでも健康被害に遭わ

れた方に寄り添った対応が必要です。 

 そこで、それら申請の円滑化や経済面な

どの支援を行うべきと考えますが、市の見

解をお聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 健康被害救済制度の

申請に当たっては、一定の専門知識が必要

となることから、健康被害を訴えられる方

に寄り添うために、専門職の保健師による

丁寧な聞き取り、相談など、窓口の対応を

通じて手厚くサポートを実施しておりま

す。また、市民が制度を知らないというこ

とが、この申請が出てこない大きな要因だ

と考えておりますので、必要な方に必要な

情報が届くように、広報紙などを活用し、

しっかりと周知していきたいと考えており

ます。 

 助成制度の創設につきましては、予防接

種健康被害救済制度自体は健康被害が認定

された方への支援であるため、現段階で市

として独自に申請にかかる費用の助成を行

うことは難しいと考えておりますが、そう

いった声があることも事実でございます。

今後、大阪府や国に対して、経済的支援に

ついて検討するように要望を行ってまいり

ます。また、併せて、手続の簡素化・迅速

化等についても、国・大阪府に対して要望

するとともに、実施方法について研究して

まいります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 健康被害に寄り添った対応

をされる保健師には感謝申し上げます。ま

た、潜在的な健康被害者も意識されたのは

適切です。もろもろ取り組まれるよう要望

いたします。 

 異例の事態が現在進行形で起きていま

す。補助等は前市長が決められました。よ

って、嶋野市長には、今後、健康被害につ

いて、市民のためにどうあるべきか、お考

えをお聞きしたいと思います。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 予防接種を受けたことによって

健康被害が出たかもしれないと感じられた

方に対しまして、速やかに健康被害救済制

度を利用できる環境を整備していくことは

極めて重要であると考えております。 

 ただ、市民の中には、こういった救済制

度があることについて御存じじゃないこと

で利用できなかったということは避けるべ

き状況でございます。先ほど部長も答弁い

たしましたけれども、引き続き周知の方法

につきましては徹底をしていきたいと考え

ているところでございます。 

 先ほど、議員から費用の負担について考

えてくれないかというお話もございまし
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た。これも、部長の答弁の中で、市独自で

やるのは難しいけれども、大阪府であった

り国には要望していくというお話もござい

ましたので、そのことは私も重く受け止め

ていきたいと思っております。 

 議員からこれまでも新型コロナワクチン

接種のリスクについて本会議の中で指摘を

していただいたことについては私も理解を

しております。確かに数字だけを見ており

ますと、ほかのワクチンと比べますと、や

っぱりリスクはあるのかということについ

ては、私も一定理解はしております。残念

ながら、これだけではなくて、ワクチンの

接種によって様々な反応が生じるわけでご

ざいます。そういったことも踏まえていき

ながら、今後、市民の皆さんに安心をして

いただける制度の周知に努めていきたいと

考えております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 市長、ありがとうございま

す。国・大阪府への要望と市としての支援

充実の検討をよろしくお願いいたします。 

 このことに関しては、市の担当部署も矛

盾の中で苦しんでいると思います。健康被

害の対応というのは当該部署が行い、その

悲鳴を聴いているわけです。私ですら、そ

ういった悲しみ、怒りのメールをいただく

と、やはり心が苦しくなり、何かしなけれ

ばならない気持ちを抱かずにはいられませ

ん。市民、そして理事者にとっても、健康

被害者に寄り添った支援を充実させるとい

うことは望ましい、そう思うところです。 

 この件については以上です。 

 次に、協働のまちづくり推進条例につい

て。 

 制定の目的と経緯について理解しまし

た。 

 自治連合会からの要望を受け、令和５年

度より条例制定に向けて作業を進められて

いますが、これまでどのような取組をされ

てきたのか、進捗状況も併せてお聞かせく

ださい。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 条例制定に向けての取

組といたしましては、令和５年度は、市の

職員で構成する条例制定検討委員会を設置

し、他市の条例も参考にしながら、条例に

規定する内容等の検討を進め、同年度末に

検討委員会による条例の素案を作成いたし

ました。 

 令和６年度におきましては、作成いたし

ました条例素案を地域団体や市民活動団体

などに提示して、条例素案に対する御意見

をお聴きするとともに、地域団体等の代表

の方に一堂に集まっていただき、条例素案

について意見の交換を行いました。各団体

には様々な御意見をいただき、先般、市の

考えを回答させていただいたところでござ

います。 

 現在は、いただいた御意見等を踏まえ、

条例案の修正を行ったところであり、間も

なく、広く市民の意見を聴くためパブリッ

クコメントを実施してまいります。そし

て、パブリックコメントでの意見を踏ま

え、条例の最終案を作成し、次の市議会定

例会において条例議案を提出する予定とい

たしております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 条例制定に向け、地域団体

などの代表の方々が一堂に会し、条例素案

に関する意見交換を行ったとのことです

が、いただいた意見をいかにして実効性の

あるものにしていくのか、制定後の取組も

重要です。多様な担い手による協働のまち

づくりを広げ、持続可能な活力のある地域

社会を実現するには、継続的に議論する場
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が必要であると考えます。条例制定後も施

策の実現に向け取り組んでいくことが重要

と考えますが、市の見解をお聞かせくださ

い。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 （仮称）摂津市協働の

まちづくり推進条例は、協働のまちづくり

の推進についての基本原則を明らかにし

て、その方向性を示し、まちづくりの多様

な主体の連携の下、協働のまちづくりを推

進していくという内容で、言わば理念条例

に分類されるものでございます。しかしな

がら、修正した条例案では、協働のまちづ

くりの推進に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するため、協働のまちづくり推進

計画を策定する旨の規定を追加することと

し、単なる理念条例とはならずに、実効性

を担保できるものとなるように見直しをし

ております。 

 また、協働のまちづくり推進計画の策定

に当たっては、附属機関として設置する協

働のまちづくり推進委員会の意見を聴くこ

ととし、同委員会の委員には、有識者をは

じめ、地域団体や市民活動団体の代表の

方、公募の市民などにも参画していただく

ことを予定しております。 

 このように、条例施行後においては、協

働のまちづくり推進計画を策定し、その計

画で示された取組の進捗管理を行うこと

で、協働のまちづくりの推進に関する施策

の計画的な推進を図ってまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 協働のまちづくり推進委員

会を設置され、進捗管理を行うこと、計画

的な推進を図られるとのことで、その意気

込みを評価させていただきます。条例の制

定がゴールではなく、継続的に議論を重ね

ることで協働のまちづくりを具体的に推進

していくことが重要です。鋭意取組を要望

といたします。今後の取組を期待しており

ます。 

 この件は以上です。 

 次に、ＰＦＯＡに関する研究等につい

て。 

 国の状況は理解しました。 

 さて、吉備中央町の話になりますが、飲

用水において暫定目標値を大きく上回る数

値が検出され、健康不安の声が上がってい

ると認識しています。吉備中央町の健康影

響について、国等で議論されているのか、

お聞かせください。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 令和６年８月１日に

開催されましたＰＦＡＳに対する総合戦略

検討専門家会議の資料の中に、自治体にお

ける健康状態の把握等に関する対応事例と

して吉備中央町の取組が記載されておりま

す。この環境省の資料によりますと、吉備

中央町に設置された吉備中央町健康影響対

策委員会の報告書において、町からの依頼

を受けた岡山大学大学院が実施した健康影

響に関する評価結果では、特定健康診査、

後期高齢者等健康診査及び低出生体重・早

産についてのデータの分析を実施し、全項

目とも、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの暴露を要因

として対象の地域において有病割合比が増

加している傾向は観察されていないとの報

告がなされております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 健康影響の状況については

理解しました。 

 また、先日のＮＨＫの放送では、農作物

への不安や、汚泥肥料にＰＦＡＳが高濃度

で含まれており、不安を感じる報道がなさ

れていました。農作物や汚泥肥料につい
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て、国の見解や調査・研究は進んでいるの

か、お聞かせください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 食品安全委員会が取り

まとめた食品健康影響評価書では、通常の

一般的な国民の食生活から食品を通じて摂

取される程度のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡによ

っては著しい健康影響を生じる状況にはな

いものと考えられ、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ

等のリスクを過剰に懸念して食生活を変更

することには、栄養学的な過不足等の新た

なリスクをもたらすおそれがあるとの見解

が示されております。 

 こうした見解を受け、農林水産省は、各

産地で収穫・水揚げされた様々な品目を摂

取する等、引き続きバランスよく摂取する

ことがまずは重要であると、同省のホーム

ページ「食品中のＰＦＡＳに関するＱ＆

Ａ」の中で述べられております。 

 また、汚泥肥料につきましては、農林水

産省が、汚泥肥料中のＰＦＯＳ及びＰＦＯ

Ａの濃度に関する情報として分析結果を公

表しております。そこでは、現時点での考

え方として、今回得られた分析結果のうち

最も高い濃度を示した汚泥肥料を用いて生

産された農作物を毎日食べ続けた場合であ

っても、現在得られている知見の下での試

算では、食品安全委員会が示した耐容一日

摂取量を超過することはないと述べられて

おります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 汚泥肥料と農作物への影響

は理解しました。 

 様々国の研究や知見の集積状況をお聞き

しましたけども、市としてはどのような取

組を行っていくのか、お聞かせください。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 本市では、これまで、

有機フッ素化合物に関するホームページを

立ち上げ、情報を発信してまいりました。

令和５年に環境省が公表したＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡに関するＱ＆Ａ集、先ほど申し上げ

ました食品安全委員会が取りまとめた食品

健康影響評価に記載の有害影響を評価する

ための指標となる生物学的事象、いわゆる

エンドポイントごとに検討内容を記載する

等、タイムリーな情報発信に努めていると

ころでございます。 

 また、環境省がＱ＆Ａ集の内容をさらに

平易に説明したリーフレットを作成してお

り、それを窓口に配架し、市民とのリスク

コミュニケーションのツールとして活用し

ております。 

 今後も、先ほど申し上げた農林水産省の

見解や調査結果等、国から得られる確かな

情報を基に適切な情報発信に努めてまいり

ます。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 情報発信をしっかりと行っ

てもらいたいと思います。引き続き、市民

の不安解消のため、ＰＦＯＡ対策を着実に

進められるよう、そして、風評被害防止も

図られるよう要望いたします。 

 この件については以上です。 

 次に、災害に備えた人・組織について。 

 能登半島地震で、各部から１８名以上の

多くの職員を派遣したことを理解いたしま

した。高く評価をいたします。 

 能登半島地震での経験は、本市の業務に

も生かさなければなりません。職員の派遣

実績を踏まえた防災危機管理上の人・組織

の育成について、市の見解をお聞かせくだ

さい。 

○三好義治議長 総務部副理事。 

○辻総務部副理事 能登半島地震のそれぞれ

の被災地におきまして本市の職員が経験し
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た業務は、当然ながら、摂津市で地震が起

こったときにも必ず必要になってくるもの

ばかりで、決して時間とともに風化させて

はならないものであると考えております。

それらの財産を職員間で共有し、今後の人

材育成につなげていくために最も効果的な

のは、形に残し受け継ぐことであると考え

ております。 

 一例を申し上げますと、現在順次作成し

ております避難所運営マニュアルにそれら

の経験を盛り込んでおります。また、各地

域での自主防災訓練におきましても、様々

なアドバイスをさせていただくことで、災

害対応の生の経験を市民の皆様にフィード

バックできればと考えております。 

 今後も様々な地域で災害は起こると思い

ますけれども、その際には、積極的に職員

を派遣し、全体の奉仕者としての使命にお

応えしていくとともに、被災地における支

援を通じて様々な経験を積ませていただけ

たらと考えております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 災害時にはしっかりと派遣

していただければと思います。 

 また、大阪北部地震でも他市等から支援

を受けたように、外部団体との連携は重要

です。近年、消防本部は自衛隊と積極的に

訓練をしておりますが、その取組について

お聞かせください。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 大規模災害が発生し、被災し

た自治体や都道府県が対応できない場合

は、都道府県知事や市町村長などの派遣要

請に基づいて自衛隊が派遣され、被災地で

活動いただくことになります。本市域を管

轄していただいておりますのは、兵庫県伊

丹市に駐屯地を構えておられます第３６普

通科連隊でございます。 

 有事の際には、この普通科連隊との連携

した活動が必須となるため、本市の現状を

認識していただく必要がございます。この

ため、令和５年１０月には、防災危機管理

課、消防本部及び自衛隊で合同研修会を実

施いたしまして、実際に市内の避難所、公

共施設等の巡回、さらに、本市にとって最

大の被害が想定される水害時の対応におい

て、特に淀川や安威川などの一級河川を視

察していただくことで、有事の際の活動拠

点、活動方法を共有するなどの実地研修を

実施いたしました。 

 さらに、令和６年１１月には、伊丹駐屯

地の訓練施設を使用させていただき、消防

本部の救助隊員と陸上自衛隊の活動隊員と

が合同救助訓練を実施するなど、お互いの

スキルアップを目指し、連携を強固なもの

にできるよう努めているところでございま

す。 

 今後の予定といたしましても、年明けの

１月１４日、１５日に、市内の事業所にお

きまして土砂埋没時の活動要領訓練を合同

で実施する予定でございます。 

 このような訓練を継続実施し、活動隊員

同士が顔の見える関係を構築することで、

万が一の大災害が発生した際にはスムーズ

な災害救助活動ができるものと考えており

ます。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 取組状況を理解いたしまし

た。市民のためになるものと高く評価をい

たします。 

 その観点で、総合防災演習もその役割を

果たします。顔を合わせる機会提供は必要

です。総合防災演習については以前からも

要望しておりますが、市の見解をお聞かせ

ください。 

○三好義治議長 総務部副理事。 
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○辻総務部副理事 本市の総合防災演習は、

令和元年度に実施して以降、新型コロナウ

イルス感染症の影響等により実施できてお

りません。その間、本市では人事異動等も

あり、訓練に参加いただいておりました各

種関係機関におきましても同様の事情があ

ることで、お互いに顔の見える関係性は若

干ながらも後退したと言わざるを得ませ

ん。 

 来年度から再開を予定しております総合

防災演習におきましては、災害時に効果的

な応急対策が講じられるよう、技術の確認

及び向上にとどまらず、お互いに顔の見え

る関係性の重要性を意識し、互いに密な連

携が取れるよう、総合防災演習の内容を充

実させていきたいと考えております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 総合防災演習をぜひ再開さ

れるよう、様々な機会、訓練を通じて、し

っかりと危機管理を担う人材育成を行って

ください。市民の命を災害から守れる人・

組織、そして体制づくりに取り組まれるよ

う要望いたします。 

 この件については以上です。 

 次に、委託保健師等の処遇改善につい

て。 

 乳幼児健診で保健師等の様々な専門職の

方々が活躍され、本市の子育てを担ってい

ることを理解しました。 

 その保健師の方々が、健診従事者への謝

礼等の処遇改善の要望書を提出されたとお

聞きしています。このことについて、市の

見解をお聞かせください。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 近年、物価が高騰す

る一方、賃金も上昇する現状にございま

す。先ほども御答弁申し上げましたが、乳

幼児健康診査については、多職種の皆様に

御尽力をいただいておりますので、様々な

職種の現行の謝礼等について、他自治体の

状況等も確認しつつ、必要に応じて是正に

向けた検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ぜひとも検討されるよう要

望いたします。 

 新規の委託保健師を獲得することが難し

い現状もお聞きをしております。乳幼児の

健康を支える重要な業務を担う健診従事者

の方々、本市にとってはなくてはならない

方々の待遇を適切にしていただくよう要望

といたします。 

 これにつきましては以上です。 

 次に、中学校の部活動等における全国大

会補助について。 

 現制度は理解しました。 

 答弁にもありましたけども、今年１１月

１６日に第一中学校の吹奏楽部がマーチン

グバンド全国大会に出場し、銀賞を獲得い

たしました。大変すばらしいことと思いま

す。ただ、今の制度上、補助は３万円です

が、実際に大会登録料２万円、部員３３人

の本番当日のバス代１０万円、リハーサ

ル、練習での移動経費等々がかかっていま

す。これらを部費、生徒会費、職員、Ｏ

Ｂ、ＯＧのカンパ、保護者の支援で賄って

いるとのことです。今回は大阪府内でした

けども、遠方であれば宿泊費も必要になり

ます。ある保護者は、一生に一度あるかな

いかの全国大会だから、気兼ねなく子供に

は参加してもらいたい、子供に負担は気に

してほしくないと言っておりました。 

 公立学校の部活でもあり、保護者負担を

減らすよう制度を見直すべきですが、市の

見解をお聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 
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○安田教育総務部長 部活動は、生徒の体力

向上や健康増進はもちろん、連帯感や社会

性を育むことが期待でき、本市の子供たち

が部活動に励み、努力の結果、全国大会に

参加できることは、かけがえのない経験に

なり、大変喜ばしいことだと考えておりま

す。一方、議員が御指摘のとおり、全国規

模の大会に参加するとなれば、移動費等、

保護者の負担も大きくなる場合もございま

す。 

 今後、部活動地域移行も視野に入れなが

ら、他市状況も参考に、激励金の交付の在

り方について研究をしてまいります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 例えば、神奈川県厚木市で

は、公立中学校に関して、全国大会等で宿

泊費１泊１人につき９，０００円を上限に

する等の補助を行っております。本市にお

いても、他市事例を踏まえ、日頃の頑張り

の結果、全国大会に出場することになった

子供たちが気持ちよく参加できるよう、補

助の在り方について改善されるよう要望い

たします。 

 この件につきましては以上です。 

 次に、スマホ育児について。 

 市の認識は理解しました。 

 ベビーカーに乗った幼児がスマホ等を見

ている光景はよく目にします。このスマホ

育児については、メリット、デメリットが

様々に指摘されていますが、市としてはど

う認識しているのか、お聞かせください。

こども家庭部長。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 スマートフォン等を

育児に利活用するメリットといたしまして

は、知育教材や学習アプリの活用が考えら

れます。また、デメリットとしては、子供

にスマートフォンを長時間与えてしまうこ

とで、目や首に負担がかかり、視力低下や

姿勢が悪くなるおそれがあることや、悪質

なコンテンツに入ってしまうこと、将来的

なスマホ依存症につながる可能性があるこ

となどが言われております。 

 平成３１年、ＷＨＯ、すなわち世界保健

機構は、小児の健康な成長に関するガイド

ラインを発表し、１歳児では、スマートフ

ォンなどのデジタルデバイスの視聴は推奨

されないこと、また、２歳から４歳までの

デジタルデバイスの視聴時間は１日１時間

未満であることを提言しておりますが、国

内においては具体的なガイドラインなどは

ない状況にございます。 

 今後も、スマートフォン等の乳幼児への

利活用については、賛否両論、議論がなさ

れるものと思われます。母子保健といたし

ましては、子供の心身の健やかな成長とい

う観点から、親子のスキンシップやコミュ

ニケーション、外遊びなどによる体力づく

りなどを推奨し、指導しているところでご

ざいます。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 スマホ育児についてはデメ

リットを指摘する意見が多いと認識してい

ます。親子のスキンシップ等の機会損失は

重大です。そして、デメリットを知らない

家庭ほどスマホ育児に偏りがちになってい

る現状があろうかと思います。かといっ

て、スマホ育児をやめなさいというのも難

しいところがあります。 

 そのことを踏まえ、私は、スマホ育児の

特にデメリットを保護者が適切に把握する

ことがまずは大切かと考えます。ぜひとも

スマホ育児における啓発活動を検討し、行

うよう要望といたします。 

 この件については以上です。 

 次に、児童・生徒のスマホ依存対策につ
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いて。 

 本市の子供たちのスマホ使用時間は全国

に比べ多い現状は理解しました。 

 スマホ育児のデメリットは、先ほど質問

しましたけれども、児童・生徒においても

スマホ使用でのデメリットは当然ありま

す。多くの研究で、スマホの長期使用は、

睡眠障害、鬱、記憶力や集中力、学力の低

下、そして依存になることを指摘してお

り、大変懸念しております。スマホの長期

使用のデメリットについては市はどう認識

しているのか、お聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 スマートフォンの使用

時間が長くなると、相対的に学習や睡眠に

充てる時間が短くなるだけでなく、夜間に

ブルーライトを浴びることにより睡眠の質

の低下につながり、とりわけ大人に比べ脳

が発達の過程にある子供については、学習

や健康により悪影響を及ぼすとされており

ます。また、家族や友人との対話でのコミ

ュニケーションの機会が減少し、社会性や

コミュニケーション能力の発達に影響を与

えることが考えられ、ＳＮＳでのトラブル

やネットいじめなどにつながる可能性が懸

念されます。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 デメリットについては認識

いたしました。 

 加えて、スマホにはＳＮＳ問題もありま

す。ＳＮＳを使用するほど自己肯定感が低

下し、あるいは、先ほどありましたいじめ

問題、そして犯罪に巻き込まれることも

多々発生をしております。その懸念は世界

共通であり、オーストラリアでは１６歳未

満のＳＮＳ禁止法案が先月可決されていま

す。 

 これらのデメリットをしっかりと児童・

生徒、そして保護者が認識するなど、スマ

ホ対策を講じる必要があろうかと思います

が、学校におけるスマホ依存対策の取組を

お聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 スマートフォンを使用

してのゲームやＳＮＳ、動画視聴時間につ

いても年々増加傾向にあり、学習面や健康

面での影響を踏まえ、スマートフォンを適

切に利用することが重要であると捉えてお

ります。 

 学校においては、自己管理能力を育むこ

とを目的に、情報モラル教材などを活用

し、情報モラル教育を推進しております。

また、各家庭に対しては、全国学力・学習

状況調査などから分かる現状をお伝えする

とともに、各家庭でスマートフォンの使用

について改めて考えるきっかけとなるよう

啓発に努めております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 現状の取組は理解をしまし

た。 

 スマホ依存対策は、ルールづくりなど、

子供たち自身に考えさせることも重要かと

思います。その点もぜひ検討して実施をし

ていただきたいと思います。これについて

は要望といたします。 

 以上です。 

 次に、ＩＣＴ教育の弊害について。 

 タブレット端末を有意義に活用している

ものと理解をしました。 

 一方で、ＩＴ先進国で知られるスウェー

デンでは、生徒の読解力が低下しているこ

とを踏まえ、昨年からタブレット等の利用

時間は削減され、本を読む時間や手書きの

練習に重点が置かれ、また、脳科学者の川

島隆太東北大学教授の仙台市の学校での研

究事例でも、電子端末での作業は脳が活性
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化しないことが発表されています。 

 また、本市の学校でも、タブレット端末

で授業とは全く違うことをしていたりと

か、退屈しのぎの操作をする等、授業に集

中できていない児童・生徒がいるとお聞き

をしております。実際、市の学力も伸び悩

んでいるかと思います。 

 これらを踏まえて、タブレット端末使用

のデメリットが明らかになってきています

が、市はどう認識しているのか、お聞かせ

ください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 タブレット端末の活用

におけるデメリットについては、インター

ネットを用いて簡単に検索できるため、考

えることなく調べてしまうことにつながる

など、活用の方法によっては想像力や思考

力を十分につけることができないことが懸

念されております。また、デジタル教材の

みに頼ることや、手書きの回数が減るなど

により、学習内容の定着に影響を及ぼす可

能性がございます。教育活動の様々な場面

においてタブレット端末を活用することの

メリット、デメリットを教員自身が考え、

効果的に活用することが大切であることを

踏まえ、具体的な活用方法について助言す

るなど、子供たちにとってよりよい学びと

なるよう取り組んでおります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 タブレット端末の使用に関

しては、めり張りをつける必要があるかと

思います。とりわけ脳や神経系が未発達で

ある小学校低学年では、体験的活動を重視

すべきです。スマホとタブレット端末の乱

用は思考力を養いません。その上、様々な

体験的な学びやコミュニケーション力向上

の機会損失も発生し、生きる力を育むこと

を阻害しかねないものです。家ではスマ

ホ、学校ではタブレット端末と、１日中電

子端末漬けとならぬよう、教育委員会とし

て、タブレット端末活用についてのガイド

ラインの策定を要望いたします。 

 また、想像力や語彙力を高める読書活動

の重要性は、これまで幾度も議論してまい

りました。しかしながら、スマホ等の長期

使用で読書活動が低下する傾向にありま

す。この対応について、どうお考えか、お

聞かせください。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 読書活動は、子供たち

の豊かな情操や学力向上、さらには豊かな

人間性を育む上で非常に大切なものと捉え

ております。 

 スマートフォンの長時間の使用により子

供の読書時間が減少する中、読書習慣を身

につけることが必要であると考えておりま

す。子供たちが自ら読書活動を進めていく

ためには、子供たちが本を好きになり、読

書の魅力を感じる出会いが大切でございま

す。 

 引き続き、担任や学校読書活動推進支援

員による読み聞かせや、子供同士がお勧め

の本を紹介することなど、様々な本に触れ

る活動を進め、子供たちの読書習慣を確立

できるよう進めてまいります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ぜひ子供たちの読書習慣を

確立できるよう要望いたします。それに

は、ゼロ歳からのブックスタートや、就学

前教育での読書機会を増やすなど、総合的

な対応も要望いたします。 

 これまでの話をまとめると、スマホ、タ

ブレット端末の使用は、特に成長過程の子

供にとっては、依存性など様々なリスクが

あるということです。スティーブ・ジョブ

ズやビル・ゲイツが、自分の子供にはスマ
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ホ、タブレット端末を厳しく制限していた

という話は有名です。まさにリスク管理を

していたことにほかなりません。 

 私は、スマホ等によって、学力格差だけ

でなく、生きる力の差も生じ、結果、貧富

の格差がさらに広がるものと懸念をしてお

ります。スマホ育児のように、早ければゼ

ロ歳児から接するがため、大きな問題で

す。子供たちは環境を選べず、大人が責任

を持って適切な環境を提供しなければなら

ないと考えます。 

 最後に、スマホ依存対策について、総括

的に教育長のお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○三好義治議長 教育長。 

○若狭教育長 学校へ行きまして授業を見た

後、授業者と話をいたしますと、本当に一

つの教室にいろんな子供たちがいる、教室

はまさに多様な子供たちの集まりではない

かと思うことがあります。学力定着に課題

のある子だけでなく、人とはかなり違う個

性や、それから認知特性、発達特性で黒板

をノートに写すことができない、あるい

は、大きな音とか匂いに敏感である、教室

の人数そのものが非常に苦手であるとか、

みんなの前で発表するのがしんどい、そん

な子供たちがたくさんいます。 

 誰一人取り残さない教育、これが非常に

大事であります。そのためには、今導入さ

れています１人１台のタブレットは欠かせ

ない、必要不可欠ではないかと思っていま

す。 

 タブレットを活用することで、本当に一

人一人の習熟に応じて個別的な学習を同時

に進めることができます。発表が苦手な

子、多人数で話し合うことが苦手な子が、

タブレットを少し活用するだけで共同的な

学習が進むことになります。体育なんかで

は、自分でそれまで意識できなかった自分

のスポーツをする姿でありますとか運動す

る姿を録画して、直ちにそれを見て自己調

整する、そんな力を伸ばすことも可能で

す。教室になかなか入れない子供が、オン

ラインを使うことで一緒に参加する。そう

いう意味では、多様な子供たちのそれぞれ

の学びを保障するために、ＩＣＴ、あるい

はスマホ、タブレットといった機器は本当

に大事なものだと思っております。 

 ところが、こうしたものは生き物ではあ

りませんし、体の一部ではございません。

単なるテクノロジー、道具にしかすぎない

んです。それぞれの学びとか育ち、これを

支える道具に縛られるようでは本末転倒に

なっていると思っております。 

 スマホやタブレットの画面、スクリーン

を介したバーチャルな世界、それから、議

員もおっしゃっていた現実体験、リアルで

フィジカルな現実世界のバランスが大事や

と思っています。 

 先ほどの体育の自己調整力を伸ばす取組

のように、バーチャルを介してフィジカル

を伸ばしていくようなこともたくさんござ

いますけれど、例えば、乳幼児期の子供が

お母さんと見詰め合う、あるいは、チョウ

チョウを一緒に見る、視線を共有する共同

注視、そうしたものはフィジカル、現実で

しかできないと思います。 

 小学校の子供たちが、１キログラムの重

さってこれぐらい、１キロメートルってこ

れぐらいの向こうにある長さやとか、それ

から広さとか温度とか、本当にその時期に

大事な量感覚というんですか、これも、今

の１人１台のタブレットやスマホレベルの

ＩＣＴ、バーチャルではとても味わうこと

のできないものです。 

 中学生が時間を忘れて話し合って、目を
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見ながら、顔を合わせながら話合いをやる

ことで脳波が同期するという話も聞きま

す。一緒に苦労したことで、いつまでたっ

ても、何年か先に一人が思い出すことでみ

んなが思い出すような記憶の共有、そうい

った体験もフィジカル、現実でしかできな

いと思っています。 

 バランスが大事です。道具に振り回され

ないように、道具をうまく使っていかなけ

ればならないと思っています。 

 議員がおっしゃるスマホ依存は、子供の

問題というよりも、私は大人の問題ではな

いかと思っています。学校で先生、教員が

調べ学習を指示するときに、教員自身が、

インターネットのファクトチェックの重要

性でありますとか、記者の名前が載ってい

る新聞で調べるとか、発行者が明らかな図

書室に行って本で調べるとか、そうしたア

ナログの検索のよさを理解しているかどう

か、御家庭でそれぞれ保護者が新聞や読書

をしている姿を子供たちに見せているかど

うか、スポーツを楽しんでいる姿を見せて

いるかどうか。 

 何よりも、今、電車に乗ったときに、ほ

とんどの人がスマホを片手に画面を見てい

ます。カフェで、レストランで、集いの場

所で、大人が複数いるのに、それぞれスマ

ホを持って検索している、画面を眺めてい

る、こういった事態をおかしいと思うよう

な感覚が鈍ってきているのではないかと思

います。 

 そういう意味では、子供と一緒にルール

を考えたり、保護者と子供、それから地域

の方を啓発するいろんな取組はもちろん大

事ですけれど、まずは私たちが率先垂範し

て、スマホを少し片手から外して現実を楽

しむとか、そういったバランスを子供たち

に見せていく姿勢が大事なのかと思ってお

ります。そうした取組を皆さんと一緒にぜ

ひ進めていきたいと考えております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 丁寧な御答弁ありがとうご

ざいます。 

 スマホ依存対策については、子供たちと

保護者、教師、学校、教育委員会、そし

て、教育長もおっしゃいましたけども、私

たち大人の誰しもが取り組む、そういった

流れを議会からも応援できればと思いま

す。そういった点では、スマホに負けぬよ

う、読書活動を一層強化すべく、読書活動

推進条例制定も検討されてはいかがでしょ

うか。 

 スマホ依存は、まさに現代病とも言えま

す。私自身も、タブレットを持ったら、１

時間ついつい見てしまうのもよくあること

で、その１時間で何ができたんだろうと、

本当に機会損失を考えてしまいます。成長

過程の子供たちにとっては、なおのこと機

会損失が大きいかと思っております。子供

たちのスマホ依存対策をリスク管理の観点

からもしっかりと推進されるよう要望いた

します。 

 これについては以上です。 

 次に、台風時でのごみ収集中止基準につ

いて。 

 取組は理解しました。 

 その取組の中で、現状、ごみ収集の中止

基準がなく、問題と捉えています。例えば

大阪市では、最大風速２５メートル以上の

暴風が吹くことが予測される場合、資源ご

み等の一部収集を中止し、最大風速３０メ

ートル以上の暴風の場合、全ての収集を中

止する基準を設けています。 

 そこで、台風時の中止基準を設けること

について、市の見解をお聞かせください。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 
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○西川生活環境部理事 台風の接近に伴い、

ごみの排出や収集に危険を伴う可能性があ

りますことから、台風時におけるごみの収

集中止の判断基準を設定している自治体が

あることは把握しております。近隣では、

御紹介いただきました大阪市や守口市が、

中止決定するタイミングや気象状況、収集

中止の対象となるごみの種類などを設定し

ており、その判断基準についてはホームペ

ージで公表しております。 

 両市からは、これまで、判断基準に基づ

きごみ収集を中止したケースはなく、台風

接近時には、本市と同様に、多くの市民か

らごみの収集の有無について問合せがあっ

たこと、また、判断基準に満たないケース

であっても、暴風により収集車両があおら

れ、スムーズなごみ収集が困難なケースが

あったことを聞いております。 

 ごみの収集は、市民生活に深く関係した

業務であると同時に、暴風時には危険を伴

うケースもあり、ごみ収集の中止の判断は

慎重に行う必要がございます。その際、収

集を中止する明確な基準が必要と考えてお

りますことから、今後は、先進自治体の事

例を参考に判断基準の設定について検討し

てまいりたいと思います。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ぜひ検討されるよう要望い

たします。市民、収集従事者、そして判断

する市職員にとっても分かりやすく、混乱

を避けることができるものです。よろしく

お願いいたします。 

 この件については以上です。 

 次に、環境センター跡地のモニタリング

等について。 

 解体工事並びに解体時のモニタリングに

ついては、周辺住民に寄り添った対応を要

望いたします。 

 次に、公園整備後のモニタリングも大切

と思いますが、市の見解をお聞かせくださ

い。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 今後、環境センター

の解体工事を予定しておりますが、事前に

行った土壌汚染調査の結果、環境センター

の敷地内に鉛、ヒ素、フッ素、ダイオキシ

ン類による土壌汚染が確認されました。そ

のため、解体工事に合わせ、土壌汚染対策

として汚染区画の舗装を予定しておりま

す。その上で、高台公園整備時に約１．５

メートル以上の盛土を行う計画としてお

り、結果的には舗装と盛土という二重の封

じ込めを行うことになります。 

 これらの対策を実施することで、環境セ

ンター敷地に汚染土壌を封じ込めることが

でき、人体への摂取経路を遮断することと

なることから、土壌汚染による健康リスク

はゼロとなるため、環境センター跡地を安

全に高台公園として利活用することが可能

となります。 

 整備された高台公園につきましては、土

壌汚染の封じ込め対策の安全性を確認し、

公園を訪れる皆様に安心して利用いただけ

るよう、定期的なモニタリングを検討して

おります。 

 なお、モニタリングの内容、方法等に関

しましては、土壌汚染対策を行った上で、

本市が予定している対策と同様に、舗装と

盛土による対策をした上で公園として利用

している東豊島公園等、先進自治体の事例

を参考にしながら適切な方法を検討してま

いります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 モニタリングを検討されて

いるとのことで理解をいたしました。 

 環境センター解体と公園整備において、
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土壌汚染等の対策をしっかりと行い、安全

性を確保し、かつ、モニタリングで市民の

不安解消に取り組まれるよう要望いたしま

す。 

 この件については以上です。 

 最後に、鶴野中央公園について。 

 ポテンシャルは理解をいたしました。 

 先ほど議論しましたけども、安全性を確

保した上で、ポテンシャルを十分に発揮で

きる魅力的な公園の整備に向けてはどのよ

うに取り組んでいくのか、お聞かせくださ

い。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 鶴野中央公園の整備に向け

ましては、公園利用者や近隣の方々などの

意見を幅広く反映させる必要があると考え

ており、ワークショップを実施する予定と

しております。ワークショップにおきまし

ては、公園整備に係る関係法令等による制

限や整備後の維持管理を踏まえた考えな

ど、必要最小限の条件を示すにとどめ、他

事例を参考にしながら、施設の種類や利用

方法など、幅広く市民主体で議論を進めて

いただきたいと考えており、多くの方に魅

力を感じていただける公園の実現を目指

し、取り組んでまいります。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ワークショップなどを行う

とのことで、鶴野地域並びに市全体の魅力

向上につながる公園に向けて大変期待する

ものでございます。環境センターを受け入

れてくれた鶴野地域への恩返しとしても魅

力的な公園整備を行うことが望ましいです

けども、公園整備にかける市長の熱い思い

をぜひお聞かせください。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 ごみの処理につきまして、茨木

市と連携協約をまとめることができました

ので、昨年の４月から、我が摂津市の環境

センターは運転を停止しているわけでござ

います。この間、鶴野地域にお住まいの皆

様方の御理解と御協力をいただきまして、

実に半世紀以上もごみの焼却については鶴

野地域で行ってきたわけです。本当に多く

の皆様方の御理解と御協力にこの場をお借

りいたしまして改めて感謝申し上げたいと

思っております。 

 だからこそ、まずは、鶴野地域の皆様方

の地域の活性化に資するものでなくてはな

らないと私も考えております。それと併せ

て、我々といたしましては、我が摂津市そ

れぞれの地域における様々な状況について

目を向けていくべきでありまして、やはり

浸水のリスクについても目を向けていくべ

きだと思っています。 

 そういったことを考えたときに、あの場

所に何がふさわしいのかと考えると、やは

り高台だろうということについては、しっ

かりと皆様方にも確認をしていただいてい

ると思っております。そういった観点か

ら、一定規模の高台公園を整備していくこ

とを決定していったわけです。 

 もちろん、鶴野地域の皆様方に喜ばれる

ものでなくてはならないという話はいたし

ました。また、あの場所を考えたときに、

もっと多くの皆様方に喜んでいただける、

さらには、昨日から議論がありましたけれ

ども、摂津市で様々なにぎわいであった

り、つながりをさらに確かなものにしてい

くためのいろいろな取組も、あの公園では

可能になってくるだろうと思っておりま

す。 

 そういった問題にもしっかりと目を向け

ていきながら、これから本当に思いを込め

て高台の公園を整備して、あそこに公園が

できたからこのつながりができたんだと、
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地域の活性化にもしっかりとつながってい

ったんだと、そう思っていただけるような

ものを造っていきたいと思っておりますの

で、どうかこの点については御期待をいた

だきたいと思っております。 

○三好義治議長 松本議員。 

○松本暁彦議員 ありがとうございます。 

 鶴野地域への市長の感謝の言葉もござい

ました。鶴野中央公園は、市の中心部で利

便性が高く、新幹線公園とのコラボもでき

ます。摂津まつりの第２会場としても活用

できます。本当に大変魅力的な公園になる

ことは間違いなしと思います。すばらしい

公園とされるよう、こちらについても要望

とさせていただきます。 

 以上で一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○三好義治議長 松本議員の質問が終わり、

以上で一般質問が終わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２２分 休憩） 

                 

（午後２時４４分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 日程２、議案第７１号など１０件を議題

とします。 

 委員長の報告を求めます。総務建設常任

委員長。 

 （野口博総務建設常任委員長 登壇） 

○野口博総務建設常任委員長 ただいまか

ら、総務建設常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 １２月６日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第７１号、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管

分、議案第７９号、摂津市立自動車駐車場

条例の一部を改正する条例制定の件、議案

第８０号、摂津市道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例制定の件及び議案第８１

号、摂津市都市公園条例の一部を改正する

条例制定の件、以上４件について、１２月

１０日、委員全員出席の下に委員会を開催

し、審査しました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定いたしまし

たので、報告いたします。 

○三好義治議長 文教上下水道常任委員長。 

（出口こうじ文教上下水道常任委員長 登壇） 

○出口こうじ文教上下水道常任委員長 ただ

いまから、文教上下水道常任委員会の審査

報告を行います。 

 １２月６日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第７１号、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管

分、議案第７２号、令和６年度摂津市水道

事業会計補正予算（第２号）、議案第７３

号、令和６年度摂津市下水道事業会計補正

予算（第１号）、議案第７７号、摂津市立

子育て総合支援センターの施設の使用に関

する条例の一部を改正する条例制定の件及

び議案第７８号、摂津市ひとり親家庭の医

療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定の件、以上５件について、１２月

９日、委員全員出席の下に委員会を開催

し、審査しました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定しましたの

で、報告します。 

○三好義治議長 民生常任委員長。 

  （福住礼子民生常任委員長 登壇） 

○福住礼子民生常任委員長 ただいまから、

民生常任委員会の審査報告を行います。 

 １２月６日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第７１号、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管

分、議案第７４号、令和６年度摂津市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）及び
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議案第７５号、令和６年度摂津市介護保険

特別会計補正予算（第２号）、以上３件に

ついて、１２月９日、委員全員出席の下に

委員会を開催し、審査しました結果、議案

第７１号については賛成多数、そのほかの

案件については全員賛成をもって可決すべ

きものと決定しましたので、報告いたしま

す。 

○三好義治議長 議会運営委員長。 

  （西谷知美議会運営委員長 登壇） 

○西谷知美議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 １２月６日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第７１号、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管

分について、１２月１７日、委員全員出席

の下に委員会を開催し、審査しました結

果、全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので、報告します。 

○三好義治議長 駅前等再開発特別委員長。 

（松本暁彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○松本暁彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 １２月６日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第７１号、令和６年

度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管

分について、１２月１２日、委員全員出席

の下に委員会を開催し、審査しました結

果、全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので、報告します。 

○三好義治議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。増永

議員。 

  （増永和起議員 登壇） 

○増永和起議員 日本共産党を代表して、議

案第７１号に対する反対討論を行います。 

 議案第７１号、令和６年度摂津市一般会

計補正予算（第７号）には、商工振興費と

して、大阪・関西万博出展委託料２６４万

円と、債務負担行為として、同じく大阪・

関西万博出展事業２２２万４，０００円が

計上されています。これは、銘木と欄間を

メインにした摂津市のＰＲ事業として大

阪・関西万博に出展する予算ですが、合計

で約５００万円かける出展は僅か１日で

す。２０２３年度決算の反対討論で、敬老

祝品等について、高齢者の事業を削減すべ

きではないと述べましたが、その敬老祝品

の決算額は年間で５７６万２，２９０円で

した。敬老祝品事業の年間額に匹敵するよ

うな予算をたった１日の出展のために使う

ことに市民の納得が得られるでしょうか。 

 先日も、大阪・関西万博は、警備費や機

運醸成費等、費用が増額となると報道され

ました。売上げで賄う予定の運営費も、チ

ケットの販売が伸びず、赤字が懸念されて

います。また、パビリオンの撤退で空き地

ができているとの報道もあります。今回の

出展事業は、それらを市町村で少しでも穴

埋めさせるためだと考えざるを得ません。 

 物価高騰で市民が大変なときに、湯水の

ように税金を使って万博をやり抜くのは、

その後にカジノを計画しているからです。

我が党は、万博にもカジノにも反対し、今

からでも中止を求める立場です。よって、

本補正予算案に反対するものです。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で討論を終わります。 

 議案第７１号を採決します。 
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 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第７２号、議案第７３号、議案第７

４号、議案第７５号、議案第７７号、議案

第７８号、議案第７９号、議案第８０号及

び議案第８１号を一括採決します。 

 本９件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本９件は

可決されました。 

 日程３、議案第８９号及び議案第９０号

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長公室

長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 それでは、議案第８９

号、摂津市一般職の職員の給与に関する条

例及び摂津市会計年度任用職員の勤務条件

等に関する条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 このたびの一部改正は、給与勧告制度に

より、民間給与との格差及び人材確保の観

点等を踏まえ、若年層に重点を置いた俸給

表の水準を引き上げるとともに、期末手当

及び勤勉手当の支給月数の引上げ及び常勤

職員の給与改定に係る取扱いに準じて、会

計年度任用職員の給与を改定することを基

本とする旨等が示されました令和６年人事

院勧告に伴うものでございます。 

 まず、一般職の職員について、給料月額

でございますが、給料表を見直した結果、

本市の全会計の職員について、平均で約

３．８９％の水準の引上げとなります。 

 次に、期末手当でございますが、定年前

再任用短時間勤務職員以外の職員の支給月

数が０．０５月分の引上げ、定年前再任用

短時間勤務職員の支給月数が０．０２５月

分の引上げ、特定任期付職員の支給月数が

０．０５月分の引上げとなります。 

 次に、勤勉手当でございますが、定年前

再任用短時間勤務職員以外の職員の支給月

数が０．０５月分の引上げ、定年前再任用

短時間勤務職員の支給月数が０．０２５月

分の引上げとなります。 

 次に、会計年度任用職員について、給料

月額でございますが、給料表を見直した結

果、本市の全会計の職員について、平均で

約１０．５４％の水準の引上げとなりま

す。 

 次に、期末手当でございますが、支給月

数が０．０５月分の引上げとなります。 

 次に、勤勉手当でございますが、支給月

数が０．０５月分の引上げとなります。 

 なお、本改正条例は、二つの条文から構

成されており、第１条では、会計年度任用

職員以外の職員に対する給料表の改定、期

末手当及び勤勉手当の引上げについて、第

２条では、会計年度任用職員に対する給料

表の改定、期末手当及び勤勉手当の引上げ

について、それぞれ所要の改正を行ってお

ります。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 なお、議案第８９号に係る議案参考資料

１ページから１３ページも併せて御参照賜

りますようお願い申し上げます。 

 第１条は、摂津市一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正となっており、第２

３条第２項は、定年前再任用短時間勤務職

員以外の職員の期末手当の支給月数を０．

０５月分引き上げる改正を、第３項は、定
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年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支

給月数を０．０２５月分引き上げる改正

を、第４項は、特定任期付職員の期末手当

の支給月数を０．０５月分引き上げる改正

を、第２４条第２項第１号は、定年前再任

用短時間勤務職員以外の職員の勤勉手当の

支給月数を０．０５月分引き上げる改正

を、第２号は、定年前再任用短時間勤務職

員の勤勉手当の支給月数を０．０２５月分

引き上げる改正を、別表第１は、定年前再

任用短時間勤務職員以外の職員の給料月額

及び定年前再任用短時間勤務職員の基準給

料月額について、国の一般職の職員に準拠

した改正を、別表第３は、特定任期付職員

の給料月額について、国の特定任期付職員

に準拠した改正をそれぞれ行うものでござ

います。 

 第２条は、摂津市会計年度任用職員の勤

務条件等に関する条例の一部改正となって

おり、第１６条第２項は、会計年度任用職

員の期末手当の支給月数を０．０５月分引

き上げる改正を、第１６条の２第２項は、

会計年度任用職員の勤勉手当の支給月数を

０．０５月分引き上げる改正を、別表は、

フルタイム会計年度任用職員の給料月額に

ついて、摂津市一般職の職員の給与に関す

る条例に定める給料表の改正に準じて改正

を行うものでございます。 

 附則といたしまして、第１項には、この

条例は公布の日から施行する旨を、第２項

第１号には、会計年度任用職員以外の職員

及び特定任期付職員の給料月額の改正規定

の適用日を令和６年４月１日とする旨を、

第２項第２号には、会計年度任用職員の給

料月額の改正規定の適用日を令和６年８月

１日とする旨を、第２項第３号には、会計

年度任用職員以外の職員及び会計年度任用

職員の期末手当及び勤勉手当の改正規定の

適用日を令和６年１２月１日とする旨を、

第３項は、旧摂津市一般職の職員の給与に

関する条例の規定により支給された給与

は、新摂津市一般職の職員の給与に関する

条例の規定により支給される給与の内払い

となる旨を、旧摂津市会計年度任用職員の

勤務条件等に関する条例の規定により支給

された給与は、新摂津市会計年度任用職員

の勤務条件等に関する条例の規定により支

給される給与の内払いとなる旨を、第４項

には、この条例の施行日に属する月の前月

の末日までに退職した会計年度任用職員に

ついては、この条例の改正規定を適用しな

い旨を、第５項は、この条例の施行に関し

必要な事項は市長が定める旨を規定してお

ります。 

 なお、このたびの給与条例の改正に伴う

所要額は、全会計の総額で２億７，２２６

万５，０００円となっております。 

 以上、議案第８９号の内容説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第９０号、特別職の職

員の給与に関する条例及び摂津市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 このたびの一部改正は、特別職の職員の

給与及び議会議員の議員報酬について、い

ずれも期末手当の支給月数を令和６年人事

院勧告に基づく一般職の期末手当及び勤勉

手当の引上げに合わせた年間０．１月分引

き上げるものでございます。 

 本改正条例は、二つの条文から構成され

ており、期末手当の引上げについて、所要

の改正を行うものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 なお、議案第９０号に係る議案参考資料
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１４ページから１５ページも併せて御参照

賜りますようお願い申し上げます。 

 第１条は、特別職の職員の給与に関する

条例の一部改正となっており、第７条第２

項は、特別職の職員の期末手当の支給月数

を０．１月分引き上げる改正を行うもので

ございます。 

 第２条は、摂津市議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部改正とな

っており、第７条第２項は、議会議員の期

末手当の支給月数を０．１月分引き上げる

改正を行うものでございます。 

 附則といたしまして、第１項には、この

条例は公布の日から施行する旨を、第２項

は、旧条例の規定により支給された期末手

当は、新条例の規定により支給される期末

手当の内払いとなる旨を、第３項には、こ

の条例の施行に関し必要な事項は市長が定

める旨を規定しております。 

 なお、このたびの給与条例の改正に伴う

所要額は、総額で１４３万７，０００円と

なっております。 

 以上、議案第９０号の内容説明とさせて

いただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本２件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第８９号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第９０号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程４、議案第８４号など５件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第８４号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第８号）につき

まして、提案内容を御説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、人事院勧告による給料改

定のほか、期末手当、勤勉手当の支給率引

上げなどに伴う人件費の補正を計上いたし

ております。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ２億６，２９８万４，０００

円を追加し、その総額を４７１億７，０７

７万３，０００円とするものでございま

す。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

３ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１５国庫支出金、項１国庫負担金４７万

１，０００円の増額は、生活困窮者自立相
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談支援事業費等負担金の増加でございま

す。 

 項２国庫補助金５９万４，０００円の増

額は、生活困窮者就労準備支援事業費等補

助金の増加でございます。 

 項３委託金３６万６，０００円の増額

は、衆議院議員総選挙費委託金及び中国残

留邦人等支援事業委託金の増加でございま

す。 

 款１６府支出金、項３委託金８万円の増

額は、府議会議員補欠選挙費委託金の増加

でございます。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金２億５，

８８４万９，０００円の増額は、今回の補

正に伴う財源調整のため、財政調整基金繰

入金を増額するものでございます。 

 款２０諸収入、項４雑入２６２万４，０

００円の増額は、会計年度任用職員共済組

合個人掛金の増加でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

１議会費から款９教育費までの人件費を補

正し、２億５，２４９万１，０００円を増

額するものでございます。 

 なお、人件費の比較につきましては、４

６ページからの給与費明細書に記載いたし

ております。 

 続きまして、人件費を除いた増減といた

しましては、款３民生費、項１社会福祉費

１，０４９万３，０００円の増額は、国民

健康保険特別会計繰出金及び介護保険特別

会計繰出金の増加でございます。 

 以上、議案第８４号、令和６年度摂津市

一般会計補正予算（第８号）の内容説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 議案第８５号、令和６

年度摂津市水道事業会計補正予算（第３

号）につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、人事院勧告による給料改

定のほか、期末手当、勤勉手当の支給率引

上げなどに伴う人件費の補正を計上いたし

ております。 

 補正予算書１ページを御覧ください。 

 まず、第１条は、総則を定めたものでご

ざいます。 

 第２条は、収益的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出の第１款水道事業費用

は、５７１万円を増額し、補正後の額を２

０億２，９５３万８，０００円とするもの

でございます。 

 第１項営業費用は、５７１万円を増額

し、補正後の額を１９億６，７６１万６，

０００円とするもので、その内容につきま

しては、１８ページから２１ページの補正

予算実施計画説明書に記載いたしておりま

す。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出の第１款資本的支出

は、１９０万１，０００円を増額し、補正

後の額を１３億３，８８４万１，０００円

とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、１９０万１，００

０円を増額し、補正後の額を９億２，４６

９万２，０００円とするもので、その内容

につきましては、２２ページから２３ペー

ジの補正予算実施計画説明書に記載いたし

ております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、７億９，１８７万

５，０００円に改めるとともに、補塡財源

は、過年度分損益勘定留保資金について、

７億１，４６８万円に改めるものでござい

ます。 
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 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の補正を定めるも

ので、職員給与費は、７６１万１，０００

円を増額し、補正後の額を３億２，１８１

万１，０００円とするものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、給与費明細書は８ページから１６

ページにそれぞれ掲載いたしておりますの

で、御参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、議案第８５号、令和６年度摂津市

水道事業会計補正予算（第３号）の提案内

容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８６号、令和６年度

摂津市下水道事業会計補正予算（第２号）

につきまして、提案内容を御説明申し上げ

ます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、人事院勧告による給料改

定のほか、期末手当、勤勉手当の支給率引

上げなどに伴う人件費の補正を計上いたし

ております。 

 補正予算書１ページを御覧ください。 

 まず、第１条は、総則を定めたものでご

ざいます。 

 第２条は、収益的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出の第１款下水道事業費

用は、１６１万２，０００円を増額し、補

正後の額を３８億４，７４９万９，０００

円とするものでございます。 

 第１項営業費用は、１６１万２，０００

円を増額し、補正後の額を３５億４，５７

２万７，０００円とするもので、その内容

につきましては、１８ページから１９ペー

ジの補正予算実施計画説明書に記載いたし

ております。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めるもので、支出の第１款資本的支出

は、１２５万１，０００円を増額し、補正

後の額を３８億３，６４３万６，０００円

とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、１２５万１，００

０円を増額し、補正後の額を７億９，６４

１万７，０００円とするもので、その内容

につきましては、２０ページから２１ペー

ジの補正予算実施計画説明書に記載いたし

ております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、１２億１，８９６

万２，０００円に改めるとともに、補塡財

源は、当年度分損益勘定留保資金につい

て、１０億３，８５３万７，０００円に改

めるものでございます。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費の補正を定めるも

ので、職員給与費は、２８６万３，０００

円を増額し、補正後の額を１億１，９７３

万２，０００円とするものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、給与費明細書は８ページから１６

ページにそれぞれ掲載いたしておりますの

で、御参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、議案第８６号、令和６年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第２号）の提案

内容の説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 議案第８７号、令和

６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）につきまして、提案内容を御

説明申し上げます。 
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 今回の補正予算の内容といたしまして

は、人事院勧告による給料改定のほか、期

末手当、勤勉手当の支給率引上げなどに伴

う人件費の補正を計上いたしております。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧

いただきますようお願いいたします。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ６１８万２，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を９４億

７，４３３万５，０００円とするものでご

ざいます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款４繰入

金、項１一般会計繰入金６１５万７，００

０円の増額は、職員等に係る人件費の補正

によるものでございます。 

 款５諸収入、項１雑入２万５，０００円

の増額は、会計年度任用職員に係る人件費

の補正によるものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１

総務費、項１総務管理費５９７万円の増額

は、職員等に係る人件費の補正によるもの

でございます。 

 款４保健事業費、項２保健事業費２１万

２，０００円の増額は、会計年度任用職員

に係る人件費の補正によるものでございま

す。 

 なお、給与費全体の内訳につきまして

は、１０ページからの給与費明細書に記載

しておりますので、御参照いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 以上、議案第８７号、令和６年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

の提案内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第８８号、令和６年度

摂津市介護保険特別会計補正予算（第３

号）につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 今回の補正予算の内容といたしまして

は、人事院勧告による給料改定のほか、期

末手当、勤勉手当の支給率引上げなどに伴

う人件費の補正を計上いたしております。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧

いただきますようお願いいたします。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ４５５万５，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を７９億

５，６９１万３，０００円とするものでご

ざいます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款３国庫支

出金、項２国庫補助金１３万７，０００円

及び款５府支出金、項２府補助金６万８，

０００円の増額は、地域支援事業費の会計

年度任用職員に係る人件費の補正に伴う地

域支援事業交付金の増額によるものでござ

います。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金４３３

万６，０００円の増額は、職員等の人件費

の補正によるものでございます。 

 款７諸収入、項２雑入１万４，０００円

の増額は、会計年度任用職員の人件費の補

正によるものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款１総務

費、項１総務管理費３７３万４，０００円

の増額は、職員の人件費の補正によるもの

でございます。 

 款１総務費、項３介護認定審査会費５４

万４，０００円及び款３地域支援事業費、

項３包括的支援事業・任意事業費２７万
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７，０００円の増額は、会計年度任用職員

の人件費の補正によるものでございます。 

 給与費全体の内訳につきましては、１２

ページからの給与費明細書に記載しており

ますので、御参照いただきますようお願い

申し上げます。 

 以上、議案第８８号、令和６年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第３号）の提

案内容の説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本５件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第８４号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第８５号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第８６号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第８７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第８８号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程５、議案第９１号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第９１号、令和６年度

摂津市一般会計補正予算（第９号）につき

まして、提案内容を御説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、エネルギー・食料品等価

格の物価高騰の影響を受けた生活者に支援

を行う観点から、住民税非課税世帯に対し

て１世帯当たり３万円を給付し、該当する

世帯の１８歳以下の子に対して１人当たり

２万円を加算するものでございます。 

 また、市独自の施策として、物価高騰対

策割引券交付金事業に要する経費を計上い

たしております。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ５億９，５７４万６，０００

円を追加し、その総額を４７７億６，６５

１万９，０００円とするものでございま

す。 
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 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

３ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１５国庫支出金、項２国庫補助金５億７，

１３７万７，０００円の増額は、物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金の増加で

ございます。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金２，４３

６万９，０００円の増額は、今回の補正に

伴う財源調整のため、財政調整基金繰入金

を増額するものでございます。 

 次に、歳出についてでございますが、款

３民生費、項１社会福祉費４億２，２６２

万３，０００円の増額は、物価高騰支援給

付金の支給に要する経費の増加でございま

す。 

 款６商工費、項１商工費１億７，３１２

万３，０００円の増額は、物価高騰対策割

引券交付金に要する経費の増加でございま

す。 

 次に、第２条繰越明許費の補正につきま

しては、４ページ、第２表繰越明許費の補

正に記載のとおり、物価高騰支援給付金事

業及び物価高騰対策割引券発行事業を翌年

度にわたり実施するため、繰越明許するも

のでございます。 

 以上、議案第９１号、令和６年度摂津市

一般会計補正予算（第９号）の内容説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。野口議員。 

○野口博議員 幾つか質疑します。 

 最初に、今朝の議会運営委員会に諮られ

て、同日、即決議案として提出をした仕方

についてです。この間、国のいろんな政策

によって即決だとか専決の議案が出てきま

すけども、最低限、補正予算書と一緒に説

明文書がついていたと思います。一つ目

は、なぜ今回はそういうちゃんとした説明

文書をつけなくて即決に至ったのか、その

出し方についてお聞かせいただきたい。 

 二つ目は、これから予算を執行していく

わけでありますけども、御説明がありまし

たように、低所得者に対する給付金につい

ては、事務費等を含めて全額、国で面倒を

見ると。しかし、割引チケットについて

は、財政調整基金でありますけども、一般

財源から２，４００万円を使って予算組み

したという形であります。 

 補正予算の中に、例えば、低所得者に対

する給付金について、給付金の３億９，２

００万円以外に、窓口等業務委託料だと

か、システム構築等委託料だとか、その他

の通信経費等々の予算組みがあったり、ま

た、割引チケットに係る予算としては、割

引券等発行委託料だとか、通信運搬費と

か、こういう予算もつけておりますけど

も、もう少し詳しく説明いただきたい。例

えば、今申し上げた予算の執行の仕方と

か、この仕事に従事していただく会計年度

任用職員も含めた職員に関わる人件費も一

緒に入れておりますので、全体がどういう

ふうに流れていくのか、教えていただきた

い。 

 三つ目は、割引チケットの問題でありま

す。 

 国では、推奨メニューとして、自治体の

判断で今の物価高騰対策から各自治体の状

況に応じて選択していいということも含め

てメニューが示されています。そんな中で

割引チケットに決定する議論も含めて、そ

の辺の中身について、お聞かせいただきた

いと思います。 

 以上、３点です。 
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○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 野口議員から３点御質疑

があったかと思います。全てではないんで

すが、私から幾つか答弁させていただきま

す。 

 まず、今回、最終日に議案の追加提案と

いうことで出させていただいた経緯、状況

でございます。 

 今回の重点支援地方交付金なんですけど

も、１１月２２日に国で閣議決定がされま

して、２日前の１２月１８日に国の補正予

算ということで成立したものでございま

す。昨年は、もう１か月ほど早くて、第４

回定例会の初日に当初の議案ということで

提案することができたんですけど、今回、

国の予算の成立がちょっと遅れたことと、

本日が最終日で、何とかこのタイミングで

お願いしたく出させていただいたという経

緯でございます。我々としましては、重点

支援施策でございますので、なるべく早く

事業実施をいたしたいということで、今

回、このタイミングで追加提案させていた

だいたと御理解をお願いできればと考えて

おります。 

 二つ目のうち、私からは、事務費に関す

る内訳ということで、低所得者世帯の給付

金です。 

 事務費として３，０００万円少し計上さ

せていただいております。内容としまして

は、これに係る専任の職員を２名置いてお

りますので、その人件費とか、あとは、対

象となる世帯が、非課税世帯は１万２，０

００世帯、そのうち該当するお子様が１，

６００人ということですので、通知にかか

る郵送代等々、あとは、コールセンターは

委託を考えておるんですけども、その委託

料、そういったもろもろを計上させていた

だいているところでございます。 

 割引チケットは、後ほど生活環境部長か

ら御答弁させていただきたいと思います。 

 三つ目の推奨メニューの決定は、先ほど

議員からもあったように、国からは推奨メ

ニューが幾つか提示されています。こうい

う中の例として出している状況でございま

す。我々としましては、本市の物価高騰対

策において、この割引チケットが最も効果

的な取組だったと考えているところでござ

います。 

 割引券事業なんですけども、消費下支え

等を通じた生活者支援に資する取組という

ことで、家計に対する現金給付と同様の効

果があるということと、特定の現物支給策

と比較しまして、市民ニーズとのミスマッ

チも起こりづらいものかと考えておりま

す。併せて、この割引券の使用先を市内の

事業者に限定するということで、事業者支

援策としての効果も期待できると。あと、

昨年度も同じような事業をしておるんです

けども、その利用率が大体９３％というこ

とで、市民の方も非常に多く利用していた

だいている状況もございますので、我々と

しましては、この事業がいいのではないか

ということで、今回、補正予算で計上させ

ていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 それでは、割引券の内

容について御説明させていただきたいと思

います。 

 前年度もさせてはいただいておりますけ

れども、今回、１人当たり６００円ごとに

１枚利用できる割引券、３００円券を６枚

考えておりまして、そのうち２枚は小規模

店の限定の分と考えております。お１人

１，８００円の割引ができるということに

なっております。それを全世帯にゆうパケ
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ットで世帯主宛てに送らせていただくこと

を考えております。 

 利用期間に関しましては、来年の３月下

旬、２０日程度を目標にできたらと考えて

おりまして、５月末までということで繰越

しをお願いさせていただきたいと考えてお

ります。 

 その中で、皆さんに送ることになります

ので、通信運搬費等が予算として必要にな

ってくる、また、チケットを作成する必要

がございますので、割引券等の発行委託料

なども必要になってくると考えておりま

す。 

 スケジュールといたしましては、御可決

いただいた後になりますけれども、まずは

すぐに参加店を募集していきたいと考えて

おりまして、前年度参加店等は個別に案内

させていただいたりということを考えてお

ります。 

 その後、委託しますので、入札等を１月

の下旬にはさせていただいた後、大体２月

の下旬には、割引チケットとかリーフレッ

ト、ポスター等の印刷ができるのではない

かと考えております。特に、事業所の御案

内をうまくリーフレットに載せることで、

利用の際に市民の方が迷わないので、タイ

ミングよくしていきたいと思っておりま

す。３月の中旬には納品して、下旬には皆

さんのところに届くようにできたらと考え

ておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 最初の今日に至る資料の出し

方です。先ほど少し申し上げましたけど

も、最近は、議案と一緒に説明文書が１枚

程度ついていました。今回は何もなしで、

先ほど、総務部長が冒頭、補正予算の中身

を説明して提案された、この出し方の問題

については、時間がなかったとしても、以

前どおり少なくとも説明文書をつけて、そ

ういう対応はぜひすべきだということは申

し上げておきます。 

 割引券の問題です。最も効果的だという

お話を先ほどされました。この間、何回

か、こういう形で給付金のために予算が地

方に下りたり、いろんなケースがありま

す。今回も、地方自治体の現場に合わせて

いろいろ選択できますということで、推奨

する中身について幾つかの例もつけていま

す。 

 消化する期限やいろいろ制限はあるかも

分かりませんが、例えば、今回は割引券を

選択されたけども、より住民税非課税世帯

に対するプラス部分で、市独自として、い

ろいろ支援をする中身だとか、商品券だと

か、または、この間、近隣各市でも、こう

いう地方創生臨時交付金を使って小学校の

給食代を１年間無料にするとか、水道料金

の減免だとか、事業所については、この物

価高で大変ですので、電気代だとかを含め

て、いろんな要因の下で、事業所に対して

１事業所当たり１０万円とか５０万円と

か、事業所支援などもいろいろ選択できま

すという説明をつけております。 

 そういう中身を含めて、摂津市にとって

今何が一番大事なのかということについて

の議論がちゃんとなされたのか、再度お聞

かせをいただきたいと思います。 

 それと、部長から割引券の説明があった

中で確認ですけども、入札とおっしゃっ

た。割引券そのものを作る作業だとか、ゆ

うパケットとおっしゃったけども、入札と

いう意味合いがどうなのか、もう少し詳し

く説明いただきたい。３月の中旬ぐらいか

ら届けるということでお話がありましたけ

ども、入札の問題について、今日、本会議
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で議決した後、どう流れていくのか、もう

少し分かりやすく説明をいただきたいと思

います。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 入札の件に関しまして

は、割引チケットなどを実際に作っていた

だく部分だけの入札になっております。特

に事務的なところとしてはそういう部分

で、通信運搬費に関しましては、先ほども

お話しさせていただいておりますけれど

も、全世帯に郵便局がやっているゆうパケ

ットを利用させていただくので、通信運搬

費等が必要になってくるということでござ

います。 

 あと、会計年度任用職員は、チケットを

事業所の方に換金する必要もございますの

で、そういう換金とかのための職員と考え

ております。 

 また、場所に関しまして、今予定をして

おりますのは、市役所４階の産業振興課で

の対応を考えておる状況でございます。 

○三好義治議長 市長。 

○嶋野市長 なぜこのメニューを選んだのか

というお話でございますけれども、例え

ば、学校給食に充てることも確かに一つメ

ニューとして示されておりますし、そうい

ったことも全て検討した中で、今回の補正

予算の上程に至っているわけでございま

す。 

 例えば学校給食でございますと、その対

象が限られることがございます。我々は、

今、物価高騰でいろいろなものの値段が上

がっていって、市民生活にいろいろな影響

を与えていることについては、所得に関係

なく、全ての市民の皆様方に関係すること

であろうと考えております。そういうこと

を考えると、全ての市民の皆様が対象にな

るこのメニューが、今、我が摂津市にとり

ましては一番ふさわしいだろうと判断いた

しまして、このメニューを決定して補正予

算を上程しているところでございます。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 そういう議論をされたという

ことについては一応受け止めます。議論は

されたと思いますけども、短期間で、多分

１日で相談して決めたと思います。もう少

し総合的に議論することも大事という気が

します。二千数百万円の財政調整基金を使

うということで、一般財源でありますけど

も、貴重な財源であります。あと数千万円

足せば、例えば小学校の給食代は１年分で

約２億３，０００万円でありますけども、

いけるわけであります。 

 この間、いろんな各市の例を見ますと、

単純に割引チケットとか、セッピィ商品券

とか、そうではなくて、いろんな工夫をさ

れて、その自治体の実態に合ったいろんな

メニューをつくっております。そういう点

では、ちょっと安易ではないかという気持

ちもありますので、それは意見として申し

上げておきますけども、もう少し総合的に

御判断をしていただきたいと思います。 

 それで、最後に少し細かい話になります

けども、割引券が１億５，１９０万２，０

００円という数字があります。単純に１，

８００円で割りますと８万４，３９０人分

あります。この積算根拠を最後に教えてく

ださい。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 最初に、御質疑ではなか

ったんですけども、１日で決めたのではな

いかという内容のお話があったかと思いま

す。一応内部での議論の経過を述べさせて

いただきますと、先ほどちらっと申し上げ

ましたように、１１月２２日に国で閣議決

定しておりまして、国が内容で閣議決定し
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たことについて、推奨メニューの提示でご

ざいますとか、内容については、１１月２

９日に大阪府を通じて我々にも通知は来て

おります。その中で、当然、予算がまだ成

立していないという状況でございますの

で、予算が成立次第、速やかに取り組むと

いうのが基本的には推奨されておりまし

た。 

 そういった状況でございましたので、政

策推進課で各部局にいろいろ状況等々を確

認しながら、１１月２９日以降、全体の中

で議論をしてきたところでございます。参

考までに答弁させていただきます。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 経過は市長公室長から御説明

をさせていただきました。いろいろ御質疑

の中で、なぜ最終日にというお話もござい

ました。いろいろ内部で議論をさせていた

だいている中で、やはり我々は国の予算が

可決しないと議員の皆様方に提案ができな

いという事情がございます。 

 国の法案が通るのが来週になるのであれ

ば、場合によっては、低所得者の分を専決

でさせていただいて、残りについては第１

回定例会でという議論をさせていただいた

のは確かでございます。国がおとといに国

会で通されたということでございますの

で、我々としては、国が決められた物価対

策について、一刻も早く市民の皆様に提供

していきたいということで最終日に上程を

させていただいたということでございま

す。 

 内部でいろいろ議論をしまして、本日提

案をさせていただいたということは、その

ような経過がありますので、御理解をよろ

しくお願いいたします。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 割引券の金額でござい

ますけれども、１，８００円分を８万７，

０００人の方にということを想定させてい

ただくのと同時に、執行率が非常に高い事

業でございますので、９７％の執行率を想

定させていただいて、この１億５，１９０

万２，０００円という金額を出させていた

だいております。 

○三好義治議長 野口議員の質疑は終わりま

した。 

 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第９１号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程６、議会議案第２４号など６件を議

題とします。 

 お諮りします。 

 本６件については、提案理由の説明を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本６件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。松本

議員。 

  （松本暁彦議員 登壇） 

○松本暁彦議員 それでは、自民党・市民の

会を代表して、議会議案第２６号、選択的

夫婦別姓の速やかな実施を国に求める意見

書の件について、反対の立場から討論させ

ていただきます。 

 選択的夫婦別姓に関して、議論は進める

べきですが、速やかな実施は不適当である

との姿勢です。この問題に関しては、課題

が多く指摘されており、その課題を一つ一

つクリアにして実施可否の判断を行う必要

があると考えます。 

 二つの事例を紹介します。 

 一つは、先日、１２月１８日の衆議院法

務委員会で選択的夫婦別姓の質疑がありま

した。質問者は女性議員で、反対の立場か

らの質疑でした。その内容はユーチューブ

配信されており、一部の新聞でも取り上げ

られております。 

 いろいろと質疑がありましたが、選択的

夫婦別姓の考えを尋ねる世論調査における

指摘がありました。それは、選択肢の設定

で世論が変化しているということです。賛

成、反対の２択は賛成が多くなる一方、賛

成、反対、同姓維持プラス旧姓通称使用の

３択だと現行維持派が多数を占める傾向で

あるとのことです。 

 そこで紹介された令和３年の内閣府調査

では、６９．２％が夫婦同姓維持という回

答です。本当に望まれている施策なのか、

国民の声を正確に把握するため、少なくと

も３択での世論調査等をより理解を深めた

上で進める必要があると考えます。 

 また、子供の姓の選択もどうするのか決

まっておりません。夫婦別姓は、必ず父、

または母で親子別姓となり、時には兄弟別

姓の可能性も否定できません。法務大臣

は、子供にとって好ましくない影響を議員

に指摘され、その懸念を国民が共有し、き

ちんとした議論が望まれると答弁をしてお

ります。 

 二つ目は、旧姓の通称使用の法制化の声

も上がってきているということです。婚姻

改姓により生じる不便さや不利益さを完全

に解消し、旧姓の通称使用拡充を図るとい

うものです。この取組が進めば、国民の意

見はさらに変わることも予想されます。 

 議論を進める中で、やはり日本において

は選択的夫婦別姓は必要でないという結論

に至るかもしれません。そうでないかもし

れません。いずれにしても、決断を下すに

は議論は不十分であり、さらなる議論が求

められます。 

 加えて、議論が不十分な現状において、

拙速に過ぎる実施は、現状の懸念事項だけ

でなく、予想されていない課題が顕在化す

る可能性があり、社会を混乱させるおそれ

があります。社会の混乱は誰しもが望むも

のではありません。 

 以上の理由から、本議会議案には反対が

適切であると考えます。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で討論を終わります。 

 議会議案第２４号、議会議案第２５号、
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議会議案第２７号、議会議案第２８号及び

議会議案第２９号を一括採決します。 

 本５件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本５件は

可決されました。 

 議会議案第２６号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 これで令和６年第４回摂津市議会定例会

を閉会します。 

（午後３時５２分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

 摂津市議会議長     三 好 義 治 

 

 

 摂津市議会議員     福 住 礼 子 

 

 

 摂津市議会議員     藤 浦 雅 彦 

 



☆ 添 付 資 料 



曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

6 金 本会議（第１日） 委員長報告（継続分） 10:00

提案理由説明・質疑・委員会付託・即決

（議会議案届出締切　17:15）

7 土

8 日

9 月 文教上下水道常任委員会（第二委員会室） 10:00

民生常任委員会（301会議室） 10:00

10 火 総務建設常任委員会（301会議室） 10:00

（常任委員会予備日）

（一般質問届出締切　12:00）

11 水 （常任委員会予備日）

12 木 駅前等再開発特別委員会（第二委員会室） 10:00

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

18 水

19 木 本会議（第２日） 一般質問 10:00

20 金 本会議（第３日） 議会運営委員会（第一委員会室） 9:30

一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

令和６年第４回定例会審議日程（案）

月　日
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〈総務建設常任委員会〉
議案 第 71 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議案 第 79 号 摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 80 号 摂津市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 81 号 摂津市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件

〈文教上下水道常任委員会〉
議案 第 71 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議案 第 72 号 令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）
議案 第 73 号 令和６年度摂津市下水道事業会計補正予算（第１号）
議案 第 77 号 摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例の一部

を改正する条例制定の件
議案 第 78 号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定の件

〈民生常任委員会〉
議案 第 71 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議案 第 74 号 令和６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議案 第 75 号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

〈議会運営委員会〉
議案 第 71 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

〈駅前等再開発特別委員会〉
議案 第 71 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議 案 付 託 表

令和６年第４回定例会
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